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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第１号） 

 

令和７年２月２５日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第１号 

            令和７年２月２５日 

              午前１０時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期決定の件 

第３ 第１号議案から第４１号議案まで及び第

１号報告 

   （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 第１号議案から第４１号議案まで及

び第１号報告 

     （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 公安委員長        平川加奈江 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 労働委員会会長      深田 茂人 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

嶋議長 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、先般、新たに教育委員会委員

に就任された藤田敦教育委員会委員から御挨拶

があります。藤田敦教育委員会委員。 

藤田教育委員会委員 昨年１２月２７日付けで

教育委員会委員に就任した藤田敦と申します。
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どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

嶋議長 次に、先般、新たに警察本部長に就任

された幡野徹警察本部長から御挨拶があります。

幡野徹警察本部長。 

幡野警察本部長 本年１月３１日付けで警察本

部長に命ぜられた幡野徹と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

午前１０時１分 開会 

嶋議長 ただいまから令和７年第１回定例会を

開会します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

嶋議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告をし

ます。 

 まず、監査委員から、地方自治法第１９９条

第９項の規定により、令和６年度の行政監査の

結果について、また、同法第２３５条の２第３

項の規定により、昨年１２月及び本年１月の例

月出納検査の結果について、それぞれ文書をも

って報告がありました。 

 なお、調書は朗読を省略します。 

 次に、会議規則第１２５条第１項ただし書の

規定により、お手元に配布の表のとおり議員を

派遣しました。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第１号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

嶋議長 日程第１、会議録会議録署名議員の指

名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、今吉次郎議員及び玉田輝義議員を指

名します。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 会期決定の件 

嶋議長 日程第２、会期決定の件を議題としま

す。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

ら３月２７日までの３１日間としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は３１日間と決定します。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第１号議案から第４１号議案まで

及び第１号報告 

      （議題、提出者の説明） 

嶋議長 日程第３、第１号議案から第４１号議

案まで及び第１号報告を一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第 １号議案 令和７年度大分県一般会計予算 

第 ２号議案 令和７年度大分県公債管理特別

会計予算 

第 ３号議案 令和７年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算 

第 ４号議案 令和７年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算 

第 ５号議案 令和７年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算 

第 ６号議案 令和７年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算 

第 ７号議案 令和７年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算 

第 ８号議案 令和７年度大分県県営林事業特

別会計予算 

第 ９号議案 令和７年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算 

第１０号議案 令和７年度大分県港湾施設整備

事業特別会計予算 

第１１号議案 令和７年度大分県病院事業会計

予算 

第１２号議案 令和７年度大分県電気事業会計

予算 

第１３号議案 令和７年度大分県工業用水道事

業会計予算 

第１４号議案 包括外部監査契約の締結につい

て 

第１５号議案 大分県部等設置条例の一部改正

について 
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第１６号議案 刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備につ

いて 

第１７号議案 大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について 

第１８号議案 大分県の事務処理の特例に関す

る条例の一部改正について 

第１９号議案 職員の給与に関する条例等の一

部改正について 

第２０号議案 職員の退職手当に関する条例の

一部改正について 

第２１号議案 第３期まち・ひと・しごと創生

大分県総合戦略の策定について 

第２２号議案 大分県地域福祉基本計画の策定

について 

第２３号議案 栄養士法の一部改正に伴う関係

条例の整備について 

第２４号議案 大分県国民健康保険条例の一部

改正について 

第２５号議案 大分県幼保連携型認定こども園

の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

第２６号議案 大分県次世代育成支援行動計画

の策定について 

第２７号議案 権利の放棄について 

第２８号議案 大分県病院事業に係る料金条例

の一部改正について 

第２９号議案 権利の放棄について 

第３０号議案 大分県流通業務団地造成事業特

別会計設置条例の廃止について 

第３１号議案 令和７年度における農林水産関

係事業に要する経費の市町村負

担について 

第３２号議案 令和７年度における土木事業に

要する経費の市町村負担につい

て 

第３３号議案 大分県土木建築部長期計画の策

定について 

第３４号議案 工事請負契約の締結について 

第３５号議案 大分県港湾施設管理条例の一部

を改正する条例の一部改正につ

いて 

第３６号議案 工事請負契約の締結について 

第３７号議案 工事請負契約の締結について 

第３８号議案 工事請負契約の締結について 

第３９号議案 工事委託契約の変更について 

第４０号議案 大分県長期教育計画の策定につ

いて 

第４１号議案 損害賠償請求に関する和解をす

ることについて 

第 １号報告 損害賠償に関する和解について 

―――――→…←――――― 

嶋議長  提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。令和７年第１

回定例県議会の開会にあたり、県政執行の方針

とともに、ただいま上程された諸議案の説明を

申し上げ、皆様の御理解と御協力をお願い申し

上げたいと思います。 

 今、時代は大きく動いています。急激な気候

変動や人口減少、歴史的な物価高と賃上げ、先

端技術の飛躍的な進展など、かつてない社会経

済情勢の変化に直面しています。また、国外に

目を向けると、混迷が続くウクライナ、中東情

勢に加え、米国のトランプ大統領就任に伴う新

たな政策展開など、国際情勢も激動しています。 

 このような状況に的確に対応し、これからの

大分県を切り拓いていくためには、時流を丹念

に読み解き、進むべき道を見定め、果敢に挑戦

していかなければなりません。来年度は、そう

した決意を持って県民の皆様と共に作り上げた

長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン

２０２４」を本格的にスタートさせる大切な年

になります。時を同じくして、国においても、

地方こそ成長の主役との考えの下、それぞれが

特性に応じて発展できるよう、強力に後押しす

るとしています。こうした国の施策も取り込み

つつ、人口減少の抑制に向けた大分県版地方創

生をはじめ、ビジョンでお示しした１０年後の

目指す姿を実現すべく、対話と連携を基本姿勢

に全力で県政の舵を取っていきます。 

 私は、就任以来、可能な限り現場に足を運び、

地域の声を県政に反映させてきました。また、

昨年末からは、ビジョンに掲げた目標や政策を
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共有するため、県内各地での講演会や高校生と

の意見交換会を通じて、活発な議論を行ってき

たところです。今後も、県民一人一人の声を政

策の原点として、実行にあたっては、あらゆる

主体と連携しながら、新しいおおいたを共に創

り上げていきます。 

 もとより、足下の課題にもしっかりと取り組

みます。物価高や人手不足への対応、県土強靱

化などに関する国の総合経済対策を積極的に受

け入れ、追って今定例会中に提案させていただ

く予定の補正予算と合わせて、切れ目なく対策

を講じていきます。 

 以上のような考えで編成した令和７年度一般

会計当初予算案は、７，０２６億７，７００万

円、対前年度比１．９％の増となる積極予算と

しています。長計実行元年として、力強いスタ

ートを切るために設定した特別枠、新しいおお

いた共創枠には、過去最高となる３４億円を盛

り込みました。 

 他方、今後も増加することが見込まれる義務

的経費については、注意が必要です。強靱な県

土づくりの推進や官民を通じた賃上げに伴い、

これまで減少していた公債費や人件費が大きく

増加します。これに、高齢化の進行による社会

保障関係費の伸びも加わり、歳出構造が変化す

る局面に入りつつあります。 

 このため、予算編成にあたっては、全庁を挙

げて既存事業の総点検を行い、選択と集中をよ

り徹底しました。加えて、歳入面でも、国の交

付金をはじめとした有利な財源や、あらかじめ

確保してきた特定目的基金を活用することなど

により、できる限り財政調整用基金の取崩しを

抑制しています。臨時財政対策債等を除く実質

的な県債残高に関しても、適正管理に努めたと

ころです。 

 県財政を取り巻く状況は、これからも一層厳

しさを増すと考えられますが、不断の行財政改

革に取り組み、健全性を堅持していきます。 

 以下、予算案について、新規重点事業を中心

に概要を説明します。 

 初めに、安全で安心して暮らせる大分県づく

りです。 

 昨年は、能登半島地震や本県にも大きな被害

をもたらした台風第１０号など、全国各地で自

然災害が相次ぎました。年々激しさを増す中、

過去の災害から得た教訓や経験を踏まえて、絶

えず防災対策を強化していく必要があります。 

 一つは、建物の倒壊防止対策です。能登半島

地震では多くの住宅が倒壊したことを受け、県

内でも耐震化への意識が高まっています。そこ

で、市町村と連携して耐震改修に対する補助制

度を拡充するとともに、壁や床を解体せずに補

強できる低コスト工法の普及を図り、耐震化を

後押しします。 

 道路の寸断などにより孤立した集落や避難所

における課題も浮き彫りになりました。特に、

孤立する可能性のある集落では、備蓄物資や通

信手段等をあらかじめ確保しておくことが大事

であり、今回、重点的に支援し、整備を加速さ

せます。避難所においては、運営を担う人材の

確保と生活環境の改善が急務です。そのため、

市町村職員を補完する人材やボランティア団体

の受入れを調整する組織を育成し、運営体制を

強化します。あわせて、トイレカーの導入や女

性に配慮した環境整備、ペット同伴に対する理

解促進にも取り組み、避難者が安心して過ごす

ことができる環境づくりに努めます。 

 また、台風第１０号の際には、治水ダムの水

位が急激に上昇したことから、緊急放流を行う

タイミングの判断の難しさを実感したところで

す。このため、ＡＩによりダムの水位を予測す

るシステムを導入するとともに、河川監視カメ

ラや放送機器を増設し、住民に対して迅速に退

避の呼びかけができる体制を整備します。 

 発災時における救助活動も充実させます。防

災ヘリコプターとよかぜについて、ホバリング

時の活動時間や救助人数が大幅に増加した機体

へと更新するほか、高度化したおおいた消防指

令センターの運営を支え、市町村と一体となっ

て県民の命を守っていきます。こうした対策と

あわせて、災害に強い県土づくりも欠かせませ

ん。昨年被災した三郎丸橋等の改良復旧をはじ

め、急傾斜地の崩壊対策やため池の改修などの

公共事業予算を増額し、ハード面からも防災力
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を高めていきます。 

 このように、頻発・激甚化する災害への対応

力を高めながら、その要因とされる地球温暖化

対策もグリーンアップおおいたを旗印に、県民

総参加で前に進めます。 

 まず、一人一人の身近な省エネ行動を促進し

ていきます。小学生の環境ラベルへの関心を高

める企画や宅配便の再配達ゼロに向けたキャン

ペーンなどを実施するほか、太陽光発電設備や

蓄電池等の導入を引き続き支援し、環境に配慮

した行動への転換を促します。 

 脱炭素や脱プラスチックに挑む事業者を支援

するおおいたグリーン事業者認証制度も大事な

取組であり、認証数は１２０社を超えてきまし

た。来年度は、金融機関と連携して、事業者が

削減した二酸化炭素量などと金利が連動する融

資の枠組みを構築し、新たなビジネスチャンス

を創出することで、環境と経済の好循環を生み

出したいと考えています。 

 県内各地で環境保全活動を行うグリーンアッ

プおおいた実践隊は、こうした県民や事業者の

取組をつなぐ役割が期待されています。そこで、

実践隊が企画する様々な主体を巻き込んだイベ

ントを応援し、活動の輪を広げていきます。 

 少子高齢化・人口減少が進む中でも、誰もが

安心して住み続けられる大分県を目指し、三つ

の日本一に挑戦しています。 

 子育て満足度日本一では、当事者の声によく

耳を傾け、施策に反映していくことが特に重要

です。そのため、就任直後から、こども医療費

助成の拡充や県立学校の給食費無償化など、要

望の多い経済的負担の軽減を図ってきました。

本県ではこれまで、子育て支援を積極的に実施

してきたこともあり、配偶者のいる女性の出生

率や第２子以降の出生率は増加傾向となってい

ます。 

 こうした状況を踏まえ、今後は、少子化の流

れに歯止めをかける第一歩として、出会いの場

をつくり、婚姻数を伸ばしていく必要があると

考えています。この２年間、知事公舎で行った

婚活イベントにおいても、なかなか出会いの機

会がないので、このような企画をもっと増やし

てほしい、また参加したいなどの声を多くいた

だきました。そこで、企業や団体等と連携して、

県外に在住している本県ゆかりの女性と県内男

性との出会いの場を創出する企画や、県内各地

における婚活イベントを開催し、若者の希望を

後押しします。 

 安心して子育てできる住環境づくりにも力を

入れます。 

 現在、子育て世帯向け住戸として、県営住宅

において、広い間取りへの変更や対面キッチン

の設置などを進めており、今後、整備を加速さ

せます。他方、戸建て住宅に関しては、ニーズ

は高いものの、経済面や賃貸物件の不足が課題

となっています。このため、子育て世帯の理想

がかなうよう、民間事業者と連携して、空き家

を活用した戸建て賃貸住宅の整備を推進します。 

 ヤングケアラーへの支援については、これま

でに県内全ての自治体が相談窓口を設置し、家

事や介護等の福祉サービスの利用につなげる事

例も増えてきました。こうした中、県が昨年実

施した悉皆調査では、家族の世話で困りごとを

抱えている児童生徒が少なくとも２千人を超え

ると推計され、その約半数は誰にも相談した経

験がないことを把握したところです。この結果

を踏まえ、来年度は、市町村による実態調査や

関係機関との調整を行うコーディネーターの配

置を支援するほか、子どもたちが安心して集え

る居場所づくりを進め、早期発見・支援に向け

た対策を充実させます。 

 増加する児童虐待への対応も急ぐ必要があり、

こども・女性相談支援センターによる支援体制

を強化します。現在、相談件数が最も多い大分

市を管轄する城崎分室について、大分支所に改

称した上で組織を独立させるとともに、人員を

増員して対応のさらなる迅速化を図り、児童の

安全確保に万全を期していきます。 

 健康であり続けることは、全ての県民の願い

です。昨年末に公表された令和４年調査におけ

る健康寿命の全国順位は、後退する結果となり

ましたが、一人一人が安心して健やかに自分ら

しく生活できるよう、これからも日本一に挑戦

していきます。 
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 まず、１３の健康指標を活用した取組を加速

させます。地域が抱える個別の健康課題に加え、

新たに、特定健診受診率やかむ力など、県全体

の順位が低い５項目についても、改善に取り組

む市町村を重点的に支援し、健康寿命の延伸に

つなげます。また、来月リニューアルする健康

アプリ歩得（あるとっく）を通じて、ポイント

を付与するキャンペーンを集中的に実施するこ

とにより、県民や事業所など、あらゆる主体が

参加した健康づくり運動を展開していきます。 

 県民の健康を支える医療・介護提供体制も強

化します。需要が増加している救急医療では、

救急車の適時・適切な利用が求められています。

そのため、緊急度の判定を行う救急安心センタ

ー、いわゆる♯７１１９を県内全域で導入し、

救急搬送体制の負担軽減と医療機関の受診適正

化を図ります。不足する病院薬剤師の確保も急

ぎます。採用した薬剤師の奨学金返還を支援す

る医療機関への助成制度や、薬学部進学者に対

する返還免除付き修学資金の貸与制度を創設し、

県内医療機関への就職を促進します。 

 介護分野ではこれまで、不足する介護人材の

確保対策とあわせて、職員の負担軽減と生産性

向上を図るべく、介護ロボットやＩＣＴの導入

を進めてきました。団塊世代が全て後期高齢者

となる今年は、国の補正予算も含め事業費をさ

らに増額して、全ての介護施設への導入を目指

します。 

 障がい者活躍日本一の取組も前進させます。 

 昨年の障がい者雇用率は全国８位でしたが、

雇用者数が過去最高を更新したほか、力を入れ

ている知的・精神障がい者についても、人数、

率ともに前年を上回ることができました。今後

も、雇用率の引上げや対象事業主の拡大が続く

ことから、雇用実績のない企業や新たに対象と

なる企業への働きかけを強めていきます。また、

障がい者が職場実習を行う際の奨励金制度を新

たに設け、積極的な実習への参加を通じて就労

を後押しします。 

 芸術の分野では、アーティスト作品の商品化

に向けた取組を応援します。テスト販売会を開

催し、販売戦略を練り上げるとともに、商店街

等と連携して展示や実証販売を行い、障がい者

アートへの需要を高めていきます。 

 スポーツの分野においても、東京２０２５デ

フリンピックを契機に、パラスポーツの魅力を

伝える動画の作成・普及などに取り組み、活躍

の場を広げていきます。 

 第２は、県民が元気に活躍できる大分県づく

りです。 

 地域の基幹産業である農林水産業においては、

元気な担い手が地域を牽引し、元気な産地をつ

くり、新たな担い手を呼び込む好循環を生み出

していきます。 

 これまで再生に取り組んできた農業では、大

分県の顔となる園芸品目の育成に向けて、市場

ニーズが高いねぎやピーマンなど、４品目の産

地拡大を集中的に支援してきました。その結果、

いずれの品目においても目標面積の達成が見込

まれており、市場シェアも京阪神地域を中心に

拡大できたところです。今後は、ニーズが増す

果樹や加工業務用野菜を中心にさらなる規模拡

大を進め、成長産業化を実現していくことが重

要となります。そこで、産地の中核となる担い

手を育成するため、雇用型経営や大規模法人化

を目指す経営体に対して、専門コンサルタント

を派遣し伴走支援を行う体制を構築します。さ

らに、こうした経営体や参入企業等が大規模な

生産拡大に挑戦する際の補助率も引き上げ、マ

ーケットに対応した産地づくりを加速させます。 

 畜産では、おおいた和牛のブランド力向上が

不可欠です。そのため、ゲノム育種価評価に基

づき、高能力な若い雌牛に更新する生産者を支

援し、質の高い生産基盤を整備します。あわせ

て、キャトルステーションにおける子牛の衛生

管理技術の向上を図り、預託頭数を増加させる

ことで、生産者による増頭も促していきます。 

 林業では、森林情報を一元化したクラウドシ

ステムの本格運用を契機に、林地の譲渡希望に

関する情報を集約し、意欲の高い経営体への集

積を進めます。また、大径材の利用を促進する

ため、市町村と連携して、簡易な設備整備への

助成制度を新設するとともに、早生樹による再

造林を推進し、伐って使い、植えて育てる循環
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型林業を確立します。 

 水産業に関しては、第４３回全国豊かな海づ

くり大会の成果を今後の振興にいかすことが大

事です。漁船漁業では、県内最大の拠点である

鶴見市場の効率化、高度化を支援し、機能向上

を図ります。養殖業でも、主力であるブリの飼

料価格高騰に対処すべく、産学官連携で低コス

ト飼料の開発に取り組み、生産力を高めていき

ます。 

 また、販売促進にも力を入れます。大阪・関

西万博の期間中、関西圏におけるブース出展や

フェア開催を通じて集中的にＰＲを行います。

加えて、牛肉のＥＵへの出荷や養殖ブリの台湾

での販売など、輸出先の開拓も進め、販路を拡

大していきます。さらに、おおいた和牛や県産

魚等を学校給食に提供することで、ファンを増

やし新たな需要を喚起します。 

 県内の景気は、設備投資が高水準で推移して

いるものの、鉱工業生産は弱めの動きとなるな

ど、回復のペースが鈍化しています。また、日

銀による政策金利の引上げの影響も見込まれて

おり、県経済の要である中小企業・小規模事業

者の元気を支えていくことが喫緊の課題となっ

ています。 

 そのような中、気がかりなのは、全国的にも

増加している企業倒産の状況です。コロナ関連

融資の返済や物価高などの影響による資金面に

加え、後継者難や人手不足といった人材面に起

因するものが多いとされており、対策を急ぐ必

要があります。 

 資金面では、現在、今年度末までの措置とし

て、ゼロゼロ融資をはじめとした既往借入金の

借換え等に対応可能な県制度資金により、事業

者の資金繰りを支援しています。しかしながら、

ピークは越えたものの、今後も借換え需要の継

続が見込まれることや、返済期間の延長を希望

する声が多いことを踏まえ、融資期間を最大で

１５年までなどとする資金を創設して、しっか

りと下支えします。 

 人材面については、まず、後継者確保に向け

た事業承継の取組を着実に進めます。昨年度の

支援件数は過去最高の８０件となったところで

すが、依然、後継者が不在の事業者は６割を超

えています。このため、後継者の有無や課題に

関するアンケート調査を行い、承継の検討が必

要な事業者を掘り起こし、早期に事業承継診断

につなげるとともに、市町村など関係機関によ

る支援を強化します。金融面でも、県の事業承

継資金の保証料率を引き下げ、承継を後押しし

ます。 

 人手不足への対応も待ったなしであり、おお

いた産業人財センターの機能を向上させます。

学生や求職者が気軽に立ち寄れるよう、アミュ

プラザおおいた内に移転して、企業との交流を

促進するほか、企業の人材確保を支援するアド

バイザーを配置することにより、マッチング機

能を高めます。さらに、新たな在留資格である

育成就労制度の導入を見据え、センター内に外

国人材の雇用に関する企業向けの相談窓口を新

設し、円滑な採用をサポートします。 

 地域に元気をもたらす観光では、活況を呈し

た福岡・大分デスティネーションキャンペーン

の効果もあり、昨年の延べ宿泊客数が過去最高

を記録しました。一人当たりの旅行支出が多い

インバウンドも大幅に増加しており、コロナ禍

から完全復活を遂げ、さらなる成長を目指す観

光産業にとって、この勢いを持続させていくこ

とが大事です。 

 こうした中、４月から始まる大阪・関西万博

は、３５０万人もの外国人をはじめ、多くの来

場者が想定されており、誘客を図る絶好の機会

となります。期間中、大阪エリアにおいて、本

県が誇る自然や歴史、食などを発信するプロモ

ーションを実施するほか、万博会場でも、県内

の魅力が詰まった地域素材集やハーモニーラン

ドと連携したＰＲを通じて、来県を促します。

また、連携協定を結んでいる地域など、本県と

関係が深い海外政府機関等を招聘し、教育や芸

術文化における交流も進めていきます。さらに、

期間後半の９月には、県内で市町村と連携して、

地域資源を広く発信するおおいた地域博覧会を

開催し、秋に行われる予定の宇佐神宮御鎮座１

３００年記念行事等への来訪を促すなど、県内

周遊につなげていきます。 
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 その記念行事にあわせた取組にも力を入れま

す。歴史博物館における特別展に加え、交通事

業者と連携した都市圏向けキャンペーンや県内

の観光地、文化施設を巡るバスツアー等を実施

することにより、地域を活性化していきます。 

 万博を契機とした県産品の海外展開も促進し

ます。県公式オンラインショップを活用して、

万博会場はもとより、本県を訪れた外国人観光

客が帰国後でも購入可能なＥＣサイトを構築す

るとともに、プロモーション活動を積極的に行

い、海外需要を取り込みます。 

 今月１６日、県立美術館ＯＰＡＭは、お陰様

で累計来館者数５００万人を突破しました。訪

れる方の感性に訴え、新たな発見や刺激をもた

らす美術館、気軽に立ち寄り、楽しむことがで

きる美術館を目指して取り組んできたところで

あり、大変うれしく思っています。そして、こ

の春には、いよいよ開館１０周年を迎えます。

これまでの歩みを振り返るとともに、記念式典

やイベントの開催、記念展への小学生招待等を

通じて、これからも皆様に親しまれ、共に成長

する美術館であり続けるよう、努めていきます。 

 また、今年は、第２５回記念別府アルゲリッ

チ音楽祭をはじめ、１１年ぶりとなる国東半島

芸術文化祭なども開催されます。県では、こう

した大型イベントに合わせて、まちなかで様々

な分野のアートに出会える機会を提供して、地

域ににぎわいを創出していきます。 

 スポーツでは、合宿誘致による地域の活性化

を推進します。これまで、県・市町村等が一体

となって取り組んできた結果、誘致件数は増加

してきましたが、年々競争が激化しています。

このため、スポーツに関する専門的知識を有し

た合宿コーディネーターを新たに配置し、誘致

体制を強化します。 

 第３は、新たな魅力を生み出し、未来を創造

する大分県づくりです。 

 九州の一番東に位置する本県は、その玄関口

として、交通結節点の役割を担うことができる

大きなポテンシャルを有しており、各方面から

広域交通ネットワークの充実に取り組んでいま

す。 

 陸路では、半導体関連企業の進出やインバウ

ンド増加の好機を捉えるべく、九州の東西を結

ぶ中九州横断道路の整備を推進します。竹田阿

蘇道路の早期完成、大分－犬飼間の早期事業化

に向け、国への働きかけを強めます。全国的に

整備が進む新幹線については、宮崎県が東九州

新幹線等の調査を行うなど、整備計画路線への

格上げに向けた動きが活発になってきました。

来年度は、関係４県１市期成会のロゴマークを

活用して情報発信を強化するとともに、シンポ

ジウム等を開催することにより、理解促進と機

運醸成に注力します。 

 広域経済圏・観光圏の創出や災害時のリダン

ダンシー確保など、多くの効果が期待される豊

予海峡ルート構想についても前に進めます。そ

の際、九州をはじめ、四国や中国、関西の各県

としっかり連携していくことが重要となります。

昨年１０月には、愛媛県との交流会議において、

中村知事と両県間の連携強化を確認したところ

であり、引き続き、関係自治体などとの意見交

換や交流を進め、強く国に要望していきます。 

 空路では、昨年訪問した台湾でのプロモーシ

ョンを受け、現地航空会社による新規就航を目

指して、関係各所と協議を重ねているところで

す。インバウンドの増加に伴い、空港間競争が

激化する中ではありますが、何とか就航を実現

し、誘客はもとより、台湾との経済交流や企業

誘致、教育交流などにもつなげていきたいと考

えています。 

 その企業誘致では、大規模産業用地を確保す

るため、現在、おおむね１５ヘクタールを超え

る候補地について、インフラの状況や開発コス

トに関する調査を行っているところです。また、

開発を行う際に農地法等の規制が緩和される地

域未来投資促進法における重点促進区域の設定

も進めているところです。来年度は、これらを

基に、民間開発事業者や市町村と連携した整備

スキームを構築するとともに、私自身先頭に立

って誘致セミナーを開催し、取組を加速させま

す。 

 このように、新たな人や物の流れをつくり、

大分県の魅力を高めながら、移住・定住をさら



第１回 大分県議会定例会会議録 第１号 

- 9 - 

に促進します。折しも、新年度から、今定例会

に提案している第３期まち・ひと・しごと創生

大分県総合戦略をスタートさせます。２０３５

年における人口１００万人の維持に向けて、特

に重点課題に位置付けた若者や女性の呼び込み

に力を入れていきます。 

 まず、県独自に支給している移住応援給付金

を見直し、新たに若年者や子育て世帯に対する

加算制度を設けることにより、重点的に支援し

ます。また、移住決断の大きな決め手である仕

事に関して、好調なスキルアップ移住の対象に、

女性や企業からのニーズが高いファイナンシャ

ルプランナーの資格取得を追加し、就職までワ

ンストップでサポートします。転職なき移住に

向けた対策も充実させます。本県とパートナー

シップ宣言を行っている企業やその社員等を対

象として、希望に沿ったモニターツアーや移住

体験会を開催して、働きかけを強めていきます。 

 こうした施策とあわせて、魅力ある地域づく

りも欠かせません。県内各地の地場産品や観光

資源を掘り起こし、磨き上げていく取組に対し、

総合補助金の補助率を引き上げて応援すること

で、地域を活性化させ、交流人口の拡大につな

げていきます。一方、住民の日常生活を支える

地域公共交通の維持も大事です。利用者の減少

や乗務員不足が深刻化する中、ＤＸを活用して

利便性向上や業務効率化を図る取組の実用化が

進んできました。そこで、運行管理システムや

配車アプリ等を導入する事業者や、コミュニテ

ィバスの自動運転の実装に挑戦する市町村を支

援し、利用促進とサービスの維持を図ります。 

 今後の経済活動において、世界的な要請であ

るカーボンニュートラルは、避けられない問題

です。県経済を牽引する大分コンビナートでは、

グリーン水素の製造・供給やカーボンリサイク

ルなどに関して、既に多くの企業間連携プロジ

ェクトが動き出しています。また、地場企業に

おいても、水素サプライチェーンの構築に向け

た取組が検討されています。県では、こうした

挑戦が着実に前進するよう、引き続き支援して

いきます。 

 森林による吸収源対策も推進します。昨年１

１月、大分県森林組合連合会と県営林を所管す

る本県が創出・販売する森林Ｊ－クレジットを、

コンビナート企業群が購入することを目的とし

た連携協定を締結しました。これにより、売却

益を活用した適切な森林管理や着実な再造林を

進めるとともに、グリーン・コンビナートおお

いた推進構想を加速させ、カーボンニュートラ

ルの実現を目指します。 

 目まぐるしく変化する先端技術の動向や知見

を捉え、新産業の創出や地域の課題解決につな

げていくことも重要です。 

 特に、空飛ぶクルマなどの次世代空モビリテ

ィの市場では、全世界で企業が実装に向けてし

のぎを削っています。そのような中、今月６日、

空飛ぶクルマの国内開発をリードするスカイド

ライブ及びＪＲ九州との間で、県内での活用や

産業振興等に関する連携協定を締結しました。

別府湾上空における遊覧サービスの開始などを

目指すとしており、県としても必要なサポート

を行っていきます。あわせて、県内企業が取り

組んでいる安全運航や航続距離向上等に関する

研究開発についても、しっかりと支援していき

ます。 

 こうしたイノベーションを生み出す人材も不

可欠です。そのため、将来の経営を担う企業人

材を対象として、イノベーションに必要な考え

方や先端技術の活用方法を身に付けるための研

修を実施し、ビジネス機会の創出や地域の活性

化に挑戦する人材を育成していきます。 

 また、宇宙産業に関しても、引き続き宇宙港

実現に向けた調査等を実施するほか、関連ビジ

ネスの振興や人材育成に努めていきます。 

 全ての子どもたちが、変化の激しい社会を生

き抜く力と意欲を育むことができるよう、教育

県大分の創造に全力で取り組みます。 

 いよいよ４月から、これまで準備を進めてき

た普通科設置校における習熟度別遠隔授業の配

信が始まります。まずは、臼杵、佐伯鶴城、日

田、宇佐高等学校の４校でスタートした後、順

次拡大していきます。加えて、長期休業中の特

別講座や動画教材についても、この夏から全て

の普通科設置校での配信を開始し、多様で質の
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高い学びの機会の提供と地域の高校の魅力向上

に努めます。また、こうした遠隔教育はもとよ

り、日頃の学習に不可欠な県立高校の一人１台

端末が更新時期を迎えることから、引き続き、

県において配備することとします。 

 増加が続く不登校の児童・生徒に対する教育

環境の確保も大切です。教室に入れない子ども

に対して学習・相談支援を行う登校支援員につ

いて、中学校への配置を拡大するとともに、小

学校にも新たに配置します。あわせて、県立学

校のスクールソーシャルワーカーも増員し、個

々に応じたサポート体制を強化していきます。

登校が難しい子どもに対する支援も充実させま

す。県の認証を受けたフリースクールに通う就

学援助の受給世帯等を対象に、市町村と連携し

て利用料を助成し、家庭の経済状況にかかわら

ず、安心して学べる機会を確保します。 

 様々な事情で十分な教育を受けられなかった

方に対し、学び直しの場を提供する夜間中学に

ついては、令和８年４月の開校に向けて準備を

進めています。来年度は、シンポジウムや県内

各地における入学者説明会を開催し、周知を図

るとともに、安心して学ぶことができる環境を

整備していきます。 

 公教育の一翼を担う私立高校に関しては、一

人１台端末の個人購入に対する補助の拡充に加

え、学校が整備する端末への県単独の助成制度

を創設し、負担軽減を図ります。また、いじめ

・不登校対策を推進するため、スクールカウン

セラーの配置等への助成額も増額します。 

 次に、予算外議案について、主なものを説明

します。 

 第１９号議案職員の給与に関する条例等の一

部改正については、人事委員会の勧告等の趣旨

を尊重するとともに、国及び各県の給与改定な

どの事情を考慮し、一般職の職員の令和７年度

の給与改定などを行うものです。 

 第３０号議案大分県流通業務団地造成事業特

別会計設置条例の廃止については、令和６年度

をもって全区画の分譲手続が完了することから、

廃止するものです。 

 以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようにお願いします。 

嶋議長 これをもって提出者の説明は終わりま

した。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 お諮りします。明２６日及び２７日は、議案

調査のため休会としたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明２６日及び２７日は休会と決定し

ました。 

 次会は、２８日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時３９分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第２号） 

 

令和７年２月２８日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第２号 

            令和７年２月２８日 

              午前１０時開議 

第１ 第４２号議案から第５６号議案まで 

   （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第４２号議案から第５６号議案まで 

     （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

嶋議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第２号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第４２号議案から第５６号議案ま

で 

      （議題、提出者の説明） 

嶋議長 日程第１、第４２号議案から第５６号

議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第４２号議案 令和６年度大分県一般会計補正
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予算（第６号） 

第４３号議案 令和６年度大分県公債管理特別

会計補正予算（第１号） 

第４４号議案 令和６年度大分県国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号） 

第４５号議案 令和６年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計補正予算（第

１号） 

第４６号議案 令和６年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計補正予算（第

１号） 

第４７号議案 令和６年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計補正予算（第

１号） 

第４８号議案 令和６年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計補正予算

（第１号） 

第４９号議案 令和６年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計補正予算（第１号） 

第５０号議案 令和６年度大分県県営林事業特

別会計補正予算（第１号） 

第５１号議案 令和６年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計補正予算（第

１号） 

第５２号議案 令和６年度大分県港湾施設整備

事業特別会計補正予算（第２号） 

第５３号議案 令和６年度大分県病院事業会計

補正予算（第１号） 

第５４号議案 令和６年度大分県電気事業会計

補正予算（第１号） 

第５５号議案 令和６年度大分県工業用水道事

業会計補正予算（第１号） 

第５６号議案 損害賠償請求に関する和解をす

ることについて 

―――――→…←――――― 

嶋議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。ただいま追加

提案した議案は、第４２号議案から第５６号議

案までの１５件です。 

 はじめに、第４２号議案令和６年度大分県一

般会計補正予算（第６号）について説明します。 

 先日提案した令和７年度一般会計当初予算案

では、安心・元気・未来創造ビジョン２０２４

に本格的に取り組むための様々な施策を盛り込

んだところです。 

 加えて、今回、国の総合経済対策の一部を計

上した１２月補正に続き、さらなる物価高対策

や人材確保対策など、現下の諸課題に対処する

ための事業を追加します。また、公共事業につ

いても積極的に受け入れ、災害に強い県土づく

りや広域道路ネットワークの整備等を加速させ

ます。 

 以下、主なものを説明します。 

 まず、長引く物価高への対策です。 

 県ではこれまで、国の支援策を補完すべく、

公的価格として報酬額が定められている医療・

福祉施設や、利用者への価格転嫁が難しい地域

公共交通事業者等に対して、独自に累次の緊急

対策を講じてきました。この間、国の報酬改定

や事業者における運賃改定が一定程度進んだも

のの、今年度もそれを上回る食材費や燃油等の

エネルギー価格の高騰が続いています。そのた

め、引き続き、こうした上昇分の一部を助成す

ることにより、県民生活に密着した地域医療や

福祉、公共交通サービスを支えます。 

 他方、物価高の克服に挑戦する取組もしっか

りと応援します。ウクライナ情勢に端を発した

輸入飼料価格の高騰の影響を受けている畜産農

家では、自給飼料への転換を進めており、作付

面積は徐々に増加してきています。しかしなが

ら、飼料価格は今後も高値で推移すると見込ま

れることから、飼料用作物の生産拡大に向けた

機械の導入等を支援することで自給率を一層高

め、経営の安定化を図ります。 

 こうした物価高に加え、医療機関や社会福祉

施設などでは、高齢化の進行に伴い、人手不足

も深刻化しており、賃上原資の確保や働きやす

い職場づくりを急ぐ必要があります。このため、

職員の賃金改善を目的とした報酬加算を取得し

ている医療機関や介護サービス事業所等が行う

生産性向上、職場環境改善などの取組を支援し、

人材の確保・定着につなげます。 

 また、県内の物流を支えるトラック運送業に
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おいても、時間外労働の上限規制が導入され、

ドライバー確保が喫緊の課題となっています。

その確保に向けては、処遇改善を進めるための

経営力強化が不可欠であり、県では、荷主との

価格交渉に臨む事業者への支援や政労使会議を

通じて、運賃転嫁の促進をサポートしてきたと

ころです。現在、３割近くまで転嫁が進んでき

ましたが、依然、他の業種と比べると低調な状

況が続いています。そうした現状を踏まえ、さ

らなる運賃転嫁の実現に向けて交渉に積極的に

取り組む事業者に対し、改めて支援金を給付す

ることで、ドライバーの確保を後押しします。 

 安心・元気・未来創造の基盤を築く公共事業

等に関しても、前倒しで受け入れ、進捗を高め

ていきます。 

 まず、国の５か年加速化対策を最大限活用し

ます。砂防・治山ダムの整備や急傾斜地崩壊対

策などに集中的に取り組み、土砂災害への備え

を強化します。また、河道拡幅等の治水対策や

ため池の改修、優先啓開ルート上の橋梁耐震化

なども推進し、強靱な県土づくりを加速させま

す。ソフト面における対策にも力を入れます。

避難所の生活環境の改善を図るため、パーティ

ション付段ボールベッドの備蓄を拡充します。

あわせて、ＮＰＯ法人等による炊き出し設備な

どの導入や歯科医師会が行う診療、口腔ケアに

必要となる機器整備を支援することにより、避

難者の健康に配慮した環境づくりに努めます。 

 人や物の流れを活性化する高規格道路の整備

も重要であり、日田山国道路や三光本耶馬渓道

路の早期完成に向け、トンネル工事等にかかる

事業費を重点的に確保したところです。中九州

横断道路についても、竹田久住インターチェン

ジ周辺の改良工事の進捗を上げていきます。 

 農林水産業の関係では、参入企業や県内法人

による園芸団地の規模拡大をはじめ、早生樹を

活用した再造林などを推進し、成長産業化を実

現していきます。 

 今回の補正予算では、これらに加え、るるパ

ークのコテージ増設や屋外遊具改修を行う事業

などについても計上しています。他方、中小企

業制度資金などの執行状況を勘案した減額や予

算執行段階における節約等の結果、補正予算額

の合計は、４４億８，５５７万３千円の増額と

なります。 

 このほか、特別会計では、公債管理特別会計

など１０の会計で合わせて３４億６，１４３万

８千円を増額するとともに、企業会計でも、病

院事業会計など三つの会計で、１１億６，３９

７万９千円を増額しています。 

 次に、予算外議案について説明します。 

 第５６号議案損害賠償請求に関する和解をす

ることについてです。 

 平成３０年６月、当時、福祉保健部で勤務さ

れていた職員が、公務に起因して亡くなるとい

う大変残念な出来事がありました。 

 故人は、在職中、業務に精励し、県政推進に

御尽力いただきました。改めて、この場をお借

りして、その御努力に感謝し、御冥福をお祈り

するとともに、御遺族の皆様に心からおわびを

申し上げます。 

 県として、この事案を真摯に受け止め、職員

の勤務時間や業務量の管理の在り方をさらに改

善するなど、業務上の負担軽減を図り、引き続

き再発防止に努めていきます。 

 なお、御遺族との和解に伴う和解金の支出に

ついては、今回の補正予算案に計上しています。 

 以上をもって提出した議案の説明を終わりま

す。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。 

嶋議長 これをもって提出者の説明は終わりま

した。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 お諮りします。３月３日は議案調査のため休

会としたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、３月３日は休会と決定しました。 

 なお、３月１日、２日は県の休日のため休会

とします。 

 次会は、３月４日定刻より開きます。日程は、
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決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時８分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第３号） 

 

令和７年３月４日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第３号 

             令和７年３月４日 

              午前１０時開議 

第１ 第１５号議案及び第４２号議案から第５

６号議案まで 

   （議題、質疑、委員会付託） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第１５号議案及び第４２号議案から

第５６号議案まで 

     （議題、質疑、委員会付託） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

嶋議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第３号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第１５号議案及び第４２号議案か

ら第５６号議案まで 

      （議題、質疑、委員会付託） 

嶋議長 日程第１、第１５号議案及び第４２号

議案から第５６号議案までを一括議題とし、こ
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れより質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三議員。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。 

 今日、先議案件として上程された議案につい

て質疑を行います。 

 まず、第５６号議案、職員の死亡に係る損害

賠償請求に関する和解をすることについてです。 

 今回の議案は、２０１８年６月に県の職員が

長時間労働に起因して死亡したことについての

損害賠償請求に関する和解ですが、御両親は裁

判でも、長時間労働で過重な業務をしていた、

県は安全配慮義務違反ではなかったのかと主張

しています。長時間労働は当時に比べて現在は

若干減ったとはいえ、過労死ラインと言われる

時間外勤務が８０時間超である職員は、２０２

１年度で延べ４７３人、２０２２年度は延べ３

２７人、２０２３年度は延べ２５６人、２０２

４年１月までで延べ２３２人となっています。

私は、これまでも議会で職員の長時間勤務等を

問題にしてきました。県は、これまで何か事件

や事故が起きるたびに再発防止に努めると答え

ていますが、勤務時間の縮減は遅々として進ん

でいないのが実態と思います。 

 今回の事件で県は労務管理に問題があったこ

とを認めていますが、具体的にどのような問題

があったと認識しているのでしょうか、答弁を

求めます。 

 また、今回の損害賠償事件を教訓とし、再発

防止に向け、業務の効率化、簡素化、職員の増

など具体的な取組が必要と考えますが、どのよ

うに対応するのでしょうか、答弁を求めます。 

さらに、２０２４年度１月までの超過勤務を

見ると、知事部局の本庁勤務で１か月一人当た

り１９．４時間、地方機関では１３．１時間と

なっています。中でも福祉保健部、生活環境部、

土木建築部は他部局に比べて超過勤務が多くな

っています。感染症の拡大やイベント、災害対

応など特殊な要因もありますが、これらの部局

を改善しなければ全体の超過勤務の縮減にはつ

ながらないにもかかわらず、これらの部局の超

過勤務状況の傾向はここ数年変化がありません。

現場で仕事をする職員の勤務状況を直接聞き、

現場のニーズに合った超勤縮減策を講じていく

ことが必要と考えます。どのように考えている

のでしょうか、あわせて答弁を求めます。 

 以下、対面席にて。 

  〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

嶋議長 ただいまの堤栄三議員の質疑に対する

答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。堤栄三議員の

御質問にお答えします。 

 改めて、亡くなられた職員の御冥福をお祈り

するとともに、御遺族の皆様におわびを申し上

げます。 

 まず、御質問の１点目ですが、事案発生当時、

所属では、事前命令と事後確認による時間外勤

務の把握に努めていましたが、実際は時間外勤

務の命令時間と実績に乖離が生じていました。

結果として、長時間勤務となり、勤務時間の管

理が適切に行われていなかったことについては

問題があったと考えています。 

 ２点目の再発防止についてです。さきほどの

問題を踏まえ、職員各自のパソコンのオン・オ

フ時間を自動的に記録する勤務時間管理システ

ムを平成３０年８月に導入しました。命令時間

と実績の乖離が生じている場合は、翌日の事後

確認の際、必要に応じて命令時間を修正してい

ます。また、システムにより把握した勤務時間

を基に、特定の職員に負担が偏らないよう、所

属長による適切な業務配分に努めています。 

 あわせて、業務効率化の取組をさらに徹底し

ます。これまでも業務や事務事業の見直し等に

取り組んできましたが、今後についても、決算

業務のシステム化など行政ＤＸをより一層推進

して、職員の負担軽減に努めたいと考えていま

す。 

 また、３点目ですが、特定の部で時間外勤務

が増えている状況については、災害や感染症対

応等、特殊要因に基づくものが主であり、他所

属の職員を派遣するなど、負担軽減に向けて、
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できる限りの対応を行ってきました。今後も、

時間外勤務の要因を一つ一つ丁寧に分析しなが

ら、改善に取り組んでいきます。 

 今回の事案を受け、引き続き職員一人一人の

勤務実態をしっかりと把握して、強い決意を持

って長時間労働の是正に取り組んでいきます。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 確かに、これまでのパソコンのオン・

オフだとか、いろいろ手続はしてきていますね。

それと、実際の勤務時間との乖離、これも以前

からあることなんですね。しかし、こういう状

況の中でも、今回の事件だけではなくて、それ

以外にも亡くなっている方はおられるわけです

よね。 

 ですから、そういう問題がなかなか現場の方

に徹底していないという問題もあるんではない

かなと思うんですね。そういうふうな所属長、

また現場の声、またパソコン等について、具体

的にどういうふうに、本当にそれが担保される

ような体制というのはどう考えているのかとい

うのは非常に疑問を持っているんですね。それ

について再度、総務部長でもいいですからお答

えください。 

 また、今回の和解については検討を重ねてき

た、また大きな責任を感じているとおっしゃっ

ています。どのような検討をしてきて、その結

果、和解になったのか、あわせて、どういうふ

うな責任を感じているのかについて、まず、そ

の２点を先に聞きます。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 １点目の所属長がどう管理して

いるかについてです。 

 長時間勤務については、さきほど知事が言っ

た勤務時間管理システムを導入して、この内容

が、本人、班総括、そして所属長、全てが今ど

れだけ各職員が時間外勤務しているかが確認で

きるようにしています。さらに、４５時間とか

８０時間、そういった目安の時間を超えると通

知が来るような仕組みになっています。そうい

ったことで、現在どれだけ時間外勤務している

かを的確に把握ができると。 

 さらにそれを、各部等に設置された安全衛生

委員会や、部ごとの課長会議などでも全体で共

有して対策を考えていくということをしていま

す。 

 また、８０時間を超えた職員等については、

その都度、産業医が所属長と本人の面談をして、

そのケアに当たっているところです。 

 そして、２点目、どういった形で和解に結び

付いたのかということですが、これについては

記者会見等でも説明したところですが、裁判所

から和解の勧めがあり、それに基づいて、代理

人である県の弁護士とも検討を重ねた結果、最

終的に和解ということになったものです。 

 さきほど知事も答弁したとおり、勤務時間の

管理という部分については、当時、管理の仕方、

乖離があったということについて問題があった

と考えていますので、そういった部分について、

県に責任があったと考えています。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 行政ＤＸ推進だとかシステムの構築と

かいろいろしていますが、さきほど８０時間超

えの職員等の数を言いましたが、このうち１０

０時間を超える、これも２０２３年度で８８人、

２０２４年度で７０人に上っているんですね。 

 これまでも県庁働き方改革基本方針で、過労

死ラインとされる８０時間超の職員ゼロを掲げ

て対策等を行ってきた。しかし、まだまだこう

いう超過勤務が残っている事実があるんですね。

現場からは職員の増員をしてほしいという声も

聞かれますが、ここにメスをどうやって入れて

いくのか。そうしていかなければ抜本的な改善

につながらないと思いますが、どのように認識

しているのか。つまり、人の異動だけではなく

て、人員そのものを増やして、そういう超過勤

務の縮減を図っていくというふうにしないと、

なかなかゼロというのは厳しいと思うんですが、

そこら辺はどうでしょうか。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 職員の増員をというお話の中で、

長時間勤務の是正ということに対しての基本的

な考え方は、まず、業務のスクラップ、そして

効率化、そういったことをしっかり進めていく

中で、業務の適正配分や定数配分の見直し、そ
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ういったことで対応していくものと、これが基

本と考えています。 

 ただ、さきほど議員からも８０時間以上、１

００時間以上の人数がなかなか減っていかない

という部分については、やはり災害時等、非常

事態、そういったときに対応が必要という部分

でそうなっていると。そういったところでは臨

機に応援職員を派遣したり、ケースに応じては

業務の外部委託をしたり、人材派遣等を活用し

て対応をこれまでもしてきたところです。 

 こういった対策を講じた上で、なお現行の職

員数で対応が困難という場合は、国の財政措置

等も考慮しながら増員してきたところです。例

えば、コロナの対応や、相談件数が増大する児

童相談所、こういったところには増員を行って

きたところです。 

 そういった基本的な考え方を持ちながら、増

員についても対応していきたいと考えています。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 増員が絶対に必要だと思うんですね。

人の異動だけではなくて、根本的に、常にそこ

で仕事をされている職員が増えるということ、

つまりプロフェッショナルを増やすということ

で、そういう点ではぜひ増員をせないかんし、

ただ、まだまだ気になるのは、病気休職者の数

も非常にまだまだ多いんですね。２０１９年か

ら２０２３年度までの５年間で延べ１３９人、

そのうち現職死亡者数は延べ１５人となってい

るんですね。そのうちの自殺が何と４人おられ

るんですよ。過労死とか精神疾患等により自ら

命を絶つことは、公務職場にあっては重大な問

題だと考えます。民間の働き方の模範とすべき

職場で、過重な働き方が蔓延している可能性も

あるんですね。 

だから、そういう人員異動だけでは、こういう

問題は解決していかないわけですね、異動だけ

ではですよ。 

 そういう点で、こういう過重な働き方に問題

があるという認識をまず最初に持つべきだと思

うんですが、そこら辺はどうでしょうか。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 議員言われるとおり、やはり業

務が過重になってくる、そのことによってまた

病休が発生するといったことは、我々としては

そこは回避していかないといけないと、対応し

ていかないといけないと考えています。 

 そういった中で病休者を出さないような形の、

さきほどの長時間労働に対する産業医のケアも

そうですし、保健師による、そういった症状が、

例えば、ストレスチェック等で見えたときには

すぐに対応して、悪化しないような形で対応し

ていくということを考えています。 

 過重労働にならないこと、それをまず第１に

考えながら、病休に至らないようなケアについ

てもしっかりやっていきたいと思っています。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 それがやっぱり大事。そこの認識があ

ることによっていろんな対策を講じてくるわけ

ですから、その点は十分に対応してください。 

 次に行きます。 

 令和６年度一般会計補正予算（第６号）につ

いてです。中でも、貨物自動車運送業の環境改

善緊急支援事業についてです。 

 今回の補正予算案に計上された貨物自動車運

送業環境改善緊急支援事業では、賃上げや労働

環境の改善等に向けて価格転嫁に取り組む事業

者へ支援金を支給することとしていますが、一

番の問題は荷主との価格交渉がうまくいくかど

うかです。 

 これまで支援策を実施してきましたが、県内

の貨物運送事業者と荷主との価格交渉の状況は

どうなっているのか、答弁を求めます。 

 また、今回の支援策によって、さらに強力に

交渉を後押しし、ドライバーに還元されなけれ

ばなりません。どのように取り組んでいくので

しょうか、あわせて答弁を求めます。 

 また、今回の補正予算案では、官民を通じた

賃上げに伴う会計年度任用職員の報酬増加も含

まれています。他方、以前から言っているとお

り、主たる生計維持者としての賃金水準として

は不十分であり、さらなる処遇改善が不可欠で

す。そして、その第一歩として安定雇用の観点

から、継続任用の拡大に取り組むべきです。 

 総務省は６月２８日の会計年度任用職員制度
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の導入等に向けた事務処理マニュアルの改定に

よって、３年公募の例示規定を撤廃しています。

総務省はあくまで例示として示したものであり、

各自治体の判断で決めることが可能です。 

 この件は、これまでも質問してきましたが、

今回の再度任用の上限５年について、改定につ

いては検討中というこれまでの答弁でしたが、

総務省のマニュアル改定を受けて、現状はどう

なっているのでしょうか、答弁を求めます。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 私の方からは１点目、貨物

自動車運送業環境改善緊急支援事業についてお

答えします。 

 御指摘いただいたとおり、トラック運送業界

で働く人手を確保し、賃上げや労働環境の改善

を図るためには、荷主との価格交渉を通じて、

適正な運賃収入を得るための価格転嫁を実現す

ることが最も重要であると考えています。 

 本県では昨年度、価格転嫁を後押しするため

の支援金を支給し、その要件として運賃や燃料

サーチャージ等に関する交渉記録の提出を求め、

県内ほぼ全てのおよそ５００の事業者が、荷主

との価格交渉に臨んだところです。 

 交渉の結果、約６割の事業者が一定の運賃ア

ップにつながったと回答し、効果が見られたも

のの、残りの４割は交渉継続中、ないしは交渉

するも至らずという状況でした。 

 そうした中、県トラック協会が今年度の秋に

入って行った実態調査によると、価格交渉を行

う環境は整ってきた一方で、いまだ大半の事業

者が国の示す標準的運賃を収受できておらず、

価格転嫁、賃金アップ、そして運転手確保とい

った好循環までには至っていないという結果で

した。 

 そのため、本年度の支援金の支給にあたって

は、事業者が荷主に対して、国の示す原価計算

に基づいて算出した運賃を用いて、口頭ではな

く書面で交渉することを支給要件に追加するこ

とで、さらなる価格転嫁を後押ししていきたい

と、このように考えています。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 私の方からは会計年度任用職員

の継続任用についてお答えします。 

 国が、人材確保が困難となっていることを背

景に、再度任用の上限回数を廃止したことを踏

まえ、本県においても人材確保の観点から、会

計年度任用職員の再度任用を連続５年までとす

る運用について廃止することとしました。 

 本年１月３１日にその旨を各所属に通知し、

４月１日の任用に向けた選考手続から見直し後

の運用を適用しているところです。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 荷主との関係で４割がなかなか交渉が

厳しい、できないという状況ですが、その荷主

がなかなか交渉できないという原因ですね、価

格が上がるという問題もあるんでしょうが、た

だ、交渉すらできないという状況ではやっぱり

これは改善していかないかんし、標準的な価格

もついてもきちっと荷主は判断していかないか

んと思うんですが、そこら辺の周知といいます

か、荷主側がその４割の方々がどういうところ

に一番引っかかって交渉ができないのかという

ことが分かれば教えてください。 

 それと、会計年度との関係なんですが、今、

再任用については再任用の上限５年を一応なく

したよと。４月１日からそういう方々が具体的

に何人ぐらい継続雇用ができるのかなというの

が分かれば教えてください。 

 それともう一つ、賃金との関係で、確かにい

ろいろ改善されてきています。改善されている

んですが、ただ、まだまだフルタイムの勤務で

はなくてパートタイム勤務の非正規の方が多い

んですね。だから、僅か１５分とか３０分の違

いなんですが、そういう点からすると、賃金構

造そのものを非正規の方々も上げていくという、

これも大事だと思うんですが、そういう賃金に

ついての基本的な県としてのスタンス、引上げ

等についても含めて、どう考えているのかを再

度聞きます。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 荷主との価格交渉がどんな

ところが難しいのかという点ですが、御承知の

とおり、トラック運送業はほとんどが中小零細

事業者で、交渉を申し出たら実際に契約を打ち
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切られてしまうケース、あるいは、それを恐れ

てなかなか交渉に持ちかけられないケース、あ

るいは、交渉できたとしても、荷主を納得させ

るに足る根拠やデータ、そういったものを資料

で示しながら交渉するのがなかなか難しい面が

あろうかと考えています。 

 そうしたところ、私どもとして今回の支援金

を支給するにあたって、国がいろいろ業界団体

も含めて原価計算シートみたいなものを推奨し

ていますので、そういったものを用いながら、

あるいは分からない事業者に対してはいろいろ

できるだけサポートしながら、円滑に価格交渉

が進んでいくということをサポートしていきた

いと考えています。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 まず１点目の、今度の４月でこ

の対象になる人数が何人かということなんです

が、すみません、手元に数字がありませんので、

その点についてはお答えができないところです。 

 そして、もう一点、会計年度任用職員の賃金

構造に対する県のスタンスということですが、

会計年度任用職員の報酬というのは、基本的に

正規職員の給与を基礎としてつくっています。 

 正規職員の給与というのは、地域の民間給与

の水準等を反映して勧告される人事委員会勧告、

この給料表を基につくっていますので、そうい

った勧告、国の制度に合わせて会計年度任用職

員の報酬の構造というのは決めていかれるもの

と考えています。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 ５年再任用については基本的になくし

たということで、結局６年目とか７年目もする

場合、その場合の判断は所属長がするのか。ど

ういう形でその方を延期していくのか、具体的

にどうするかがちょっと分からないからそれを

再度質問します。 

 それと、荷主との交渉で、公正取引委員会と

の関係も出てくると思うんですが、元請に対し

て中小零細トラック業者だから言いにくい仕事

だから、これは本当に元下関係では必ず出てく

る問題だよね。そこにいかに切り込んで是正し

て交渉していくかということに持っていかない

と、なかなか４割の方々、全部ではないでしょ

うが、進んでいかないと思うんですが、そこら

辺はどういう形で進めていくのかという点を再

度聞きます。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 この４月からの任用継続の仕方

ですが、これについては所属長が面談等をして、

評価を毎年しています。その評価を見ながら、

会計年度任用職員は特定の業務に従事しますの

で、その業務に対する精通の度合い、そして、

勤務態度等を含めて、そういったところの評価

を見た上で決定していくということで考えてい

ます。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 公正取引委員会という話も

ありましたが、言われるように、事業者からな

かなか、これは全国的な問題でもありますが、

結構燃料や電気代とかが上がるといった分につ

いては荷主も納得してくれるケースが多いんで

すが、なかなか労務費ですね、いわゆる人件費

については、何でおたくの会社の社員の給料を

うちが面倒見なきゃいけないんだと、そういっ

た声も結構聞かれるというふうに承知していま

す。 

 そうした中で、公正取引委員会で労務費に着

目して、これをしっかり価格転嫁するための交

渉指針を策定しており、労務費をその指針に基

づいて正当な理由なく転嫁しない発注者に対し

ては、独占禁止法に基づいて厳正に対処してい

くとされていますし、また、トラック業界を所

管している国交省においても、トラックＧメン

という組織を発足して、これは発足して１年半

ぐらいですが、いわゆる荷主に対して是正指導

を行っている、この是正指導は、年半で千件以

上に上ると伺っています。実効性を担保すると

いうところでの仕組みが国の方でかなり機能し

ていますので、県としてもトラックＧメンに対

して、前回の令和５年度一般会計９月補正時に

事業化した際にいただいた実際の事業者と荷主

との交渉記録、また、今回の事業化により得ら

れる交渉記録もあわせて情報提供して、より大

分県内でトラックドライバーの賃上げ、あるい
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は荷主との交渉がうまく進むように、県として

も汗をかいていきたいと思っています。 

嶋議長 堤栄三議員。 

堤議員 是非、荷主との関係では上下関係が出

てきますので、県としても強力に応援していた

だきたいと思います。 

 さきほど総務部長の答弁で、所属長の判断と

いうこと、評価ですが、これは技術系の会計年

度任用職員の場合と、仮に事務系の会計年度任

用職員の場合、その評価の仕方とか総合点数と

いうのはどこか違ってくるんですか。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 事務、技術での差はないです。 

嶋議長 以上で通告による質疑は終わりました。 

 これをもって質疑を終結します。 

 ただいま議題となっている各案は、お手元に

配布の付託表のとおり所管の常任委員会に付託

します。 

―――――→…←――――― 

 

付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第１５号議案 大分県部等設置条例の一部改正について 総 務 企 画 

第４２号議案 令和６年度大分県一般会計補正予算（第６号） 全 委 員 会 

第４３号議案 令和６年度大分県公債管理特別会計補正予算（第１号） 総 務 企 画 

第４４号議案 令和６年度大分県国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

福祉保健生活環境 

第４５号議案 令和６年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予

算（第１号） 

福祉保健生活環境 

第４６号議案 令和６年度大分県中小企業設備導入資金特別会計補正予

算（第１号） 

商工観光労働企業 

第４７号議案 令和６年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予

算（第１号） 

商工観光労働企業 

第４８号議案 令和６年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正

予算（第１号） 

農 林 水 産 

第４９号議案 令和６年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算

（第１号） 

農 林 水 産 

第５０号議案 令和６年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１

号） 

農 林 水 産 

第５１号議案 令和６年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予

算（第１号） 

土 木 建 築 

第５２号議案 令和６年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算

（第２号） 

土 木 建 築 

第５３号議案 令和６年度大分県病院事業会計補正予算（第１号） 福祉保健生活環境 

第５４号議案 令和６年度大分県電気事業会計補正予算（第１号） 商工観光労働企業 

第５５号議案 令和６年度大分県工業用水道事業会計補正予算（第１

号） 

商工観光労働企業 

第５６号議案 損害賠償請求に関する和解をすることについて 総 務 企 画 
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―――――→…←――――― 

嶋議長 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時２８分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第４号） 

 

令和７年３月５日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第４号 

             令和７年３月５日 

              午前１０時開議 

第１ 第１５号議案及び第４２号議案から第５

６号議案まで 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

   採決） 

第２ 委員会提出第１号議案 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

   決） 

第３ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第１５号議案及び第４２号議案から

第５６号議案まで 

     （議題、常任委員長の報告、質疑、

     討論、採決） 

日程第２ 委員会提出第１号議案 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

     採決） 

日程第３ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

嶋議長 皆さんおはようございます。 
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 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第４号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第１５号議案及び第４２号議案か

ら第５６号議案まで 

      （議題、常任委員長の報告、質疑、

      討論、採決） 

嶋議長 日程第１、日程第１の各案を一括議題

とし、これより各常任委員長の報告を求めます。

福祉保健生活環境委員長三浦正臣議員。 

  〔三浦（正）議員登壇〕 

三浦（正）福祉保健生活環境委員長 福祉保健

生活環境委員会の審査の経過と結果について御

報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号

議案令和６年度大分県一般会計補正予算（第６

号）のうち本委員会関係部分、第４４号議案令

和６年度大分県国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）、第４５号議案令和６年度大分

県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第

１号）及び第５３号議案令和６年度大分県病院

事業会計補正予算（第１号）については、原案

のとおり可決すべきものと、いずれも全会一致

をもって決定しました。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

嶋議長 商工観光労働企業委員長木付親次議員。 

  〔木付議員登壇〕 

木付商工観光労働企業委員長 おはようござい

ます。商工観光労働企業委員会の審査の経過と

結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案５件です。 

 委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号

議案令和６年度大分県一般会計補正予算（第６

号）のうち本委員会関係部分、第４６号議案令

和６年度大分県中小企業設備導入資金特別会計

補正予算（第１号）、第４７号議案令和６年度

大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予算

（第１号）、第５４号議案令和６年度大分県電

気事業会計補正予算（第１号）及び第５５号議

案令和６年度大分県工業用水道事業会計補正予

算（第１号）については、原案のとおり可決す

べきものと、いずれも全会一致をもって決定し

ました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

嶋議長 農林水産委員長井上明夫議員。 

  〔井上議員登壇〕 

井上農林水産委員長 おはようございます。農

林水産委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、部長ほか関係者の出席

説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号議

案令和６年度大分県一般会計補正予算（第６号）

のうち本委員会関係部分、第４８号議案令和６

年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補

正予算（第１号）、第４９号議案令和６年度大

分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１

号）及び第５０号議案令和６年度大分県県営林

事業特別会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり可決すべきものと、いずれも全会

一致をもって決定しました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

嶋議長 土木建築委員長古手川正治議員。 

  〔古手川議員登壇〕 

古手川土木建築委員長 土木建築委員会の審査

の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件です。 

 委員会は昨日開催し、部長ほか関係者の出席

説明を求め、慎重に審査した結果、第４２号議

案令和６年度大分県一般会計補正予算（第６号）

のうち本委員会関係部分、第５１号議案令和６

年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正

予算（第１号）及び第５２号議案令和６年度大
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分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２

号）については、原案のとおり可決すべきもの

と、いずれも全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

嶋議長 文教警察委員長大友栄二議員。 

  〔大友議員登壇〕 

大友文教警察委員長 文教警察委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件です。 

 委員会を昨日開催し、教育長及び警察本部長

ほか関係者の出席説明を求め、慎重に審査した

結果、第４２号議案令和６年度大分県一般会計

補正予算（第６号）のうち本委員会関係部分に

ついては、原案のとおり可決すべきものと、い

ずれも全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

嶋議長 総務企画委員長麻生栄作議員。 

  〔麻生議員登壇〕 

麻生総務企画委員長 総務企画委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は今回付託を受けた

議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第１５号

議案大分県部等設置条例の一部改正について、

第４２号議案令和６年度大分県一般会計補正予

算（第６号）のうち本委員会関係部分、第４３

号議案令和６年度大分県公債管理特別会計補正

予算（第１号）及び第５６号議案損害賠償請求

に関する和解をすることについては、原案のと

おり可決すべきものと、いずれも全会一致をも

って決定しました。 

 なお、第１５号議案については、商工観光労

働企業委員会に合い議し、その結果をも審査の

参考にしました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

嶋議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三議員。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。今回上程された補正予算に対して賛成の

立場、そして、反対の立場から討論を行います。 

 まず、第４２号議案です。２０２４年度大分

県一般会計補正予算（第６号）について及び第

５６号議案損害賠償請求に関する和解をするこ

とについての両議案に対する賛成討論です。 

 今回の補正予算及び和解についての議案は、

昨日の質疑でも指摘しましたが、長時間勤務の

縮減と職員増等によって根本的に改善していか

なければ解決は難しいと言わざるを得ません。

公務員の仕事は、県民の暮らしのサポートや事

業者への支援、感染症対策、災害対策など多岐

にわたるやりがいのある仕事であり、職員の皆

さんにはそうした仕事に意義を感じ、責任を持

って行っていただきたいとも思います。 

 そうした観点からも、毎年のように精神疾患

や死亡が起きてしまう状況は一刻の猶予なく改

善しなければなりません。そのため、知事をは

じめ、県政を担う県幹部の方々が「ひとは城」

という考えの下、しっかりと職員の増員など職

場環境を改善することが必要です。そして、二

度とこのようなことがないようにすることを強

く求めておきます。 

 また補正予算案についても、貨物自動車運送

業環境改善緊急支援事業など荷主との価格交渉

ができる環境づくりにも尽力していく必要があ

ります。さらに介護事業所の訪問介護事業の報

酬が削減され、全国的に廃止するところも出て

きています。介護職員の処遇改善等の予算も計

上されていますが、今後もしっかりと予算措置

することが必要です。 

 これらのことを要望し賛成討論とします。 

 次に、第４７号議案２０２４年度大分県流通

業務団地造成事業特別会計補正予算（第１号）

及び第５１号議案２０２４年度大分県臨海工業

地帯建設事業特別会計補正予算（第１号）、第

５２号議案２０２４年度大分県港湾施設整備事

業特別会計補正予算（第２号）については、大
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企業優先の予算であり反対します。 

 以上で討論を終わります。（拍手） 

嶋議長 以上で通告による討論は終わりました。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第１５号議案、第４２号議案から第４

６号議案まで、第４８号議案から第５０号議案

まで及び第５３号議案から第５６号議案につい

て採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、第４７号議案、第５１号議案及び第５

２号議案について起立により採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決です。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

嶋議長 起立多数です。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 委員会提出第１号議案 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

嶋議長 日程第２、委員会提出第１号議案を議

題とします。 

―――――→…←――――― 

委員会提出第１号議案 大分県議会の保有する

個人情報の保護に関す

る条例の一部改正につ

いて 

―――――→…←――――― 

嶋議長 提出者の説明を求めます。議会運営委

員長御手洗吉生議員。 

  〔御手洗（吉）議員登壇〕 

御手洗（吉）議会運営委員長 ただいま議題と

なった委員会提出第１号議案について、提案理

由の説明を行います。 

 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の一部改正等を踏

まえ、大分県議会の保有する個人情報の保護に

関する条例の一部を改正するものです。 

 案文はお手元に配布していますので、朗読は

省略します。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同賜りますよう

お願いします。 

嶋議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 なお、本案は、会議規則第３９条第２項の規

定により、委員会に付託しません。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 代表質問 

嶋議長 日程第３、これより代表質問に入りま

す。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

木付親次議員。 

  〔木付議員登壇〕（拍手） 

木付議員 １８番、自由民主党の木付親次です。

会派を代表して質問します。議場がリニューア

ルしました。私も初心に返り質問します。佐藤

知事はじめ、執行部の皆さん、よろしくお願い

します。 

 県民の大きな期待を背負われた佐藤知事が就

任されて、早くも２年が経過しようとしていま

す。知事は、安心・元気・未来創造を旗印に、

就任早々から予算編成、そして長期総合計画の

策定などスピード感を持って県政を推進されて

おられます。また、この間の物価高や災害など

に対しても、我々県議会をはじめとする県民の
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声に耳を傾けながら、迅速かつ丁寧に対応を進

められていることに、まずもって感謝します。 

 他方、私は、昨年策定された安心・元気・未

来創造ビジョン２０２４、そして、その実行元

年予算として編成された令和７年度当初予算案

こそが、佐藤県政の本格的な船出を象徴するも

のではないかと考えており、本県の未来を占う

意味で、その中身などに対する県民の関心は大

変高いと感じています。 

 そうした中、本県、そして我が国を取り巻く

状況を振り返ってみると、やはり最大の課題は

想定を上回るスピードで進む人口減少にいかに

対応していくかという点です。また、経済にお

いては、長い間苦しんできたデフレや、その根

源であったコストカット型経済からの脱却に向

けた動きが活発化しています。特に、県民の日

々の生活に直結する賃上げについては、三十数

年ぶりの高い水準という状況が近年続いており、

正に県民一人一人が豊かさと成長を感じられる

経済への移行に向けた正念場と言えます。 

 私は、これまでの３０年は、我が国全体とし

て安定しつつも低成長という状況であり、ある

意味では、県政においても安全運転を第一に進

めていくべき時代だったと考えています。しか

しながら、近年は、経済情勢の著しい変動など

を契機とし、ピンチとチャンスが隣り合わせの

時代になってきており、より一層、県を、そし

て県民を豊かにしていく意欲的な政策、施策に

積極果敢に挑戦していかなければなりません。 

 そして何より、そうした施策を推進していく

上では、佐藤知事の力強い推進力を大いに頼り

にするところであり、そのためにも、知事の県

政、また来年度予算案などにかける熱い思いを

直接県民にお伝えいただくことが重要であると

考えます。 

 こうしたことを踏まえ、今後の本県の発展に

向けてどのように県政を運営していくのか、知

事の考えを伺います。 

 今言ったように力強い県政を推進していく上

では、強固な行財政基盤が欠かせません。本県

においてはこれまで、施策や事業の選択と集中

はもとより、時には県民とも痛みを分かち合い

ながら、行財政改革を進めてきました。その成

果により、国による三位一体改革をはじめ、世

界的な金融危機、たび重なる自然災害、さらに

はコロナ禍という財政面においても危機に陥り

かねない様々な局面を乗り越えることができた

のだと私は考えています。 

 そして、たゆまぬ努力を続けてきたことによ

り、行財政改革を徹底していくということが大

分県庁という組織における風土として根付いた

という点こそが、私は何よりの成果ではないか

と思っています。 

 それは様々なデータにも表れています。財政

健全化法における四つの指標は、長年良好な状

態を維持していますし、財政調整用基金や実質

的な県債の残高についても、本県の行財政改革

推進計画に掲げた独自の目標水準を堅持できる

見込みとなっています。 

 しかしながら、時あたかも、著しい変化の時

代を迎えています。地方財政においても、これ

まで少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加が

議論されてきましたが、加えて今後は、賃上げ

に伴い上昇する人件費、さらには、１月に日銀

が政策金利を１７年ぶりの水準となる０．５％

まで引き上げるなど金利ある世界の到来や県土

強靱化の推進等に伴い急増が懸念される公債費

と、三つの義務的経費がいずれも増加するとい

う大変な局面に突入しようとしています。 

 加えて、昨年の衆院選以降、１０３万円の壁

やトリガー条項など税制にも注目が集まってい

ます。今回の基礎控除等の改正では、人手不足

対策や経済活性化に向けた効果が期待される反

面、その効果が税収に反映されるまでの間は、

減収になることも予想されており、予断を許さ

ない状況です。今後も、税制の改正等について

は、注意深くその動向を見守っていく必要があ

ります。 

 他方、物価や賃金の上昇を着実に経済成長に

つなげていくことができれば、税収の確保も期

待できます。また、金利上昇に対しては、私が

以前から言っているように、効率的な資金運用

に取り組むことで、運用収入の増加を図ること

ができるため、公債費の増加分の一部を補うこ
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とも可能になると思います。このように、変化

の激しい情勢下では、より柔軟な発想と工夫が

求められると私は考えています。 

 私は、本県がこれまでの行財政改革で築いて

きた強固な財政基盤、そして培ってきた組織力

をもってすれば、今回もきっと乗り越えられる

と信じています。そのために、現状に満足する

ことなく、歳入・歳出両面からの行財政改革を

一層推進していく必要があることは言うまでも

ありません。 

 こうしたことを踏まえ、現在目標としている

財政調整用基金残高３３０億円の確保及び県債

残高の適正管理を含め、今後の財政運営につい

てどのように考えているのか、またその見通し

について知事に伺います。 

 ここからは、各分野の政策・施策について、

より掘り下げて論じていきたいと思います。 

 まずは、さきほど言ったとおり、本県、そし

て我が国が直面する最大の課題である人口減少

への対策についてです。 

 知事が常々言われているとおり、本県の最大

の責務は県民が幸せに暮らせる県づくりである

と思いますが、そのためには、県の経済力を維

持、向上させることが不可欠であるのは言うま

でもありません。それは国の単位でも同様であ

り、その場合は国力とも言い換えられると思い

ますが、古来、国力の第一の源は人口です。人

口が多いということは、それだけ多くのものを

生産、消費できることを意味し、正に国の力、

特に経済力の源泉そのものであるということは、

我が国における高度経済成長の実現や、近年の

中国の台頭などを見ても分かるとおり、歴史が

証明する厳然たる事実と言えます。 

 そうした前提の下に、昨今の我が国、そして

本県の置かれた状況を改めて考えてみると、今

回の人口減少がいかに危機的な状況であるかと

いうことが浮き彫りになります。我が国全体で

見ても、様々な推計はおしなべて長期的に人口

が減少していくことを示唆していますし、また、

昨年末に示された本県の人口ビジョン案におい

ても同様です。これは高度経済成長期と全く逆

のトレンドとなり、何の策も講じなければ、国

力の著しい減退を招くということを意味します。 

 さきほど言った県の責務を鑑みると、当然の

ことながら、そうした事態を放置することはで

きません。そのため、県では、今議会に新たな

まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略案を提

案し、自然増、社会増の両面から、人口減少対

策を加速させることとしています。 

 もちろん私も、こうした動きに賛同し、共に

取組を進めていきたいと考えています。中でも

特に重視すべき点として、人口減少に適応して

いくということが必要ではないかということを

言いたいと思います。 

 現実的に考えると、今後、どれだけの努力を

しても人口の増加はもちろん、その維持すら難

しいと言わざるを得ない状況です。そうである

ならば、人口イコール国力という前提をはねの

ける力、つまり、人数が少なくとも高い生産性

でカバーしていくという考え方に立ち、本県に

おいてもその施策に全力を挙げて取り組むべき

ではないかと私は考えています。 

 今回の総合戦略における施策としても、ＤＸ

や先端技術の活用による生産性向上が書かれて

います。正に、この取組の成否が、今後の本県

の浮沈の鍵を握っていると言っても過言ではな

いと思っています。 

 こうしたことを踏まえ、人口減少対策にどの

ように取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 続いて、人口減少対策に関し、自然増、社会

増、それぞれの要素について議論したいと思い

ます。まず、根本的な対策と言える自然増に向

けた取組です。 

 人口動態における自然増減をプラスにするた

めには、生まれてくる人を増やす必要があると

いうのは当然のことですが、そもそもなぜ出生

数が少ないのかということも、もう少し分析す

る必要があります。 

 男女が出会い、結婚し、出産するというステ

ップの中で、昨今の少子化の最も大きな要因は、

結婚という段階に至らないところにあるのでは

ないかと私は考えています。 

 現在の我が国における生涯未婚率は、男性が

約３割、女性で約２割となっており、年々増加
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しています。３０年ほど前には、男女とも５％

程度であったことを鑑みると、驚愕する数値で

あり、これこそが少子化をもたらしているとい

うことを御理解いただけると思います。最近、

望んでいるにもかかわらず結婚できないという

若者の声を聞くことが多くあることからも、結

婚の希望がかなう社会づくりは県として取り組

んでいくべき課題であると私は考えます。 

 そこで、少子化対策として結婚支援にどのよ

うに取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺い

ます。 

 次は、社会増に向けた施策についてです。人

口動態について、国全体では少子高齢化が大き

な問題として取り上げられています。本県のよ

うな地方部においては、都市部への一極集中も

同等、あるいはそれ以上の問題であると私は考

えています。ただでさえ本県の未来を担う子ど

もたちが減っている状況下で、若者が進学や就

職で県外に流出し、そのまま戻ってこないとい

う現状は、看過できるものではありません。そ

してこれは、地方部のみの問題ではなく、最終

的には国家存亡の危機にまで発展しかねない大

きな課題であることを国民全体でもう一度認識

する必要があると考えます。 

 もちろん、国民には移動の自由が憲法で保障

されているため、その意思を妨げることはでき

ませんが、他方、一極集中が構造的な問題であ

るということで、解決を諦めるわけにはいきま

せん。そして、その一義的な責任は国にあり、

一極集中の是正策について、幅広い観点から議

論していくべきであるということを国に訴えて

いくべきであると私は考えます。 

 他方、本県においても手をこまねいているわ

けにはいきません。特に移住・定住の取組は、

この地方創生１０年の間に積極的に進めてきま

したが、今後の人口減少の加速を鑑みると、よ

り一層の拡充が必要であると考えます。中でも、

長期的に本県の土台を支える若年者については、

県を挙げて移住と定住を促進していくことが重

要であり、来年度予算案に盛り込まれた意欲的

な施策に関し、その狙いや効果などに大変注目

しているところです。 

 そこで、移住・定住の促進にどのように取り

組んでいくのか、企画振興部長に伺います。 

 人口減少の影響を論じる上で、忘れてならな

いのが持続可能な地域づくりの観点です。これ

からの人口減少は、人類の歴史を振り返っても

かつてない規模のものになると予想されており、

県民生活の基盤である地域をいかに維持してい

くかについて、真剣に議論していく必要があり

ます。 

 そうした中、私は、地域づくりにおいても強

みをいかすという視点が重要であると考えます。

地域には、それぞれ培ってきた歴史と風土があ

り、文化財はそれらが凝縮されたものの一つで

す。 

 本県には、有形、無形を問わず多くの文化財

があります。国宝の宇佐神宮本殿などは従前か

ら有名ですが、私の地元国東市の吉弘楽が令和

４年にユネスコ無形文化遺産に登録されたよう

に、それぞれの地域の持つ宝が注目を集めてい

ると感じます。 

 他方、そうした文化財の保全と活用には、人

材、財源など様々な課題があります。大事なこ

とは、地域が主体となり、持続可能な形での保

全・活用策を構築していくことです。そして、

そのために、県としても振興局等が中心となり、

しっかりと支援をいただきたいと考えます。 

 こうした中、今回、地域未来創造総合補助金

において、文化財を活用した地域活性化に対す

る支援策が拡充されたことは、時宜を得たもの

であり、大変心強いと感じています。是非とも、

この支援策を有効に活用し、各地域での具体的

な取組を一つでも多く練り上げていただきたい

と考えます。 

 そこで、文化財を活用した地域の活性化にど

のように取り組んでいくのか、企画振興部長に

伺います。 

 続いて、こちらも県の大きな責務である県民

の命を守るための防災・減災対策についてです。

少し前まで、大雨による大きな被害は５年か１

０年ごとに１回程度の発生であったように感じ

ていましたが、近年は、起こらない年がないよ

うな状態になっています。昨年も、梅雨時期の
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豪雨は何とか最小限の被害で済んだと思ったと

ころ、８月末に発生した台風第１０号により、

私の地元国東をはじめ各地で甚大な被害が発生

しました。 

 災害は自然が引き起こすことで、人類は知恵

をもって自然と調和し、時には戦う生き物です。

昨今の異常気象に対しては、正に、自然との戦

いとして、被害そのものが発生しないようにす

るための県土強靱化の取組を引き続き強力に推

し進めていかなければなりません。 

 そうした観点から、本県ではこれまで、国の

防災・減災、国土強靱化対策と連動し、積極的

な取組を進めてきました。これにより、目に見

えて人的被害が減少してきたことは、昨年の台

風第１０号の例だけを見ても明らかです。しか

しながら、毎年のように想定を上回る災害が発

生している以上、ここで気を抜くことはできま

せんし、豪雨のみならず、南海トラフをはじめ

とする巨大地震への備えも万全にしていく必要

があります。 

 国の５か年加速化対策は、来年度が最終年度

であり、それを受け入れた本県の補正予算はさ

きほど成立しました。まずは、こうした目の前

の取組をしっかり進めていく必要があることは

当然として、さらにその先、令和８年度以降も、

国、そして本県においても、引き続き全力で着

実に強靱化の取組を進めていくことが重要であ

ると私は考えています。 

 こうしたことを踏まえ、県土の強靱化にどの

ように取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 備えあれば憂いなしの格言のとおり、県土強

靱化の推進とあわせ、万が一災害が発生した際

の体制もしっかりと整えておかなければなりま

せん。 

 特に、昨年発生した能登半島地震では、半島

防災という特殊性に加え、自治体支援や避難所

運営の在り方など、防災対策における様々な論

点が浮き彫りになりました。本県では、こうし

た教訓をいかすため、孤立集落対策、被災者支

援、応援・受援体制の三つを柱とした防災対策

の見直しに取り組んでいます。 

 特に私はこの三つの中でも、より多くの県民

に直接関係する被災者支援の取組が大変重要で

あると考えています。昨今の災害は、頻発・激

甚化はもとより、これまで思いもよらなかった

ような地域でも発生するようになってきており、

それは、多くの県民が思いがけず被災者になる

可能性があることを意味しています。そうした

中で、災害への備えの原則である自助、共助を

しっかりとやっていくことは当然ですが、やは

り公助という部分を強固にしていくことは大変

重要であると考えます。あわせて、これまで取

り組んできていますが、自助、共助を促進する

取組についても、さらに強化していくべきでは

ないかと思います。 

 来年度予算案においても、避難所の衛生環境

の改善など、被災者支援の強化に向けた具体的

な取組が盛り込まれており、その迅速な実施に

大変期待しているところです。 

 そこで、被災者支援の強化にどのように取り

組んでいくのか、防災局長に伺います。 

 防災・減災対策においては、災害時の対応は

もとより、被災後にいかに早く平時の状態を取

り戻すかという観点も重要です。本県は、我が

国を代表するものづくり県であることから、産

業においても早急に通常の生産体制に戻れるこ

とを念頭に置いた準備が大切です。そのため、

コンビナート企業などに電気や工業用水を提供

している企業局の施設の老朽化対策も計画的に

実施していく必要があると考えます。 

 企業局は、大分の豊かな水をいかし、地域を

支えることを目的に、電気事業では、二つの多

目的ダムと１２の水力発電所、一つの太陽光発

電所による発電を行っているほか、工業用水道

事業では、１日の給水能力は５０万立米を超え、

全国的に見ても安い料金で提供することなどに

より、県経済の発展に貢献しています。 

 経営面においては、電気事業、工業用水道事

業とも、おおむね良好な状態を保っており、企

業局長をはじめとする職員の皆様の御尽力に敬

意を表する次第です。他方、今後は、両事業を

通じて施設の老朽化への対応などに多額の経費

が必要になると伺っています。さきほども言っ

たとおり、金利が上昇する中での資金調達には、
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様々な工夫が求められると考えますので、計画

的な老朽化対策と財務の健全化の両立を目指し、

一層努力していただきたいと考えます。 

 そこで、企業局の施設の老朽化対策にどのよ

うに取り組んでいくのか、企業局長に伺います。 

 さて、ここからは、本県の明るい未来を築い

ていくための諸施策について論じていきたいと

思います。 

 知事の看板政策である未来へつながる広域交

通ネットワーク等の充実について、特に県民の

悲願とも言えるものが、東九州新幹線の実現で

す。国土の均衡ある発展の観点から、九州の中

で本県と宮崎県のみ新幹線が通っていないとい

う状況は、早急に改善していく必要があり、あ

らゆる手段を通じて国などに訴えていくべきで

す。 

 県に加え、県民の皆さん、そして我々県議会

などによる熱心な活動が功を奏し、県内はもと

より、宮崎県などでもシンポジウムが開催され

るなど、地域全体として東九州新幹線の実現に

向けた機運が少しずつ高まってきていると感じ

ます。 

 他方、昨年、我が会派で国交省へ要望に伺っ

た際、鉄道局長から、最優先は北陸新幹線等で

あり、まだまだ東九州新幹線という段階ではな

いとの発言がありました。我々は、一層の機運

醸成を行い、県内、そして関係地域がより一丸

となって強い思いを訴えていく必要性を痛感し、

またその意を強くしたところです。 

 こうした中、気になるのはやはりルートの問

題です。 

 福岡県知事は、１月１４日の定例記者会見で

東九州新幹線の４県と１市で促進期成会を立ち

上げた原点に立ち返って、日豊本線に沿ったル

ートを基本とし、福岡県として推進期成会を設

立することなどに非常に前向きであると発表し

ています。 

 また、宮崎県においても１月に行った県議会

広域交通ネットワーク特別委員会の調査で、日

豊本線ルートであることの確認ができたところ

です。 

 こうした中、本県においても根本的なルート

の議論が日豊、久大の両ルートの両論併記のよ

うな形で今もなお行われていることに対し、強

い危機感を抱いています。今こそ、東九州新幹

線が前進するか後退するかの分水嶺であり正念

場です。まずは、本県のルートを一刻も早く確

定させ、その上で、福岡県、宮崎県、鹿児島県

及び北九州市との連携体制をもう一度しっかり

固めていただくことを我が会派として強く要望

する次第です。 

 知事におかれても、４県１市での連携等によ

る東九州新幹線の実現に向けた取組を県政の最

重点課題として、全力を傾注して推進していた

だくよう重ねてお願いします。 

 こうしたことを踏まえ、東九州新幹線の実現

にどのように取り組んでいくのか、知事に伺い

ます。 

 本県の活性化に向けては、様々な地域や人々

の交流を深めることが重要です。その大切な玄

関口が、私の地元国東市にある大分空港です。

世界的な観光地である別府、六郷満山文化をは

じめ、歴史、文化の宝庫である国東半島、さら

にはハーモニーランドなど本県自慢の観光スポ

ットに隣接し、今後の本県の発展に大いに役立

てていくべきと考えます。 

 そうした中、懸念の声もあった県都大分市へ

のアクセス改善に向け、ホーバーの就航が予定

されています。我が国で唯一となるホーバーは、

本県観光の新たな魅力にもつながる県民の財産

であると私は考えており、定期運航の開始を待

ちわびているところです。 

 他方、前例の少ないチャレンジには困難も付

き物であり、訓練中の事故をはじめ定期就航に

向けては運航事業者もかなり苦労されていると

拝察します。県としても安全かつ安定的な就航

のため、利用者の確保に向けたＰＲなどできる

限りの支援をお願いしたいと考えています。 

 そこで、ホーバーの定期就航に向けた現在の

状況を交通政策局長に伺います。あわせて、今

後の安定的な運航を県としてどのように支援し

ていくのかについてもお聞かせください。 

 県政においては、未来を見据えた政策・施策

と同時に、日々の安心な暮らしを支える取組も
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欠かせません。そうした観点から私が心配して

いるのが、公共交通サービスの維持、確保につ

いてです。 

 昨今、あらゆる分野の事業者から人手不足に

関する悲痛な声が上がっています。特に公共交

通サービスにおいては、時間外労働規制の本格

開始とあいまって、深刻な影響を受けています。

それは、バス等の減便や運賃の値上げという形

で、直接、県民生活に波及しています。 

 値上げについては、物価高や賃上げに対応す

るための円滑な価格の転嫁として受け入れてい

く必要があると思いますが、減便による利便性

の低下に関しては、多くの方々から心配の声を

いただきます。路線によっては、始発の時間が

大きく繰り下がったり、あるいは最終便が繰り

上がったりしており、特に、通勤や通学などで

大変な不便が生じているとも伺っています。 

 また、タクシーについても、昼夜通じて明ら

かに台数が減っていることが如実に感じられま

す。もちろん、バスやタクシーを含め公共交通

サービス事業者の皆さんは日々懸命な経営努力

を続けられていますが、社会経済情勢の変化が

こうした状況の素因である以上、民間事業者だ

けの取組では限界があり、また、県民生活への

影響という点を鑑みても、県として、しっかり

と対策を行っていく必要があると考えます。 

 そこで、公共交通サービスの維持、確保にど

のように取り組んでいくのか、交通政策局長に

伺います。 

 国は、近年における世界の食料需給の変動、

地球温暖化の進行、我が国における人口の減少、

その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の

変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調

和の取れた食料システムの確立、農業の持続的

な発展のための生産性の向上、農村における地

域社会の維持等を図るため、基本理念を見直す

とともに、関連する基本的施策を定めることを

目的に、食料・農業・農村基本法を改正しまし

た。 

 今回の改正は、農業を取り巻く多くの観点に

基づくものですが、その中でも私は、基本理念

の中心に国民一人一人の食料安全保障を位置付

けたことの意義は大きいと考えます。経済的な

合理性を追求する観点のみでは、様々な産業の

中でも、農業の振興は後回しにされがちなこと

ですが、やはり人の命の基本に食料があるとい

う原点に立ち返れば、食料の生産をおろそかに

はできないと考えています。 

 本県でも、食料安全保障という考え方を念頭

に置きながら、県民の理解を得て、これまで以

上の農業振興に努めていくべきと考えます。そ

のための最も基本的な施策が、老朽化が進む農

業生産基盤の整備、保全です。私は、食料安全

保障の観点に立てば、農業生産基盤も社会的イ

ンフラの一つだと言っても過言ではなく、その

整備や保全は、県をはじめとする行政もしっか

りと責任を持って実施すべきものと考えます。

本県では、これまで、農業農村整備事業の予算

確保にもしっかりと留意いただいているところ

ですが、将来にわたり、その方針を維持、そし

て拡充していただきたいとお願いする次第です。 

 こうしたことを踏まえ、食料・農業・農村基

本法の改正の趣旨も鑑み、今後、本県の農業振

興にどのように取り組んでいくのか、知事の考

えを伺います。 

 ここからは、工業、商業を中心に、地域経済

の活性化について論じていきたいと思います。 

 生成ＡＩやロボット技術など、最新の先端技

術の進歩は目覚ましいものがあります。例えば、

社会に衝撃を与えたチャットＧＰＴの登場から

２年、その急速な進歩は、今後社会のあらゆる

面に影響を与え、我々の生活を大きく変えてい

くことは間違いありません。令和６年の科学技

術・イノベーション白書でも、ＡＩは、今後、

データ解析からロボット技術、医療、製造業な

どあらゆる技術や業種に大きな影響をもたらし

ていくと述べられています。本県においても、

グローバル市場が拡大していく中、今後の産業

競争力を維持するためには、県の産業構造をい

かしつつ、新技術を取り組んでいくことが大変

重要であると考えます。 

 イノベーション理論を構築した、２０世紀初

めのオーストリアの経済学者シュンペーターに

よると、イノベーションを経済発展の原動力と
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位置付けた上で、それは人口構造や社会情勢の

変化によって生じると分析しています。正に、

人口減少に直面している本県においては、イノ

ベーションが生じる好機にあるとも言えます。

加えて、本県の歴史をひもとけば、大友宗麟公

の時代から、南蛮文化を積極的に取り入れ発展

してきた進取に富む風土であり、現在もその精

神は引き継がれ、多様な産業が集積しています。 

 こうしたことに鑑み、本県では、先端技術を

積極的に活用することで、人口減少に伴う労働

力不足など、様々な地域経済の解決はもとより、

既存産業の成長や新産業の創出につなげていけ

る可能性が非常に高いと言えます。 

 既に、県内中小企業においては、県の支援も

あり、ドローンやアバターなどを活用した様々

なチャレンジが行われています。大企業に比べ

体制が弱いことは否めません。労働力不足や、

日々進化する技術の状況を勘案すると、今まで

以上に、先端技術の導入や研究開発に積極的に

取り組んでいく必要があることから、引き続き、

県による丁寧な支援が必要と考えられます。 

 その際、各企業では、自社の強みや課題を踏

まえ、新たな技術がもたらす自社経営やビジネ

スへの影響を理解していくことが大切であるこ

とを鑑みると、イノベーションを起こす人材の

育成も本県における重要な取組であると考えま

す。 

 こうしたことを踏まえ、先端技術を活用した

産業振興にどのように取り組んでいくのか、知

事のお考えを伺います。 

 おんせん県おおいたを看板に掲げる本県にお

いて、地域経済を活性化させていくためには、

その強みを最大限にいかした観光の振興が欠か

せません。コロナ禍で大きな影響を受けた観光

業は、まだまだ回復の途上であり、また、コロ

ナ禍を経て変容した旅行ニーズへの対応などに

も迫られています。 

 そのため本県では、昨年のデスティネーショ

ンキャンペーンの開催など観光の復活に向けた

取組を全力で進めているところであり、来月か

ら開催される大阪・関西万博も、その大きな推

進剤になるものと私は考えています。加えて、

万博期間中には瀬戸内国際芸術祭が、１０月に

は国東半島芸術文化祭が開催されます。今や本

県の強みの一つとなった芸術の力も活用しなが

ら、万博との相乗効果を発揮させ、誘客に努め

ていただきたいと思います。 

 今からちょうど２年前になりますが、知事選

の議論において佐藤知事は、県政運営の構想の

一つとして大阪・関西万博を契機とした観光振

興を掲げられていました。特に、瀬戸内を経由

した観光ルートをつくり、インバウンドも含め

た誘致を図っていきたいという具体的な提案を

されていたのが印象的で、私は、佐藤知事の県

政にかける熱い思いさえも感じ取れたことを記

憶しています。 

 早いものであれから２年が経過し、県では、

知事の構想を実現すべく急ピッチで取組を進め

てきたと思います。大事なことは、観光関係者

の皆さんとその取組の方針や内容をしっかりと

共有し、本県一丸となって誘客を進めていくこ

とと考えます。そのためにも、知事選から温め

てこられた佐藤知事の思いや考えを是非ともこ

の場で語っていただきたいと思います。 

 また、万博を契機とした誘客の効果を持続的

なものとするためには、本県が魅力あふれる観

光地であることが大切です。本県には自慢の観

光施設等が多くありますが、私は、特に本県の

玄関口である大分空港周辺のハーモニーランド

やるるパークなどを積極的に活用すべきと考え

ています。 

 ハーモニーランドについては、昨年１２月に

運営会社等との連携協定を締結したほか、新春

のテレビ番組での知事と運営会社の社長との対

談においても、様々な面での連携について意見

交換がなされていました。また、るるパークに

ついては、近年、ハード面も含めた魅力づくり

の取組がなされており、さきほど成立した補正

予算においても遊具の更新やコテージの増設を

行うための経費が計上されているところです。 

 こうした取組により、本県の玄関口である国

東半島の観光施設がより魅力的になり、また有

機的な連携が図られることで、県を挙げて取り

組んでいるアドベンチャーツーリズムの推進を
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はじめ本県全体の観光の活性化につながるので

はないかと大いに期待しているところです。 

 他方、このような誘客や基盤整備などによる

県内各地の観光振興に向けては、多額の経費が

必要になると考えられ、その財源も手当てして

いかなければなりません。現在、一部の自治体

で導入されている宿泊税など適正な負担の在り

方についても、知事がどのように考えられてい

るのかも大変注目しているところです。 

 こうしたことを踏まえ、万博を契機とした誘

客やハーモニーランドとの連携、るるパークの

活性化を含め、観光振興にどのように取り組ん

でいくのか、知事に伺います。あわせて、宿泊

税に対する知事の考えもお聞かせください。 

 我が国は変動の時代を迎えているということ

をお話ししましたが、それは経済の世界に限っ

たことではなく、環境分野も同様です。むしろ

国の枠を超え、世界的な問題と言った方が妥当

かもしれません。地球環境の悪化は、災害だけ

でなく食料危機やそれに起因した紛争など人類

の存亡に関わる重大な影響を及ぼすと懸念され

ており、我々にとっても決して他人事ではあり

ません。 

 他方、問題の性質上、国や県が多額の予算を

投じるだけでは解決できず、その対策には、国

民、県民一人一人の地道な取組が不可欠です。

加えて、物価高などと比べ、その影響を身近に

感じる機会が少ないこともあって、そうした取

組を浸透させていくことも大変な労力が必要と

なります。 

しかしながら、地球環境の保全は、今を生きる

我々のみならず、未来を生きる子どもたちのた

めにも大変重要であり、険しい道であっても諦

めず取組を進めていかなければなりません。そ

のためには、時間はかかっても一人一人の行動

変容を働きかけていく県民運動を展開していく

必要があります。本県では、過去、ごみゼロお

おいた作戦、おおいたうつくし作戦と銘打った

活動を実施してきており、これを佐藤県政にお

いては、グリーンアップおおいたとしてさらに

加速させていく方針であると私は認識していま

す。 

 特に、世界的にもＳＤＧｓの重要性などが叫

ばれている中で、環境問題への対応を経済成長

の足かせではなく、逆に成長のエンジンとして

いくための取組が求められており、本県のグリ

ーンアップおおいたもこうした視点が盛り込ま

れることに大変心強く感じているところです。

今後は、このグリーンアップおおいたを県内で

浸透させ、県民運動として大きなうねりとして

いかなければなりません。我々県議会において

もそのために努力を惜しまない覚悟ですが、そ

のためにも、知事の思いをお聞かせいただきた

いと思います。 

 こうしたことを踏まえ、グリーンアップおお

いたの推進にどのように取り組んでいくのか知

事に伺います。 

 次に、本県の未来を担う子どもたち、中でも、

最近様々な場面で議論されるヤングケアラーな

ど困難を抱えた子どもたちを本県としてどのよ

うに支援していくのかについて論じたいと思い

ます。 

 昨年実施した県の調査により、本県には、ヤ

ングケアラー状態の児童生徒が少なくとも約２，

１００人いると推計されています。これは、前

回、令和３年の調査より倍以上に増加しており、

ヤングケアラー等の認識が広がったという側面

はあるにせよ、早急な対応が必要であると言わ

ざるを得ません。 

 家庭の中で起こることは、なかなか周囲が気

付きにくいという面はありますが、学校とも連

携しながら、子どもたちの異変に気付き、必要

な支援を講じることのできる体制を築いていく

ことが大切であると思います。 

 また、ヤングケアラーの背景に隠れている可

能性のある児童虐待への対応も重要です。私は、

どのような家庭に生まれた子どもであっても健

やかに希望を持って成長できる機会を提供する

ことが重要であると考えており、そのためには、

虐待など養育環境に課題を抱える家庭や児童に

対する支援を充実させていくことが大切である

と考えます。 

 こうした中、来年度予算案においても、市町

村と連携したヤングケアラーへの支援の拡充が
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盛り込まれており、その効果に大変期待すると

ころです。こうした課題への対策に共通して言

えることは、家庭や個人の問題であるために、

特効薬的な施策はなく、一つ一つのケースに丁

寧に対応していくしかないということだと思い

ます。そのため、県や市町村、教育現場をはじ

め関係者の連携はもとより、各機関がそれぞれ

粘り強く取り組んでいくことが大切であると私

は考えます。 

 こうしたことを踏まえ、困難を抱える子ども

たちへの支援をどのように取り組んでいくのか、

知事の考えを伺います。 

 最後は、本県の今後の発展を左右する教育分

野についてです。「人間は教育によって初めて

人間となることができる」とは、ドイツの哲学

者カントの言葉ですが、正に、学校教育とは、

一人一人の子どもたちの人生を左右する重大な

責務を担っています。 

 特に、県教育委員会が所管する高校教育は、

今やほとんどの人たちにとって、社会に出る前

に人間形成を含めた教育を受ける最終段階と言

っても過言ではなく、社会が複雑化する中でそ

の重要性は増していると私は考えています。 

 そのため、高校においては、どの地域に住ん

でいても質の高い教育を提供していくことが重

要です。翻って本県の現状を見てみると、近年、

この県議会でも盛んに議論されているとおり、

やはり地域の高校の質については、心配せざる

を得ないと思います。 

 現在、県教育委員会では、全県一区制度の検

証を進めており、その状況には私も注目してい

るところです。生徒や保護者の希望を最大限に

かなえるという全県一区制度の利点についても

一定程度は理解していますが、私は、通学区制

度の議論と並行して、地域の高校の質を高めて

いくことに一層本腰を入れて取り組み、理想論

を言えば、地域の高校が魅力的になっていくこ

とで、生徒の自然な選択として、地元の高校に

進学したいと思えるような環境をつくっていく

ことができないかと考えています。 

 佐藤知事は、教育分野にも大変情熱を持って

取り組んでおられ、特に、遠隔教育の推進は佐

藤県政の看板政策の一つと言ってもよいのでは

ないかと思います。こうした取組を推進するこ

とで、さきほど言った理想の状態を実現できれ

ば、本県の高校教育がより高みに到達するだけ

でなく、地域の活性化が図られ、また、他県の

モデルにもなっていくのではないかと考えてい

ます。 

 こうしたことを踏まえ、高校教育の質の向上

にどのように取り組んでいくのか知事のお考え

をお聞かせください。 

 結びになりますが、佐藤知事におかれては、

我が会派が提言する東九州新幹線をはじめ諸施

策について県政の中でしっかりと反映させてい

かれることを信じ、代表質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手） 

嶋議長 ただいまの木付親次議員の質問に対す

る答弁を求めます。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 木付親次議員の代表質問にお答えし

ます。 

 まず、県政運営についてです。 

 令和７年度は、昨年策定した安心・元気・未

来創造ビジョン２０２４を本格的にスタートさ

せる大切な年となります。 

 国内外に目を向けると、頻発化する自然災害

や人口減少、物価高の長期化、人工知能など先

端技術の進展、国際情勢の変化など、時代は大

きく動いています。このような状況に的確に対

応し、これからの大分県を切り拓いていくため

には、時流を丹念に読み解き、そして進むべき

道を見定めることが重要です。 

 当初予算案には、ビジョンで掲げた目指す姿

の実現に向け、時代の変化にも柔軟に対応しな

がら、安心・元気・未来創造の各分野の施策を

積極的に盛り込みました。 

 まず、安心の分野では、県民が安全で安心し

て暮らせる大分県づくりに向け、防災対策に全

力で取り組みます。昨年の能登半島地震も踏ま

え、孤立集落対策や避難所の環境整備、住宅耐

震化を進めるほか、河川改修や急傾斜地の崩壊

対策などにより、県土の強靱化を図ります。 

 また、地球温暖化対策としてグリーンアップ
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おおいた運動を展開するほか、子育て環境の充

実や健康を支える医療・介護提供体制の強化、

障がい者の就労や芸術文化活動への支援等、三

つの日本一にも引き続き取り組みます。 

 元気の分野では、喫緊の課題である人手不足

への対応、持続的な賃上げを可能とする環境の

整備に力を入れます。人材確保総合支援拠点、

おおいた産業人材センターの機能強化などによ

り、人材の確保、育成を図るほか、中小企業の

生産性の向上等を支援します。 

 また、農業の成長産業化に向けて、規模拡大

を目指す経営体への支援や、畜産の生産基盤強

化、水産物の消費拡大などに取り組みます。加

えて、大阪・関西万博や宇佐神宮御鎮座１，３

００年等を契機とした誘客促進や、開館１０周

年を迎える県立美術館での記念事業実施などに

より、地域の元気を創出します。 

 未来創造の分野では、今後の大分県を担う人

材を育成するため、高校教育における遠隔授業

の実施等、多様で質の高い教育が受けられる環

境整備に取り組みます。 

 また、高規格道路の整備促進など、人や物の

流れを活性化させ、広域的な観光や産業振興を

可能とする広域交通ネットワークの充実を図り

ます。さらに、人口減少を抑制するため、若年

層の移住・定住促進やＤＸによる地域課題の解

決に取り組み、大分県版地方創生を強力に推進

します。 

 これらの施策に全力で取り組み、引き続き県

民との対話と連携を基本姿勢に、若者や女性、

外国人など多様な主体から選ばれる魅力ある大

分県へと発展させていきます。 

 次に、今後の財政運営に対する御質問です。 

 安心・元気・未来創造ビジョンに掲げた各種

施策を積極的に実行していくためには、安定し

た財政基盤を構築していくことが必要です。 

 お手元にお配りしている資料を御覧いただき

たいと思いますが、こうした考え方の下、中期

的な視点を持って財政運営を行っていくため、

今回の当初予算案をベースに、国が示した経済

成長率等を踏まえ、今後の財政収支の見通しを

機械的に試算したものです。 

 詳細については後ほど総務部長から説明しま

すが、まずは左側二つ目の表の一番下、財政調

整用基金残高を御覧ください。 

 令和７年度末には目標を上回る３３１億円が

確保できる見通しである一方、８年度以降は取

崩し額が累増し、１１年度末には２４７億円に

まで減少する見通しとなっています。 

 これは公債費が金利上昇や県土強靱化関係費

の償還の本格化に伴い増嵩することに加え、官

民を通じた賃上げにより人件費の増加や施設職

員等の処遇改善が進み、社会保障関係費もさら

に増加すること等によるものです。 

 このため、引き続き金利上昇局面に留意した

資金調達や資金運用、国庫支出金の積極的な活

用、行政評価を活用した事務事業の見直しなど

を進めることで、財政調整用基金の取崩しを可

能な限り抑制していきます。 

 次に、臨時財政対策債等を除く実質的な県債

残高は、その下の表にありますが、目標水準は

堅持できるものの、１１年度末には６，４７９

億円にまで増加する見込みです。 

 令和６年度は交付税措置のない県債の発行を

７０億円抑制しましたが、今後ともプライマリ

ーバランスに留意して県債残高の適正管理に努

めていきます。 

 今後の財政運営を展望すると、議員が御指摘

いただいたとおり、減少基調にあった公債費や

人件費が増加に転じ、社会保障関係費の伸びと

あいまって、一層厳しさを増すことが予想され

ます。 

 地方財政をめぐる情勢は正に転換点にあると

いう認識の下、税制改正など国の動向もしっか

り注視しながら、ビジョンとあわせて策定した

行財政改革推進計画に基づき、持続可能な行財

政基盤の確保に努めていきす。 

 次に、人口減少対策についてです。 

 令和６年の本県の人口は、前年より約１万１

千人減少して、戦後最も少ない１０８万５，１

９８人となりました。これは２年連続で１万人

を超える自然減となったことが大きな要因です。 

 当分の間は、人口減少を覚悟しなければなり

ません。国の推計では、２０３５年の本県人口
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は１００万人を割り込む試算が示されています。 

 今回の人口ビジョンでは、合計特殊出生率を

県民の希望出生率である１．８４まで高めると

ともに、移住者数や外国人労働者数等を施策の

効果により増加させ、２０３５年までの目標と

して１００万人の維持を目指します。 

 このため、第３期戦略では、引き続き自然増、

社会増の両面から粘り強く取組を進めていきま

すが、人口減少に適応していくこともあわせて

必要であると考えています。中でも、議員より

御指摘があった生産年齢人口の減少が見込まれ

る中、ＤＸや先端技術の活用による生産性向上

を図る取組は不可欠です。このため、第３期戦

略ではあらゆる分野でＤＸを推進するという考

え方の下、積極的に施策を盛り込んでいます。 

 第１の柱、ひとでは、どの地域に住んでいて

も多様で質の高い教育が受けられるよう遠隔授

業を実施します。また、介護人材の確保と質の

高い介護の実践のため、ＩＣＴを活用した業務

効率化等による介護ＤＸを推進します。 

 第２の柱、しごとについては、ＤＸによる生

産性と付加価値向上を目指す事業者支援のため、

データに基づく経営変革や業務の効率化、デジ

タル人材の確保、育成等を後押しします。また、

建設分野におけるＩＣＴ施工やドローン、ＡＩ

を活用した点検業務等の効率化、農林水産業に

おけるスマート技術等の開発を推進します。 

 第３の柱、まちでは、公共交通サービスの維

持、確保と利便性向上のため、自動運転バスや

ＡＩを活用したデマンドタクシーなど、先端技

術を活用したサービスの効率化を図る優良事例

の創出、横展開に取り組みます。 

 第４の柱、ひとやものの流れでは、観光産業

の経営力強化のため、宿泊事業者の自動精算シ

ステム導入やデータ分析等のＤＸを支援します。 

 今後も市町村や関係機関と緊密に連携し、人

口減少を抑制する攻めの政策、そして人口減少

に適応した守りの対応のための施策両面から対

策を進めていきます。 

 次に、県土の強靱化についてです。 

 昨年を振り返ると、６月の梅雨前線の豪雨で

は三郎丸橋が被災しました。人が通るところは

復旧しましたが、今なお通勤や通学、貨物の輸

送等に大きな影響を及ぼしています。 

 また、８月には台風第１０号が県内を横断し、

国東半島では１時間８０ミリメートルを超える

など、記録的な大雨により、県下各地で甚大な

被害が発生しました。 

 一方、豊後水道や日向灘を震源とする地震も

頻発している状況で、今後３０年以内の発生確

率が８０％程度に引き上げられた南海トラフ地

震への備えも大変重要です。 

 こうした中で、来年度が実行元年となる新た

な県の長期総合計画では、安心分野の一番最初

に災害に強い県土づくりを掲げ、県土の強靱化

に資する各種施策を積極的に進めることとして

います。 

 まず、気候変動に伴う自然災害に対し、堤体

のかさ上げなどによる安芸ダムの再生やあらゆ

る関係者と協働した流域治水の取組に加え、砂

防ダムや急傾斜地崩壊対策などの土砂災害対策

を推進します。 

 また、地震・津波対策では、大分臨海コンビ

ナートをはじめとする護岸、堤防のかさ上げや

補強を行うとともに、優先啓開ルート上の橋梁

や木造住宅の耐震化などを加速します。 

 加えて、災害時には緊急輸送道路となる中九

州横断道路や中津日田道路などの高規格道路の

整備をさらに加速させ、ミッシングリンクの解

消やリダンダンシーの確保に取り組みます。 

 さらに、本年１月に埼玉県八潮市で道路陥没

事故が発生しましたが、下水道や橋梁、トンネ

ルなど、今後急速に進む社会インフラの老朽化

対策にも引き続き注力していきます。 

 一方、県土の強靱化を計画的に進めるために

は、安定した予算の確保が必要です。県では国

に対し、５か年加速化対策後も引き続き強靱化

に必要な予算確保を強く要望してきました。 

 政府は、令和８年度からの国土強靱化実施中

期計画について、５か年加速化対策の事業規模

を上回る水準が適切との考え方に立ち、本年６

月をめどに策定することとしており、その動向

を注視しているところです。 

 年々厳しさを増す自然災害から県民の生命、
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財産を守るため、災害に屈しない強靱な県土づ

くりに引き続き全力で取り組んでいきます。 

 次に、東九州新幹線についてです。 

 東九州新幹線を整備計画路線に格上げするに

は、関係県等との連携が欠かせません。福岡県、

北九州市、大分県、宮崎県、鹿児島県の自治体

等で構成する期成会が重要であることは、私も

全く同じ思いでして、県では期成会を基軸に様

々な活動に取り組んでいます。 

 まず、国への要望については、今、宮崎県の

河野知事が会長ですが、従来、河野知事のみで

行っていたところ、今年度は昨年の秋に、初め

て私と河野知事、福岡県副知事、北九州市副市

長、そして鹿児島県の担当部長が一緒になって

格上げについて、強い思いを東九州一丸となっ

て、国交省など関係機関に要望してきました。 

 また、新幹線整備の推進には、エリア全体の

機運醸成が必要であると考えており、本年１月

に関係県、経済団体を交えたシンポジウムを大

分市で開催しましたが、そのときには約５５０

名の方が参加していただきました。宮崎県、愛

媛県からも出席いただき、当日は、宮崎県も同

様のシンポジウムを開催しており、宮崎県の会

場と大分県の会場をオンラインでつなぎ、河野

知事と私それぞれが登場し、お互いに連携して

頑張っていきましょうというメッセージを交換

し、しっかりと協力していく機運を盛り上げた

ところです。 

 来年度は、関係地域が一丸となった取組をさ

らに強化するため、期成会のロゴマークを活用

してステッカーや横断幕等を作成し、日常生活

で目に触れる機会を増やしていきます。あわせ

て、リーフレットやＳＮＳの活用等に積極的に

取り組んで、シンポジウムを継続して開催する

ことで、県内外の理解を深めていきます。 

 御指摘のあったルート案についてですが、ル

ート案は、今、敦賀と大阪を小浜ルートにする

のか、米原ルートにするのか、あと西九州の方

もいろんな議論がまだ出されていますが、これ

は国のプロジェクトとしてやってもらわなけれ

ばいけませんので、ルート自身は最終的には国

が決定することになります。東九州新幹線は、

福岡から大分を通って宮崎を通って鹿児島に至

るというのが基本路線の構想ですので、その中

でどう通すかというのは国が決めることですが、

福岡、北九州、宮崎、鹿児島からも十分な御理

解を得ながら足並みをそろえることによって誘

致活動がさらに活性化することも承知していま

す。議員の御提案もしっかり念頭に置きながら、

４県１市期成会の活動をさらに発展させるため

にどのように取り組んでいくべきか、御意見を

いただきながら進めていきます。 

 また、整備計画路線への格上げについては、

こうした機運醸成に加え、今以上に新幹線整備

の財源の充実を図ることも重要です。今、新幹

線予算は全部で１千億円ぐらいしかない、国の

予算です。しかも、大部分はさきほどの整備新

幹線の二つの路線に充てられるのが実情です。

国は現在の整備計画路線の確実な整備、さきほ

どの御質問の中にもあった鉄道局長の発言のと

おり、まずは敦賀のところをどうするか、そち

らにめどを立てることを最優先課題と従来から

国は国会等でも答弁しています。基本計画路線

は今後の方向性を検討する状況にとどまってい

るのが、骨太方針と書かれていますが、その段

階にとどまっているのが現状です。 

このため、地方の立場から、具体的な財源確保

の提案ができないかと今内部的に検討していま

す。 

 今年度実施した県民等へのアンケートでは、

多くの方が、特に未来の大分県を担う若者たち

が、東九州新幹線等の整備に期待していること

が分かりました。この思いに応えるためにも、

整備計画路線、大分県を通る基本路線の整備新

幹線への早期格上げに向け、これからも全力で

取り組んでいきますので、何とぞ引き続きの御

支援をよろしくお願いします。 

 次に、農業振興についてです。 

 県では昨年９月、本県農林水産業の今後の指

針となる、おおいた農林水産業元気づくりビジ

ョン２０２４を策定しました。 

 元気な担い手が地域を牽引して、元気な産地

をつくることに主眼を置いて、成長産業化に向

けた取組を展開することとしており、改正食料
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・農業・農村基本法に掲げる食料安保等の推進

に資するものと考えています。 

 計画では、近年ニーズが高まっている果樹や

加工業務用野菜を中心とした園芸品目の生産拡

大を積極的に図っていくこととしています。 

 そのためには、農地、農業用施設の生産基盤

の整備が不可欠であり、次の二つの取組を今後

重点的に進めていきます。 

 一つ目は、大規模園芸団地の整備です。拡大

意欲あふれる中核的経営体や参入を希望する企

業のニーズに応じた整備を県下各地で順次進め

ます。現在、県内約５０カ所で再整備が可能な

農地情報カルテの策定がおおむね完了しており、

今後はその農地と担い手のマッチングを速やか

に図り、基盤整備の早期着手につなげていきま

す。 

 例えば、国東市では中山間地域の耕作放棄地

を再生し、国産需要が高まる果樹を中心とした

大規模な産地づくりが進んでいるところです。 

 二つ目は、高収益化に向けた水田の畑地化、

汎用化です。 

 導入品目に応じた排水対策や土壌改良等、き

め細かな整備を実施するとともに、水路のパイ

プライン化や自動給水栓の設置等による省力化

も進めていきます。 

 宇佐市駅館川地区では、これらに加え、スマ

ート農業の実装に向けた圃場の大区画化や情報

通信環境の整備等を行います。 

 こうした基盤整備と同様に大事なことは、農

業用水利施設の保全管理です。 

 県内の基幹的農業水利施設の多くが耐用年数

を超えていることから、営農に必要な用水の安

定供給を図るため、機能診断に基づく適時適切

な更新整備を計画的に行っていきます。 

 今後とも、国と連携して農業農村整備事業の

予算確保に努め、本県農業の振興に全力で取り

組んでいきます。 

 次に、先端技術を活用した産業振興について

です。 

 ＡＩをはじめとした先端技術の著しい進歩は、

産業分野はもとより、世の中の在り様にまで大

きな変革をもたらしています。 

 地域経済活性化のためには、こうした先端技

術を積極的に取り入れていくことが大切です。

そのため、次の三つの方針で、先端技術を活用

した産業振興に取り組んでいきます。 

 一つ目は、課題解決への支援です。各産業で

深刻化する人手不足には、ロボットやＡＩ等に

よる省力化が有効です。こうした先端技術の導

入に対する国の省力化投資補助金が今年拡充さ

れたため、県内事業者の活用を促していきます。 

 また、箱詰めした製品をパレットに積み上げ

るロボットやＡＩとアバターを組み合わせた観

光業をサポートするシステムなど、県内事業者

による製品・サービス開発も後押しします。こ

のほか、昨年度からおおいたＡＩテクノロジー

センターに専門人材を配置し、商工業のみなら

ず農業や福祉など幅広い分野でのＡＩ活用を伴

走支援して推進します。 

 二つ目は、新産業の創出です。本県では、こ

れまで各分野でドローンの活用を進めてきた結

果、製造からサービスまで多様な関連ビジネス

が成長してきました。こうした次世代空モビリ

ティ産業は、今後さらなる成長が期待されます。 

 先月は空飛ぶクルマの活用に向け、スカイド

ライブという、空飛ぶクルマのベンチャービジ

ネスをおこなっているベンチャー企業とＪＲ九

州との３者で連携協定を締結しました。この２

社は２０２８年度頃には別府湾遊覧サービスや

別府と湯布院をつなぐエアタクシーの運航開始

を想定しており、県も側面から支援していきま

す。空飛ぶクルマ関係では、県内企業による航

続距離向上のための電力制御システムの開発や

安全運航のための電波環境調査に向けた研究等

が進められています。ドローン分野での強みも

いかしながら、県内企業の参画をさらに後押し

します。 

 三つ目は、人材育成です。来年度、県内企業

の将来を担う中堅層を対象に、イノベーション

創出に向けた人材育成プログラムを新たに創設

します。イノベーションに必要な考え方や先端

技術の活用方法の習得を通じ、ビジネス機会の

創出や地域活性化に挑戦する人材を育成してい

きます。 
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 引き続き、先端技術に果敢に挑戦し、地域課

題の解決と新産業の持続的な創出や発展を図り、

本県の未来創造を実現していきます。 

 次に、観光振興です。 

 観光振興は、地域経済活性化の鍵であり、関

係者が一丸となって誘客を進めることが大切で

す。特に近年急増しているインバウンドの取り

込みが重要と考えており、先日発表された台湾

との直行便就航にも大変期待しています。さら

には海外から３５０万人もの来場が見込まれる

大阪・関西万博は絶好の誘客機会となります。 

 ５月と９月には万博会場内で、本県の一番の

強みである温泉をはじめ、自然や食などの魅力

を世界に向けて発信します。また、８月には本

県の観光や食、文化などの発信拠点を大阪市内

に設け、万博会場外でも広くＰＲします。 

 また、５月から１０月にかけては、会場近く

の大阪南港と別府港を結ぶフェリーで、昼の瀬

戸内クルーズを楽しめる特別便が運航されます。

こうした好機も逃さず、国東半島芸術文化祭や

宇佐神宮御鎮座１，３００年等に合わせたツア

ー商品を積極的に売り込み、本県への誘客を図

ります。 

 また、昨年末に連携協定を締結したサンリオ

と万博を契機とした観光キャンペーンを行う準

備を今進めています。加えて、公共交通機関の

利便性を向上させるため、空港から杵築駅を経

由してハーモニーランドに向かうバスを実証運

行する予定です。 

 るるパークでは、親子で楽しめる遊具等のリ

ニューアルやキャンプ客からの人気が高いコテ

ージの増設を行います。さらに広域的な波及効

果を生み出すため、国東半島など周辺地域と組

合せたアドベンチャーツーリズムの推進も図っ

ていきます。 

 今後とも、多様な観光ニーズに対応し、各地

域の魅力ある観光資源を活用しながら持続可能

な観光地域づくりを進めて本県全体の観光振興

を図っていきます。 

 一方、それを実現する上では、将来にわたり

安定財源を確保することも重要です。現在、様

々な自治体で宿泊税導入の議論が進んでいます。

別府市の検討会には、大分県からもオブザーバ

ー参加しています。また、昨年１２月に設置し

た大分県の有識者会議でも宿泊税に関する意見

をいただきました。導入には様々な課題もあり、

多様な関係者の御理解、慎重な検討が必要です

ので、本県でも調査、研究に着手したところで

す。 

 今後も地域や事業者の皆さん等の意見を丁寧

に伺いながら、導入の是非を含めて検討を進め

ていきます。 

 次に、グリーンアップおおいたの推進につい

てです。 

 環境に関する新たな県民運動グリーンアップ

おおいたは、これまでの県民総参加の取組を経

済の発展へとつなげ、本県の活力を創造してい

くことを目指しています。運動を浸透させ、持

続的なものとするには、環境を守るのみならず、

いかして選ばれる視点を取り入れることが大切

であり、次の二つを柱に取組を進めていきます。 

 一つ目は、県民一人一人の行動変容を消費者

と企業双方のメリットにつなげていく取組です。

運動の推進母体であるグリーンアップおおいた

推進会議では、県民の皆様に取り組んでもらい

たい７項目をグリーンアップおおいたアクショ

ンとして決定しました。例えば、その一つであ

る宅配１回受け取りは、環境対策のみならず再

配達を抑制し、企業の業務効率化にもつなげる

ものです。県としてもこうした取組を環境アプ

リ、エコふぁみのポイント付与を通じて広げて

いきます。 

 また、子どもの頃から環境に配慮した商品を

選択する習慣を身につけていくことも大事です。

 夏休み期間の小学生を対象にエコマーク等の

環境ラベルの収集にチャレンジする取組なども

実施する予定です。 

 二つ目は、環境対策を成長につなげようとす

る企業、団体の後押しです。おおいたグリーン

事業者の認証数は１２１社まで増加しています。

今後は、再エネ、省エネ設備に加え、商用電気

自動車の導入支援もインセンティブとして追加

し、さらなる拡大を図ります。また、金融機関

と連携し、事業者が削減した二酸化炭素量など
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と金利が連動する融資の枠組みを構築します。 

 ユネスコエコパークなど県内の豊かな自然環

境の活用も進めます。アドベンチャーツーリズ

ムはインバウンド富裕層からの需要が高いとさ

れていることから、周遊モデルコースの造成な

どの取組を通じて、自然志向の観光客に選ばれ

る地域づくりにもつなげていきます。 

 環境に対する意識が高まり、環境への配慮が

社会的価値を生む時代を迎えています。こうし

た社会の変化に対応する県民、企業等の行動変

容を加速させることで、環境先進県おおいたの

実現を目指していきます。 

 次に、困難を抱える子どもたちへの支援につ

いてです。 

 子どもの現在及び将来が、家庭の事情によっ

て左右されることなく、心身ともに健やかに成

長できる環境の整備を進めていくことが大変重

要です。このため、私も子ども・子育て応援県

民会議に毎回参加し、各委員といろんな意見交

換、議論させていただきました。多くの県民か

らいただいた御意見も踏まえて、大分こどもま

んなかプランを本議会に提出しています。 

 また、昨年７月に教育部門と共管実施した、

こどもの生活実態調査では、約８４％もの児童

生徒から回答が得られ、ヤングケアラーの認知

度も大幅に向上し、福祉部門と学校現場との連

携の大切さを改めて実感しました。 

 回答内容を分析した結果、行政と学校現場や

福祉関係者が今後さらに連携を深め、困り事を

抱える子どもたちを早期に発見し、適切な支援

につなげる体制構築が急務であると再認識した

ところです。 

 市町村が個々のアプローチを担う一方で、県

の役割としては、支援者の育成や市町村間の情

報共有、施策の横展開等を通じた体制整備に向

けて次の取組に力を入れます。 

 まず、市町村の相談支援体制の強化ですが、

記名式の実態調査を通じて迅速にヤングケアラ

ーの相談支援につなげる専門職員を配置する市

町村を支援します。 

 次に、ケアラー本人が安心して相談できる居

場所の確保も進めます。県内５か所の児童家庭

支援センターを拠点とし、子どもが集まり、支

援者と交流しながら、悩みの共有、自己肯定感

の回復、社会生活能力の習得などを通じて、困

難な状況からの立ち直りを支援します。 

 また、児童相談所の機能強化も重要です。 

 この４月から児童福祉司等を６名増員し、増

加の一途をたどる虐待対応を強化するとともに、

とりわけ相談が集中する大分市内を所管し、大

分市の子ども家庭支援センターと同居している

城崎分室を大分支所という形にして独立運営し、

大分市と連携して機動的な対応力を高めます。 

 あわせて、今年度から進めている一時保護所

の個室化も早期の完成を目指して今、整備を急

いでいるところです。 

 引き続き、市町村とともに困難を抱える子ど

もに寄り添い、きめ細かく継続した支援に努め

ていきます。 

 そして、私からの答弁の最後ですが、高校教

育の質の向上です。 

 先行き不透明で予測困難な時代を迎える中で、

本県の生徒一人一人に対し、よりよい社会と人

生のつくり手となれるように質の高い教育を提

供することは、生徒自身、そして大分県の未来

にとっても大変重要なことです。 

 そのため、教育委員会では、昨年３月に大分

県立高等学校未来創造ビジョンを策定し、県内

どの地域でも質の高い教育を提供できる環境整

備と魅力ある高校づくりを進めているところで

す。 

 遠隔教育については、私も配信センターに出

向いて授業の様子を拝見しました。先生側から

の配信も、また生徒の配信を受けている方も両

方見ましたが、対面授業と遜色のないレベルに

達していて、先生が全部タブレットを持って、

生徒が何書いているか全部見れるようになって

いるので、むしろ対面そのものよりもさらに質

の高い授業が行われているので、先生が大変か

なとちょっと思いましたが、そういうふうな状

況にあり、生徒の多様なニーズに対応し、学習

意欲や学力の向上に寄与するものと大いに期待

しています。これは４月から、４校からスター

トします。３年以内に全県に広げていくことに
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なっています。 

 また、この夏から遠隔配信による長期休業中、

夏休み中の特別講座やオンデマンドの動画配信

なども、全ての普通科高校で実施します。生徒

の可能性と能力を最大限に伸ばす遠隔教育の大

分モデルを確立させたいと考えています。 

 他方、これからの時代を担う若者は、多様な

価値観を持つ他者と協働しながら、地域の課題

解決に向け、社会に主体的に参画するために必

要な力を身につけることも重要です。 

 そのため、地域の高校においては、各地域の

特性に応じて、地域資源や人的資源を活用した

探究学習の充実を図っているところです。例え

ば、国東高校における宇宙をテーマとしたＳＴ

ＥＡＭ教育とか安心院高校における発酵・醸造

をテーマとした教育プログラムは、学校と地域

が連携して提供する、その学校ならではのもの

です。生徒の郷土愛を育み、地域の活力にもつ

ながる取組であると考えています。 

 議員御指摘の全県１区制度についてですが、

現在、教育委員会において有識者による検証を

行っているところです。私もその内容に注目し

ているところです。 

 これからも社会の変化に応じた望ましい入試

制度の在り方を絶えず研究していくとともに、

地域の中学生から選ばれる魅力ある高校づくり

に、教育委員会と一緒になって取り組んでいき

ます。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁します。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

  〔渡辺総務部長登壇〕 

渡辺総務部長 今後の財政運営について、さき

ほどの知事の答弁に補足的にお答えします。 

 お配りしている資料、今後の財政収支見通し

（試算）を再度御覧ください。 

 右側に試算の前提条件を記載していますが、

まず１の歳入です。表の２段目、県税について

は、国の中長期の経済財政に関する試算におけ

る成長移行ケースの名目成長率を反映したほか、

年収の壁の見直しについて影響を受ける８年度

以降の減収を織り込んで試算しています。その

結果、県税収入は、左側の表のとおり、１１年

度には７年度と比較して１２０億円増の１，５

８９億円となる見込みです。 

 その下の交付税・臨財債については、骨太の

方針で９年度までとされている一般財源総額の

実質的同水準の確保が１０年度以降も継続され

るという仮定のもと推計しました。義務的経費

など需要額の増加が県税収入の増加を上回るこ

とから、交付税についても１１年度には２，０

０８億円まで増加します。 

 このほか、（２）国庫支出金や（３）県債は、

社会保障関係費や投資的経費等に連動させて試

算しています。 

 次に、２の歳出です。（１）義務的経費のう

ち①の人件費では、給与費の継続的な増加や教

職調整額の上昇を織り込んでおり、１１年度に

は７年度と比較して２１１億円増の１，７７２

億円になるものと試算しています。 

 ②の社会保障関係費は、過去の伸び率に介護

職員や保育士等の処遇改善が進むことなどを踏

まえた結果、７年度と比較して４８億円増の９

８８億円と見込んでいます。また、③の公債費

は、金利上昇や県土強靱化関係費の償還が本格

化することにより、１１年度には９０９億円に

まで増加します。 

 その結果、義務的経費全体では、１１年度に

は７年度比３４３億円の増、率にしてプラス１

０％の３，６６９億円となる見込みです。 

 その下の（２）投資的経費は、①の普通建設

補助・直轄、②の単独ともに７年度と同額を基

本としつつ、特別支援学校の再編などの大型事

業の影響を反映させています。また、国土強靱

化に関する取組については、５か年加速化対策

は終了しますが、国が新たな計画を策定する方

針を示していることから、８年度以降も継続す

るものとして試算しています。 

 左側二つ目の表では、各年度の歳入から歳出

を差し引いた財源不足を補うための財政調整用

基金取崩し額と基金残高を記載しています。 

 ７年度末には目標である３３０億円を達成で

きる見込みですが、その後は義務的経費が大き

く増加し、１１年度には１２５億円の取崩しが
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必要となり、基金残高は２４７億円にまで減少

する見通しとなっています。 

 また、一番下の表の県債残高については、総

額は毎年減少するものの、臨財債等除きの残高

は、県土強靱化の推進などにより１１年度末に

は６，４７９億円まで増加する見込みです。 

 このように、今後の財政運営は、義務的経費

の増嵩などにより厳しさを増すことが予想され

ることから、新たな行財政改革の取組にも一部

着手しています。 

 歳入面では、金利上昇を見据え、マイナス金

利政策導入時に設置した公金管理会議を再開し、

資金調達や運用の改善などを議論しているほか、

歳出面では、当初予算編成前に政策予算を総点

検し、スクラップ・アンド・ビルドを徹底しま

した。 

 こうした取組に加え、今後も常在行革の精神

で、全庁で知恵を絞り、より一層の歳入確保や

事業執行の工夫、節約など、不断の取組に努め

ていきます。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 私からは結婚支援について

お答えします。 

 令和５年の県内出生数は過去最少の６，２５

９人となり、その出生数に大きく影響する婚姻

数も戦後最少の３，６８９組まで減少していま

す。また、先週公表された昨年の速報値でも、

福岡、長崎、熊本の九州３県が増加に転じる中、

本県の婚姻数は減少が続いています。 

 一方、子育て世帯への経済的支援の充実もあ

り、県内の既婚女性の出生率や、一人っ子にな

らない第２子以降の出生率は増加傾向にあるの

で、県では平成３０年に出会いサポートセンタ

ーを開設し、これまで２３０組の成婚を支援し

てきたところです。 

 また、最近では知事公舎を活用した企画も含

め、企業や職能団体など多様な主体が年間２０

０回近くの婚活イベントを開催していますが、

その９割がどうしても大分、別府に集中してお

り、その他の地域の男性未婚率が比較的高い傾

向にあります。 

 そこで、新年度は振興局ごとに企業、団体等

の協力を求め、関連イベントを各地で年間を通

じて積極的に開催することとしています。 

 また、この秋には、ＪＲ九州の観光列車の車

両を活用し、県内外の独身者向けのイベントト

レインも計画しており、こうした広域的な出会

いも応援していきます。 

 今後も企業、団体や報道機関など多様な主体

が協力し、結婚を希望する方が余り肩に力を入

れずに気軽に参加できる機会を県内全域で提供

していきます。 

嶋議長 若林企画振興部長。 

  〔若林企画振興部長登壇〕 

若林企画振興部長 私から２点お答えします。 

 まず、移住・定住の促進についてですが、人

口減少が進む中にあって、若年者及び女性を中

心とした県外流出が続いていることから、社会

増対策として、若年者の移住・定住促進は大変

重要であると認識しています。 

 このため、来年度からは、特に若年者や子育

て世帯の呼び込みに力を入れていきます。 

 具体的には、移住者を対象に支給しています

移住応援給付金などを見直し、新たに若年者や

子育て世帯に対する加算制度を設けるなど、支

援の拡充または重点化を行っていきます。 

 加えて、若年者を対象に伴走型の移住・転職

支援を行うとともに、転職なき移住の推進に向

け、都市圏のリモートワークが可能な企業等に

対する働きかけを強化していきます。 

 あわせて、安心して子育てできる住環境の充

実や県内中小企業等における賃上げを後押しす

るとともに、魅力ある職場づくりなどの施策を

総合的に推進し、若年者の定住の促進に取り組

みます。 

 引き続き、市町村と緊密に連携しながら、移

住・定住の促進を図っていきます。 

 次に、文化財を活用した地域の活性化につい

てです。 

 先人から受け継いできた伝統や建築物などの

文化財の活用は、住民の誇りを喚起するととも

に、インバウンドを含めた交流人口の拡大にも

つながると認識しています。 
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 例えば、これまで宇佐神宮本殿や咸宜園など

の修復現場を公開した際は、国内外から多くの

観光客が訪れています。 

 本県は、国指定及び登録有形文化財を多数有

しており、吉弘楽などの無形民俗文化財も含め、

県内各地の貴重な地域資源となっていると認識

しています。 

 しかしながら、その保全と活用には人材や財

源の確保などが課題と聞いています。そのため、

来年度から地域未来創造総合補助金において、

従来から補助対象としている文化財の活用経費

に加え、新たに修繕経費も対象とし、その積極

的な活用を後押ししていきます。 

 また、伝統芸能や地域の祭りなどの担い手確

保を支援するため、新たに外部人材をマッチン

グするシステムの構築も進めていきます。 

 引き続き、教育委員会や市町村と連携して、

特色ある資源を活用した個性あふれる地域づく

りに取り組んでいきます。 

嶋議長 首藤防災局長。 

  〔首藤防災局長登壇〕 

首藤防災局長 私からは被災者支援の強化につ

いてお答えします。 

 能登半島地震では現時点で３０７人が災害関

連死に認定され、直接死による犠牲者２２８人

を上回っています。 

 県ではこのような災害関連死の防止などに向

け、三つの取組により被災者支援の強化を図っ

ていきます。 

 一つ目は、避難生活に必要なトイレ、キッチ

ン、ベッド、いわゆるＴＫＢの整備を通じた避

難所における生活環境の改善です。衛生的なト

イレ環境を確保するため、トイレカーを各振興

局に配備します。また、温かい食事を提供する

ため、民間団体によるキッチンカー等の導入を

支援するほか、簡易ベッドの備蓄拡充も進めま

す。 

 二つ目は、自助、共助の促進による避難所運

営体制の強化です。避難所運営でのマンパワー

不足の解消や女性の参画促進に向け、運営コー

ディネーターの育成や事例集、ポスター、シン

ポジウムを通じた女性視点による防災啓発に取

り組みます。 

 三つ目は、生活再建まで見据えた支援の充実

です。被災者の早期の自立や生活再建に向け、

支援者側の連携強化等を目的とした情報連絡会

議や研修会を開催するなど、災害ケースマネジ

メントの体制整備を進めます。 

 これらの取組を着実に推進し、災害関連死ゼ

ロを目指します。 

嶋議長 高野企業局長。 

  〔高野企業局長登壇〕 

高野企業局長 私からは企業局施設の老朽化対

策についてお答えします。 

 自然災害が頻発・激甚化する中、クリーンな

電力と低廉で質の高い工業用水を安定供給する

ためには、施設の老朽化対策が重要です。 

 このため、企業局では、経営戦略に基づき、

施設の更新などを計画的に推進しています。 

 電気事業では、１２の水力発電所のうち大野

川発電所と別府発電所のリニューアルが完了し、

現在、令和１０年度の完成を目指して、芹川第

一、第二発電所の更新工事を進めています。 

 工業用水道事業では、給水ネットワークを活

用した隧道や管路の点検補修、特別高圧受変電

設備などの更新を行っています。 

 また、給水開始から６０年余りが経過してい

る大津留や判田の浄水場では、将来的な全面更

新も見据え、現在その整備手法について調査、

検討しているところです。 

 こうした大規模事業を着実に進めるためには、

財務の健全性が不可欠であり、できる限り有利

な条件での資金調達や運用の工夫はもとより、

民間のノウハウも活用しながら、効率的に整備

していく必要があります。 

 今後も健全経営を維持しつつ、施設の老朽化

対策を進め、県内産業の振興に不可欠な電力と

工業用水の安定供給に努めていきます。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

  〔嶋川交通政策局長登壇〕 

嶋川交通政策局長 私からは２点お答えします。 

 まず１点目、ホーバークラフトの定期就航に

向けては、現在、運航事業者において船の操縦

やメンテナンスに係る人材の育成強化等に励ん
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でいる段階です。残念ながら、現時点では国の

安全確認検査の受検や実際の就航時期を正確に

見通せる状況にはありませんが、何分県民の貴

重な財産ですので、まず安全を第一に、早期の

就航を目指していただきたいと考えています。 

 また、長年の課題である空港アクセス改善の

ためには、御指摘のとおり、ホーバークラフト

の安定的な運航が重要です。県としては三つの

視点で側面的な支援を考えています。 

 一つ目の視点は、二次交通の確保です。具体

的には、西大分側のホーバーターミナルと大分

駅を結ぶラッピングバスの実証運行、あるいは

二次交通のニーズ調査を実施するとともに、レ

ンタカーでのカーシェアや自転車でのシェアサ

イクルのための駐車スペースを確保します。 

 二つ目の視点は、県内外への魅力発信です。

今年度作成したＰＲ動画の配信や、特産品など

が当たるスタンプラリーの開催、さらには大阪

・関西万博への出展を実施します。 

 三つ目の視点は、ホーバーターミナルのにぎ

わい創出です。カフェや物販のテナント募集の

ほか、かんたん港園やたのうららも含めたイベ

ントの開催などを支援していきます。 

 以上のように、引き続き国や運航事業者とも

しっかり連携しながら、ホーバークラフトの定

期就航及び安定運航をしっかりと支えていく所

存です。 

 ２点目は、公共交通サービスの維持、確保に

ついてです。 

 バスやタクシーの運転手不足や利用者の減少

に伴い公共交通の維持、確保が厳しさを増す中、

地域の足を守るためには、運転手の確保、ＤＸ

による業務の効率化、利用者の増加に向けた利

便性の向上が重要です。 

 このため、県では、来年度、まず運転手の確

保に向けた支援を拡充します。具体的には、従

来の２種免許取得費支援に加え、採用後も魅力

的な業界と感じてもらえるように、休憩室など

職場環境の快適化に資するハード整備も支援し

ていきます。 

 また、最近では、事業者の負担軽減に資する

運行管理システム、あるいはアプリを使って便

利に予約、配車できるシステムが全国的に普及

してきており、こうした業務の効率化に向けた

ＤＸの取組も支援していきます。 

 加えて、地元のローカル駅と路線バスとの接

続の利便性などを高める取組をさらに充実させ

ていくとともに、交通結節点の機能強化に向け

た実証実験にも取り組みます。 

 そして、何よりも来年度は地域交通のマスタ

ープランである公共交通計画の見直しの年でも

あります。市町村や交通事業者などとも緊密に

連携しながら、地域の実情を把握し、それから

将来の公共交通サービスの維持・確保対策をし

っかりと計画に盛り込んでいく所存です。 

嶋議長 以上で木付親次議員の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の代表質問はこの程度に

とどめたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の代表質問を終わります。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日はこれをもって散会します。 

午後０時１分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第５号） 

 

令和７年３月６日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第５号 

             令和７年３月６日 

              午前１０時開議 

第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

井上副議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日の議事は、議事日程第５号に

より行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 代表質問 

井上副議長 日程第１、これより代表質問に入

ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

原田孝司議員。 

  〔原田議員登壇〕（拍手） 

原田議員 皆さんおはようございます。県民ク

ラブの原田孝司です。久しぶりの代表質問とな

ります。議場が新しくなって、とても気持ちよ
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く質問できます。気になっているのは、この演

台の高さです。質問の途中、演台を上下させな

がら、自分の高さを決めていきたいと思ってい

ます。佐藤知事、また、執行部の皆さん方にお

かれては、よろしくお願いします。 

 では早速、佐藤県政３年目における重点課題

等について、県民クラブを代表して１７項目の

質問を行います。 

 最初に、今後の県政運営について質問します。 

 国際情勢の変化が本県に与える影響について

質問します。 

 日本では昨年１０月に石破内閣が誕生しまし

たが、引き続き行われたアメリカ合衆国大統領

選挙ではトランプ氏が再び勝利しました。大国

であるアメリカ合衆国の新たなリーダーの姿勢

は、世界の政治や経済など全ての事柄において

大きな影響を及ぼします。トランプ大統領は米

国第一主義を掲げ、就任直後から大幅な関税の

引上げや違法移民者の強制送還など強行的な政

策を次々に進めています。また、政府の公式方

針として、生物学的な男女という二つの性別の

みを認めるとし、先天的な性別を変えることは

できないこととすると述べ、トランスジェンダ

ーやノンバイナリーなど性の多様化を許容しな

い立場を明確にしています。さらには、ＷＨＯ、

世界保健機関や地球温暖化対策の国際的な枠組

み、パリ協定からの離脱をも表明しています。 

 ２０００年代に入ってから、ヨーロッパでは

反グローバル的なナショナリズム政党が民衆に

直接訴えかける手法で支持を集めてきました。

経済の分野でも主導的な立場に立つエリート層

に対する不満や反発を背景に、右派ポピュリズ

ムの政党が勢力を拡大しています。このように、

世界の各地で国民をあおるような排外的な政策

を掲げる政党が躍進しています。トランプ政権

の誕生も、こうした流れの延長線上に位置づけ

られるのではないかと私は考えています。 

 ポピュリズムと言われる政権は、明確な敵を

つくり出して選挙に勝利してきました。国民に

分かりやすい敵をつくり出すことで、自分に有

利になるようにしています。そして、自らが敵

とみなした勢力の意見は軽視、あるいは無視し

ます。トランプ氏も批判的なメディアであるＣ

ＮＮやニューヨーク・タイムズなどを批判し、

その主張に耳を傾けることはありませんでした。 

 民主主義は、多数決の原理と少数意見の尊重

の二つの価値観が含まれ、両者のバランスを取

ることで制度を維持しています。このように変

革を求める動きが強まる社会、ポピュリズム的

指導者が台頭する世界の動きは、本県にも様々

な面で影響を与えると考えます。 

 関税の引上げは本県の経済にどのような影響

を与えるのか、また、大国の政策変更や国際的

な枠組みからの離脱が本県でこれまで積み上げ

てきた政策や施策に変化をもたらすことはない

のか、さらには我が国、そして、本県が世界的

なポピュリズム政治の波にのまれ、少数派の意

見を無視するような社会が到来することはない

のかなど、多くの県民は心配していると思いま

す。こうした県民の思いに対し、本県のリーダ

ーとして国際情勢の変化にどのように向き合っ

ていくのか、知事のお考えに大変注目している

ところです。 

 そこで、国際情勢の変化が本県に与える影響

について知事の考えを伺います。 

 続いて、任期後半における県政運営について

質問します。 

 佐藤知事が就任して２年が経ち、任期も半分

となりました。知事に就任して本県のかじ取り

をしていく中で、新たな長期総合計画である安

心・元気・未来創造ビジョン２０２４を策定し、

新しい大分県として歩み出されています。また、

今回の定例会においては、ビジョン２０２４実

行元年である令和７年度当初予算案が上程され

ています。この予算に込めた知事の思いにも私

は大変注目しているところです。 

 佐藤知事におかれては、知事就任後からこれ

までの２年間で県民の声を聞き、また、県政の

方針づくりや予算編成等に御尽力される中で、

これからの大分県の課題や将来像について就任

時とは異なる思いを抱かれている面もあるので

はないかと考えます。私は、任期の折り返しと

なるこのタイミングで、是非ともその思いを我

々にも共有していただくことで、共にこれから
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の本県をつくり上げていく、知事の言われる新

しいおおいたの共創の実現につなげていってい

ただきたいと考えます。 

 そこで、任期後半において、県政運営にどの

ように取り組んでいくのか、知事の考え方を伺

います。 

 続いて、第３期まち・ひと・しごと創生大分

県総合戦略についてお尋ねします。 

 地方を中心に日本各地で深刻な人口減少が続

く中、持続可能な社会の構築を目指す地方創生

を加速させていくために、国は２０１４年にま

ち・ひと・しごと創生法を制定しました。これ

を受け、本県においても２０１５年１０月にま

ち・ひと・しごと創生大分県総合戦略を策定し、

２０２０年３月からの第２期戦略では、人を大

事にし、人を育てる、仕事をつくり、仕事を呼

ぶ、基盤を整え、地域を活性化するの三つの政

策分野において重要業績評価指標を設け、様々

な施策が進められてきました。その結果、設定

された６８指標のうち約９割の６２指標でおお

むね達成できたと県は評価していますが、肝心

の人口減には歯止めがかからず、本県が目指す

とした人口ビジョンを達成することはできてい

ません。 

 次期総合戦略案で示されている本県の人口予

想を市町村別に見ると、２０５０年には４市町

村で人口が半減し、１０市町村で高齢化率が５

割を超えると予想されています。各地域の持続

可能性を考えたとき、県内の人口バランスをど

うしていくのかも大きな課題です。 

 地域別将来推計人口の増減率では、２０５０

年時点での予測として最小でマイナス１２．６

％、最大でマイナス６７．７％と市町村間で大

きな乖離があります。県としては、各市町村の

人口減少率の格差を抑えるとともに、人口バラ

ンスを考えた県全体の持続可能で均衡ある発展

を目指すことが重要と考えます。 

 また、これまでの人口推移を見ると、自然増

減が人口予測値と比較して大きく減少していま

す。これは出生数の大幅な減少によるものです

が、その真因は婚姻数の減少であると言われて

います。一方、社会増減は予測値よりプラスと

なっていますが、これは外国人の転入がコロナ

禍以降、急激に増加したことによるもので、日

本人の社会増減は一貫してマイナス傾向にあり、

特に若者と女性の県外流出が大きな要因となっ

ています。 

 こうしたことから、本県が人口減に対して取

り組むべき施策としては、健康寿命を延ばしつ

つ、出会いから婚姻、出産、子育てを手厚く支

援することと、移住施策を含め、若者や女性が

働きやすく魅力ある職場と地域づくりを進める

ことが重要であることは明らかです。 

 他方、県や各市町村が目指す人口ビジョンを

実現するには、並大抵の努力では達成できませ

ん。今こそ、人口減少に苦しむ全国の知事が一

丸となって、東京一極集中を本格是正する政策

立案を国に求めなければならないと考えます。 

 また、平松県政、広瀬県政においては、大分

スポーツ公園、別府ビーコンプラザ、県立総合

文化センターや県立美術館の整備、立命館アジ

ア太平洋大学の誘致、大分キヤノン、ダイハツ

九州大分工場等の大型の企業誘致にも取り組ん

できました。さらに、２００２年のサッカーワ

ールドカップ、２０１９年のラグビーワールド

カップの招致、国民体育大会、国民文化祭、全

国障害者芸術・文化祭の開催、ツール・ド・九

州などのビッグイベントも実現しています。 

 佐藤県政においても、地方創生の成果を上げ、

人口ビジョンを達成するには、次期総合戦略の

下、東京一極集中の是正や大型イベント、企業

誘致など力強い具体的施策の実施を県民から期

待されており、それらに対する知事の意気込み

を是非お聞かせいただきたいと考えます。 

 また、地方創生担当大臣を経験し、人口減少

が著しい山陰地方出身の石破総理には、地方創

生の推進役としての期待が高まっています。石

破新政権が示す地方創生２．０の取組に対する

知事の評価にも大変注目しているところです。 

 そこで、人口ビジョンの実現に向け、第３期

まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略をどの

ように推進していくのか、知事のお考えを伺い

ます。 

 続いて、市町村合併についてお尋ねします。 
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 今年、県内の１１市が合併後２０年という節

目の年を迎えます。当時、少子高齢化・人口減

少等の社会情勢の変化や地方分権の担い手とな

る基礎自治体にふさわしい行政基盤の確立を目

的として県が合併を推進し、２００５年１月１

日の大分市、臼杵市を皮切りに２００６年３月

３１日までに５８市町村が１２の合併市と６市

町村の１８市町村に再編されました。 

 小さな自治体が大きな固まりになることで行

財政基盤が安定し、地方分権がさらに推進され、

その中で地域に合った独自の施策を展開できる

ことなど、合併することで明るい未来が開かれ

ると信じられていたと思います。 

 しかし、現状では、令和４年度末までに２，

４９３億４，３３０万円もの合併特例債を活用

し、新市各地に施設がつくられ、その基盤づく

りが進められてきたにもかかわらず、さきほど

申したように県下の全市町村で人口減少にまだ

まだブレーキがかかっていない状況です。また、

期待された地方分権の推進も、国の指示権が拡

大したことに示されるように縮小の傾向にある

のではないかと考えます。 

 他方、昨年４月、人口戦略会議が公表した令

和６年地方自治体「持続可能性」分析レポート

によると、県内の消滅可能都市は２０１４年の

１１団体から１団体減少したものの、２０５０

年までに１０団体が消滅の危機にあるという厳

しいデータも突きつけられています。 

 ２０１６年３月、合併を推進した県として、

合併市の協力の下、合併の効果と課題を明らか

にした平成の大合併１０年を迎えて、大分県に

おける市町村合併の検証報告書をまとめました。

この中で合併の効果、特に人口に関する自治体

の機能維持について、合併により一定の効果が

あったと評価しています。それから１０年、合

併後からは２０年が経過しようとしています。

人口減少に歯止めがかからない中、今後、本県

の均衡ある発展を図っていくためには、再度の

検証が必要ではないかと考えます。 

 そこで、市町村合併からの２０年間を踏まえ、

その効果や課題をどのように認識しているのか、

知事に伺います。あわせて、今後、本県の均衡

ある発展にどのように取り組んでいくのかにつ

いてもお聞かせください。 

 次に、防災対策について質問します。 

 最初に、災害発生時における早期避難の促進

について質問します。 

 ２０２４年８月８日１６時４３分頃に日向灘

で発生したマグニチュード７.１の地震を踏ま

え、同日１９時１５分に南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震注意）が初めて発表されました。

このときは、それ以上の地震の発生には至りま

せんでしたが、１週間、多くの方々が注意しな

がらの生活を送られたと思います。 

 さらに、今年１月１３日２１時過ぎに日向灘

で発生した地震を踏まえて、南海トラフ地震臨

時情報（調査中）が発表され、その後、判断基

準に満たない規模であったことから解除されて

います。 

 南海トラフ地震の向こう３０年間における発

生確率は７０から８０％から８０％程度に見直

されましたが、８０％程度という発生確率はい

つ発生してもおかしくない状態とも言われてい

ます。常に対応できる準備をしておかなければ

なりません。行政としても、一人でも多くの命

を救うために常日頃の研鑚を積むとともに、い

ざ発生した場合に県民の皆さんがどのように行

動すればよいのか、戸惑うことのないよう啓発

していかなければなりません。 

 そのためには、日常の様々な生活の場におい

て、そのときに発生したらどのように動くかを

想像できるようにすることが必要だと考えます。

特に自らの安全とあわせて、子どもたちの安全

をいかに確保するかは、居住する場所の選択に

も関わってきます。子育て満足度日本一を目指

す中で、いざというときに子どもたちを守るた

め、関係機関の連携を日頃から図っておくこと

が必要だと思いますが、学校や幼稚園、保育園、

塾やクラブ活動の運営主体など子どもの居場所

は多種多様ですので、それぞれの主管部局任せ

では万全な対応ができないのではないかと心配

しています。 

 また、地震に加え、多発する豪雨への備えも

重要です。２０２３年７月１０日に梅雨前線の
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影響で、日田市と中津市に大雨特別警報が発表

されました。その前は２０２０年７月、２０１

２年７月にも同じようなメカニズムでの豪雨災

害が発生しています。梅雨前線の停滞に伴って

もたらされる豪雨ですが、人口減少によって地

域の環境整備が十分になされていないことも被

害の拡大の一因ではないかと感じています。 

 また、台風も強い勢力を維持しながら本県に

接近するケースが増加しています。進路によっ

て被災する地域、被害の発生状況も異なります

が、進路予測の精度が向上する中で、多くの県

民に安心感を与えられるよう被害の軽減対策を

講じ、県民が状況に応じた行動が取れるよう県

と市町村で連携し、早期避難の促進に向けた啓

発活動に取り組んでいくことが大切だと考えま

す。 

 そこで、子どもたちの避難促進に向けた関係

機関との連携を含め、災害発生時における早期

避難の促進についてどのように取り組んでいく

のか、防災局長に伺います。 

 続いて、大規模災害発生時の透析医療体制に

ついて質問します。 

 日本腎臓学会によれば、我が国の慢性腎臓病

患者は２千万人を超えると推計され、新たな国

民病と言われています。早期に発見して治療を

開始すれば、腎臓の機能低下を防いだり、遅ら

せたりすることができるようになりましたが、

一度腎不全になれば人工透析や腎移植が必要に

なります。また、慢性腎臓病は動脈硬化を促し、

心筋梗塞、脳梗塞、脳出血など命に関わる病気

の発症リスクも高まります。 

 日本透析医学会の２０１７年１２月末時点で

の調査では、国民の３８０人に一人が透析患者

で、また、厚生労働省保険局は同年の人工透析

の医療費は年間１兆５，７００億円に上ると推

計しています。これは総医療費の４％を占める

そうです。さらに、透析患者は週３回の通院が

必要です。 

 このように透析治療が必要な方々が多くいる

中で、切迫性が高まっている南海トラフ地震な

どの大規模な自然災害が発生した場合、透析医

療体制の確保、避難所での対応、通院手段の確

保など、平時から対応を考えておかなければな

らないことが山積しています。また、ある介護

施設入所者から、透析治療が必要になったこと

を理由に退所を求められたという相談を受けた

こともありました。 

 透析医療だけでなく、大規模自然災害が発生

した場合に医療体制に困難が生じる疾病は他に

もあると思いますが、特に透析医療については、

急ぎその体制を整えていく必要性が極めて高い

と考えます。 

 そこで、大規模災害発生時の透析医療体制を

どのように確保していくのか、福祉保健部長に

伺います。 

 続いて、県民の安全の確保について、最初に

日出生台演習場における演習について質問しま

す。 

 日出生台演習場では、昨年７月から８月にか

けて国内最大規模の日米共同訓練が行われまし

た。また、今年に入ってからは、１月１５日か

ら２６日までの１２日間、陸上自衛隊とイギリ

ス陸軍による日英共同訓練として、離島の防衛

を想定した共同訓練を九州で初めて日出生台演

習場などで行いました。 

 この日英共同訓練前に地元住民を対象として

開催された説明会では、米軍の訓練だけでも負

担で、これ以上は受け入れられないなどと地元

住民の方々から怒りの声が上がりました。九州

防衛局の担当者は、日出生台演習場で訓練を行

う理由について、訓練の規模が大きいことや、

他の演習場と比べて雪の影響を受けにくいこと

を考慮したと説明していますが、これから同様

の理由でイギリス軍だけでなく、多くの国々の

軍隊が日出生台演習場を使用していくことにな

るのではないかと思わざるを得ません。 

 また、続く２月からは、再び沖縄に駐留する

アメリカ海兵隊が実弾射撃訓練を行っています。

日出生台演習場で繰り返し行われる他国の軍隊

との共同訓練を鑑みて、演習が激化、拡大して

いると指摘されています。また、地元との協定

の遵守、演習の時期や規模などの情報公開など

において、大分県や地元自治体、住民が軽んじ

られてきているのではないかと感じています。 
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 そこで、日出生台演習場における他国の軍隊

が関わる演習を減少させていくためにも、国へ

の要請を含め、どのように取り組んでいくのか、

知事のお考えを伺います。あわせて、訓練時の

周辺住民の安全確保をどのように図っていくの

かについても改めてお聞かせください。 

 続いて、先島諸島住民の避難計画について質

問します。 

 この件については、第３回定例会で日本維新

の会の三浦議員も質問されていました。国民保

護法に基づく国民保護訓練は、２０２０年まで

に大規模テロ対策を中心に行われていましたが、

翌年度からは訓練内容の見直しを行い、武力攻

撃を想定した都道府県域を超える広域避難の訓

練についても行うこととし、全国で順次進めら

れています。２０２３年度には、輸送計画の実

効性を向上させるため、航空事業者や空港管理

事務所、海運事業者等と連携して、具体的な使

用機材、出発時刻等のシミュレーションが実施

されました。 

 緊迫する台湾有事などを念頭に置いていると

思われますが、現在、国は先島諸島の住民など

約１２万人を九州や山口に避難させ、１か月間

受け入れるという想定の初期的な計画について、

２月を目途につくるように九州各県と山口県に

求めており、先月には約１万１千人を受け入れ

る本県の計画案が明らかになったと報道された

ところです。 

 国は３月末までに分散避難の初期計画を示す

ようですが、そもそもどのような基準で有事を

判断し、どのような情報で解除とするのか等、

この国民保護法に対する疑義は解消していませ

ん。さらに、避難先での仕事や学校、生活をど

うするのかが明らかになっておらず、避難を拒

否する方々への強制力の有無も示されないなど

国の方針は漠然としています。 

 そこで、本県における先島諸島住民の避難計

画の内容について、防災局長に伺います。 

 続いて、福祉医療施策について質問します。 

 最初に、国民健康保険税について質問します。 

 先日、福祉保健部の皆さんが街頭でフレイル

チェックシートを配布しながら、介護予防の重

要性を訴えていました。チェックシートには、

フレイルを予防するには運動、食事、口の健康、

社会とのつながりが大切ですと書かれていまし

たが、そのとおりだと私は思いました。県を挙

げて介護予防に取り組んでいくことが健康寿命

を延ばし、ひいては安心できる健康保険制度を

維持することにつながると思います。 

 私が議員になってからこれまでに新型コロナ

ウイルス感染症への対応などを間近に見てきま

したが、大分県立病院精神医療センターが開設

されなど大分県の医療体制は充実してきたと感

じています。 

 今回の代表質問では、医療に関連したテーマ

として国民健康保険の保険税水準の統一につい

て質問します。 

 国民健康保険は日本の医療制度の根幹ですが、

前々から県内の保険税の格差が気になっていま

す。保険税率は、被保険者の所得に応じた所得

割、被保険者一人当たりの均等割、一世帯当た

りの平等割の３方式の合計で市町村ごとに算出

されますが、今年度の税率で同じ所得、同じ世

帯構成である場合、一番高い九重町は一番低い

姫島村の約１.７倍の保険税率となっています。 

 強引に統一を進めれば、医療機関が少ない地

域から保険税が同程度なのに医療サービスに差

があるのはおかしいといった不満が出ることも

予想されます。しかしながら、多くの方が総合

病院などでの高度治療を希望するという現状か

らすれば、県民全体で保険制度を支える意味で、

また、負担の公平性の観点からも、県内の保険

税水準が早期に統一されるのが望ましいと考え

ます。さらに言えば、私自身は、国民健康保険

制度というからには、将来的には全国で統一す

べきであると考えています。 

 そこで、この課題を含め、県内の国民健康保

険税水準の統一にどのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長に伺います。 

 続いて、子どもの貧困対策について質問しま

す。 

 国においては、令和６年６月、子どもの貧困

対策の推進に関する法律を子どもの貧困の解消

に向けた対策の推進に関する法律に改め、貧困



第１回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 53 - 

を解消することを強く打ち出しています。その

基本理念には、現在の貧困を解消するだけでは

なく、将来の貧困を防ぐことが掲げられており、

また、子どもの貧困をその家族の責任だけで捉

えるべきではないことも明記されています。 

 一方、県が保護者を対象に実施した子どもの

貧困状況についてのアンケート結果によれば、

現在の暮らしぶりに関して全体の約４割弱の家

庭が経済的に苦しいと回答しています。生活困

窮世帯は食事の回数を減らすこともあるという

報道もあり、厳しい状況に置かれている親子の

姿がうかがえます。また、本県における生活保

護世帯の大学進学率は、一般家庭と比較して約

４割にとどまっているというデータもあります。 

 こうした状況を鑑みると、生活困窮世帯への

支援は子どもの健全な成長のみならず、子ども

たちの将来の夢や希望をかなえるためにも大変

重要であり、法の基本理念のとおり、家庭だけ

の責任ではなく、行政や地域が積極的に関わる

べきと私は考えます。 

 そこで、生活困窮世帯が直面している厳しい

状況を踏まえ、子どもの貧困対策にどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺います。 

 続いて、公共交通サービスの需要喚起につい

て質問します。 

 ビジョン２０２４では、１０年後の目指す姿

として、バス、タクシー等の乗務員や利用者が

確保できており、地域の公共交通サービスが維

持されているとありますが、現状は大変厳しい

状況となっています。高齢化が進む中、運転免

許の返納を考えても、それに代わる交通手段が

ないという県民の声は随分前から聞かれていた

と思います。 

 人が自由に移動する権利である移動権、交通

権とも言いますが──について、交通施策に関

する基本理念やその実現に向けた施策、国や自

治体の果たすべき役割などを定める交通政策基

本法が２０１３年に成立しました。その第３条

では、「交通に関する施策の推進は、交通が、

国民の日常生活及び社会生活の基盤であること、

国民の社会経済活動への積極的な参加に際して

重要な役割を担っていること及び経済活動の基

盤である」と規定されています。 

 地域の公共交通サービスは地域の存亡に関わ

る問題であり、とりわけバス路線の維持、確保

は、もともと運転免許を持たない方や運転免許

を返納された方にとって、そこに住み続けられ

るのか否かという切実な問題となります。バス

路線の維持については、最近ではコミュニティ

バスやデマンド型のバス運営を行う自治体もあ

りますが、いずれにせよ、地域を守っていくた

めにバス路線の維持は必要不可欠であり、その

ためには収益確保に向けた需要喚起の取組が喫

緊の課題であると言えます。 

 そうした中、本県では今年度、バス無料デー

が実施されました。地域の公共交通サービスを

維持するための需要喚起策と伺っていますが、

その効果を検証し、今後の対策につなげていく

ことが重要であると考えます。 

 そこで、バス無料デーの実施結果も踏まえ、

公共交通サービスの需要喚起にどのように取り

組んでいくのか、交通政策局長に伺います。 

 続いて、農業の活性化について質問します。 

 最初に、農業産出額増加に向けた取組につい

て質問します。 

 昨年１２月、九州農政局から公表された２０

２３年の本県の農業産出額は、主要部門でそれ

ぞれ増減はあるものの、主に米、野菜及び鶏の

産出額が増加したことから、前年に比べ７.８

％増加の１，３４２億円となり、佐賀県を抜い

て九州最下位を脱しました。特に耕種部門の野

菜については、シェアが高い葉茎菜類を中心に

価格が上昇したことに加え、主要品目であるね

ぎ等の生産量が規模拡大によって増加したこと

から産出額が増加したとされています。 

 これは、県がもうかる農業として、ねぎ、ピ

ーマン、ベリーツなどの園芸品目の育成に取り

組んできた成果だと評価するところです。しか

し、佐賀県を除く九州各県でも農業産出額は増

加しており、本県だけが突出して伸びている状

況でもありません。他の先進的な県では、国内

外の市場ニーズを的確に捉え、農産物から農産

加工品までが一体となり、加工品の強化、販路

の拡大などの販売促進、さらに規格外品の活用
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など、農業収益を向上させるための戦略的な取

組を進めています。 

 本県の農林水産業振興計画にも類似の取組に

関する記載がありますが、農業産出額の増加に

向けて他県を上回る取組を進め、もうかる農業

を一部の品目だけでなく、他の品目にも拡大し

ていく必要があると考えます。 

 また、農林水産業振興計画は、条件が不利な

中山間地を多く有する本県において稲作による

収益拡大は難しく、米に代わる高収益品目の導

入を進めることがもうかる農業につながるとい

う基本的な認識に立っていると拝察します。実

際に本県では水田を守り続けている中山間地域

の農家に対する取組が弱いと感じざるを得ませ

ん。専業、兼業の別を問わず、中山間地の農家

は、環境の保全など農業収益には表れない利益

をもたらしていることも鑑み、支援の在り方を

検討いただきたいと思います。また、中山間地

の農家が元気になること、ひいては県全体の農

業産出額の底上げにもつながると私は考えます。 

 そこで、農業産出額増加に向け、今後どのよ

うに取り組んでいくのか、農林水産部長に伺い

ます。 

 続いて、農業の担い手の確保、育成について

質問します。 

 今後の農業の活性化については、農業の担い

手の確保も重要です。本県でも様々な取組を実

施しているところですが、農業を学ぶ高校等が

減少するなど、その魅力を伝え、若者を育てて

いく場が少なくなってきていることを私は憂慮

しています。さらに地域の実情に応じて、専業

農家だけでなく、兼業農家も含めた多様な担い

手の確保も進めていく必要があると考えます。 

 また、今後、雇用主にもなり得る大規模な農

業者を育成していくことも必要です。そのため

には、従来の栽培技術等の支援にとどまらず、

人材や資金など経営面のサポートも充実させて

いくことが重要であり、今後の県の取組に期待

しているところです。 

 そこで、農業の担い手の確保、育成について

どのように取り組んでいくのか、農林水産部長

に伺います。 

 続いて、観光振興について質問します。 

 インバウンドの推進について質問します。 

 今年１月に宮崎県で開催された第７回九州観

光振興大会に参加してきました。九州は一つの

理念の下、官民が一体となって九州の観光振興

に取り組み、広域的な周遊観光を促進していこ

うと、平成２８年度に当時の田中利明大分県議

会議長が発案したものです。九州各県議会議長

との意見交換を重ねて、第１回は別府湾ロイヤ

ルホテルで開催され、以降、各県持ち回りでの

開催となり、今回の宮崎県で１周しました。来

年は２周目の出発として大分市で開催される予

定です。 

 この大会の資料において九州観光機構の統計

データが示されており、２０２４年１月から１

０月までの九州における延べ宿泊者数は、前年

比でもコロナ禍前の２０１９年との比較でもと

もに上回っているとされていました。本県は福

岡県に次いで２位の約６９０万人が宿泊し、前

年比では九州で福岡と並んでトップとなってい

ます。 

 外国人の宿泊者数に限っても、本県は福岡県

に次いで２位の約１２２万人となっています。

九州に訪れる外国人観光客の内訳を見ると、お

よそ半数を韓国が占め、次いで中国、台湾、香

港と続きます。中国については、政府がこれか

ら観光ビザの発給要件を緩和するとの方針を示

していることから、今後さらなる増加が予想さ

れています。 

 こうした中、本県でも魅力的な観光商品の造

成や、昨年、県議会で条例を制定したアドベン

チャーツーリズムの推進など観光資源に磨きを

かけ、インバウンドの誘致に力を入れていくべ

きだと考えます。 

 他方、気になるのは、本県は九州各県に比べ

国際航空路線が少ないという点です。現在、大

分空港の国際航空路線は韓国ソウルへの週７便

のみで、この便数は九州で下位となっています。

今後のインバウンド需要の取組にあたっては、

新たな国際航空路線の就航に向けた取組も必要

であると考えます。 

 そこで、国際航空路線の誘致を含め、インバ
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ウンドをどのように推進していくのか、知事の

お考えを伺います。 

 続いて、オーバーツーリズム対策についてお

尋ねします。 

 観光客を増やしていく取組の一方で、考えて

おかなければならないのはオーバーツーリズム

への対策です。 

 ハワイ州産業経済開発観光局の調査によれば、

地域住民の観光業に対する満足度について、２

０１０年は８０％であったところ、年々ハワイ

への旅行者が増加する中で、交通渋滞や混雑、

文化や伝統の軽視といった問題が発生し、２０

１９年には５８％まで低下したとのことです。 

 我が国の人気の高い観光地でも同様の問題が

発生しており、その対策として、京都では臨時

手荷物預かり所が設置されたほか、富士山では

入山料の徴収を始めるなど、各地で取組が進め

られています。オーバーツーリズム対策は、実

際に問題が起こる前から始めることが重要だと

私は考えています。県内でも由布市において、

昨年１２月にごみのポイ捨て禁止条例が制定さ

れるなど、一部で取組が始まっています。 

 そこで、市町村とも連携しながら、県として

どのようにオーバーツーリズム対策に取り組ん

でいくのか、観光局長に伺います。 

 最後に、教育をめぐる諸課題について質問し

ます。 

 最初に、教員の確保について質問します。 

 現在の本県の教育を考えたとき、一番の課題

は間違いなく教員の確保です。昨年４月の始業

式の時点で小学校１６名、中学校１０名、高校

５名、特別支援学校１６名、計４７名の欠員が

生じての出発でした。また、一昨年も同時点で

計４８名の欠員という状況でした。 

 県内のある学校では始業式の前日まで担任が

見つからず、始業式をどのように迎えるのか真

剣な話合いが行われたと聞いています。幸いな

ことに始業式間近になって退職されていた方に

来ていただくことになり、胸をなで下ろしたと

のことですが、一方で、担任は確保できたもの

の、欠員となっている教員の業務を他の教員で

分担し、全員が心身ともに疲弊していると悲痛

な声が上がっています。市町村の教育委員会や

教育事務所にこうした状況を訴えても、各学校

で先生を見つけてくださいとの返答しかないと

いう話が毎年私の元には届いています。 

 この問題の責任は教育委員会にあり、早期の

問題解消に向けた取組が必要です。先日、来年

度の公立学校教員採用試験から補欠合格制度を

導入するとの報道がありました。その内容は、

合格辞退者が増えている現状を受けて、受験者

数が減る中、大学３年生にも１次試験の門戸を

開き、早期の人材確保を図る。補欠数は各区分

の採用予定数に応じて設定する。対象者は順位

を付けて、２０２５年度内は名簿に載せ、辞退

者が出た場合に繰り上げるというものでした。

また、受験者数を増やすため、一般選考資格を

緩和する。新たに大学３年生が１次試験を受け

られるようにし、翌年度の２次試験に合格すれ

ば採用するとも聞いています。 

 県教委教育人事課職員の、教員の人材確保は

喫緊の課題であり、何とか知恵を絞って出した

改革を受験者数増につなげるというコメントが

紹介されていましたが、正にその実践こそが重

要であると考えます。 

 また、この教員不足のそもそもの原因は、昼

休みも取れず、残業も多く、持ち帰り仕事もあ

り、ブラックだと言われるような教育現場の働

き方改革が進まないことであり、その推進も喫

緊の課題であると考えます。 

 そこで、教育現場の働き方改革を含め、教員

の確保にどのように取り組んでいくのか、教育

長に伺います。 

 続いて、地域の高校について質問します。 

 昨年の第１回定例会以降、県立高校の全県一

区入試制度について議論が起きています。昨日

もこの議題が取り上げられました。私も昨年１

２月の第４回定例会の一般質問において、この

問題について質問しました。県教育委員会では、

県立高校の全県一区制度を検証する委員会を開

催し、議論が進められています。 

 この問題に関して、我が会派では高校のあり

方を考える研究会を立ち上げ、会派として提言

に向けて取り組んでいるところです。今年１月、
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調査で訪ねた島根県教育委員会では、地域の高

校の存続を一番に考えており、松江市内３校及

び出雲高校の普通科については地域外入学制限

を当面維持すると明言されていました。 

 地域の高校を守っていくためには、２００８

年から実施されている全県一区制度を改め、普

通科においては市町村を単位とした学区を基本

にして学区外からの入学者の定員枠を設けるな

どの抜本的な改革が必要ではないかと我々は考

えています。 

 そこで、地域の高校の存続に向け、県教育委

員会としてどのように取り組んでいくのか、教

育長に伺います。 

 最後になりますが、佐藤知事をはじめ執行部

の皆様方には、この１年、県政の推進に御尽力

いただいたことに敬意を表します。また、スム

ーズな議会運営、そして、私たち議員のサポー

トをしていただいている議会事務局の方々にお

かれては特に感謝申し上げます。また、３月を

もって県関係の職務を退職される皆様方にこの

場を借りてお礼を申し上げ、県民クラブを代表

しての質問を終わります。御清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

井上副議長 ただいまの原田孝司議員の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。原田孝司議員

の代表質問にお答えします。 

 まず、国際情勢の変化が本県に与える影響に

ついてです。 

 本年１月、第４７代アメリカ合衆国大統領に

ドナルド・トランプ氏が就任しました。就任直

後から多くの施策を打ち出しており、世界中が

その動向に注目していると思います。 

 御指摘の米国第一主義に基づく通商政策は、

自動車や半導体、鉄鋼等の産業が集積している

本県としても、その動向をしっかりと注視して

いく必要があります。 

 また、米国は農林水産物や加工品の輸出先と

しても重要なマーケットです。通商政策は国と

国で議論するものであり、日米が安定的な関係

を維持することが最も重要であるので、国にし

っかりと対応していただきたいと思います。 

 また、パリ協定からの離脱による気候変動対

策の後退なども懸念されるところです。地球温

暖化対策は待ったなしの状況であり、２０５０

年の脱炭素社会実現に向けて、手を緩めること

なく取組を進めていきます。 

 御心配のポピュリズムについてです。 

 我が国は民主主義国家として、異なる価値観

を持つ者がしっかり対話して、それぞれの意見

の相違を乗り越えて一致点を探る、その道のり

こそが大切というふうに考えている次第です。

私としても、対話と連携を基本姿勢として可能

な限り現場に足を運び、県民一人一人の声を県

政に反映させる取組をしてきました。誰もが生

き生きと活躍している共生社会おおいたを実現

するためにも、様々な立場の方に御意見を伺い

ながら取り組むことを引き続き大切にしていき

ます。 

 混迷が続くウクライナ、中東情勢など、国際

情勢は刻々と変化しています。本県としては、

その状況をしっかり見極めながら、揺らぐこと

なく地方創生を進めていきます。 

 引き続き情勢を注意深く見守り、的確に対応

し、必要であれば意見を発信して、各種施策の

推進に全力で取り組んでいきます。 

 次に、任期後半における県政運営についてで

す。 

 私は、令和５年４月の知事就任後、直ちに県

政運営の道標となる新たな長期総合計画の検討

に取りかかりました。１年以上にわたり、多様

な方から御意見を伺いながら議論を深め、昨年

９月に安心・元気・未来創造ビジョン２０２４

を策定したところです。 

 想定を上回るスピードで進む人口減少や頻発

・激甚化する自然災害、物価高の長期化など、

社会情勢は刻々と変化しています。来年度の当

初予算案では、このような状況に対応し、これ

からの大分県を切り拓いていくための安心・元

気・未来創造の各分野の施策を積極的に盛り込

んだところです。 

 安心の分野では、昨年発生した能登半島地震

も踏まえて、孤立集落対策や避難所の環境整備、
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治水対策等の県土強靱化など、防災対策に全力

で取り組んでいきます。また、引き続き子育て

満足度、健康寿命、障がい者活躍の三つの日本

一の実現を目指していきます。 

 元気の分野では、喫緊の課題である産業人材

の確保、育成、持続的賃上げを可能とする環境

の整備に力を入れます。また、農業の成長産業

化や万博等を契機とした誘客促進、文化振興や

スポーツ推進などにより地域の元気を創出しま

す。 

 未来創造の分野では、今後の大分県を担う人

材を育成するため、高校教育における遠隔授業

の実施等、多様で質の高い教育が受けられる環

境整備に取り組みます。また、人や物の流れを

活性化させる広域交通ネットワークの充実を図

るほか、若年層の移住・定住促進やＧＸの推進、

先端技術への挑戦などにより、大分県版地方創

生を強力に推進していきます。 

 来年度は、ビジョンを本格的にスタートさせ

る大切な年となります。これらの施策に全力で

取り組み、これからも県民との対話と連携を基

本姿勢として、１０年後の、そして、その後の

目指す姿の実現に向け、進むべき道を見定めて

挑戦していきます。 

 次に、第３期まち・ひと・しごと創生大分県

総合戦略についてです。 

 政府は、地方創生２．０と銘打ち、地方創生

を再起動させました。今年の夏に基本構想が取

りまとめられるとのことですが、基本的な考え

方にある若者、女性にも選ばれる地方をつくる

ことや、東京一極集中のリスクに対応した人や

企業の地方分散など、その取組に大いに期待し

ているところです。 

 こうした国の施策も取り込み、第３期戦略に

より、人口減少対策に全力を挙げて取り組んで

いきます。今回の戦略では、この５年間で早急

に対策が必要な若者、女性の呼び込みと定着、

多様な人材の活躍等による担い手確保、地域の

持続的発展を三つの重点課題に掲げ、次の四つ

を柱に取組を進めます。 

 第１の柱「ひと」では、全ての人が輝き、一

人一人の希望がかなうおおいたの実現に向けて、

子ども・子育て支援や教育県大分の創造、女性

活躍等の取組を充実させていきます。 

 第２の柱「しごと」では、強い産業が育ち、

働きがいのある仕事が生まれるおおいたの実現

のため、企業立地、産業集積のための立地基盤

づくりや農林水産業の成長産業化、多様な人材

が活躍できる環境づくり等を進めていきます。 

 第３の柱「まち」では、暮らしの豊かさを実

感でき、魅力的な地域であふれるおおいたの実

現に向け、災害に強い県土づくりをはじめ、特

色のある持続可能な地域づくりの推進などに取

り組みます。 

 今回新たに加えた第４の柱「ひとやものの流

れ」では、新しい人や物の流れが広がり、つな

がるおおいたの実現を目指します。未来へつな

がる広域交通ネットワークの充実や移住・定住

の促進による地域の未来を担う人材の確保に力

を入れていきます。 

 加えて、大型イベントである大阪・関西万博

や宇佐神宮御鎮座１，３００年を契機とした国

内外からの誘客促進による交流人口の拡大を図

っていきます。また、企業誘致では、東京や台

湾において産業集積などの強みや魅力の発信を

強化して、本県への立地を促進していきます。 

 人口減少の流れを変えることは容易ではあり

ませんが、地方創生２.０の動向も踏まえ、引

き続き国や市町村とも緊密に連携しながら、粘

り強く取り組んでいきます。 

 次に、市町村合併についてです。 

 私はこれまで、県政ふれあい対話などを通じ

て地域を回り、現場が抱える課題に向き合って

きました。県民の声をお聞きする中で、合併か

ら２０年が経過して、住民の一体感も徐々に生

まれつつあり、現在の１８市町村の形が根づい

てきているのではないかと感じています。 

 合併の効果としては、スケールメリットによ

り職員の重点配置が可能となったことから、喫

緊の課題である少子化対策や防災、危機管理へ

の対応など、迅速できめ細やかな行政サービス

の提供が図られやすくなっていることも挙げら

れます。また、財政基盤が強化されたことで経

常収支比率や基金残高などが改善していること
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に加え、財政健全化法で定められた指標がおお

むね健全であることから、安定した財政運営が

維持できているのではないかと考えています。 

 一方で、全国的な出生数の減少や合計特殊出

生率の低下などにより、合併の有無にかかわら

ず、想定を上回るペースで人口減少が進んでい

ます。特に旧町村部等の地域ではその傾向が顕

著で、その対応が大変大きな課題となっていま

す。 

 こうした中で、昨年９月に議会から承認いた

だいたビジョン２０２４の策定にあたっては、

新しいおおいた共創会議等で市町村長とも課題

を共有し、１０年後の姿を見据えて、各種課題

の解決に向けた政策を練り上げてきたところで

す。 

 旧町村部等の振興を含めて地域の均衡ある発

展を図っていくためには、担い手確保に加え、

交流拠点の充実や住民が主体となったにぎわい

の創出など、地域の付加価値、魅力を高める取

組への支援が重要です。 

 地域の未来を担う人材の確保では、若者の就

職支援、転職なき移住の促進、関係人口の創出

などに取り組むほか、集落活動への支援等によ

り持続可能な地域づくりを進めます。 

 また、にぎわいの創出では、空き家等を活用

した交流の場づくりを進めるほか、各地域の産

品や伝統文化など豊かな地域資源の磨き上げを

支援して、それらを集めた地域素材集を作成す

るなど、広く地域の魅力を全国へと発信してい

きます。 

 これからも県民の皆さんが住み慣れた地域に

誇りを持って住み続けることができるように、

市町村をはじめ、多様な主体と連携しながら、

地域の発展に向けて取り組んでいきます。 

 次に、日出生台演習場における演習について

です。 

 近年、ロシアによるウクライナへの侵略や北

朝鮮の弾道ミサイル発射など国際的な緊張が高

まる中、国は普遍的価値観などを共有する同盟

国、同志国との防衛協力、連携が不可欠として

いるところです。 

 他方、現在実施されている米海兵隊による訓

練や英国等との共同訓練に対しては、地域の方

々の不安の声が大きいことは私も承知していま

す。 

 県としては、こうした声も踏まえて、他国軍

との訓練が日出生台演習場に集中して地元の負

担が大きくならないように、訓練計画を調整す

るように国に申入れを行ってきました。また、

訓練日程が明らかになった際には、その都度、

九州防衛局を訪問して、地域の皆さんの負担を

少しでも軽減できるよう情報開示と安全管理の

徹底を強く要請してきています。 

 加えて、訓練実施等には地元市町や警察など

と連携して、現地事務所の設置や地域の巡回を

行っているところです。 

 外交、防衛政策は国の専管事項ですが、引き

続き国際情勢や国の動きを注視するとともに、

地元市町と協力しながら、地域住民の不安の解

消と安全確保に取り組んでいきます。 

 次に、インバウンドの推進についてです。 

 先日発表された観光庁の宿泊旅行統計調査の

速報によると、本県における令和６年の外国人

延べ宿泊者数は約１５０万人を記録し、過去最

高となりました。人口減少による国内旅行需要

の減少が見込まれる中で、増加するインバウン

ド需要の取り込みは大変重要です。そのため、

県では、重点的に誘客を行う国等の旅行動向に

精通した事業者を戦略パートナーとして選定し

て、現地商談会やプロモーションを効果的に行

うことを通じて誘客を強化してきています。 

 一方で、本県の外国人平均宿泊数は１．０泊

ということで、実はこれは九州で最下位となっ

ており、より多くの外国人旅行者を呼び込むこ

とに加え、県内での滞在日数を増やしてもらう

ことが大変重要な課題だと認識しています。 

 本県は、アジアからの国際航空路線や新幹線

などの交通手段が充実する福岡県に隣接してい

るため、訪れやすい反面、短い滞在で移動して

しまうことも宿泊日数が伸びない一因ではない

かと考えられます。 

 議員御指摘のとおり、国際航空路線の誘致は

直行便によって本県への移動時間が短縮でき、

その時間を県内での周遊や滞在に充てることで、
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宿泊数の増加や観光消費の拡大が期待できます。

県としても、台湾や香港などからの航空路線誘

致や、外国人旅行者の半数を占める韓国からの

路線数拡大は非常に重要だと考えています。 

 特に台湾については、昨年８月に私も出張し

た際にタイガーエア台湾を訪問し、就航を直接

要請したほか、昨年１２月には関係者を招聘し

た県内モニターツアーを実施し、誘致活動に力

を入れてきました。その結果、この度、本県と

台北市を結ぶ直行便を初めて開設するというこ

とで、４月２日から就航する予定となっていま

す。 

 今後は、路線の維持、拡大に向けた取組を進

めるとともに、広く県内を周遊してもらうため

に、今月中に公開予定である各地域の観光情報

やモデルルート等を掲載した多言語観光サイト

というのを公開しますが、それを活用して、情

報発信をさらに強化していきます。 

 折しも来月からの大阪・関西万博ですが、海

外からの誘客を図る絶好の機会となります。観

光コンテンツの高付加価値化やアドベンチャー

ツーリズムの推進など、魅力ある地域資源を活

用したインバウンドの呼び込みに全力を挙げて

取り組みます。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁させます。 

井上副議長 首藤防災局長。 

  〔首藤防災局長登壇〕 

首藤防災局長 私からは２点についてお答えし

ます。 

 まず、災害発生時における早期避難の促進に

ついてです。 

 早期避難のためには、日頃から一人一人が発

災時にどのような行動を取るか、あらかじめ決

めておくことが大切です。 

 学校や幼稚園での早期避難の促進については、

定例の避難訓練のほか、教職員研修の中でタイ

ムラインの普及を目的とした講座を実施してい

ます。また、保育園や放課後児童クラブなどに

は、防災アドバイザーの派遣のほか、疑似体験

ができる地震体験車や防災ＶＲを貸し出すこと

により、児童生徒とともに施設の職員にも避難

行動の大切さを啓発しています。 

 家庭向けの啓発については、先月、防災を家

族で学ぶ体験型イベントを開催したところ、延

べ１，３００人余りの親子の参加が得られ、防

災への関心の高まりを感じたところです。 

 このような取組のほか、防災アプリの普及や

テレビＣＭによる啓発、地域での防災学習会な

どにより、子どもを含めたあらゆる世代に対し、

早期避難を促していきます。 

 次に、先島諸島住民の避難計画についてです。 

 先島諸島からの住民避難については、住民の

受入れに必要な準備事項等を検討し、令和８年

度をめどに受入基本要領を作成することとなっ

ており、本年度は避難当初の約１か月間におけ

る初期的な計画を作成することとなっています。 

 本県には、石垣市民およそ５万人のうちの約

１万１千人が割り当てられており、受入市町村

を選定の上、福岡空港からの移動は避難者の負

担の少ない借り上げバスの利用を想定していま

す。また、大分市で受け入れる避難者のうちの

約１千人を初期的な計画の対象とし、具体的な

宿泊施設の選定や部屋の割り振り、飲食、生活

必需品の提供方法、それから、健康管理を行う

態勢などを取りまとめたところです。 

 その中で、低廉な宿泊単価など国が示す前提

条件に課題も見えたことから、これらの指摘と

ともに、本県の計画案として、先般、国に提出

したところです。現在、国が九州・山口各県の

計画案とともに全体的な調整を行っており、そ

の調整を経た上で、本年度末には公表される予

定です。 

 なお、避難先での住宅や就学、就労等の支援

については、今後、国から詳細が示される見通

しのため、それを踏まえ、検討していきます。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 私からは３点お答えします。 

 まず、大規模災害発生時の透析医療体制につ

いてです。 

 県では、専門医や臨床工学技士、患者団体と

連携して平成２９年度に作成した透析施設災害

対策マニュアルにより、平時からの情報連携体
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制や関係者ごとの自助、共助、公助等の在り方

を示し、取組を進めています。 

 まず、自助としては、患者側に災害時に備え

て日常の御自身の透析情報を記録するなど、可

能な範囲での事前準備を促しています。他方、

県内６４の透析施設には、平素からの防災訓練

や設備点検等の徹底を働きかけています。 

 また、医療機関相互の共助として、既存の広

域災害救急医療情報システムの活用に加え、医

療圏ごとに責任者を配置し、まずは各圏域内で

透析が継続できるよう連携機能の強化を図るこ

ととしています。 

 さらに、能登半島地震の検証を踏まえ、今年

度は専門医や臨床工学技士など医療関係者間で

既存の課題を整理し、圏域内での対応が困難な

場合の広域搬送も想定したマニュアルの見直し

を進めているところです。 

 引き続き関係者と随時協議を重ね、医療圏域

間での体制強化に加え、隣接県との連携構築も

視野に入れて、大規模災害時にも安定した透析

医療提供体制の整備を図っていきます。 

 次に、福祉医療施策として２点あります。 

 まず、国民健康保険税についてです。 

 国民健康保険は、高齢者や所得の低い方の加

入割合が高く、今後も小規模保険者が増えてい

くという課題を抱えており、平成３０年度から

県が国保財政の責任主体となり、運営の安定化

を図っています。 

 県全域での財政運営となると、被保険者の医

療給付費を県内全体で賄うこととなるので、加

入者間の負担の公平性を図り、将来的には保険

税水準の統一を目指す方針の下で市町村と継続

的に協議を重ねてきました。その後、市町村の

合意を得て、昨年３月策定の第二期県国保運営

方針で、令和１１年度からの保険税水準の統一

を明記したところです。 

 現在、市町村ごとに算定している保険税と、

独自の減免基準があるので、これの統一化に加

え、保険事業の平準化を進めています。各市町

村には、１１年度までの保険税の計画的な改定

と被保険者への丁寧な説明など、円滑な統一に

向けて主体的な取組を働きかけているところで

す。 

 さらには、職員研修等を通じて医療費格差や

収納率など各地域の諸課題の解決を促すととも

に、統一の必要性を広く県民に周知しながら、

今年度から既に統一を終えた大阪府、奈良県に

続き、我々も早期の保険税統一を目指していき

ます。 

 ３点目は、子どもの貧困対策についてです。 

 昨年実施した実態調査では、子育てに必要な

支援として保育料や教育費の軽減、諸手当の拡

充のほか、医療健康上のサポートなどを求める

保護者の声が多く寄せられたところです。 

 こうした声を踏まえ、県では、現在、ひとり

親と困難な生活環境にある子どもの支援計画に

基づき、まずは教育、生活の安定、保護者の就

労及び経済的支援の四つを重点施策として、全

庁挙げて総合的に推進しています。 

 本県独自の保育料や子ども医療費助成などの

経済的支援を継続するほか、全国知事会等を通

じて全国一律の諸手当の充実を鋭意国に要望し、

児童手当や児童扶養手当など、近年、着実に改

善が進んでいるところです。 

 また、養育環境に課題を抱える児童の生活習

慣形成や学習支援等を行う児童育成支援拠点に

ついて、今後、臼杵市を加え、県内６市に拡充

予定であり、さらなる設置に向けて希望する市

町村と随時協議を行っていきます。 

 一方で、関係制度がいまだ十分に活用されて

いない事例も見受けられるので、支援内容を分

かりやすくまとめたハンドブックを作り、これ

を市町村や支援団体を通じて対象者に広く配布

し、引き続き制度の活用を呼びかけていきます。 

井上副議長 嶋川交通政策局長。 

  〔嶋川交通政策局長登壇〕 

嶋川交通政策局長 私からは、公共交通サービ

スの需要喚起についてお答えします。 

 先立って行ったバス無料デーにおいては、３

日間で延べ約１４万人が利用し、前の月と比べ

て約１.６倍でした。特に臼杵、津久見、竹田、

豊後大野、日田といった地域では約２倍という

ことで、バスを利用するいいきっかけづくりと

なり、かつ潜在需要の高さも確認できたところ
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です。 

 また、その際行ったアンケート調査では、約

３，８００件の回答が寄せられたので、今後し

っかりとデータ分析を行い、バス事業者をはじ

め、市町村とも課題共有などを図っていきます。 

 その上で、今後の需要喚起にあたっては、今

年度のような無料デーという方法のみにとらわ

れることなく、県として、まずは無料でなくて

も繰り返し乗ってもらえるような仕掛けづくり

を模索していきます。 

 加えて、来年度は路線バスの利便性向上を図

るために、九州ＭａａＳと連携したお得なデジ

タルチケットの造成やバス路線とＪＲ駅とのダ

イヤ接続の拡充、さらにはデジタル時刻表の導

入支援などを行っていきます。 

 一方、路線バスの需要が十分に見込めない地

域では、市町村や交通事業者と連携し、公共ラ

イドシェアやＡＩオンデマンド交通の導入など、

新たな制度や技術の活用も含め、地域公共交通

の維持、確保に取り組んでいきます。 

井上副議長 渕野農林水産部長。 

  〔渕野農林水産部長登壇〕 

渕野農林水産部長 私からは２点お答えします。 

 まず、農業産出額増加に向けた取組について

です。 

 これまで市場ニーズを捉え、生産から流通、

消費に至るボトルネックの解消に取り組んでき

た結果、産出額は４年連続で増加し、中でも、

ねぎについては１００億円を突破するなど着実

な成果につながっているところです。 

 産出額のさらなる増加に向け、国産需要が急

速に高まっている果樹や加工・業務用野菜など

１５品目を園芸基幹品目と位置づけ、栽培施設

の整備や県域での生産体制の確立等を総合的に

支援していきます。 

 あわせて、大規模園芸団地を核として中核的

経営体の規模拡大を進め、力強い園芸産地を育

成していきます。 

 また、産出額の約４割を占める畜産において

は、ゲノム検査を活用した優良な遺伝子を持つ

繁殖雌牛への転換や、飼料用米などの生産拡大

による耕畜連携を進め、収益性の向上につなげ

ていきます。 

 さらに、中山間地農業の活性化に向けては、

農地の集積・集約化に資するよう地域計画の実

効性を高めるとともに、その主たる担い手であ

る集落営農法人やスマート技術等を導入するな

ど持続可能な経営体を育成していきます。 

 こうした農業の成長産業化に向けた取組を通

じ、産出額の増加につなげていきます。 

 続いて、農業の担い手の確保、育成について

です。 

 今後も担い手の減少が見込まれる中、地域農

業を牽引する中核的経営体となり得る多様な担

い手の確保、育成が大切です。 

 担い手の確保では、親元就農給付金の拡充に

加え、女性就農者向けの情報発信や、県内外で

の就農相談会を充実させ、新規就農者を確保し

ていきます。また、農業大学校におけるオペレ

ーターの養成やサービス事業体の活用の促進な

どにより、地域営農に必要な労働力の確保にも

努めていきます。 

 担い手の育成では、実践的な指導を受けられ

るファーマーズスクールや農業経営塾などの取

組もあり、近年、中核的経営体数は増加傾向に

あります。中でも、雇用型経営や大規模法人へ

のさらなるステップアップを目指す中核的経営

体には、農業専門のコンサルタントを派遣し、

個々の経営課題に応じた経営分析や組織づくり

など普及指導員等と一体となって伴走支援を行

っていきます。 

 こうした県内経営体の育成に加え、メガバン

クの幅広いネットワーク等を活用し、経営力あ

る企業も誘致することで地域の活性化につなげ

ていきます。 

 このような取組により、県内外から地域農業

を担う多様な担い手を確保し、その育成に努め

ます。 

井上副議長 渡辺観光局長。 

  〔渡辺観光局長登壇〕 

渡辺観光局長 オーバーツーリズム対策につい

てお答えします。 

 国内外からの観光需要が増加する中、観光客

が集中する一部の地域では、いわゆるオーバー
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ツーリズムが問題となっています。 

 オーバーツーリズムが発生している地域では、

混雑やマナー違反による旅行者の満足度低下に

加え、地域住民の生活への影響が懸念されるこ

とから、混雑解消や訪日外国人旅行者への日本

文化、慣習の普及啓発といった取組が重要とな

ってきます。 

 由布市では、ＡＩカメラを設置し、混雑状況

や渋滞を回避する経路の情報を提供しているほ

か、行政、観光関係者等が連携して、多言語の

マナー啓発動画を外国人旅行者に向けて発信し

ているところです。 

 また、観光客の分散化も有効だと考えていま

す。県では、海外旅行会社やメディア、インフ

ルエンサーを別府、由布院以外の観光地にも招

聘し、着つけ、お茶など日本文化の体験や酒蔵

見学など、各地域の魅力発信に力を入れていま

す。 

 さらに、自然、伝統文化、食などを活用した

アドベンチャーツーリズムやガストロノミーツ

ーリズム等、地域の特色をいかした着地型商品

の造成、販売促進を通じ、県内各地への誘客に

努めているところです。 

 引き続き市町村等とも連携し、地域住民と観

光客双方の満足度を高める持続可能な観光地域

づくりにしっかりと取り組んでいきます。 

井上副議長 山田教育長。 

  〔山田教育長登壇〕 

山田教育長 私からは２点お答えします。 

 まず１点目は、教員の確保についてです。 

 教員不足を解消するとともに、優れた人材を

確保するためには、学校現場の働き方改革、指

導運営体制の充実、処遇改善を一体的に進める

必要があります。 

 働き方改革については、ＩＣＴの活用や部活

動改革などを行い、長時間勤務者の割合は徐々

に減少しているが、いまだ道半ばであり、今後

さらに本定例会に提案している長期教育計画の

中に長時間勤務の指標を新たに設け、取組を強

化していきます。 

 指導運営体制の充実では、来年度、小学校６

年生への３５人学級の拡大や教科担任制の拡充

のための定数改善を行うこととしています。 

 教員の処遇改善についても、昨年末に閣議決

定された教職調整額の引上げなど徐々に充実が

図られています。 

 加えて、採用面でも、大学３年生への受験資

格拡大や県外会場の増設、補欠合格制度の導入

など積極的な見直しを行うこととしています。 

 また、代替教員となるペーパーティーチャー

や企業人材の掘り起こしも加速させたいと考え

ています。 

 さらに、動画配信や高校、大学における説明

会等を通じて働き方改革の取組状況の見える化

を図り、教職の魅力を最大限ＰＲしながら、教

員の確保に全力を傾注したいと考えています。 

 続いて、地域の高校についてお答えします。 

 普通科の全県一区制度については、地域の高

校の維持、活性化の観点から様々な意見がある

と承知しています。 

 １月に開催した第２回検証委員会では、中学

生の地域を超えた進学状況や各高校の大学進学

実績等のデータに加え、中学生や高校生及びそ

の保護者等を対象としたアンケート結果を踏ま

えて分析、協議を行いました。 

 中学生の進学状況では、公共交通機関による

通学の利便性が良い市町において、大分市内の

県立普通科への進学割合の上昇が顕著に見られ

ることや、県内外私立高校への進学が年々増加

していることが確認できました。地域の高校の

定員確保については、入試制度よりむしろ学校

の魅力づくりが重要ではないかといった意見が

委員から出されました。 

 アンケートでは、普通科の高校生の８６％、

普通科を志望する中学生の７５％程度が全県一

区を希望しています。また、高校選択で重視し

た項目としては、自分の学力に合っている、進

学、就職実績、通学距離の順となっていました。 

 今後、私立も含めた高校無償化が拡大される

ことや、最新の志願状況等も踏まえ、公立高校

の教育の質の向上や地域の高校の維持、活性化

に向けた有効な手だて、入試制度の在り方など、

引き続き検討を進めていきます。 

井上副議長 以上で原田孝司議員の質問及び答
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弁は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時２８分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

嶋議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 代表質問を続けます。澤田友広議員。 

  〔澤田議員登壇〕（拍手） 

澤田議員 皆様こんにちは。議席番号３６番、

公明党の澤田友広です。本日は、令和７年度予

算を審議する大事な定例会において、会派代表

として代表質問をさせていただき、ありがとう

ございます。代表質問は今回初めてで緊張して

いますが、情熱とやる気だけはたくさんありま

すので、大事な質問内容をしっかりと議論させ

ていただければと思います。最後までよろしく

お願いします。 

 それでは、代表質問に入ります。 

 初めに、行財政改革についてです。 

 未曽有の感染症がまん延する中でスタートし

た佐藤県政も今、１期目の折り返しを迎えよう

としています。コロナ禍後の課題は残すものの、

ようやく我が国経済も回復に向けた動きを見せ

始めており、インバウンド需要も着実に伸びて

いるほか、今後の輸出の復調や個人消費、企業

の設備投資といった国内需要の増加にも期待が

集まっています。 

 そのような中、これから２０５０年までの人

口動態の変化により、社会構造も新たな局面を

迎えると予測されています。 

 長期的な出生率の低下と都市部への人口流出

の進行が続けば、医療、介護、教育、インフラ

整備など、県民が生活する上で不可欠なサービ

ス提供が制約を受けるほか、ひいては県政運営

が難しくなることも懸念されます。また、家族

の構成も大きく変化し、単身高齢者世帯、特に

女性の単身高齢者世帯が増加するとされており、

２０５０年には６５歳以上の単身世帯が全世帯

の約２割を占め、孤独や孤立などのリスク増大

も心配されます。 

 また、生産年齢人口の減少に伴い、２０５０

年には労働力人口が６，２８７万人程度まで減

少する見込みです。今後、団塊ジュニア世代の

高齢化が進み、人材の確保が一層困難となる中

で、産業やサービスの変革が必要となります。 

 我が国、そして本県が直面するこれらの課題

を乗り越えるため、今こそ進むべき道筋を県民

と共有し、共に歩みながら新たな大分県を創造

する県政のリーダーシップと推進力が求められ

ています。 

 昨年、新たな大分県長期総合計画を策定し、

県民が安全で安心して暮らせる大分県づくり、

県民が元気に活躍できる大分県づくり、新たな

魅力を生み出し未来を創造する大分県づくりを

掲げ、共生社会おおいた、選ばれるおおいたの

実現へ向けた取組を開始しました。県民に御協

力いただき、多様な主体とも連携し、計画に掲

げた政策を着実に実行していくことが、一人一

人の豊かな生活という新たなステージへ押し上

げるスタートになると期待しています。 

 ビジョン２０２４に掲げた安心・元気・未来

創造の大分県を実現していくためには、持続可

能で安定的な財政基盤の確保が不可欠であり、

これまで着実に成果を積み上げてきた行財政改

革の手を緩めることはできません。さらに、さ

きほど言った社会構造の変化やデジタル技術の

進展を踏まえると、行政の効率化や県民サービ

スの向上を目指して行政の質の改革を図ってい

くことも重要です。 

 そこで、今後の社会構造の変化やデジタル技

術の進展を見据え、昨年９月に策定した大分県

行財政改革推進計画２０２４に基づき、強固な

行財政基盤をどのように構築していくのか、知

事のお考えを伺います。 

 次に、県経済の活性化について、２項目お尋

ねします。 

 １項目め、中小企業におけるＤＸの促進につ

いてです。 

 デジタル技術の目覚ましい進展は、行政に限

らず、むしろ産業活力の維持、増進にとって大

変重要な要素となっています。 

 コロナ禍以降、商工業をはじめとするあらゆ

る産業でＤＸに取り組む企業が増加したと言わ

れており、三菱総合研究所の調査では、コロナ
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禍においてＤＸのビジョンを策定し、計画どお

り実行している企業の４０％で業績が向上した

とされています。こうしたことから、今後、Ｄ

Ｘの活用は県内企業の活力向上に向け、大事な

取組であると言えます。 

 一方で、産業別や規模別で実施率に大きな差

があります。また、経済産業省の調査では、Ｉ

Ｔ関連費用の８０％が現行システムの維持管理

に使われるなど、守りのＩＴ投資に偏っている

傾向が強いとされており、顧客の創造といった

攻めのＤＸにいかに取り組んでいくかが大きな

課題であると言えます。 

 そうした中、本県ではビジョン２０２４にお

いて、令和１５年度までにＤＸに取り組む県内

中小企業等の割合を９５％とする目標を立てて

取組を進めており、この目標や取組について我

が会派としても評価しているところです。 

 他方、目標の達成に向けては、ＤＸの取組予

定がないとしている約１６％の企業に対し、ど

のようにアプローチをしていくかが課題ではな

いかと考えます。実際に、中小企業の経営者な

どから、予算や人材の不足でＤＸの取組まで考

える余裕がないといった声をお聞きすることも

あります。 

 また、経営者自身の知識不足や社員の抵抗で

ＤＸの取組を進めることが困難なケースも存在

すると思われます。さらに、さきほども言いま

したが、一口にＤＸといっても、その中身が重

要です。その意味で効果的な支援を県が行うに

は、まず、産業別や規模別にＤＸ化の推進や中

身の進捗、取り組めない理由をアンケートで調

査することも有効なのではないかと考えます。 

 また、県では、従前から中小企業におけるＤ

Ｘの促進に向けた取組を実施しており、その成

果について、これまでより一層の周知を図り、

波及させていくことも重要であると考えます。 

 そこで、中小企業におけるＤＸの促進につい

てどのように取り組んでいくのか、知事に伺い

ます。 

 ２項目め、円滑な価格転嫁の促進についてで

す。 

 ＤＸなど未来を見据えた取組と並行して、足

下の課題にもしっかりと対応していく必要があ

ります。また、県内事業者や県民にとって最も

大きな関心事といえば、やはり物価高への対応

ではないかと考えます。 

 こうした中、公明党では、賃金・所得増への

方策や物価高騰対策など政府に繰り返し提言し

てきており、今後も地域住民に根ざしたネット

ワークをいかし、地域の実情に応じたきめ細や

かな施策の構築や地域の皆さんの声をいかした

制度の拡充などに取り組んでいきたいと決意し

ているところです。 

 物価高騰対策には国の重点支援地方交付金が

活用されています。本県では、県民の声を聞き

ながら、事業者・生活者支援、あるいは分野別

のバランスを図り活用していると考えますが、

引き続き、県民への情報公開も含め、適切に活

用いただきたいと考えます。 

 さて、物価高への最も根本的な対策は、物価

上昇を上回る賃上げの流れを一層拡大すること

です。これまで、県では中小・小規模事業者の

業務改善、設備投資への支援による収益性向上

の後押しなどに取り組んでおり、今後も賃上原

資の確保に向けた施策を継続、拡充いただきた

いと考えています。 

 そうした中小企業における賃上原資の確保に

最も重要なのは、円滑な価格転嫁であると考え

ます。特に、ＩＴ化の進展やサービス産業の拡

大に伴う新たな取引形態の登場など、近年の経

済環境の変化も踏まえた取組が必要です。 

 こうした中、親事業者が優越的な地位を利用

して下請事業者を不当に扱い、その結果、下請

事業者が不利益を被ることを防ぐための法律で

ある下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請

法について、経済情勢の変化や取引環境の多様

化に伴う適用範囲や規制内容の見直しが行われ

ています。 

 具体的には、サプライチェーン全体で適切な

価格転嫁を定着させるため、コスト上昇局面に

おける価格据置きへの対応の在り方、荷主・物

流事業者間の取引への対応の在り方、事業所管

省庁と連携した執行を強化するための事業所管

省庁の指導権限追加等について検討が進められ
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ています。 

 私は、国による下請法改正と合わせ、地域経

済の活性化や中小企業の支援、継続的な賃上げ

の促進という観点から、価格転嫁の促進につい

て県が果たすべき役割も非常に重要であると考

えます。 

 最低賃金について、本県では、昨年５５円ア

ップの９５４円と定められましたが、福岡県は

９９２円、関西、関東などの大都市圏では１，

１００円を超えるなど、賃金の格差はいまだ埋

まっていません。 

 こうした格差が生じる一つの原因として、本

県が、どちらかといえばいわゆる下請の事業者

が多い企業構造になっているからではないかと

私は考えています。そうした中、下請法の改正

をはじめとする昨今の取引慣行の見直しの流れ

は、別な視点で捉えれば、こうした格差を是正

していくチャンスでもあり、本県として一層の

取組が必要ではないかと考えています。 

 そこで、円滑な価格転嫁の促進にどのように

取り組んでいくのか、商工観光労働部長に伺い

ます。 

 次に、公共施設等の維持・管理について、２

項目お尋ねします。 

 １項目め、公共施設等の適正管理についてで

す。 

 県庁舎をはじめ保健所、県立学校施設などの

県有建築物のほか、道路、港湾などの公共イン

フラ施設といった公共施設等は、高度経済成長

期からバブル期に集中的に整備され、２０４０

年にかけて急速に老朽化が進み、更新や維持管

理に必要となる費用が大幅に増加する恐れがあ

ると言われています。 

 本県においては、２０４０年の時点で築５０

年以上経過となる庁舎等の県有建築物は約４２

％、県管理の橋梁は約７１％、トンネルは約６

３％、港湾施設は約７０％を占めるとの見込み

が示されています。 

 こうした中、本県はこれまで、施設の安全性

を確保しつつ、維持管理や更新に係る財政負担

の軽減、平準化を図るため、長寿命化計画に基

づき、適時適切な点検と補修を実施する予防保

全型の老朽化対策を進めてきました。今後の予

期せぬ補修への対応も鑑みると、引き続きの老

朽化比率を抑える長寿命化の取組が大変重要で

あると考えます。 

 また、少子高齢化・人口減少の進行に伴う人

口構造の変化により、公共施設等の利用需要な

どにも変化が生じることが予想されることから、

今後も県民ニーズに沿った用途の変更など、施

設の在り方を検討し、さらなる利活用を推進し

ていくことが大切です。加えて、昨今の脱炭素

化の流れやデジタル技術の進展などを公共施設

等の管理に取り入れていくことも求められてい

ます。 

 また、１月に発生した埼玉県八潮市の県道に

おける道路陥没は、道路下に埋設された下水管

の破損が原因とされており、県内でも各市町村

が緊急点検を行っています。市町村が管理する

社会インフラは総量が多く、住民生活にも密接

に関係しているため、安全性を確保するための

適切な老朽化対策は不可欠であり、国と連携し

た市町村のインフラ維持管理業務を支援する取

組のさらなる強化も必要と考えます。 

 こうした中、本県における施設保有の在り方

や施設の機能発揮の方針を規定した大分県公共

施設等総合管理指針の改定作業が進められてい

ます。１２月に示されたその骨子案においては、

長寿命化や施設総量の縮小の観点はもとより、

脱炭素化やＤＸの推進、さらには市町村との連

携といった観点も盛り込まれており、その具体

化と着実な実施に大変期待しているところです。 

 そこで、公共施設等の適正管理にどのように

取り組んでいくのか、知事のお考えを伺います。 

 ２項目め、市町村と連携した下水道の老朽化

対策についてです。 

 さきほど言った八潮市の県道における道路陥

没のような事案を未然に防ぐための方策につい

て議論したいと思います。 

 下水道管の破損による道路の陥没は各地で多

発しています。国土交通省によると、２０２２

年度には全国で約２，６００件も起きており、

原因の多くは老朽化による破損とされています。

標準的な耐用年数を超える下水道管は今後急増
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することが見込まれており、老朽化対策は喫緊

の課題となっています。再発防止のため、政府

は下水道を管理する全国の自治体に緊急点検を

要請していますが、本県においても速やかに対

応し、リスクの芽を摘む必要があると考えます。 

 その上で、より大切なのは、下水道管の定期

的な点検と適切な補修を徹底することと考えま

す。公明党では、以前からレーダー探査車によ

る路面下空洞調査の推進を提言してきました。

もちろん、下水道の維持管理は原則として市町

村が行うこととなっていることは承知していま

すが、一旦道路陥没が発生すれば人命をも危険

にさらすことになることを鑑みると、県として

も市町村と連携し、しっかりと対応していくこ

とが重要なのではないかと考えます。 

 そこで、レーダー探査車による路面下空洞調

査の推進を含め、市町村と連携した下水道の老

朽化対策にどのように取り組んでいくのか、土

木建築部長に伺います。 

 次に、住宅政策について、２項目お尋ねしま

す。 

 １項目め、住宅耐震化の促進を含む災害に強

い県土づくりに関連した住宅耐震化の推進につ

いてです。 

 災害はいつ起こるか分からない、これは過去

の災害からの私たちに対する教訓です。本県で

も、南海トラフ地震をはじめとして、中央構造

線断層帯の地震など大型地震の発生が懸念され

ています。 

 このような大地震からの被害抑制に向けては、

住宅耐震化の向上が大事です。本県でもビジョ

ン２０２４に住宅耐震化率の目標を掲げ、取組

を進めていると承知しています。 

 平成２８年４月に発生した熊本地震では、平

成７年に発生した阪神・淡路大震災と同様に多

くの建物が倒壊、または一部損壊しましたが、

特に旧耐震基準で建てられた瓦屋根の木造家屋

が大きな被害を受けたと言われています。また、

能登半島地震でも木造住宅の耐震化の問題がク

ローズアップされました。建築基準法は発生し

た大地震などの災害を契機に過去何度も改正さ

れ、国も旧耐震基準で建てられた建物の耐震化

を推進していますが、いまだ全国では約５７０

万戸の住宅の耐震化が行われていないのが現状

です。 

 内閣府では、耐震改修を妨げる三つの課題を

提起しており、最大の要因として災害イマジネ

ーションの低さが指摘されていました。災害イ

マジネーションが低いと、耐震補強をはじめと

する事前対策の最重要性を認識できないので、

どんなに環境を整えても進展しないと言われて

います。 

 そうした中で、耐震化を進める第一歩として、

既存の建築物において、旧耐震基準で設計され、

耐震性能を保有していない建物を現行の構造基

準に当てはめて耐震性を判断する耐震診断を進

めていくことが重要です。本県でもこれまで、

耐震診断への支援を実施してきましたが、その

継続はもとより、一層の強化が必要であると考

えます。 

 また、耐震診断によりその危険性を認識した

としても、やはりネックになるのは耐震化に係

る費用の問題です。特に、近年は人件費や物価

の上昇により耐震化の工事費用も増加傾向にあ

ると聞いています。さらに、高齢世帯等におい

ては、年金を切り詰めて生活している方も多い

中で、多額な自己負担が発生するとなれば、耐

震化に踏み切れないというのが現実ではないで

しょうか。他方、住宅の耐震化は居住者の命の

みならず、周辺の住民などの命を守ることにも

つながる取組です。来年度予算案においては、

こうした観点から支援策を充実されているとも

伺っていますので、その円滑な周知と執行に大

変期待しているところです。 

 そこで、住宅耐震化の促進にどのように取り

組んでいくのか、土木建築部長に伺います。 

 ２項目め、県営住宅の整備など、住宅セーフ

ティーネットの根幹である県営住宅について伺

います。 

 国は、子どもや子育て世帯が安心、快適に日

常生活を送ることができる社会環境づくりとし

て、子育てを住まいと周辺環境から支援するこ

どもまんなかまちづくりを進めています。住ま

いについては、国立社会保障・人口問題研究所
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の出生動向調査によると、理想の子ども数を持

たない理由の一つとして、若い世代を中心に家

が狭いことを挙げているとの報告がなされてい

ます。 

 子育て満足度日本一を目指す本県においても、

ビジョン２０２４にこどもまんなかまちづくり

の推進を掲げ、県営住宅における子育て世帯向

けの住戸整備について、令和１５年度までの５

００戸の整備を目標に取組を進めています。 

 この政策及び目標について、我が会派として

も高く評価しているところですが、他方、５０

０戸の住宅整備は想像以上に大変な取組であり、

どのように進めていくのか注目しているところ

です。 

 また、子育て環境の整備においては、３世代

交流が可能な環境の整備も重要であり、既存住

宅の改修に当たっては、世代交流が可能なバリ

アフリーを完備した設備やエレベーターの増設

なども必要ではないかと考えています。 

 加えて、子育て世帯を含めた県営住宅の大き

な課題として、築年数が５０年を迎えようとす

る県営住宅が多いことから、既存住宅の劣化の

ほか、エレベーターのない住宅が多く、特に高

齢の方を中心に住民が大変な思いをされている

という現状も忘れてはなりません。 

 そこで、子育て世帯向け住戸の整備や高齢者

への配慮を含め、県営住宅の整備をどのように

進めていくのか、土木建築部長に伺います。 

 次に、防災対策について、２項目お尋ねしま

す。 

 災害発生時の支援には、災害対策基本法や災

害救助法など、法律や行政の取決めに基づいて

いると思われがちです。しかし、被災者の自立

を支えるためには、より個人の状況に注目した

支援が求められます。この必要性に対し、災害

ケースマネジメントの概念が生まれ、具体的に

実施されるようにもなりました。 

 この災害ケースマネジメントとは、災害によ

る被災者の生活に焦点を当てた支援のための取

組です。災害時、被災者への支援は国や行政か

らも行われますが、災害ケースマネジメントに

は被災者に寄り添い、被災者の災害ケースごと

に支援計画を策定するという特徴があります。 

 このような支援計画があれば、災害関連死の

減少などが期待できることから、内閣府でも地

方公共団体におけるこれらの取組の拡充を支援

しており、２０２１年５月には防災基本計画に

おいて、被災者が自らに適した支援制度を活用

できる環境を整える旨を記載し、２０２３年５

月には災害ケースマネジメントとしてその位置

付けを明確化しました。 

 折しも、南海トラフ地震について、３０年以

内に発生する確率が８０％程度に引き上げられ

たことや、毎年のように豪雨災害が発生してい

る状況を鑑みると、本県においても災害ケース

マネジメントの具現化が急がれるところです。 

 本県でも、災害関連死の防止等に向け、様々

な取組を実施していると承知しており、令和６

年９月には能登半島地震を踏まえた大分県地域

防災計画の修正も行われました。その要素の一

つとして、避難所の環境改善や在宅・車中泊避

難者に対する支援が挙げられています。 

 内閣府によると、令和元年度から令和３年度

に審査された災害関連死の事例のうち、呼吸器

系の疾患が３３．１％、循環器系の疾患が２９．

１％と、合わせて全体の６割を占めているとさ

れています。加えて、車中泊避難者のエコノミ

ークラス症候群など様々な要因があります。こ

のような背景から、避難所の環境整備をはじめ

とし、持病をお持ちの方、あるいは在宅や車中

泊避難者に対する着実な支援が求められます。

本県の来年度予算案では、こうした対策として

トイレカーの整備等が計上されており、その効

果に期待するところです。 

 また、災害時に有効だと言われるキッチンカ

ーですが、大分県西部地域キッチンカー連絡協

議会と県西部振興局が災害訓練を行い、キッチ

ンカーの機動力や自己完結できる設備が災害時

に有用であることが改めて認識されたとの報道

がありました。こうした状況を踏まえ、本県で

も昨日成立した今年度補正予算において、ＮＰ

Ｏ法人等が発災時に食事の提供を行う目的で導

入するキッチンカー等に対する補助制度を創設

されたことは、大変時宜を得た施策であり、感
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謝申し上げる次第です。 

 そうした中、今回は、災害ケースマネジメン

トの一つとも考えられるペットの同行・同伴避

難について論じたいと思います。 

 １項目め、ペット同行・同伴避難についてで

す。 

 このテーマについては、昨年の第２回定例会

の一般質問でも議論しました。さきほど災害関

連死の要因の一つとして車中泊避難があると言

いましたが、熊本地震等の例では、ペットと一

緒に避難するためにやむを得ず車中泊避難を選

択した方も多くいらっしゃったとのことで、災

害時におけるペットと飼い主の避難の在り方は、

人命にも影響する重要な問題であると言えます。 

 前回の質問では、愛知県犬山市における同室

避難の制度化や、熊本県の民間企業における取

組を事例として挙げ、対策の強化をお願いしま

したが、来年度当初予算案において関連する施

策が盛り込まれていると伺っており、大変うれ

しく感じているところです。来年度の取組を多

くの方に周知し、また、ペット同行・同伴避難

についての様々な議論が喚起されていくことを

期待しています。 

 そこで、改めて、避難所を運営する市町村と

連携しながら、県としてペットの同行・同伴避

難にどのように取り組んでいくのか、生活環境

部長に伺います。 

 ２項目め、災害時の中間支援組織についてで

す。 

 能登半島地震を踏まえた本県の防災対策の見

直しの一つに、応援・受援体制の強化が挙げら

れています。その中核をなす取組が、専門性を

有するＮＰＯ等のボランティア団体の活動をコ

ーディネートする災害中間支援組織の立ち上げ

支援です。 

 この点については、以前から我が会派として

も重要な取組であると位置付けており、前回の

定例会において、会派代表である戸高議員の一

般質問においても議論しました。 

 こちらについても、来年度予算案について関

連する経費が計上されており、大いに期待する

ところですが、その性質上、関連するＮＰＯ等

はもとより、より多くの県民にその意義等を理

解いただき、連携して取組を実施していくこと

が事業の効果的な実施には不可欠であると考え

ます。 

 そこで、災害時の中間支援組織について、そ

の必要性や役割、また、立ち上げの支援をどの

ようなスケジュールで行っていくのかについて、

生活環境部長に伺います。 

 次に、農林水産業における気候変動対策につ

いてお尋ねします。 

 昨年、成功裏に終わった第４３回全国豊かな

海づくり大会をきっかけに本県の豊かな水産資

源に光が当たり、ひいては本県水産業に注目が

集まったことは大変喜ばしく感じています。私

は、多くの来県者をお迎えしたことで、水産物

のみならず、本県の農林水産業全体に高い関心

が集まったのではないかとも考えています。 

 こうした本県の農林水産業に係る課題につい

ては、これまでも多角的に議論されてきたとこ

ろですが、今回は気候変動対策に関して論じて

いきたいと思います。 

 地球の平均気温は上昇を続け、本県において

もこれまでになかったような豪雨災害や台風の

上陸など極端な気象現象が増加しています。本

県の平均温度は１００年当たり１．７５度の割

合で上昇しているとのことで、我が国の年平均

気温の上昇１．２６度と比べても高いというデ

ータがあります。また、１９９０年代後半から

継続して気温の高い状態が続いているとも言わ

れています。 

 こうした異常気象は様々な面で影響を及ぼし

ますが、特に農林水産業はその最たる分野では

ないかと考えます。 

 一般的に気温が高くなり過ぎると作物の生育

を阻害し、収量減少や品質低下を引き起こすと

言われており、実際に、米の白未熟粒や胴割粒

の発生、果実の日焼けなどが問題となっていま

す。また、降雨量の低下は、農業用水の不足を

引き起こし、農作物の枯死や収穫量の減少につ

ながります。加えて、集中豪雨は、土壌浸食、

浸水、洪水を引き起こし、農作物への被害だけ

でなく、農地の流出や農業インフラの損壊にも
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つながります。さらに、暖かい地域に生息して

いた病害虫が、温暖化によって分布域を拡大し、

新たな地域で農作物に被害を与えることも考え

られます。 

 水産業も例外ではありません。海水温の上昇

は、魚類の分布や回遊パターンを変化させ、特

定の魚種の漁獲量が減少する可能性があります。 

 また、森林の減少が温暖化の要因の一つとも

言われており、林業における適切な再造林等の

取組は、本県の気候変動対策の一環としても重

要な要素となります。 

 こうした状況に対応するため、まずは県内農

林水産業従事者を対象とした気候変動に関する

調査を行うなど現場の声を聞き、さらに、作物

の生育不良や漁獲量の減少など具体的な影響を

把握した上で、長期的な視点での対策を検討し

ていくことが大切であると考えます。 

 そこで、農林水産業における気候変動対策に

どのように取り組んでいくのか、知事のお考え

を伺います。 

 次に、医療・介護施策について、３項目お尋

ねします。 

 １項目め、歯科口腔保健対策についてです。 

 本県では、健康寿命日本一を掲げ取組を進め

ていますが、その課題の一つとして全世代にお

ける歯の健康対策があります。実際にビジョン

２０２４においても、虫歯のない１２歳児の割

合が全国で３１位など、歯の健康に関する指標

の全国順位が低位になっていることが課題とし

て挙げられています。 

 全国的に見ても、８０２０運動が推進されて

いる一方、５０歳以降では平均して２年に１本

の歯が喪失しており、６０歳では歯の本数が２

４．７本、８０歳以上の一人平均では歯の本数

が１５本であると調査報告がなされています。 

 歯科疾患は自覚症状を伴わずに発生すること

が多く、疾患がある程度進行した時点で症状が

生じます。そのため、定期的に歯科検診を実施

する必要があります。 

 本県では、平成２５年１２月に制定した大分

県歯と口腔の健康づくり推進条例及び令和６年

３月に策定した第二次大分県歯科口腔保健計画

に基づき、生涯を通じた歯科口腔保健対策の推

進を図っており、市町村などと連携し、虫歯や

歯周病予防等の各種対策に取り組んでいます。 

 そのような中、厚生労働省では、２０２５年

以降における全国を対象とした歯科検診の定期

化を検討しており、今後の動向が注目されてい

ます。本県でも、ビジョン２０２４における県

民総ぐるみの健康づくり運動の一つとして、歯

科定期健診の習慣化を掲げており、国と歩調を

合わせて取り組んでいく必要があります。 

 そこで、歯科定期健診の習慣化に向けた取組

を含め、歯科口腔保健対策にどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長に伺います。 

 ２項目め、要介護認定のデジタル化について

です。 

 本県の高齢者数は、令和７年をピークに減少

に転じると報告がありますが、後期高齢者数は

令和１２年まで増加する見込みです。そのよう

な中、喫緊の課題として、要介護認定に要する

平均日数問題が挙げられます。政府の発表によ

ると、要介護認定に要する日数は原則３０日と

されていますが、全国の平均日数は約４１日と

なっているとのことです。また、本県における

この平均日数は約３６日となっていました。 

 このような状態を変えるべく、本県では昨年

６月の補正予算において、全国で初めてとなる

要介護認定のデジタル化等に取り組むこととし

たのは記憶に新しいところです。 

 もちろん、全国初の取組として試行錯誤の中、

ある意味ではモデル的な意味合いで取組を進め

ておられるとは承知しており、また、実施も緒

に就いたばかりであると思いますが、介護分野

における大きな課題への挑戦ということで、そ

の進捗状況には大変注目が集まっていると思い

ます。 

 また、気が早い話かもしれませんが、今年度

の取組は大分市と別府市が中心でした。他方、

高齢化の進展はその速度を増しており、他の市

町村においても、早期にデジタル化を行ってい

くことが求められていると考えます。 

 そこで、要介護認定のデジタル化について、

今年度の取組の進捗状況や成果を福祉保健部長
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に伺います。あわせて、今後の県内における展

開についての見通しもお聞かせください。 

 ３項目め、認知症施策についてです。 

 ２０２５年には６５歳以上の５人に１人が認

知症になり、大半が８５歳以上の高齢者で、さ

らにひとり暮らし世帯の割合も増えていくと見

込まれています。認知症に悩む家族は多く、家

族への支援を含めた総合的な取組が必要なのは

言うまでもありません。 

 そこで、公明党をはじめとする超党派の議員

立法として成立した、認知症の人が尊厳を保持

しつつ希望を持って暮らすことができるよう施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的と

した、共生社会の実現を推進するための認知症

基本法が昨年１月に施行されました。 

 同法では、自治体の責務として、国と役割を

分担し、地域に応じた施策を総合的かつ計画的

に策定して実施する責務を負うとされており、

本県でも、認知症施策として積極的な取組を行

っていただいています。 

 その施策の中でも、大分オレンジカンパニー

や認知症カフェの活動促進などは大いに期待で

きる取組だと思います。 

 現在、大分オレンジカンパニーの登録数は４

８７団体となっていますが、まだまだ登録数を

増やす余地はあるのではないかと考えます。ま

た、認知症カフェを積極的に周知していく必要

性を感じます。 

 認知症カフェは、認知症の人やその家族が地

域の人、専門家と相互に情報を共有し、お互い

を理解し合う場所とされ、家族支援と初期の認

知症の方の支援の場となることを目指していま

すが、実際は運営の継続が難しいこと、認知症

である御本人やその家族が参加できていないカ

フェもあるなど課題も多い状況だと聞いていま

す。カフェを開設した方からは、使命感だけで

継続することは難しいという切実な声も上がっ

ています。認知症カフェが地域で果たす役割は

大きく、新規開設から継続支援の仕組みづくり

が重要であると考えます。 

 そこで、オレンジカンパニーの登録数向上や

認知症カフェへの支援の充実を含め、認知症施

策にどのように取り組んでいくのか、福祉保健

部長に伺います。 

 次に、教育行政について、２項目お尋ねしま

す。 

 １項目め、不登校対策についてです。 

 本県の児童生徒１千人当たりのいじめ認知件

数は全国平均を上回っており、さらには小、中、

高の不登校児童生徒の数は増加傾向にあります。

それに伴い、本県でも様々な対策を講じていた

だいていますが、増加する不登校児童生徒に対

しては一層の強化が必要と考えます。 

 ビジョン２０２４では、いじめ・不登校対策

の充実、強化が主な取組の一つに掲げられてお

り、中でもフリースクールや学びの多様化学校

は、不登校児童生徒に対しての有効な支援策で

あると考えています。 

 他方、フリースクールの利用においては一定

の料金を負担するため、家庭の事情によっては

通えない子どもたちもいます。文部科学省の調

査では全国平均のフリースクールにかかる月謝

は平均で３万３千円との報告があります。残念

ながらフリースクールは学校教育法に定める学

校ではないため、国からの支援や補助が受けら

れない現状があります。 

 そのような中、子どもたちが学べる環境づく

りを目指して、独自施策としてフリースクール

を利用する家庭への助成を行う自治体が本県の

別府市をはじめ、増えてきています。 

 そして、本県においても、来年度当初予算案

にフリースクールの連携強化事業が計上され助

成に取り組んでいただくこととなりました。我

が会派をはじめ、多くの方からの要望を取り入

れていただいた結果であると考えており、大変

うれしく思っているところです。今後は、その

円滑な取組はもとより、多くの県民の御理解を

得て、施策を継続、強化していただくことを願

っています。 

 また、本県の学びの多様化学校については、

玖珠町の１校のみとなっており、開校を検討し

ている市町村への手厚い支援など取組を進めて

いただきたいと考えます。 

 もちろん、フリースクールや学びの多様化学
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校は不登校対策の一つであり、このほかにも学

校における支援体制の強化など課題は山積して

います。いずれにしても、子どもたちが明日に

希望を持ち、毎日を楽しく過ごせるための支援

に努めることは我々大人の責務であり、一層の

取組を期待するところです。 

 そして、その取組には、学校だけでなくフリ

ースクールなど様々な関係者との連携が必要で

あり、県政における重要な課題であるとも認識

しています。 

 そこで、教育委員会と連携した不登校対策の

取組についての知事のお考えを伺います。 

 ２項目め、教育指導体制についてです。 

 本県の教育は、小中学校ともに学力は九州上

位を維持し、体力は全国トップレベルにまで向

上するなど一定の効果が表れており、高い評価

を受けています。 

 他方、教員採用選考試験における出願率は近

年減少傾向が続いており、教育県大分の創造に

向けては教職員の確保が課題であると言えます。 

 特に、モンスターペアレントなどの問題への

対応を含め、教員の業務は多忙化しており、心

のケアが必要な教員が増加していると聞きます。

こうした教員への支援体制をどのように充実さ

せていくかしっかりと検討していく必要があり

ます。 

 また、教員の人材確保に向けても、まずは今

いる教職員が働きやすい環境をつくることが大

切であり、そのための相談しやすい風通しのよ

い組織づくりなどにどのように取り組んでいく

のか注目をしているところです。 

 他方、教員の不祥事が多数発覚するなど、教

員のモラル低下等も指摘されています。こうし

た中、ビジョン２０２４における主な取組の一

つとして教育指導体制の充実、強化が挙げられ

ていますが、その中に教員のモラル指導が明記

されていないことは少し残念に感じています。

今後は是非ともモラル指導の強化にも取り組ん

でいただきたいと考えます。 

 そこで、風通しのよい組織づくりやモラル指

導を含め、教育指導体制の充実、強化にどのよ

うに取り組んでいくのか、教育長に伺います。 

 最後に、警察行政について、３項目お尋ねし

ます。 

 初めに、地域住民や企業、団体等と連携した

防犯活動についてです。 

 ビジョン２０２４では、県民、地域社会や関

係機関・団体等との連携により犯罪が減少し、

社会全体で良好な治安が保たれていることを１

０年後の目指すべき姿としています。 

 近年増加する闇バイトや特殊詐欺などの犯罪

を防ぐためには、地域コミュニティと一体とな

る啓発活動が重要と考えます。 

 地域によっては、少子高齢化により、自治会

活動を担う方が減少することで、子どもの見守

り活動が維持できない状況が見受けられます。

また、インターネットの発達等に伴う子どもた

ちの生活環境の変化に対し、見守り活動が追い

付いていないのではないかとの声も頂戴してい

るところです。 

 こうした中、今後は、時代の流れに合わせた

見守り活動等の見直しも必要なのではないかと

考えます。そして、地域の子どもたちや青少年

を犯罪に巻き込ませないためには、定期的な地

域サロンや学校単位での啓発活動、また、自治

会レベルでの講演会などを充実させ、県民の意

識を変えていく必要があると考えます。 

 また、現在運用中のまもめーるも効果的だと

感じますが、そのアプリの中にあるおおいた防

犯マップみはるちゃんの周知も大切だと思いま

す。自治会経由での住民への周知などを検討し

てはどうかと考えます。 

 そこで、ビジョン２０２４に掲げた地域住民

や企業、団体等と連携した防犯活動の推進につ

いて、具体的にどのように取り組んでいくのか、

警察本部長に伺います。 

 ２項目め、警察官へのカスタマーハラスメン

ト対策についてです。 

 本県警察学校では、本年１月３１日に２９名

の卒業生が警察官として新たな一歩を踏み出し

ました。大変おめでとうございます。警察官の

皆様には今後も大分県民を守る尊い仕事に使命

感を持って取り組んでいただきたいと思います。 

 他方、さきほどの教員同様、警察官の確保も
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課題となっています。その背景には、過重労働

や若者の公務員離れなど、様々な理由があると

指摘されています。また、職務質問を受ける側

が映像を撮影してＳＮＳに投稿するなど、警察

官の心労は大きいと感じています。 

 福岡県警は２０２２年１２月に初の内部調査

を実施したところ、回答した警部級以下の職員

約１万人のうち、約８割が相談対応業務で苦慮

した経験があるとし、そのうち約４割は不眠や

食欲減退、仕事を休みがちになるなど、心身に

影響が出たと答えたとの報道がありました。福

岡県警ではこの内部調査の結果を踏まえ、職員

向けの内規マニュアルを作成したと聞いていま

す。 

 このように業務を行う上でのカスタマーハラ

スメント、いわゆるカスハラへの対策は警察官

にとっても喫緊の課題だと感じています。 

 また、本県では制服着用でのコンビニ利用を

許可しており、評価しています。引き続き、交

番勤務の警察官を含めた職場でのプライバシー

配慮に取り組んでいただきたいと考えます。 

 そこで、警察官へのカスタマーハラスメント

対策にどのように取り組んでいくのか、警察本

部長に伺います。 

 最後に、外国人への交通ルールの周知につい

てです。 

 近年、外国人労働者が増加しており、昨年１

０月末時点での大分労働局の発表によれば、県

内に在住する外国人労働者は１万２，１７６名

になっているとのことです。 

 人手不足の中、外国人労働者の増加は県経済

の活性化にとって歓迎すべきことですが、他方、

地域社会との共生には懸念もあります。特に交

通ルールについて、例えば、自転車通勤される

外国人の方も多く見られますが、残念ながらヘ

ルメットを着用している方はほとんどいないと

いう状況です。 

 当然、文化や言葉が違う中での交通ルールの

周知は難しい面もあると思いますが、自転車で

通行する際などに児童や車に接触する危険性も

高いのではないかと心配になることもあります。 

 今後、育成就労制度の創設等に伴い外国人労

働者がますます増加すると見込まれる中、地域

社会との共生の一環として、自転車はもとより、

車や電動キックボードなどを含めた交通マナー

やルールの外国人に対する周知徹底が大変重要

になると考えます。 

 そこで、外国人への交通ルールの周知にどの

ように取り組んでいくのか、警察本部長に伺い

ます。 

 以上、公明党会派の代表質問を終わります。

長時間の御清聴ありがとうございました。（拍

手） 

嶋議長 ただいまの澤田友広議員の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 澤田友広議員の代表質問にお答えし

ます。 

 まず、行財政改革についてです。 

 県ではこれまで、２０年余にわたる不断の行

財政改革により、県政の諸課題に対応できる持

続可能な行財政基盤を構築してきました。 

 しかし、少子高齢化・人口減少が急速に進行

し、社会構造が大きく変化する中で、安心・元

気・未来創造の大分県を実現するには、行革の

取組も新たな局面に対応できるよう、次のステ

ージへと移る必要があります。 

 このような考えから、デジタルや先端技術を

最大限に活用し、社会変革に向けた取組を加速

度的に推進するため、昨年９月に新たな計画と

なる大分県行財政改革推進計画２０２４を策定

しました。 

 この計画では、県民目線に立ったＤＸを強力

に推進し、県民サービスの向上に資する業務の

効率化、高度化を進める行政の質の改革に取り

組み、限られた人員で課題を解決できる体制を

確立することとしています。 

 具体的には、電子申請など行政サービスのオ

ンライン化等により、利便性向上と事務効率化

を両立するとともに、福祉、防災、農林、土木

など公共性の高い準公共分野において、ＡＩや

ドローン等の先端技術を活用した高度化を進め

ていきます。 

 構造的な課題への対応も必要です。老朽化が
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進行する公共インフラでは、レーザー等を搭載

した専用車両によるトンネル点検など新技術を

活用しつつ、長寿命化、予防保全といった中長

期的な視点による戦略的なマネジメントを進め

ていきます。 

 社会保障関係費の増加への懸念に対しては、

保険者や事業者等の多様な主体との連携を強化

したデータヘルスの推進などにより、医療費の

適正化を図ります。 

 そして、新たな行革ステージで何より重要な

のは、安心・元気・未来創造の県政を担う多様

で優秀な人材の育成と確保です。 

 来年度からオフィス改革に着手して、効率的

で質の高い働き方ができ、そこで働きたいと思

える県庁を目指して、デジタルを活用した新し

い働き方の仕組みづくりと、それを実現する執

務環境の整備を順次進めていきます。 

 全職員が一丸となり新たなステージでの行革

の取組を着実に実行することで、行政の質の改

革を図りながら、持続可能な行財政基盤の確保

に努めていきます。 

 次に、中小企業におけるＤＸの促進について

です。 

 人手不足をはじめとしたビジネス環境の激し

い変化に対応しながら、中小企業が事業を継続

し、さらに発展していくためには、ＤＸに取り

組むことが不可欠となっています。 

 県が毎年春と秋に実施している５００社企業

訪問では、業種や規模別にＤＸの取組状況を調

査しています。この調査によると、ＤＸに取り

組む予定がないとする企業の割合は、宿泊業や

飲食業で２割以上と高く、規模別では従業員数

５人以下の企業で約３割に及ぶなど、業種や規

模によって状況が異なっています。 

 このため、県では事業者の取組段階に応じた

きめ細かなＤＸ支援を行っています。 

 まず、予算や人材の不足でＤＸに取り組む余

裕がない企業に対しては、第一歩を踏み出すた

めの後押しとして、今年度から新たにＤＸコー

ディネーターを配置して、ＤＸのあらゆる困り

事に対応しています。具体的には、プッシュ型

で企業を訪問して、ＤＸへの理解を促すととも

に、課題整理や取組方針の策定支援等を行って

います。既に２３５社を支援し、その結果、約

６割の企業が、国や県の支援策を活用したＤＸ

に踏み出しました。 

 次に、ＤＸに取り組んではいるものの文書の

電子化等にとどまっている企業に対しては、Ｉ

Ｔツールのさらなる活用を促します。業務効率

化につながるソフトウエア等の導入に対する国

の支援への上乗せ補助金には、本年度８６件の

申請があり、中小企業のニーズの大きさを感じ

ています。また、導入したＩＴツールを使いこ

なせる人材の育成もあわせてサポートしていま

す。 

 攻めのＤＸに対しても、経営変革に向けた伴

走支援等を行っています。例えば、デジタルマ

ーケティングで月別の売上げを前年比２倍以上

に伸ばした企業や、温泉の利用状況を可視化す

ることで宿泊客の満足度を高めた旅館など、一

定の成果も出てきています。さらに多くの中小

企業が攻めのＤＸを実現できるよう、データを

戦略的に活用できる人材の育成等にも取り組ん

でいきます。 

 今後とも県内中小企業がＤＸによる生産性向

上や新たな挑戦に踏み出せるよう、きめ細かな

細やかな支援に努めていきます。 

 次に、公共施設等の適正管理についてです。 

 学校施設、文化・スポーツ施設、庁舎などの

公共建築物や道路、港湾、ダムなどの公共イン

フラ施設は、県民生活や社会経済活動の基盤と

して大変重要な役割を果たしています。 

 一方、これらの公共施設等については、今後

老朽化が進み、維持管理経費のさらなる増加が

見込まれるとともに、人口減少による利用需要

の変化や脱炭素化、ＤＸの推進など新たな課題

への対応が求められています。 

 そこで今回、公共施設等総合管理指針を改定

して、三つの観点で取組を進めていきます。 

 一つ目は、計画的な予防保全による県有建築

物や公共インフラ施設の長寿命化の推進です。 

 県有建築物は、８０年使用し続けることを目

途に２０年ごとの目安で改修を行い、また、公

共インフラ施設については、定期的な点検や補
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修を着実に行うことなどにより、資産老朽化比

率の抑制に努めています。 

 二つ目は、県有建築物の施設総量の縮小や公

共インフラストックの適正化です。 

 社会情勢の変化や県民ニーズ、費用対効果等

を十分に検証した上で、県有建築物では、廃止

や集約化、利活用などを行うとともに、公共イ

ンフラの施設では、施設の必要性等を総合的に

判断して新設、更新などを進めています。 

 三つ目は、多様な施策や主体との連携です。 

 カーボンニュートラルの実現に向けて、庁舎

の大規模改修時のゼロエネルギービルディング

化、ＺＥＢ化など、省エネ性能の向上に取り組

みます。 

 また、橋梁や港湾施設の点検の際、ドローン

の活用やＡＩ解析でコンクリートのひび割れを

検出する技術の採用など、ＤＸの推進により安

全で効率的な維持管理に努めます。 

 さらに、民間活力を導入するＰＦＩ手法など

により、効率的かつ効果的な整備に努めるとと

もに、技術職員が少ない市町村のインフラ維持

管理を支援する取組も進めていきます。 

 例えば、ＪＲとの調整が必要な跨線橋点検に

おいては、県が市町管理分とあわせ、一括発注

を行うことで負担軽減を図り、その際に健全性

の判定を合同で実施することで、職員の技術力

向上にも取り組んでいるところです。 

 こうした取組により、今後とも公共施設等の

適正な管理に一層努めていきたいと考えていま

す。 

 次に、農林水産業における気候変動対策につ

いてです。 

 本県農林水産業を持続可能な産業として次の

世代につないでいくためには、猛暑など、近年

の激しい気候変動に伴う影響を抑制させる取組

が必要です。 

 このため、これまでも生産者や関係機関等の

声を聞きながら、生産、流通両面から対策を進

めてきたところです。 

 生産面の対策としては、まず、次作に向けた

緊急的な高温対策として、ハウスや畜舎での遮

熱資材の活用や、効果的なかん水技術等の導入

を進めています。 

 こうした緊急対策に加え、品種の転換にも取

り組んでいるところであり、高温でも収量や品

質が安定している水稲品種なつほのかやブドウ

品種シャインマスカット、本県が開発したしい

たけ新品種などの導入を積極的に推進していま

す。 

 海水温の上昇への対応も必要です。高水温の

影響を受けにくい沈下式の生簀を活用した新た

な養殖方式の実証や、高温耐性が期待される種

苗の導入によるカキ養殖等の拡大に取り組んで

います。 

 また、県農林水産研究指導センターでは、気

候変動対策を重点課題として各種の研究に取り

組んでいるところです。 

 農業では、バイオ技術を活用した高温に強い

新品種の開発や、増加する病害虫に対応した防

除手法への改良、水産業では、水温変化に対応

した魚病対策等に取り組んでおり、研究成果を

速やかに生産現場につなげているところです。 

 次に流通面の対策としては、品質の高い農林

水産物を消費者に届けるために、鮮度や衛生管

理に配慮した流通経路の確保が重要です。 

 このため、適正な温湿度管理が可能な選果場、

集出荷施設を整備する農業団体等や、衛生管理

型魚市場を整備する佐伯市に対して支援を行っ

ています。 

 これらの気候変動適応策とあわせて、ＣＯ２

の吸収源対策として、成長が旺盛な早生樹によ

る再造林を加速するほか、頻発化する豪雨災害

への対応として、農業用ため池など農林水産施

設の防災・減災対策も一層推進していきます。 

 こうした総合的な取組により、引き続き長期

展望をもって気候変動に対応できる持続可能な

農林水産業の実現を目指していきます。 

 次に、不登校対策についてです。 

 年々増加する不登校児童生徒に対しては、一

人一人の状況に応じたきめ細かな支援が必要で

す。 

 登校はできても教室に入れない児童生徒に対

しては、校内教育支援ルームを４８の中学校に

設置し、登校支援員が学習サポートや相談支援
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を行い、教室復帰につなげてきました。 

 来年度は、中学校での設置拡大に加えて、さ

らに早い時期からの支援が必要との総合教育会

議における意見も踏まえて、新たに小学校にも

１７名の登校支援員を配置したいと考えていま

す。 

 他方、学校には登校できないものの、フリー

スクール等であれば通うことができる児童生徒

もいることから、そうした施設との連携も強化

します。特にフリースクールについては、さき

ほど議員から御指摘ありましたとおり、利用料

の負担が大きいという実態があるため、家庭の

経済状況にかかわらず安心して通えるように、

低所得世帯への利用料の助成を当初予算案に盛

り込みました。 

 なお、各施設の運営実態が様々ですので、助

成にあたっては国のガイドラインに沿って、相

談・指導体制等に関する基準を設けて助成を行

うこととしています。 

 また、どこにも通えず家庭で過ごしている児

童生徒に対しては、学校とスクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーが連携して家

庭を訪問するなど、アウトリーチ型の相談支援

にも力を入れていきます。さらに、いつでもど

こでも学べるＩＣＴ教材を、希望する全ての不

登校児童生徒が利用できるようにしたいと考え

ています。 

 学びの多様化学校の設置は各自治体の判断に

よるものではありますが、くす若草小中学校の

事例を見ても、その存在意義は大きいものと認

識しています。今後、設置を考える市町村には、

先進事例の情報提供や教育課程の相談に対応す

るとともに、必要に応じて国の補助事業の活用

を促すなど、設置に向けた支援に努めていきま

す。 

 今後とも、市町村や関係機関との連携の下、

誰一人取り残されない学びの保障に向けて、不

登校児童生徒の支援強化に教育委員会と共に取

り組んでいきたいと考えています。 

 その他の御質問については担当部長から答弁

します。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 私からは円滑な価格転

嫁の促進についてお答えします。 

 中小企業や小規模事業者が持続的な賃上げに

踏み出すためには、円滑な価格転嫁が不可欠で

す。県はこれまでも国や商工団体などの関係機

関と連携し、継続的に情報発信などに取り組ん

でいきました。 

 こうした取組の結果、パートナーシップ構築

宣言企業の比率は引き続き九州トップです。ま

た、公正取引委員会が策定した労務費の適切な

価格転嫁のための価格交渉に関する指針の認知

度も、本県が九州で唯一５０％を超えている状

況となっています。 

 他方、昨年秋の５００社企業訪問調査では、

２４．３％の企業が価格転嫁できていないとの

結果でした。このため、本年１月末に開催した

大分県政労使会議では、持続的な賃上げに向け、

引き続き労務費を含めた価格転嫁の円滑化など

に取り組むことを関係機関と共に改めて確認し

ました。先月末には、今月の価格交渉促進月間

に先立ち、九州経済産業局などと連携して価格

転嫁に関するセミナーを開催し、多くの方に参

加いただいたところです。 

 今後とも、関係機関と連携し、中小企業が適

切な価格転嫁を円滑に行い得る環境づくりに努

めていきます。 

嶋議長 五ノ谷土木建築部長。 

  〔五ノ谷土木建築部長登壇〕 

五ノ谷土木建築部長 私からは３点お答えしま

す。 

 まず、市町村と連携した下水道の老朽化対策

についてです。 

 埼玉県における陥没事故発生後、国が一定の

規模を超える下水道管の緊急点検を指示してい

ます。県内で下水道事業を実施している１４市

町村に、その点検対象となる施設はございませ

ん。しかしながら、県では市町村に対して、同

様の事故の防止に向け必要な点検と適切な維持

管理を要請しており、これまでに異常箇所の報

告はありません。 

 議員御指摘の下水道管の定期点検は、管路に
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段差があるなど腐食の恐れが大きい箇所につい

て５年に１度実施しています。それ以外の箇所

は、各市町村が定める頻度で点検を行い、必要

に応じて補修を進めているところです。 

 また、県管理道路のうち緊急輸送道路では、

平成２７年度からレーダー探査車による調査を

行っています。その結果、確認された空洞の多

くは５０センチメートル未満の小規模なもので、

あわせて補修もしています。 

 なお、下水道に起因する空洞は確認されてい

ません。 

 引き続き、下水道管理者である市町村に対し

て、施設の適切な維持管理を要請するとともに、

県においてもレーダー探査車による計画的な空

洞調査や日常パトロールによる異常箇所の早期

発見に努めていきます。 

 続いて、住宅耐震化の促進についてです。 

 能登半島地震などの影響により、県内では、

耐震アドバイザー派遣や耐震診断補助の申込み

が大幅に増加している一方、診断から改修へ進

む割合は約３割にとどまっている状況です。 

 その理由として、住宅所有者の費用負担や、

耐震化に対する意欲の低さが挙げられています。

そのため、まずは本年度から、事業者と協力し

て、従来の約７割の費用で改修可能な低コスト

工法の普及に取り組んでいるところです。加え

て、来年度からは、改修補助の上限額を１００

万円から１５０万円に拡充し、費用負担の軽減

を図りたいと考えています。 

 また、住宅所有者の耐震化に対する意欲向上

や家族などによる耐震化の後押しに向け、耐震

キャラバンや小中高生向けのセミナーを開催す

るなど、周知や啓発にも力を入れていきます。 

 さらに来年度は、診断はしたものの、必要な

改修を行っていない方などに対して、拡充した

支援制度を周知するリーフレットの配布、また、

戸別訪問の実施など、これまで以上にきめ細か

なフォローアップを市町村と協力して行う予定

としています。 

 今後も引き続き、事業者や市町村と連携し、

住宅の耐震化をより一層促進していきます。 

 ３点目は、県営住宅の整備についてです。 

 県では、少子高齢化や施設の老朽化に対応す

るため、県長期総合計画や公営住宅マスタープ

ランに基づき、県営住宅の計画的な改善や建て

替えに取り組んでいます。 

 まず、子育て世帯向けについては、平成３０

年度から大分市内で行っていた対面キッチンの

設置や子ども部屋の確保などの間取りの改修を

本年度から県内全域で順次拡大しているところ

です。 

 次に、高齢者世帯向けについては、低層階に

おける手すりの設置や浴室の床のかさ上げなど

の住戸改善を引き続き行っていきます。 

 加えて、施設の老朽化などの理由により全面

的に改修する場合、エレベーターの設置もあわ

せて行っており、今後、別府市の扇山住宅で基

本設計を実施する予定です。 

 また、明野住宅では、各世代のライフスタイ

ルに見合った間取りやバリアフリーに加え、将

来の維持管理も考慮して、現在の１６棟から高

層化した５棟に集約、建て替えを行っていると

ころです。 

 今後も、社会情勢や居住者のニーズに合わせ

た県営住宅の整備に努めていきます。 

嶋議長 島田生活環境部長。 

  〔島田生活環境部長登壇〕 

島田生活環境部長 私からは２点お答えします。 

 まず、ペット同行・同伴避難についてです。 

 県では、本年度ペットの飼育者がためらわず

に避難できるよう、市町村に対する研修会等を

通じ対応を働きかけたことなどにより、全ての

市町村で災害時にはペット同伴可能な避難所が

開設される見込みとなりました。 

 さらなる拡大に向けては、個々の避難所に応

じたペット同伴のルールづくりなど、よりきめ

細かな対応の検討が必要となります。 

 そこで、来年度の県総合防災訓練では、実際

にペットを同伴し、動線やスペースを分ける手

法など、実践的なノウハウの取得を図るととも

に、そこで生じた課題については、市町村と共

有していくこととしています。 

 また、飼い主の意識向上のため、新たに公開

講座を開設し、平時からのしつけや備蓄の準備、
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災害時の避難所における飼い主によるペットの

適正飼育などを周知することとしています。 

 加えて、県が委嘱する動物愛護推進員に向け

た災害支援の研修会を充実させることで、避難

所での飼い主に対する助言など、円滑なペット

同伴避難への協力体制も構築していきます。 

 今後も、住民全般のペット同伴避難への理解

促進に努めるとともに、全ての避難者が安心し

て過ごせる環境づくりに取り組んでいきます。 

 次に、災害時の中間支援組織についてお答え

します。 

 災害時に行政や社会福祉協議会などと連携し、

専門ボランティアの受入れや調整、応援要請の

窓口となる災害中間支援組織は、令和６年９月

現在、２３都道府県で設立されています。 

 本県においても、本年５月の立ち上げを目指

し、災害支援活動に実績のあるＮＰＯ法人を中

心に体制の構築を進めているところです。 

 今後は、九州各県や全国で活動する災害中間

支援組織を交えた事例研究や情報共有の場を設

けるとともに、ＮＰＯなどが被災者の多様なニ

ーズに対応できるよう、立ち上げた組織と連携

して研修会を実施する予定にしています。 

 また、災害中間支援組織の活動には、こうし

た他団体とのネットワークづくりや、県内ＮＰ

Ｏの育成に加え、議員御指摘の県民理解の醸成

も不可欠となります。 

 そこで、地域住民が参加する県総合防災訓練

において、災害中間支援組織も加わり、専門ボ

ランティアの受入訓練を実施することなどによ

って、組織の必要性や役割等の理解促進を図っ

ていくこととしています。 

 今後とも、多様な主体との協働共助を進めな

がら、災害支援体制の構築に努めていきます。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 私から医療・介護施策につ

いて、３点お答えします。 

 まず、歯科口腔保健対策についてです。 

 本県では、乳幼児期からのフッ化物塗布・洗

口に加え、全ての公立小中学校で洗口を実施し、

１２歳児の虫歯本数は、この１０年間で一人当

たり２．０本から０．９本ということで大幅に

改善してきていますが、依然として全国下位に

低迷しています。 

 さらに、令和４年の２０歳以上の定期歯科健

診受診率は３７．４％にとどまっており、歯科

口腔保健計画に定める目標値７０％に向けては、

対策の強化が急務です。 

 そこで、一昨年４月に大分県口腔保健支援セ

ンターを庁内に設置し、全世代の歯科口腔保健

対策に力を入れているところです。 

 県内２，６００を超える健康経営事業所を対

象として、健康講話や簡易検査を行うなど、歯

周病に関する知識の普及を進め、歯科健診の習

慣化を図っています。 

 また、昨日議決いただいた補正予算では、災

害時の歯科保健医療活動に必要な車両及び医療

機器を県の歯科医師会に配備することとしてお

り、これを平時には歯科健診の習慣化の普及啓

発にも積極的に活用していきます。 

 今後とも、市町村や県の歯科医師会及び衛生

士会などと連携し歯科口腔保健対策を推進して、

健康寿命の延伸につなげていきます。 

 次に、要介護認定のデジタル化についてです。 

 年間６万件に上る県内の要介護認定のほぼ半

数を占めている大分、別府両市と共同実施して

いるこの事業ですが、自治体や医療機関のシス

テム改修等を経て、この１月から両市で運用を

開始しています。 

 主治医の意見書のデジタル化により、要介護

認定の結果判定までの日数は、これまでよりも

３日から４日程度の短縮が既に図られたところ

であり、今後、運用の円滑化により、介護保険

法で定める３０日以内に向けて、さらなる期間

短縮が見込まれます。 

 また、協力医療機関や市の職員の皆さんから

は、紙や郵送に係る事務コストや作業時間の大

幅削減、また、集合型会議の廃止による事務負

担の軽減など、デジタル化の効果を早速実感し

たとの声が寄せられています。 

 加えて、この結果判定後に必要となるケアマ

ネジャーのケアプラン作成に要する期間も、認

定情報の即時提供ができますので最大１０日程
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度の短縮が見込まれ、全体として介護サービス

提供の迅速化に大きく寄与するものと考えてい

ます。 

 他の市町村もこのデジタル化による成果に高

い関心を示しており、来年度以降の導入を念頭

に、費用対効果などの検証を始めたということ

から、県も必要な情報提供を行うなど、市町村

の検討を支援することとしています。 

 ３点目、認知症施策についてです。 

 認知症に優しい県内企業を登録するオレンジ

カンパニーは、令和に入り１４１者増加してお

り、今４８７団体となっています。今後は、認

知症基本法の理念を踏まえ、登録数のみならず、

企業ごとに具体的な行動につなげていくことが

重要です。 

 その一例として、由布市のコンビニでは昨年

末に認知症の方にも分かりやすい商品表示を取

り入れ、ゆっくり買物ができる時間帯を設け、

来店者に大変好評を得たところです。 

 県では、こうした事例を広めるため、新年度

から、例えば、旅館、ホテルや金融機関など、

様々な業種を対象として接遇講座を実施し、具

体的なサービス提供につなげる企業を地域共生

型オレンジカンパニーとして認証する制度を設

け、取組を応援していきます。 

 また、地域の交流の場として親しまれている

認知症カフェですが、県が設立から運営までを

支援し、令和以降２７か所増加し、現在９２か

所に上っています。 

 こうした身近なカフェの利用促進に向けては、

今、県内全域で認知症の方が行方不明になった

ときに備えるためのＳＯＳネットワークという

ものが既にありますので、こうしたものも活用

しながら、当事者やその御家族等に広く周知で

きるよう、改めて市町村と協力して情報発信に

努めていきます。 

 引き続き、認知症になっても希望を持って暮

らせるバリアフリーの地域社会の実現に向けて、

官民で連携しながら取り組んでいきたいと考え

ています。 

嶋議長 山田教育長。 

  〔山田教育長登壇〕 

山田教育長 私からは教育指導体制についてお

答えします。 

 子どもたちにしっかりと向き合える教育指導

体制の構築に向けては、教員への心のケアをは

じめとした支援の充実や風通しのよい組織づく

りの推進が必要です。 

 教育委員会では、精神疾患による休職者が増

加傾向にあることから、こころのコンシェルジ

ュによる学校訪問等を通じ、メンタル不調の早

期発見と重症化予防に努めています。 

 加えて、新年度からは保護者による過剰な要

求など対応が難しい事案の解決を支援するコー

ディネーターを本庁に配置し、体制を強化する

こととしています。 

 風通しのよい組織づくりでは、従来、新任管

理職に対して行ってきた人事評価面談に関する

研修について、来年度は全ての管理職に拡大す

ることなどにより、教員とのより良い信頼関係

の構築に取り組みたいと考えています。 

 また、教職員のモラル向上については、本定

例会に提案している長期教育計画の中に、不祥

事の根絶に向けた服務規律の徹底を位置付けて

おり、服務研修テキストの充実や管理職による

個人面談などの取組を強化していきます。 

 今後とも、教職員が意欲を持って生き生きと

働き、資質や能力を高め続けられる教育指導体

制の充実に力を入れていきます。 

嶋議長 幡野警察本部長。 

  〔幡野警察本部長登壇〕 

幡野警察本部長 私からは警察行政について３

点お答えします。 

 １点目は、地域住民や企業、団体等と連携を

した防犯活動についてお答えします。 

 犯罪の起きにくい社会を実現する上で、地域

住民、関係機関・団体等による自主防犯活動は

極めて重要であると認識しています。 

 他方で、議員の御指摘のとおり、地域の自主

防犯活動を担う方々の高齢化により、その実施

が困難な状況も見られるところです。 

 そこで、県警察では幅広い世代への働きかけ

や事業者との協定締結などを通じ、自主防犯パ

トロール活動等への協力を依頼しています。 
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 また、ながら見守りといった日常生活を通じ

た負担の少ない活動の提案なども行っており、

多様な主体、また形態による持続可能な自主防

犯活動を展開していただいているところです。 

 このほか、地域住民等の防犯意識の高揚や、

効果的な自主防犯活動に資するよう、議員から

も御指摘があったまもめーるやおおいた防犯マ

ップみはるちゃんといったツールも活用して情

報発信するとともに、そうしたツールの周知に

ついても図っているところです。 

 加えて、自主防犯活動を推進する自治会等に

対して、街頭防犯カメラの設置支援を行うなど、

防犯環境の整備拡充についても推進しています。 

 引き続き、地域住民、また関係機関・団体等

と連携して、地域の実情に応じて、持続的で効

果的な活動が実現するように取り組んでいきた

いと考えています。 

 ２点目は、警察官へのカスタマーハラスメン

ト対策についてお答えします。 

 警察においても、苦情の申出者等からの著し

い暴言や、また脅迫的な行為、執拗、または不

当な要求等を受けることが実態としてあります。

このため、部外対応に当たる職員の負担軽減を

図るべく、こうした行為への組織的な対応の在

り方を検討することは重要であると考えていま

す。 

 また、警察職員であっても、プライバシーに

ついて必要な配慮がなされ、働きやすい職場環

境が確保されることは重要であると考えていま

す。 

 他方で、警察は、職務遂行の一環として、犯

罪による被害の申出、また、近隣トラブルや生

活上の不安に関する相談など、様々な申出等を

受ける立場にあります。また、常に県民からの

期待と信頼に応える行動を意識する必要もあり

ます。こうした観点も踏まえながら、県警察と

しては、職員の心理的負担の軽減と必要なプラ

イバシーの確保にも配慮した働きやすい職場環

境の構築に取り組んでいます。 

 また、実際に事案が生じた際には、組織的に

検討して対応に当たることとしています。 

 今後とも、職員が安心して取り組むべき事象

に注力できるようにすることで、県民の皆様の

安全・安心を確保していきたいと考えています。 

 ３点目は、外国人への交通ルールの周知につ

いてです。 

 県警察では、外国人の方々に我が国の交通ル

ールや交通マナーを理解していただくために、

外国人労働者を雇用する事業者や留学生を受け

入れる大学等と連携し、交通安全に関する講話

を随時実施しています。 

 このほか、観光目的の訪日外国人に向けて、

レンタカー会社や、また、自転車、特定小型原

動機付自転車のレンタル事業者等と連携して、

交通ルールを周知するための活動についても行

っています。 

 また、警察官の街頭活動においては、日本人、

外国人を問わず、全ての車両を対象に交通指導

取締りを行っているほか、ヘルメットの着用を

含む自転車の安全利用についても力を入れて啓

発に取り組んでいます。 

 議員御指摘のとおり、外国人の方々が我が国

のルールを理解し、これを遵守していただくと

いうことは、インバウンドを推進し、外国人材

の受入れによる多文化共生を進める上でも重要

であると考えています。 

 県警察としても、引き続き関係機関・団体等

と連携して必要な取組を進めていきたいと考え

ています。 

嶋議長 以上で澤田友広議員の質問及び答弁は

終わりました。 

 これをもって代表質問を終わります。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時２９分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第６号） 

 

令和７年３月７日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第６号 

             令和７年３月７日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

嶋議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第６号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

嶋議長 日程第１、第１号議案から第１４号議

案まで、第１６号議案から第４１号議案まで及

び第１号報告を一括議題とし、これより一般質

問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。二ノ宮健治議員。 

  〔二ノ宮議員登壇〕（拍手） 

二ノ宮議員 皆さんおはようございます。３２
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番、県民クラブの二ノ宮健治です。 

 議場が新しくなりました。そして、優しい議

場となりました。関係者にお礼を申し上げたい

と思います。 

 そして、その新しい議場で、トップバッター

として一般質問の場に立たせていただいた同僚

の皆さんにお礼申し上げます。 

 今日あそこに新しいモニターができています。

これは私がしゃべったことが即字幕になるとい

う優れ物です。是非利用していただきたいと思

います。 

 そして、今日は大分県聴覚障害者センターの

皆さんもたくさんお見えになっています。後で

是非感想をお聞きしたいと思います。 

 さて、今回も疲弊する地域を元気にしたいと

いう思いから、由布市の事例を挙げながら質問

を組み立てました。代表質問から見ると小さな

ことなんですが、その地域にとっては大変な大

事なことという感じで挙げています。知事、是

非、総論的でなく、細やかな前向きの回答をお

願いして、早速、質問に入ります。 

 初めに、大分県長期総合計画、安心・元気・

未来創造ビジョン２０２４の推進について、特

に計画実現に向けた新年度当初予算の留意点に

ついてお聞きします。 

 昨年の第３回定例会で、大分県長期総合計画

が可決されました。この計画は、１０年後の２

０３３年の大分県の目指す姿が描かれています

が、その計画を実現するためには、毎年予算へ

の計上が必要なことは言うまでもありません。 

 そうした中、計画の本格的スタートとなる来

年度の当初予算案が今議会に提案されています。

予算編成方針には、「令和７年度は、ビジョン

２０２４の実行元年として、計画の力強いスタ

ート及び着実な推進に向けて諸政策を積極的に

展開していく必要がある」とあります。 

 ビジョン２０２４には、時代の要請や潮流の

変化として、多様性を認め合い共生・共創する

社会への要請など六つの項目が挙げられていま

すが、その中で私が特に心配するのは、想定を

上回るスピードで進む人口減少と地球環境問題

の深刻化と自然災害の脅威です。 

 温暖化によりさらに激甚化すると見込まれる

自然災害への対応はもちろんですが、想定を上

回るスピードで進む人口減少は、その質がこれ

までの１０年間とは異なると考えています。出

生数のさらなる減少に加えて、団塊の世代全員

が後期高齢者に突入し、これまでの労働力を提

供する立場から支援を受ける側になることが見

込まれます。 

 ２０２３年の全国の出生数は７２万７，２８

８人、２０２４年には７０万人を割り込むこと

が確実視されています。年間出生数が約２７０

万人と言われた団塊世代の４分の１の出生数に

なっています。 

 このことからも、これからの１０年間、労働

力や介護施設の不足が深刻化することは目に見

えています。今回の予算がこれまでどおりの変

化のない、いわゆる継承予算であれば、ビジョ

ン２０２４は画餅に終わるんではないかと危惧

しています。 

 そこで、時代の要請や潮流の変化への対応を

令和７年度当初予算に具体的にどのように反映

されているかを含め、ビジョン２０２４の推進

に向けた知事のお考えを伺います。 

 以下、対面席で行います。 

  〔二ノ宮議員、対面演壇横の待機席へ移

動〕 

嶋議長 ただいまの二ノ宮健治議員の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。二ノ宮健治議

員の安心・元気・未来創造ビジョン２０２４の

推進についての御質問にお答えします。 

 議員御指摘のとおり、安心・元気・未来創造

の各分野で１０年後の目指す姿を具現化してい

くには、必要な取組をしっかりと県予算に反映

して実行していかなければなりません。 

 そういった思いに立ち、令和７年度当初予算

案は、ビジョン２０２４の実行元年として、計

画の力強いスタート及び着実な推進に向け、諸

施策を積極的に展開していくという方針の下、

編成しました。 

 特に想定を上回るスピードで進む人口減少は
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最重要課題の一つであり、可能な限り抑制を図

るため、自然増・社会増対策、持続可能な社会

の構築など、各種施策を盛り込んでいます。 

 まず、結婚、妊娠、出産支援や子育て環境の

整備等、子育て満足度日本一の実現に取り組む

ほか、移住者向けの支援拡充や移住体験機会の

創出等による若年層の移住・定住の促進、企業

誘致の推進などに力を入れます。 

 また、喫緊の課題である産業人材の確保、育

成を促進するため、若者と企業をつなぐ交流拠

点の整備や、外国人雇用に関する企業向け相談

窓口の新設など、おおいた産業人財センターの

機能を強化します。 

 生産年齢人口が減少する中でも持続可能な経

済社会を構築するため、デジタル技術の活用に

よる生産性向上も推進します。今後さらなる人

手不足が懸念される介護現場においては、ロボ

ットやＩＣＴ導入等により、生産性の向上に加

えて、職員の皆さんの負担軽減や離職防止も図

っていきます。 

 激甚化する自然災害やその要因とされていま

す地球温暖化対策への対応も重要な課題です。

孤立集落対策や避難所環境整備など防災対策の

強化に加えて、治水・土砂災害対策等の県土強

靱化、住宅の耐震化の加速などにより、災害に

強い県土づくりに取り組みます。 

 地球温暖化対策としては、身近な省エネ行動

を促すグリーンアップおおいた運動を県民総参

加で展開するほか、低炭素水素の利活用支援な

ど、大分県版カーボンニュートラルの実現に向

けた取組を進めます。 

 時代の要請や潮流の変化をしっかりと踏まえ

て、安心・元気・未来創造の大分県づくりを進

めていきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。先般、令

和７年度の当初予算の新聞報道がありました。

新長計実行へ、積極型１．９％の増、知事の思

い色濃く反映、きめ細かい目配りなど、総じて

評価が高いように感じました。 

 そして、今年度も特別枠、新しいおおいた共

創枠として１１５事業、３４億６，８００万円

が設定されています。この特別枠は、前知事の

時代からもおおむね２０億円程度が、令和４年

度のポストコロナおおいた挑戦枠のように、そ

の時代の課題を積極的に解決するための設定だ

と思っています。 

 この特別枠に関連して、せっかくですから１

点だけ再質問します。 

 さきほど時代の要請や潮流の変化について、

特に２点言いましたが、中でも人口減少につい

てはあらゆる変化の根源とも言え、全ての政策

に影響することから、早急かつ重点的な対応が

必要だと思っています。 

 さきほどの答弁でも説明がありましたが、人

口減少は県民生活への影響が大きく、その注目

度も高いと思います。来年度、特別枠の事業な

どにより、人口減少対策にどのように取り組ん

でいくのか、知事の意気込みを改めてお聞きし

ます。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 人口減少対策ですが、新しいおおい

た共創枠には、長計実行元年として力強いスタ

ートを切るために、人口減少対策も含めて、過

去最高の３４億円を盛り込んだところです。 

 自然増対策では出生数の増加が重要であり、

若者の出会い、結婚の希望を後押しするととも

に、安心して子育てできる住環境の充実に取り

組んでいきます。 

 社会増対策では、移住支援の拡充に加えて、

賃上げの後押しや魅力的な職場づくり、企業誘

致の推進等、若者、女性の呼び込みと定着に力

を入れていきます。 

 あわせて、デジタル技術等を活用した地域の

持続的発展にも取り組み、市町村と緊密に連携

して、人口減少対策に取り組んでいきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。何事も一

朝一夕にはいかないと思いますが、やはり１０

年間、一つ一つの積み重ねでやっていかなきゃ

ならないと思っています。１０年後の２０３３

年の大分県が計画どおり、すばらしい大分県に

なるように皆の総力を結集していきたいと思っ

ています。 
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 次に、平成の市町村合併２０周年と旧町村部

地域の振興についてですが、少し長くなります

が、お許しいただきたいと思います。 

 佐藤県政も早いもので満２年を迎えようとし

ていますが、知事はこの間、県内を精力的にく

まなく訪れ、県民との対話の中で、県民生活の

実態や課題の把握などに努められています。ビ

ジョン２０２４の基本姿勢である「県民一人ひ

とりの声が政策の原点」の実践であり、深く敬

意を表します。 

 私の地元、谷むらづくり協議会へのふれあい

対話では、地区の特産品の開発や有害鳥獣対策

などへの熱心な答弁に、会員一同感心していま

した。 

 由布市では、県の進める子育て満足度日本一

を具現化すべく、３歳未満児を対象としたおむ

つクーポンの配布や健康寿命日本一を目指す県

の施策に呼応して、健康立市を掲げての様々な

健康づくり事業の展開、そしてさらに、おんせ

ん県おおいた飛躍の一翼を担うべく、ツーリス

トインフォメーションセンターを開設し、本県

の観光情報の発信に努めるなど、市の独自課題

に取り組みつつ、県が目指す本県のあるべき姿

を見据えて、県との連携を基軸として市政運営

に取り組んでいると、相馬市長からお聞きして

います。 

 県政を進める上で、県内市町村との連携が大

切なことは言うまでもありませんが、本県の発

展に向け、また、由布市をさらに元気にするた

めに、由布市に求める役割や由布市に期待する

ことを含め、今後、由布市とどのような取組を

進めていくのか、知事のお考えに大変注目して

います。 

 さて、本県では多くの市町村が合併２０周年

を迎えます。５８の市町村が現在は１８となり、

市町村数の少なさは全国第４位、減少率では全

国５位と、大分県における町村合併の推進は全

国でもトップクラスでした。当時、合併につい

て多くの反対などもありましたが、県の強力な

働きかけにより、現在の姿になったと理解して

います。 

 由布市も今年１０月に合併２０周年を迎えま

すが、当時、私も狭間町の幹事として由布市の

合併協議に参画していました。由布市では、挾

間町の良質な住まい環境、庄内町の豊かな自然

と農業、湯布院町の世界的な観光地という三つ

の持つ特色を最大限いかしながら、相乗効果に

より、地域自治を大切にした住みよさ日本一の

由布市を創造することとしています。 

 それから約２０年を経過しましたが、県内の

どの合併市も当初の構想どおりにはいっていな

いように思われます。由布市においても、湯布

院でインバウンドが活況を呈している反面、想

定以上の人口減少や市内における一極集中など、

県内どの合併市町村にも通じる課題が山積して

います。 

 本県では、１０年の節目に合併検証報告が実

施されていますが、この中には「合併を推進し

た県として」との文言もあり、私は、この報告

書は合併２０年に踏み出すための県の決意書だ

ったと捉えています。報告書で明らかになった

課題の解決に向けて、合併を強力に推進した県

として、合併新市とどのような取組を行ってき

たのか、また、その取組を踏まえて、現時点で

の合併新市における課題をどのように捉えてい

るのか、先日の我が会派の原田議員による代表

質問の議論も興味深く聞きました。今回の議論

も踏まえ、合併新市での旧町村部地域の振興を

しっかりと図っていくことが重要であるとの意

を強くしたところです。 

 そうした中で、さきほど言った、由布市が今

後、合併の課題である市内の均衡ある発展を実

現していくことは、県内における一つのモデル

ケースとして大変重要であり、県も市と連携し

て、その発展をサポートしていただきたいと願

っています。 

 そこで、旧町村部地域等の振興にどのように

取り組んでいくのか、あわせて、由布市におけ

る旧町村部地域の振興に向け、市と連携しなが

らどのように取り組んでいくのかについても知

事の考えを伺います。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 旧町村部地域の振興等についてです。 

 県内の旧町村部地域等においては、特に高齢
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化や人口減少が進んでおり、その振興のため、

次の三つを柱に取組を進めているところです。 

 一つ目は、地域を支える生活交通の維持、確

保です。 

 生活交通インフラは、暮らしや産業、地域間

の連携、交流を支えるための重要な基盤です。

生活道路の整備をはじめとして、コミュニティ

バスやデマンドタクシー等の公共交通の維持、

確保にも市町村と共に取り組んでいきます。 

 二つ目は、持続可能なコミュニティづくりで

す。 

 本県では、集落機能の維持・向上のため、ネ

ットワーク・コミュニティの取組を進めていま

す。それぞれの地域で、住民の皆さんが主体的

に多様な活動に取り組んでいますが、運営主体

の担い手確保が難しくなっているところもあり

ます。このため、ネットワークの広域化や担い

手の育成等の取組を支援して、ネットワーク・

コミュニティの強化を図っていきます。 

 三つ目は、地域の元気づくりです。 

 農林水産業の振興や企業誘致による雇用創出

のほか、同居や近居のためのリフォーム支援等

により、子育て世代の定住環境の整備に取り組

んでいきます。 

 あわせて、それぞれの地域が特色や強みを発

揮して、その価値を高めていくことも大切です。

従来の地域活力づくり総合補助金を新たに地域

未来創造総合補助金としてリニューアルして、

地域資源の磨き上げ等に対する支援を拡充する

など、住民が主体となって行う特色ある取組を

強力に後押しします。 

 御質問いただいた由布市については、私が訪

問した谷むらづくり協議会では、移住者と、そ

れから、地元の方が一緒になって移住支援や景

観保全活動などを行っており、そして、それに

より地域を活性化する取組をしていただいてお

り、私も大変感銘を受けたところです。 

 由布市が進めるまちづくりに対しては、県も

きめ細かくサポートしていき、市内の幹線道路

である県道別府湯布院線や庄内久住線の道路整

備を行い、また、平石地区では新たに収益性が

高い果樹の産地づくりを進めているところです。 

 また、庄内町の大津留まちづくり協議会が進

めています地域の小麦を加工した商品開発に加

えて、男池周辺では観光客向けカフェや、庄内

梨の魅力向上のための生産者部会のＰＲイベン

トなどの新たな取組も行われており、それにつ

いても支援しているところです。 

 今後も市町村としっかり連携し、また、地域

の皆様としっかり連携して、地域の付加価値を

高める取組を支援するなど、旧町村部地域等の

振興に取り組んでいきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 本当に何度も由布市に訪れていた

だき、ありがとうございます。 

 ちなみに、由布市における直近４年間の平均

出生者数ですが、狭間町が１５９人、湯布院町

が５０名、そして、庄内町は僅か１３人です。

この数字からも、中心部への一極集中、そして、

周辺部の衰退が進んでいることが明白です。こ

のことは、県内全体の合併課題であり、是非、

県の強力なサポートにより、由布市をモデルと

した旧町村部地域等の振興の取組を重ねてお願

いしておきます。 

 さて、せっかくの機会ですから、１点だけ再

質問します。 

 合併の目的というのは、一口に言えば地方創

生、簡単に言えば地域を元気にすることだと思

っています。国も担当大臣を置くなど、地方創

生に力を入れてきましたが、東京一極集中はと

どまるところを知らず、大分県でも大分市の一

極集中、そして、由布市の事例のように、合併

の結果、県内全体で中心部への一極集中、周辺

部の過疎が進行し、さらに過疎化することが危

惧されています。 

 そして、この間、国の地方創生の取組につい

てどのように捉えているのか、知事の評価を是

非お聞きしたいと思います。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 国の地方創生の取組についてです。 

 市町村合併からこれまでの間、国から様々な

財政支援を受けながら、県も、市町村も、農業

や観光などの活性化の取組を進めており、それ

が加速していると感じます。ただ、依然として
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人口減少が続いて、今後も減少が見込まれる現

状においては、国には地方を含めた国全体が発

展していくグランドデザインを描き、国にしか

できない思い切ったプロジェクトを進めてもら

いたいというのが感想です。 

 国が提唱する地方創生２．０でも、これまで

の地方の取組がさらに発展していくように、例

えば、広域交通ネットワークの整備なども含め

て、国のプロジェクトとして国主導で、しっか

り国がやるべきことに取り組んでもらいたいと

考えます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。正に地方

を中心にした施策が必要だと思います。なかな

か地方創生がうまくいかなかったというのは、

地方ごとにそれぞれの課題が違うと思うんです

が、今回については国が補助金をちらつかせな

がら、画一的な地方創生事業を押し付けたため

にあるんではないかと思っています。お金も、

それから、地方の裁量に任せていれば少し様子

が変わってきたんではないかと残念に思います。 

 今、コンパクトシティ構想が進んでいますが、

このことも何か同じような轍を踏むんではない

かと心配しています。さきほど知事が言われた

ように、是非、大分県独自の地方創生を進めて

いただきますようお願いしたいと思います。 

 次は、農業政策について３点お聞きします。 

 県民の食料確保のための地域営農の推進につ

いてです。 

 現在の国際情勢を見ると、以前のように、お

金を出せばいつでも食料が輸入できる時代は終

わりを告げ、食料安保的な考えも強まっていま

す。一方で、日本の農家の平均年齢は約７０歳

と、１０年もたてば、日本の農業・農村は崩壊

しかねないという深刻な状況に直面しています。 

 そこで、補足資料１を御覧ください。国の一

般会計歳出予算の令和６年度と令和２年度を比

較した図です。農林水産業関係予算が見当たり

ませんが、令和６年度で見れば、その他の９兆

５，８５０億円の中に入っているようで、その

額は農林水産業全体で２兆２，６８０億円です。

令和２年度も同様に、その他の９兆９，６０５

億円の中の２兆３，１０９億円となっています。

総額は４年間で９兆９，１３７億円、率にして

９．６５％伸びています。 

 どういった理由か分かりませんが、農林水産

業予算については、毎年総額が決まっており、

ほぼ同額で推移しています。それに比べて、防

衛関係費を見ると、７兆９，１７０億円と突出

し、年々増加しています。 

 次に、補足資料２ですが、これは日本農業新

聞の記事です。財務省は、農業予算をこのよう

な理由で抑制しており、いくら国に農業予算の

増額を要求しても無理なことがここにあるよう

に感じています。 

 しかし、私たちが生きていくためには言うま

でもなく、第一に食料であり、そのために基盤

となる農業を守ることが重要です。加えて、燃

料の確保や国の安全を守るための防衛費等も重

要であり、この視点が欠けていれば日本の安全

な生活は守れません。日本の落ち込んでいる自

給率をどうするのかなど、要はバランスの取れ

た政策予算が必要だとの思いから、今回、資料

を提供します。 

 さて本題ですが、大分県の農業においては、

もうかる農業の推進と農地を守る農業の２本立

ての農政の推進が重要だと考えます。今回は農

地を守る農業についての提案です。 

 高齢化や後継者の不足、そして、生産コスト

高などから農家の廃業が増え、すさまじいスピ

ードで農地が荒廃しており、一度荒廃した農地

はその復旧に多大な労力とお金がかかります。

さらに食料危機の時にはサツマイモを植えれば

との無責任な声もありますが、そのサツマイモ

さえも作る農地がないという状況になると危惧

されています。 

 さきほどの資料で示したように、国の農政に

これ以上の期待を持てないなら、大分県として

農地を守り、県民の食料を確保する取組は県の

責務だと考えます。中山間地域など条件が不利

な地域であっても、農地を活用し、食料を生産

するとともに、守っていくことが大切であり、

そのためには単純な利益志向ではなくて、県と

して手厚く支援していく覚悟も必要ではないか



第１回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 87 - 

と考えます。 

 そこで、県民の食料を確保するとともに、中

山間地の荒廃を防ぐため、特に中山間地におい

て、農地をいかした地域営農の推進にどのよう

に取り組んでいくのか、知事のお考えを伺いま

す。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 地域営農の推進についてですが、中

山間地域において持続可能な農業を実現してい

くためには、これまで維持してきた農地を活用

して、効率的な生産基盤の整備を進め、力強い

経営体を確保、育成することが大切と考えます。 

 今後、農業従事者の減少が懸念される中で、

１０年後を見据えて、人と農地をひも付けた地

域計画の策定作業が、現在、各地域で進められ

ています。効率的な営農活動を継続できる地域

づくりを進めるため、市町と連携して、この計

画に位置付けられる拡大意欲のある経営体を軸

に、農地の集積、集約化に取り組んでいきます。 

 その中心となるのが、集落営農法人や雇用型

経営を実践する法人などの中核的経営体です。

中でも、中山間地域を面的に支える集落営農法

人は、不安定な収益構造からの脱却が必要であ

ることから、各法人の実情に応じて、経営基盤

の強化に向けた取組を進めています。 

 その一つは、高収益品目の導入による経営の

安定化です。マーケットニーズの高い園芸品目

の導入に必要な生産基盤の整備や人材確保を支

援していきます。 

 もう一つは、法人間の連携や統合による経営

体質の強化です。複数法人による共同利用機械

の導入支援などにより、経営の効率化を進めま

す。 

例えば、由布市の柚ノ木地区では、水田畑地

化による高収益な白ねぎの導入や、他地域と共

同出資で設立した法人によるドローンを活用し

た薬剤散布など、効率的な営農に取り組んでお

り、こうした取組を広げていきます。 

 これに加えて、耕作条件が不利な農地では、

省力的な生産ができる花木や傾斜地を活用した

放牧など、粗放的な農地管理手法の導入にも取

り組んでいきます。 

 地域農業の持続的発展には、これからも担い

手の確保や育成対策、そして、労働力不足への

対応など、多方面から工夫した取組が必要とな

ります。そのため、こうした中山間地域の課題

解決などに向けて、先般、地域に身近な市町や

関係団体と共に、農業成長産業化推進本部を立

ち上げたところであり、今後、総力を挙げて取

り組んでいきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。一番初め

に言ったんですが、もうかる農業についてはい

ろんな手だてがあるし、これからも希望がある

と思うんですが、問題なのは中山間地域の中で

どうやって農地を守り、そこで生活するかとい

うこと、大変難しいと思います。 

 今、農業成長産業化について言われたんです

が、なかなか中山間地においては、水稲以外が

大変難しいような状況です。 

 そこで、せっかくの機会ですから、１点だけ

具体的な提案をします。 

 それは、中山間地域等直接支払制度の充実で

す。現在、１０アール当たり２万１千円の交付

金を３倍の６万３千円に引き上げるとの提案で

す。もしこれが実現すれば、例えば、１０町歩

管理することで農業での生計が成り立ち、若者

のオペレーターの移住も可能となり、オペレー

ターを中心とした地域営農により、中山間地域

の農地の荒廃化を防げ、食料の確保につながる

との考え方からの提案です。 

 いろんな意見があることは百も承知していま

すが、これくらいの思い切った国の英断がなけ

れば、農村の消滅を止めることはできないと考

えます。この提案、やってみる価値は私は十分

にあると思います。この制度は国の２分の１の

負担がありますので、国の制度改正がなければ

できませんが、現行の県負担額が６億１千万円

です。３倍にしても１８億３千万円と、多額の

財源も必要ということはよく分かりますが、も

しこれで大分県の７割を占める中山間地域が元

気になる可能性があるなら、私は必要な支出の

範疇だと考えます。 

 この実現には、本県としてこのくらいの負担
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する覚悟があるという県としてのスタンスを示

し、他の地域と連携して国に強力に要望してい

くことが必要であり、知事のリーダーシップに

大いに期待するところです。この点に対する知

事の見解を是非お聞かせください。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 中山間地域等直接支払交付金ですが、

中山間地域と平坦地との生産費の格差を補正す

る交付金です。これまでも全国知事会を通じ、

中山間地域等直接支払交付金の交付単価を引き

上げるよう要望してきているところです。 

 今後も引き続き、国に対して予算の確保をし

っかりと要望していきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。中山間地

事業、来年度から６期に入ります。先般、市の

説明会に行ってきたんですが、年々なぜか条件

が厳しくなっています。 

 一例になるかどうか分かりませんが、さきほ

ど補足資料の２の中にありました、飼料用米を

水田活用直接支払交付金から外すべきと財務省

が提起しています。もしこのことが実施された

ら、畜産農家は大打撃を受けると考えます。な

ぜ国は、特に中山間地農業を続けることができ

なくなるような政策を進めるのか、食料安保と

いう考え方が重要視されていないのか、不思議

でなりません。問題提起をして、次に移ります。 

 次は、農業用水路の保全についてです。 

 農業の命綱である水路の維持が困難になって

いる集落が多くあるようです。さらに、激甚化

する自然災害が多発する中で、水路の維持は精

神的にも金銭的にも負担が大きいという声を聞

きます。 

 土地改良区などで管理されている水路は、計

画的に改修が進んでいるようですが、由布市だ

けでなく、中山間地域の水路は山肌を手掘りで

くり抜いた素掘りのものが多く、管理道もない

中、命がけの管理作業を行っているところもあ

ります。高齢化や後継者不足の中で水路の管理

ができなくなり、農地の荒廃が懸念されていま

す。 

 先般、農業にとって水路と同じく重要な役割

を果たす農業用ため池のうち、いわゆる危険た

め池は、防災重点農業用ため池に名称が変更さ

れるとともに、改修工事の地元負担金がゼロに

なりました。私は、農業を行う上で水路もため

池も同格であり、中山間地域の農業を守るため

にも、水路の工事地元負担金をゼロにするよう、

国に強く要望すべきだと考えます。 

 農業用水路の状況と課題を踏まえ、地元負担

金の見直しに関する国への要望や水路管理道の

設置補助も含め、その保全についてどう取り組

んでいくのか、農林水産部長にお聞きします。 

嶋議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 県内土地改良区等が管理す

る基幹水路の多くが耐用年数を超過しており、

今後１０年間で劣化度合いに応じて、約６０キ

ロメートルの更新整備を進めていく計画として

います。その整備においては、水路改修に合わ

せ、管理者からの声も踏まえて、管理の省力化

に向けた管理道の設置等にも取り組むこととし

ています。 

 また、地元管理の支線水路は、市町村が実施

主体となった更新整備や、多面的機能支払交付

金を活用した活動組織による水路の保全、長寿

命化の取組を支援しています。その整備に係る

負担割合については、基本的に国の指針に準じ

て設定しており、負担割合の算定には、地域の

防災機能等の効果も加味されているところです。 

 これらを踏まえ、基幹水路については、令和

４年度に地元負担率を５％から３％に軽減し、

整備促進を図っています。 

 また、現在、国において土地改良法改正の審

議が行われており、地域内の関係者が連携して、

基幹から支線まで地域全体の水路の保全に取り

組む仕組みづくりの検討がなされているところ

です。 

 今後も、国における指針を含む、その動向を

注視しながら、水路の適切な保全に努めるとと

もに、農業農村整備事業の予算の拡充等を国へ

要望していきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。国土強靱

化対策として、１５兆円という莫大な予算が組
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まれています。これはずっと調べたんですが、

農業水利施設等の老朽化対策などもあるようで

す。 

 そういう中で、さきほどからも言ったんです

が、水路とため池は、同じ農業をやっていく上

ではほとんど同格ではないかと。そして、いろ

んな自然災害の中で、やはり水路も防災として

の意識を高める、また、日本人の命を守るため

に農業が必要であれば、やはり防災対策として

の管理を考える時代になっていると思います。 

 そういうことで、是非その負担金をゼロにし

ていただきたいと思います。国に働きかけてい

ただきたいということです。 

 それと、今回いろいろ聞いたんですが、県内

の水路台帳というのがないようです。早急に市

町村と共同して県内の水路の実態調査を行った

上で、水路台帳を作成すべきと考えますが、部

長どうでしょうか。 

嶋議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 ２点、御要望と御質問をい

ただきました。２点目の水路台帳の件について

お答えします。 

 県営事業の対象となる基幹水路については、

県が状況調査を行い、延長、構造、劣化状況等

をまとめたデータベース、水路台帳に代わるも

のですが、それを整備しているところです。そ

のデータを基に、対策を要する範囲や施工時期

等の検討をしており、基幹水路の更新整備に大

切な役割を果たしているところです。 

 一方、支線の水路については、基本的には団

体営での整備となることから、地元と市町村で

情報共有や協議を行いながら更新されるべきも

のと認識しているところですが、さきほども言

ったとおり、現在、土地改良法の改正審議もな

されており、地域全体の水路保全に取り組む仕

組みづくりが検討されています。そうした動き

もよく見ていきながら対応していきたいと思い

ます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 道路に道路台帳があるように、私

は水路台帳というのが必要だと考えます。是非

検討していただきたいと思います。 

 僅か３％の──さきほどの話に戻るんですが、

ああ、３％かと皆思うんですが、今、うちは朴

木水路というのがもう事業が始まっているんで

すが、総工費は１２億円です。３％で３，６０

０万円、僅か７、８０戸の農家で、大変な額な

んですね。だから、その辺も是非加味していた

だきたい。 

 それから、今日、庄内町の水足というところ

からたくさん見えているんですが、あそこは堀

次井路という井路がありますし、その横には小

挟間井路というものがあります。知事、是非、

水路を一回見学していただくと、こんなに大変

かというのがよく分かると思います。 

 そういうことで、それが止まるともう本当に

今から稲作とかはできませんので、是非よろし

くお願いします。 

 次は、るるパークの活性化についてお聞きし

ます。 

 県議会の経済活性化対策特別委員会の報告書

が、昨年、第４回定例会で報告されました。委

員会では、食と観光、農業、農林業のさらなる

振興と人材の確保、育成についての調査研究が

行われました。 

 私は、元気な観光の力を借りて、落ち込んで

いる農業を元気にできないかということを中心

に、その具体策として、るるパークでの農業と

観光のコラボなどを提案しました。 

 るるパークは農業文化公園と言われるように、

県の農業振興策の一環として設置されましたが、

その精神を残しつつ、現在は年間に約４０万人

が訪れる、県内でも有数の観光地としての側面

を持つようになりました。関係者のアイデアや

これまでの努力のたまものだと敬意を表する次

第です。 

 そこで、補足資料３を御覧ください。入場者

に行ったアンケート結果ですが、私が特に注目

したのは、入園者のうち、県内が約７２％、家

族連れが約５９％となっていることです。これ

は、るるパークが家族で小さな子どもを連れて、

ピクニック気分で安心して訪れることのできる

場所になっているからだと考えました。 

 そこで、訪れた約４０万人の昼食はどうなっ
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ているのかなと思いを巡らせると、豊の国物産

館カフェで軽食の販売などは行っているようで

すが、残念なことに、るるパークの中で少し弱

いのが食のようです。 

 そこで、県内のそれぞれの地域の特産品を使

ったるる弁当──これは仮称ですが──の提供

ができないかと考えます。るるパークはＳＮＳ

の運用が充実しており、予約販売なども可能か

と考えました。 

 最終的には、農林水産物の利用促進による農

業の振興を目的としつつ、大分県のおいしい食

べ物をここで食べることができる食のメッカと

なれば、全国的に有名な観光地になることも夢

ではなく、正に農業と観光のコラボレーション

の実践になると考えます。 

 そこで、食の充実も含め、るるパークの活性

化にどのように取り組んでいくのか、農林水産

部長に伺います。 

嶋議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 るるパークは、「自然の中

で憩い、遊び、健康になり、学べる楽しさ満載

の公園」をコンセプトに、花のイベントやアウ

トドア体験など、幅広い世代に喜ばれるコンテ

ンツの充実に取り組んできており、近年、来園

者が増加しています。 

 さらなる魅力向上、来園者の増加に向け、今

議会で議決いただいた補正予算を活用して、コ

テージの増設や遊具のリニューアルを行い、親

子で楽しめる空間づくりにも取り組んでいきま

す。 

 そして、来場者の満足度向上には、議員御指

摘のとおり、食の充実も欠かせません。これま

でも年間を通じて、キッチンカーによる地元料

理等や県産食材を使った弁当を提供するととも

に、くにさき半島マルシェなど、食の祭典を数

多く実施してきているところです。 

 これからは、例えば、地元の山浦地区の皆さ

んが高校生と開発したオリジナル弁当の販売を

はじめ、周辺地域の事業者の皆さんにも広く声

をかけ、メニューを拡大する予定にしています。 

 さらに、さきほど言ったキッチンカーやマル

シェへの出店増も進めていきます。 

 加えて、今回のコテージ等のアウトドア施設

の増設にあわせ、例えば、バーベキュー等の食

材用におおいた和牛などの県産農畜産物の活用

を充実させることも考えています。 

 今後は、大阪・関西万博の開催も控え、イン

バウンドの来園も期待できますので、周辺市町

村や観光局等と連携して、観光資源としてのる

るパークの磨き上げに取り組んでいきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。観光の三

原則というのがあるそうです。見る、買う、そ

して、食べるだそうです。るるパークでは既に

年間４０万人の人が訪れ、観光面から捉えれば、

一番難しいと言われる見ること、つまり人を呼

ぶことがもう既に出来上がっていると考えられ

ます。マーケットニーズ調査でも、魅力的な飲

食の充実要望もあり、買う、食べることが加わ

れば、さらなる農業や地域の振興、さらに国東

半島の観光振興にもつながると考えられます。 

 そこで、２点について具体的に提案します。 

 まず、来園者アンケートに買う、食べるを設

けて、的確なニーズの把握を行う。そして、そ

の上で、観光誘客や県産品販売の展開のため、

各市町村と連携した連絡会議の設置を提案しま

すが、部長どうでしょうか。 

嶋議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 ２点御提案いただきました。 

 まず１点目、議員御提案の来場者の買う、食

べる、このことについてのニーズ把握はとても

重要だと考えており、今後、この点について強

化していきたいと思います。 

 今後については、その方法ですが、例えば、

ＳＮＳを活用した調査方法、そうしたものも工

夫しながら、いろんな方法を考えていきたいと

思います。 

 それと２点目の、各市町村等と連携した連絡

会議の設置です。 

 市町村をはじめとした、行政や様々な分野の

民間事業者との連携は重要だと思っており、官

民問わず幅広に、形にこだわらず連携していき

たいと思います。 

 なお、周辺市町村との連絡会議においては、
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るるパークを中心として、定期的に実施してい

ます。今後とも継続して、るるパークを中心と

した地域観光を盛り上げられるよう、関係者と

取り組んでいきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 よろしくお願いします。最後に、

知事に一言。 

 県の観光が、今、由布院と別府の一人勝ちと

言うとおかしいんですが、これをいかに県内全

体に広げるかが課題だと思います。このるるパ

ークを中心とした地域は、第３の観光地域にな

る可能性が強いと私は思っています。しかし、

やはり知事の圧倒的な後押しがないとなかなか

一歩踏み出せないということで、是非検討して

いただきたいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 しっかり進めていきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 よろしくお願いします。現場もこ

の間行ったんですが、やる気満々です、知事の

一押しがあれば大化けすると思いますので、ど

うかよろしくお願いします。 

 次に、最後になりますが、東京２０２５デフ

リンピックを契機とした、障がい者との共生社

会の実現についてお聞きします。 

 東京２０２５デフリンピックは、東京都を中

心に、１１月１５日から２６日の間、約８０の

国と地域から、陸上、バドミントン、柔道など

２１の競技の選手や役員約６千人が参加し、開

催されます。 

 このデフリンピック、デフというのは、英語

で耳が聞こえないという意味です。デフリンピ

ックを一言で言うと、オリンピックでもなけれ

ばパラリンピックでもない、聴力障がい者だけ

のオリンピックとなります。 

 日本では初めての開催ですが、１９２４年の

第１回パリ大会から１００周年となる、正に歴

史に残る大会となっています。 

 私ごとですが、私の子どもも２００１年のイ

タリア大会にバスケットボールの副キャプテン

として参加しており、深い関心を持っています。 

 この大会のビジョンは、大会を契機に、デフ

スポーツや聾者の文化への理解を促進し、障が

いのある人とない人とのコミュニケーションや

心・情報・街のバリアフリーをさらに推進する

としています。 

 大分県においては、平成２８年に障がいのあ

る人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり

条例を、そして、令和３年度には議員提案で大

分県手話言語条例を制定し、障がい者の社会参

加の推進や手話の普及、情報発信など、障がい

者との共生社会実現に向けた県づくりに取り組

んでいます。 

 今回の東京２０２５デフリンピックの開催は、

全ての障がい者との共生社会の実現を県民に訴

える絶好の機会だと捉えています。さらに、県

内の障がい者スポーツ発展の起爆剤になればと

の期待もしています。 

 そこで、東京２０２５デフリンピックへ向け

た県の取組を含め、障がい者との共生社会の実

現に向けた取組をどのように進めていくのか、

福祉保健部長に伺います。 

 あわせて、大分県手話言語条例に基づき、手

話の普及、情報発信にどのように取り組んでい

くのかもお聞かせください。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本県では、デフリンピック

の開催を契機として、本日お越しの聴覚障害者

協会とも連携した東京大会の知名度向上のほか、

今年度には陸上や水泳競技で使用します光スタ

ート装置の設置など、聴覚障がい者の競技環境

の整備も進めてきました。 

 今年の６月には、大分市内の祝祭の広場で開

催されますデフビーチバレーボール国際大会で、

パラスポーツの体験会や交流イベントを実施し

ます。また、来年になりますが、年明けの１月

には日本デフ水泳選手権の県内開催も予定され

ており、こうしたスポーツイベントを通じて、

障がい者への県民理解の促進を図っていきます。 

 また、手話言語条例の制定を機に、条例の意

義や簡単な手話を紹介した動画の配信、さらに

は、コンビニなど身近な施設で利用できる指差

しコミュニケーションボードの普及など、聴覚
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に障がいのある方々の円滑な意思疎通を支援し

てきました。 

 加えて、幅広い世代を対象とした手話啓発講

座を行っています。今、子どもたちも含めて毎

年１千人近くの方に受講いただいているほか、

手話サークルなどとも連携して、広く手話の普

及を図っています。 

 引き続き、聴覚障害者協会の皆さんをはじめ、

関係団体とも連携して県民理解を深めながら、

障がいのある人もない人も共に支え合える共生

社会の実現を目指していきます。 

嶋議長 二ノ宮健治議員。 

二ノ宮議員 ありがとうございます。残念なが

ら、今回のデフリンピックには大分県からの出

場者がないようです。県内でも聴覚障がい者を

はじめとして、たくさんの障がいスポーツクラ

ブチームがあると聞いています。どうしても少

し手助けがないと、普通の人と少し違うところ

がありますので、これまで以上の支援をお願い

したいと思います。 

 手話言語条例ができて、手話の普及とかいろ

んなことを今お聞きしました。特に私が心配す

るのは、例えば県政運営とか、それから、計画

策定のときに、やはりどうしても障がい者とい

いますか、例えば聴覚障がい者であれば、その

人たちの意見を聞きながらでないと、なかなか

うまくいかない。恐らくこの議場もそういう人

たちの意見を聞きながら、改修を進めていただ

いたと思っています。是非そのことについては

要望としてお願いしておきます。 

 それから、遅くなったんですが、今日は傍聴

者の皆さん本当にありがとうございました。寒

い中、そして、お忙しい中お越しいただき、あ

りがとうございます。 

 これで私の質問を終わります。長い間、御清

聴ありがとうございました。（拍手） 

嶋議長 以上で二ノ宮健治議員の質問及び答弁

は終わりました。井上明夫議員。 

  〔井上議員登壇〕（拍手） 

井上議員 皆さんこんにちは。自由民主党の井

上明夫です。今回、一般質問の機会を与えてい

ただいた先輩、同僚議員に感謝します。 

 また、今日は私の地元日田市から、遠いとこ

ろ多くの皆さんに傍聴に来ていただいています。

大変ありがとうございます。 

 みんなが住みよい郷土づくりのために質問を

行います。 

 まず初めに、防災対策の強化についてです。 

 昨年１月の能登半島地震は、被災地に大きな

被害をもたらすとともに、その被害状況が日本

中に衝撃を与えました。１年以上経過した今で

も避難を余儀なくされている方がいるほか、被

災地では多くの方が復旧・復興に向けて懸命に

取り組んでいる状況です。 

 近年は毎年のように日本各地で災害が多発し

ていますが、県内においても、昨年から多くの

災害に見舞われています。 

 加えて昨年８月には、日向灘を震源とするマ

グニチュード７．１という大規模な地震が発生

し、宮崎県で震度６弱を観測しました。県内で

も、大分市、臼杵市などで震度４を観測したほ

か、制度開始後初となる南海トラフ臨時情報が

発表されました。巨大地震注意ということで、

政府をはじめ県においても、巨大地震への備え

を県民に呼びかけるなどの対応が見られ、南海

トラフ地震の発生が近づいてきていると感じた

県民の方も多かったのではないでしょうか。 

 さらに、８月下旬には台風１０号が大分県に

上陸し、土木施設や農林水産関係の施設等に大

きな被害をもたらしたほか、孤立集落も発生し

ました。能登半島地震においても、孤立集落に

対する備えの必要性が浮き彫りとなりましたが、

中山間地が多いという本県の特性を鑑みると、

やはり本県でも孤立集落対策の強化が必要であ

ると再認識しました。 

 孤立集落対策には、そもそも孤立集落の発生

を抑止する取組と、発生時に該当集落をどのよ

うに支援していくのかの二つの観点があると思

います。孤立集落の発生を全て抑制できれば理

想ですが、現実としては難しいため、孤立集落

への支援が重要となります。来年度当初予算案

においては、この点に対する強化がなされてい

ると伺っていますので、その早期執行と着実な

効果発現を期待するところです。 
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 こうした中、今年１月の政府の地震調査研究

推進本部からの発表によれば、南海トラフ地震

の長期評価による発生確率について、従来の３

０年以内に７０から８０％とされていたものが

８０％程度に更新されました。正に巨大地震が

いつ起きてもおかしくない状況になったのでは

ないかと思われます。県民の安全・安心のため

の防災対策の強化が急務ではないかと考えてい

るところです。 

 こうしたことを踏まえ、南海トラフ地震をは

じめとする大規模災害に対して、孤立集落対策

を含む防災対策の強化にどのように取り組んで

いくのか、知事に伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わり、対面席で引

き続き質問を行います。 

  〔井上議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

嶋議長 ただいまの井上明夫議員の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 井上明夫議員の防災対策の強化につ

いての質問にお答えします。 

 県では大規模災害への備えを進めるために、

孤立集落対策、被災者支援、応援・受援体制の

三つの対策を強化していきます。 

 一つ目の孤立集落対策の強化では、事前の備

えとして、家庭や地域での分散備蓄や自主防災

組織が行う訓練を後押しするため、備蓄品への

支援を強化するとともに、地域住民が参加しや

すい防災学習会を開催します。 

 また、発災時の迅速な救助・救援体制を確立

するため、ヘリやドローンによる空路での物資

輸送とともに、衛星通信機器を用いた訓練を実

施します。加えて、緊急輸送道路等の迅速な啓

開に向け、現在、道路啓開計画の見直しを行っ

ているところです。 

 二つ目の被災者支援の強化では、避難所の生

活環境の改善を図るため、トイレカーの各振興

局への配置や簡易ベッドの備蓄拡充のほか、民

間団体によるキッチンカー等の導入を支援しま

す。 

 また、避難所の運営体制強化に向けて運営コ

ーディネーターを養成するほか、女性に配慮し

た運営を図るため、女性視点を持った防災リー

ダーの育成を進めていきます。 

 さらに、被災者の早期の自立、生活再建に向

け、災害ケースマネジメントを推進する体制を

整備していきます。 

 三つ目の応援・受援体制の強化では、受援計

画の有効性、実効性を確保するため、広域防災

拠点での物資輸送訓練を行います。 

 また、被災者の様々なニーズに柔軟に対応す

るため、専門ボランティアの受入れや調整を行

う災害中間支援組織の育成にも取り組んでいき

ます。 

 こうした取組を県民、市町村、関係機関と一

体となって進めることで、人的被害ゼロの大分

県を目指していきます。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 私の地元の日田・玖珠地域でも、平

成２４年以来、何度も豪雨災害が発生しており、

その度に孤立集落から自衛隊のヘリコプターで

住民が救出されるという事例が起きています。 

 そもそも孤立が発生する集落は、やはり山間

部など道路インフラの行き届かないところにあ

り、ハード面での対策には限界があると思いま

す。御答弁にもありましたが、災害時に孤立す

ることを前提として、事前の準備が大変必要に

なると思います。 

 また、地域住民の自主性を高める、そしてま

た、行政や支援団体との連携を強化することが、

災害時の被害を最小限に抑える鍵になると思い

ます。県が主体となって、是非、市町村と連携

して対策を進めていただきたいと思います。 

 次に、林業の振興について質問します。 

 人を育てていくためには、短所をなくすこと

よりも、長所を伸ばしていく方がいいとよく言

われますが、私は、それは地域を振興していく

際にも同様であり、ないものを嘆くより、ある

ものをいかして発展させていく姿勢が大切であ

ると考えます。 

 そうした観点から見た本県の特徴の一つに、

森林の多さがあると私は考えます。実際に県土

の７１％は森林であり、全国平均の６７％より

も高いというデータもありますが、それ以上に、
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雄大な山々がそびえる風景が我々県民の心のふ

るさとの情景として刻まれていることが、その

あかしではないかと思います。 

 本県が誇る森林は、私たちの暮らしに必要な

林産物を供給するとともに、暮らしが安全で快

適なものになるよう、目に見えないところでも

守り支えてくれている重要な存在です。例えば、

地球温暖化や土砂災害の防止、生物多様性の保

全など、公益的な機能も有しています。 

 このような重要な存在である森林は、主に林

業に携わる皆さんにより、世代を超えて育てら

れてきたものです。森林を育成し、木材を生産

するという林業の営みを通じて、健全な森林が

育ち、森林の持つ様々な働きを発揮させること

ができています。 

 このように、林業は単なるなりわいという枠

を超え、本県の豊かな森林を将来の世代に引き

継いでいくという崇高な使命を持った産業です。 

 本県の林業の状況を見てみると、素材生産量

は近年増加傾向で推移し、目標としていた年間

１６０万立方メートルを達成しています。これ

は、これまでの林業事業体の育成といった取組

が着実な成果につながったものであり、県や関

係者の努力に敬意を表するところです。 

 他方、人口減少も相まって、特に造林分野を

中心に林業の就業者数は減少し、また、高齢化

も進んでおり、県で取り組んできた担い手確保

や省力化の推進などについて、一層の加速化が

求められていると私は考えます。 

 これは一つの例ですが、路網整備が困難な奥

地林において伐採や再造林の作業を行う際、ワ

イヤーロープを使って木材等を運搬する架線集

材という手法があります。中山間地の多い本県

では特に重要な技術ですが、近年、熟練技術者

の高齢化等により、索張り技術を有した人材が

不足してきています。担い手の確保、育成にお

いては、こうした観点も踏まえて取り組んでい

くことが重要であると考えます。 

 加えて、川上側の問題として、所有森林１ヘ

クタール未満の小規模な所有者が約７割存在す

るというデータもあります。このように、小規

模な所有者は相続などで所有権を引き継いだた

め、経営意欲が少なく、また、そもそも地域に

居住していない場合も多く、所有者や境界が不

明な森林の増加につながる恐れが指摘されてい

ます。森林の保全や林業生産の阻害要因ともな

り得るこの問題については、県や市町村による

対策を望む声を多く耳にします。 

 来年度予算案においては、こうした課題に対

する対応策が盛り込まれるということで、その

迅速な執行と早期の効果発現に大いに期待する

ところです。 

 こうしたことを踏まえ、林業の振興にどのよ

うに取り組んでいくのか、知事のお考えを伺い

ます。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 林業の振興ですが、戦後に造成され

た人工林資源の多くが利用時期を迎える中、本

県では木材の生産力強化と需要拡大に取り組ん

できました。その結果、素材生産量は２年連続

で目標達成し、伐採後の再造林率も７６％と高

い水準で推移しています。 

 この流れを確実なものとし、林業関係者をは

じめ、県民が将来にわたって森林の豊かな恩恵

を享受していくには、伐って使い、植えて育て

る循環型林業の確立が重要です。特に、あらゆ

る産業分野で人材不足が深刻化する中で、循環

型林業を支える担い手の確保、育成や省力化は

喫緊の課題です。 

 林業の新規就業者は、高性能林業機械の導入

等により、若者にとって魅力が増したこともあ

り、６年連続で１００名を超えて、３９歳以下

が約６割を占めるに至っています。引き続き若

い就業者の拡大に向けて、高校生への体験研修

のほか、ガイダンスの実施やＳＮＳの活用によ

り、就業情報を発信していきます。 

 就業後は、基本的な技術研修や安全教育をは

じめ、高性能林業機械の運転技能、ドローン操

縦といった資格取得の支援を行い、技術力の向

上に取り組みます。さらに、夏の苛酷な暑さを

軽減する空調服の導入など、労働環境の改善を

進め、就業者の定着を図っていきます。 

 省力化に向けては、立木の材積を瞬時に計測

するレーザースキャナーや下刈り機械などの導
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入支援を来年度からさらに強化することとして

おり、スマート化を加速化させます。 

 森林所有者の経営意欲の減退による放棄林の

増加も課題となっています。今後の森林管理に

関する調査では、小規模な森林所有者を中心に、

譲渡や管理委託等を望む声が多いことから、管

理放棄が進み、所有者や境界が不明になる前に、

中核的経営体への林地集積を図るなど、早期の

対応が必要です。 

 そこで、森林情報を一元化したクラウドシス

テムに林地の譲渡希望に関する情報を集約し、

意欲ある経営体が林地を取得しやすくすること

で、放棄林の増加を未然に防いでいきます。 

 このような取組を進めることで、循環型林業

を確立し、本県の林業・木材産業を持続的に発

展させていきます。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 循環型林業の確立ということで、い

ろんな取組をしていただいています。高性能林

業機械も普及したということで、林業は今、若

年者率が──３５歳以下の率ですね──農林水

産業の中では一番高いということで、若返りは

進んでいます。 

 ただ、伐採現場はやはりどうしても切りやす

い場所から切っていくということで、年々奥地

化してきています。高性能林業機械を使うには

必ず作業道が必要になるわけですが、だんだん

奥地化して、やはり無理な作業道を入れるとい

うのは災害につながるというような側面もある

わけですが、そこで、さきほどちょっと触れま

したが、架線集材ですね、これは非常に環境に

優しい林業のためには、架線集材というのは大

変有効です。ただ、これはやはりかなり特殊な

技術ですので、最近、技術の伝承が非常に困難

というか、後継者が極めて少ないという状況に

なっています。 

 今後、やはり高性能林業機械を使って作業道

を造り過ぎて災害につながったということを少

なくするためにも、架線集材の技術の伝承、こ

れも県と業界が協力して人材育成を行う必要が

あると思いますので、また検討をよろしくお願

いします。 

 ３番目に大きな項目として、教育の振興につ

いてお尋ねします。 

 まずは私学振興ですが、どの時代にあっても、

時の流れとともに社会情勢が変動していくのは

人の世の常ですが、私は、特に近年、その変化

が大きく、激しくなっていると感じます。つい

２年前まではコロナ禍であったわけですが、今

は物価高や賃上げが社会の大きなテーマとなっ

ているなど、正に隔世の感があるという言葉が

ふさわしい状況です。そして、この激流は今後

も収まることなく、むしろその勢いを増してい

くのではないかと感じています。 

 こうした中でも、たくましく生きる力を持っ

た子どもたちを育てていくことは、それぞれの

親はもとより、社会全体の責任であり、県政の

重要な課題であると考えます。知事は、特に地

域の高校などを念頭に置かれた遠隔教育に力を

入れるなど、教育の分野でもその手腕を発揮さ

れており、感謝を申し上げます。 

 そうした中、今回、私からは公教育の一翼を

担う私立学校の振興について議論させていただ

きたいと思います。 

 私立の学校はそれぞれ建学の精神に基づき、

一人一人の特性に応じた、きめ細かで特色のあ

る教育を展開しており、本県教育において大変

重要な存在です。 

 他方、県立学校でも同様ですが、若年者人口

の大幅な減少に伴う生徒数の減や、学校で対応

する課題の多様化、複雑化、さらには物価高や

賃上げへの対応など、私立学校を取り巻く環境

は厳しさを増しています。 

 こうした中でも、各学校は質の高い教育の提

供という崇高な理念を実現するため、懸命な経

営努力を続けており、ひいては本県全体の教育

の下支えの役割を担っています。 

 しかしながら、さきほど言った社会情勢の大

きな変動に伴う各種の課題は、各学校における

努力だけで乗り切ることは非常に困難であり、

県による支援の期待は高いと言えます。もとよ

り県では、私立学校の運営費に対する補助を実

施しており、これまでも私立学校の状況に対応

した配慮をいただいているところです。 
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 来年度当初予算案を拝見する限りにおいても、

昨今の私立学校の課題等を踏まえたものとなっ

ていると思いますが、その狙いや具体的な内容

について、私立学校を含め、広く県民に知らせ

ていくことが大切と私は考えます。 

 こうしたことを踏まえ、私学振興に向けた支

援にどのように取り組んでいくのか、知事のお

考えを伺います。 

 続けて、特別支援学校における職業教育につ

いての質問です。 

 本県では障がい者活躍日本一を掲げ、就労を

希望する障がい者が職場の理解や配慮を得なが

ら、職場の一員として特性に応じた能力をいか

すことができるように、障がい者の就労定着の

ための支援の充実に取り組んでいます。国の障

害者雇用促進法も改正され、令和８年からは民

間企業における障がい者雇用率が現在の２．５

％から２．７％に引き上げられることが決まっ

ており、障がい者の活躍の機会が増えることが

期待されています。 

 このような中、県内の特別支援学校の職業教

育を充実させるため、令和４年４月に、県内初

の知的障がいがある生徒を対象とした高等部の

みの特別支援学校として、さくらの杜高等支援

学校が開校しました。同校では、県内広域から

生徒が通学しており、企業等への就職率１００

％を目指し、地域や企業との連携による職業教

育を推進することで、地域や社会に貢献できる

生徒の育成が行われています。今年度末には第

１期生が卒業する予定であることから、卒業生

の進路について気になっているところです。 

 また、県内のその他の特別支援学校の一般就

労率は、令和５年度において２２．３％であり、

全国平均の２９．３％と比べると低い状況にあ

ることから、今後、職業教育の充実が一層大切

になってくると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、さくらの杜高等支援

学校における現段階での一般就労の内定状況も

含め、特別支援学校における職業教育をどのよ

うに進めていくのか、教育長に伺います。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 私学振興についてです。 

 私立学校は、それぞれの独自の建学の精神に

基づき設立され、個性豊かで特色のある学校づ

くりに尽力されています。学業、文化、スポー

ツ面における活躍のほか、不登校生徒の積極的

な受入れ、公立にはない看護や調理など多様な

教育を展開して、公立学校とともに車の両輪と

して、本県の公教育の推進に大きな役割を果た

していただいています。 

 県では、私立学校が社会情勢の変化に対応し

ながら、魅力ある学校づくりを推進できるよう、

三つの観点から支援を行っているところです。 

 一つ目は、個性豊かで特色ある教育の充実と

健全な経営基盤の確保です。 

 進学や就職支援の強化、文化、スポーツの振

興など、各学校の特徴をいかした取組を支援し

ます。また、少子化に伴う生徒減少という厳し

い状況下においても、教育を支える経営基盤の

健全性を確保するため、生徒等一人当たりの単

価を増額し、運営費全体として、前年度を上回

る規模の助成を行うこととしています。 

 二つ目は、教育の質の向上に向けた環境の整

備です。 

 ＩＣＴ教育環境の充実を図るため、学校が行

う国の補助対象とならない機器整備に対する県

独自の支援を引き続き実施します。さらに来年

度は、私立高校で多くの不登校生徒を受け入れ

ている実情を踏まえ、スクールカウンセラー配

置などに要する予算額を増額して、一人一人の

状況に応じたきめ細かな支援ができるようにし

ています。 

 三つ目は、保護者の経済的負担の軽減です。 

 一人１台端末の購入費用について、物価高騰

の状況を踏まえ、来年度から従来の低所得世帯

への支援額を引き上げるとともに、新たにその

他の世帯も対象に費用の一部を支援します。ま

た、授業料については、国の全額無償化の対象

とならない年収５９０万円以上９１０万円未満

の世帯などに対し、引き続き県独自の支援を行

います。 

 なお、８年度以降の私立高校授業料無償化制

度については、現在、国において引き続き議論

がされており、その動向を注視していきます。 
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 今後とも、私立学校が加速する少子化や複雑

・多様化する教育課題に対応して、変化の激し

い社会を生き抜く力と意欲を備えた人材の育成

にしっかり取り組めるように支援していきます。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁します。 

嶋議長 山田教育長。 

山田教育長 私からは、特別支援学校における

職業教育についてお答えします。 

 県立さくらの杜高等支援学校は、一般就労１

００％を目標に掲げ、雇用ニーズの高い清掃、

調理、接客等を学ぶ三つのコースを設け、職業

教育に力を入れてきました。各コースには、所

定の教員に加え、各分野に精通した特別非常勤

講師を配置し、より専門的な技術を習得できる

ようにしています。 

 また、１年次から、校内で学んだ知識や技術

をいかした実践的な実習として、校外の施設に

出向いて、ビルの清掃業務や弁当の販売などを

行っています。 

 令和７年３月に卒業する１期生の一般就労の

内定率は９３．５％で、それぞれのコースで習

得した技術をいかせるような企業等に就職する

予定です。 

 その結果、さくらの杜高等支援学校を含む県

内の知的障がいがある子どもが通う特別支援学

校の一般就労率は、前年を１０ポイント以上上

回る３５％程度に向上する見込みです。 

 今後は、さくらの杜高等支援学校で行ってい

る専門強化授業のＷｅｂ配信や合同企業説明会、

ビジネススキル育成セミナーなどの取組を他の

特別支援学校へも拡大し、さくらの杜の成果を

他校にも広げていきたいと考えています。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 答弁ありがとうございます。さきほ

ど知事からの答弁でも触れられましたが、高等

教育については、その無償化について国会での

議論が活発化しています。来年度から１１万８，

８００円の支援金について所得制限が撤廃され

ることとなり、予算の修正が行われたほか、８

年度からの制度拡充に向け、財源も含めた議論

がなされています。 

 無償化等にあたっては、国がしっかりと制度

設計を行い、財源など地方負担への手当てを行

った上で実施すべきと考えます。本県において

も、こうした国の動向を注視しながら、子ども

たちへの多様な教育の機会を確保すべく、私学

振興に取り組んでいただくようお願いします。 

 また、特別支援学校における職業教育につい

ては、今後、障がい者雇用率をアップして、障

がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分

県づくりと、これが実現するための施策の充実

をお願いして、次の質問に移ります。 

 次に、ＢＲＴを活用した地域振興についての

質問です。 

 最近は毎年のように大規模な災害が発生して

おり、その都度、復旧・復興の取組が各地で実

施されてきています。そうした中、過去の災害

やその復旧・復興に向けた取組については、度

重なる災害に上書きされて人々の記憶から薄れ

てしまいがちですが、復旧・復興に向けた取組

を着実に実施するためにも、また、類似の災害

から県民を守るという観点からも、忘れずに議

論を続けていかなければならないと考えます。 

 私の地元日田市においては、平成２９年に発

生した九州北部豪雨が、正にこうした災害に該

当します。あのときのすさまじい被害はもとよ

り、地域住民にとって非常に重要な交通インフ

ラであったＪＲ日田彦山線が、６年以上の間、

不通となったことも決して忘れてはならない記

憶です。 

 そのＪＲ日田彦山線は、一昨年の８月にバス

高速輸送システム、いわゆるＢＲＴで復旧しま

した。ＢＲＴひこぼしラインという愛称で、福

岡県の添田から夜明－日田間約４０キロメート

ルを専用バスが運行しています。 

 私は、このＢＲＴひこぼしラインは、単に地

域住民の交通手段が復活したというだけではな

く、頻発する災害からの復旧の象徴として、さ

らには各地で不況にあえぐローカル線を維持し

ていくためのモデルケースとして、その安定し

た運行はもとより、地域振興にもしっかりとい

かしていくことが大切であると考えており、昨

年度の県議会の一般質問でも、こうした観点か
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らの議論をさせていただいたところです。 

 そうした中、開業から１年近く経過した昨年

８月には利用者数が１０万人を突破し、１日平

均約２９０人の方に利用されているとの発表が

ありました。また、多くの観光客の方に利用さ

れるなど、地域の活性化にも貢献しているとい

うことで、大変喜ばしく感じているところです。 

 一方、取組は継続が重要です。今後、ＢＲＴ

ひこぼしラインが好調を維持した上で、さらに

発展し、ひいては地域の振興へとつながってい

くためにも、県においては、日田市や関係機関

と連携した取組を継続、強化していただきたい

と考えています。 

 こうしたことを踏まえ、ＢＲＴひこぼしライ

ンを活用した地域振興にどのように取り組んで

いくのか、企画振興部長に伺います。 

嶋議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 ＢＲＴを活用した地域振興

についてですが、日田彦山線ＢＲＴは開業以降、

地域の方々の欠かせない交通手段として利用さ

れており、引き続き多くの利用者を持続的に呼

び込むことが重要と認識しています。 

 県においては、沿線地域の活性化を目的とし

た補助制度を設けており、地元が行う地域振興

の取組を継続して支援しており、昨年度は、博

多駅や小倉駅で開催したＢＲＴ開業イベントや、

旧今山駅の公園整備に支援を行ったところです。 

 今年度も、昨年９月に小倉駅で開催した開業

１周年の記念イベントや、沿線地域の四季折々

の表情を撮影したＰＲ動画の作成、また、地域

づくりの人材育成講座などへの支援を行ってい

ます。 

 さらに来年度は、豊かな水源に恵まれた沿線

地域が誇る酒蔵巡りなど、福岡県と連携した誘

客イベントに加え、旧大鶴駅を地域の交流拠点

として活用するための公園整備等への支援を行

うこととしています。 

 今後とも、地元の日田市と連携するとともに、

大肥の郷まちづくり会議など、地域住民の皆さ

んの声をしっかりと受け止めながら、ＢＲＴを

活用した沿線地域の振興を支援していきます。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 ＢＲＴは、滑り出しは大変好調とい

うことですが、さらなる活用という点では、Ｂ

ＲＴと二次交通も重要になってくると考えます。

地元住民、さらに観光客の円滑な移動を確保す

べく、日田市が中心となって取り組む二次交通

対策に県からも後押しをいただくようにお願い

申し上げ、次の質問に移ります。 

 次に、大分県立病院の経営について質問しま

す。 

 安心な県民生活の確保という点で、しっかり

とした医療を受けられる環境を整えていくこと

も県の重要な責務であり、その中核をなしてい

るのが、実に１５０年近い歴史を誇る大分県立

病院です。 

 がん医療や周産期医療、小児医療、循環器医

療、脳血管疾患医療、救急医療、精神医療など、

特に専門性の高い分野において、県民医療の基

幹病院として、県民の安心・安全を医療面で支

えています。 

 このように、重要な役割を担う大分県立病院

は、平成１８年４月の地方公営企業法の全部適

用以降、経営健全化にも取り組んできており、

平成１９年度には単年度収支黒字化、平成２７

年度には累積欠損金の解消、さらに令和３年度

には自治体立優良病院の総務大臣表彰を受ける

など、着実に成果を上げてきました。 

 他方、足下では、新型コロナによる受診控え

が続いたことに加え、官民を通じた賃上げの要

請に伴う賃金の上昇や物価高騰などの外部要因

により、昨年度は６億４千万円の赤字決算とな

りました。賃金や物価の上昇は続いており、今

年度も同様の状況になるのではないかと懸念し

ており、また、来年度の予算案においては、平

成１９年度以来の赤字予算となっている状況で

す。 

 もちろん、これまでの経営改善の取組により

築いてきた経営基盤がありますので、直ちに深

刻な状況になることはないと思っていますが、

やはり県民に安心してもらうためにも、さらな

る経営改善の取組は不可欠であると考えます。 

 そこで、安心・安全で優良な医療を提供する

ため、大分県立病院の安定的な経営にどのよう
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に取り組んでいくのか、病院局長に伺います。 

嶋議長 井上病院局長。 

井上病院局長 昨今の物価高騰や賃金上昇の中、

今年度の診療報酬改定は価格転嫁が十分と言え

ない状況であり、全国的に病院経営を取り巻く

環境は一段と厳しさを増しています。 

 こうした中、当院では、本年度、地域の医療

機関への訪問や健康診断要精密者の積極的な受

入れ等をさらに強化して、医業収益が前年度よ

り約１３億円増加する見込みです。 

 一方、材料費の高騰や人件費の上昇等により、

医業費用は約２１億円増加し、本年度は前年度

以上に赤字幅が増加する見込みです。このため、

これまでの取組に加え、多職種連携による診療

報酬確保、それから、医療機器の保守契約見直

しによる経費の削減など、新たに定めましたア

クションプランを策定しました。赤字幅を縮小

しつつ、令和８年度の収支均衡を目指します。 

 また、同規模の県立中央病院を対象に行いま

した調査では、２２病院中２１病院が赤字とな

る見通しであること等も踏まえ、医療コストに

見合う診療報酬となるよう、関係団体を通じて

国へ要望していきます。 

 県民医療の基幹病院として、医療機能を強化

し、良質な医療を提供し続けられるよう、引き

続き経営基盤の強化に努めていきます。 

 以上です。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 公的病院の役割は単なる医療機関で

はなく、社会的な役割を果たしながら、地域の

健康を支える重要な存在であると思います。い

ろいろ難しい部分もありますが、地域や民間病

院とも連携しながら、医療の質を維持しつつ経

営を改善する取組をよろしくお願いします。 

 最後に、土木建築行政について質問します。 

 まずは、新たな土木建築部長期計画について

です。 

 今議会には、今後１０年を見据えた土木建築

部の長期計画おおいた土木未来（ときめき）プ

ラン２０２４が上程されています。選ばれるお

おいた、共生社会おおいたを支える土木・建築

分野でも、社会情勢の変化や時代の潮流により、

インフラ整備の方向性や建設産業を取り巻く環

境は刻々と変化しています。 

 さらに、近年は気候変動に伴い、洪水や土砂

災害などの自然災害が頻発・激甚化しており、

県内各地で多くの被害が発生しています。 

 また、産業を取り巻く環境も大きく変化して

います。九州ではＴＳＭＣをはじめとした半導

体関連企業が集積しており、サプライチェーン

の強化のためにも、中九州横断道路や中津日田

道路など、広域道路ネットワークを形成する高

規格道路の早急な整備が望まれます。 

 そして、最も大きな問題は人口減少、少子高

齢化です。県では、同じく今回の議会に上程さ

れている第３期まち・ひと・しごと創生大分県

総合戦略などに基づき、各種施策に取り組んで

いますが、人口減少に歯止めはかかっておらず、

人口減少社会に適応する視点も必要です。これ

は土木・建築分野でも同様であり、深刻化する

人手不足が喫緊の課題となっています。そのた

め、担い手の確保に加え、限られた人材の中で

持続可能な建設産業を構築するため、ＤＸによ

る効率的な生産性向上、高度な専門性や能力を

有する人材の確保などが求められています。 

 私は、これらの課題に対し、県長期総合計画

を補完する土木建築部長期計画でもしっかりと

取り組んでいく必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、新たな土木建築部長

期計画おおいた土木未来プラン２０２４につい

てどのように推進していくのか、土木建築部長

に伺います。 

 続けて、建設産業の発展に向けた発注者とし

ての取組について質問します。 

 建設産業は、私たちの日常生活に必要不可欠

な住宅、学校、商業施設などの建築物から、道

路、港、ダム、上下水道などの社会インフラま

で、あらゆる建造物の設計、施工、維持を担う、

社会や経済の基盤を支える極めて重要な産業で

す。これらは県民の安全で快適な生活を支える

だけでなく、物流、観光、産業など様々な経済

活動の基盤を形成しています。加えて、老朽化

したインフラの更新や耐震・防災対策、災害発

生時の迅速な復旧工事といった面でも、県民の
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安心・安全の確保に貢献しています。 

 他方、他産業以上に深刻化する人手不足など、

建設産業を取り巻く環境は楽観視できるもので

はありません。こうしたことから、これまでも

我が会派では業界の声を聴きながら、公共工事

の入札制度や改正担い手３法に対する県の取組、

建設産業の担い手確保など、建設産業を取り巻

く諸問題に関して、県議会の質問で取り上げて

きました。 

 こうした中、先般、建設産業に関する専門誌

の「帰ってきた発注者ランキング」という特集

記事において、大分県が第１位にランキングさ

れているのを拝見しました。このランキングは、

公共事業の受注者である建設会社や建設コンサ

ルタントにアンケート回答してもらい、進捗管

理などのマネジメント力、検査・成績評定など

の技術力、発注・契約方式などの発注事務力の

三つの観点から、発注者である国の機関や都道

府県等を総合的に評価したというものです。国

の機関などを抑えて１位になったことは大変喜

ばしく、建設産業の発展に向けた土木建築部な

どにおけるこれまでの取組の成果であると考え

ています。 

 今後も人口減少が進む中、建設産業が将来に

わたり存続し、また、発展していくためには、

こうした成果もいかしながら、発注者としてさ

らなる取組を進めていく必要があると思います。 

 そこで、建設産業の発展に向け、発注者とし

てどのような取組を進めていくのか、土木建築

部長に伺います。 

嶋議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 まず、新たな土木建築部

長期計画についてです。 

 気候変動に伴う災害の頻発・激甚化や急速な

人口減少など、近年の社会情勢の変化を踏まえ、

新たな部の長期計画となるおおいた土木未来プ

ラン２０２４を議案として提出しています。 

 このプランの策定に際しては、パブリックコ

メントはもとより、学識者を含む外部委員会に

も御意見を伺い、社会インフラを取り巻く諸課

題に対処できるよう、様々な施策を盛り込んだ

ところです。 

 まず、強靱な県土づくりに向け、天ヶ瀬温泉

を流れる玖珠川の河川改修をはじめ、流域のあ

らゆる関係者が協働して対策を進める流域治水

や土砂災害対策などに取り組みます。 

 次に、快適に暮らせる地域づくりとして、庄

の原佐野線などの都市部における渋滞対策、子

育て世帯向け住戸整備や、高齢者、３世代同居

世帯などへのリフォーム支援を行います。 

 また、企業立地や産業集積、観光誘客など、

人や物の流れを活性化する広域交通ネットワー

クの充実として、中津日田道路や大分港などの

整備を進めます。加えて、新たな施策として、

インフラＤＸや建設産業の人づくりも推進して

いきます。 

 今後も、土木建築部職員が一丸となって本プ

ランを着実に進め、１０年後のさらにその先を

見据えた県土づくりに取り組んでいきます。 

 続いて、建設産業の発展に向けた発注者とし

ての取組についてです。 

 県では、建設産業の担い手確保、育成などを

目的とする、いわゆる担い手３法に基づき、こ

れまで入札制度の改正や工事書類の簡素化など

に取り組み、受注者から一定の評価をいただい

たところです。 

 しかしながら、少子高齢化が進展する中、担

い手不足は深刻な状況にあり、これまで以上に

生産性向上や就労環境の改善、建設産業の魅力

発信を進めていく必要があります。 

 まず、生産性向上の取組では、工事現場の効

率化に資するＩＣＴ機器の導入支援を継続する

とともに、研修やセミナーなどを通じてＤＸ人

材を育成していきます。 

 また、就労環境の改善では、適正な工期の設

定や週休２日工事を促進するほか、快適に使用

できる仮設トイレの設置など、働きやすい環境

づくりにも取り組んでいきます。 

 さらに、大分駅前での土木建築フェスタをは

じめ、県内各地で建設現場における先端技術を

体験できるイベントを開催し、建設産業の魅力

を子どもやその保護者に伝え、将来の担い手確

保に努めていきます。 

 今後も関係団体と連携し、こうした取組を継
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続しながら、建設産業の持続的発展を支援して

いきます。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 このおおいた土木未来プランという

名前のとおり、土木分野の未来につながるよう

に着実に進めていただきたいと思います。 

 また、発注者としてのランキング第１位とい

うこと、これは大変すばらしいことですが、業

界関係者からは発注時期の平準化等要望も出て

いますので、さらなる取組の充実により、建設

業や地域社会の発展につなげていただきたいと

思います。 

 その一方で、過去の災害からの復旧に向けた

取組も忘れてはなりません。日田市民にとって

非常に重要な道路である国道３８６号の三郎丸

橋は、昨年の７月に傾倒し、周辺住民は大変不

便な状況を強いられています。日田土木事務所

をはじめ土木建築部の皆さんには、国や市との

連携や迅速な復旧事業の推進など継続して御尽

力いただき、大変感謝申し上げる次第ですが、

やはり日田市民としては一日も早い復旧を待ち

望むところです。 

 また、この国道３８６号では、一昨日、日田

市夜明で道路脇の法面が幅５メートルにわたっ

て崩落し、夜明大橋北交差点から福岡県杷木町

方面にかけて通行止めとなっています。この場

所は１月にも崩落して、復旧工事を進めようと

した矢先にこの状態になっています。この事案

一つとっても、社会インフラの老朽化対策に万

全を期すことが重要であると感じたところです。 

 そこで、国道３８６号の三郎丸橋の復旧及び

改良復旧の取組についての現状と今後の見通し

について、土木建築部長に再質問します。 

 あわせて、一昨日の道路法面崩落からの復旧

の見通しについてもお示しください。 

嶋議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 まず、国道３８６号の三

郎丸橋の復旧についてです。 

 再度災害を防ぐ観点から、川幅を拡げて、橋

の長さを７１．４メートルから８８．９メート

ルに延ばすなどの改良普及事業を国に申請し、

今年１月に採択されたところです。御案内のと

おり、対岸への利便性を確保するために、仮設

の歩道橋を現道の約１００メートル上流に架設

して、先月２１日から供用を開始したところで

す。 

 現在、新たな橋梁の詳細設計を進めており、

今月中には、橋梁の施工を始めると通行止とな

る市道の迂回路工事を発注予定です。来年早々

には全ての工事を発注し、令和８年度内の完成

を目指していきます。 

 それから、同じく国道３８６号の法面の崩壊

の件です。 

 日田市夜明のところですが、今年の１月に早

々にモルタル吹き付け部の法面が一部崩壊しま

した。議員御指摘のとおり、一昨日、その崩壊

部の周辺がさらに崩れたことから、現在通行止

めとなっており、関係の皆様、地元の皆様には

大変御迷惑をおかけしているところです。明日

にも法面上部にある不安定な土砂の撤去と仮設

防護柵の設置に向け、作業に取りかかりたいと

考えます。早期の通行止め解除を目指し、スピ

ード感を持って取り組んでいきます。 

嶋議長 井上明夫議員。 

井上議員 いろいろと取り組んでいただいてい

るところですが、三郎丸橋の復旧は令和８年度

中ということで、実質、令和９年３月までとい

うことであると思いますが、影響は長期にわた

っています。その上、三郎丸橋と夜明大橋北交

差点付近の法面の間、これは日田市友田から福

岡県境までの間の国道３８６号線沿線の飲食店

などは、昨年７月の発災から経営的な打撃を受

けていますが、さらに追い打ちをかけられた形

になっています。三郎丸橋の復旧とあわせて、

この法面の早期の復旧をお願いしたいと存じま

す。 

 また、これらの店舗は災害による物理的な被

害は受けていませんが、二次的な被害といえる

経営的な被害を受けていますので、こちらの支

援策も是非検討いただきたいと思います。 

 かつて、コンクリートから人へというキャッ

チフレーズを掲げた政権がありましたが、正に

人のためのコンクリートですので、土木建築行

政のさらなる充実を願い、私の質問を終わりま
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す。大変ありがとうございました。 

（拍手） 

嶋議長 以上で井上明夫議員の質問及び答弁は

終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４３分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

井上副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。吉村哲彦議員。 

  〔吉村（哲）議員登壇〕（拍手） 

吉村（哲）議員 皆様こんにちは。３７番、公

明党、吉村哲彦です。この３月は新たなスター

トの季節です。一歩踏み出す皆さんに心からお

祝い、御礼を申し上げるとともに、次なるチャ

レンジでも全力で力を出し切れるよう心から応

援しています。また、皆さんが大分でよかった、

大分に帰ってきたい、こう思えるようしっかり

と県政の課題に取り組んでいきます。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 初めに、誰もが安心して暮らせる社会づくり

について、まず最初に、介護現場の働き方改革

について伺います。 

 時代は今、大きな転換点にあります。特に我

が国において、これから進展する人口減少は著

しい高齢化を伴うという我々人類が経験したこ

とのない傾向を有していると考えられます。２

０２５年問題という言葉が使われるようになっ

て久しいところですが、今年はついに我が国に

おいて最も人口が多い団塊の世代が全て７５歳

以上に達するその年となってしまいました。 

 戦後、我が国の経済や社会は、団塊の世代の

皆さんによる惜しみない努力とその人口の多さ

によって急激な成長と発展を遂げてきました。

これからは、この流れが反転し、団塊の世代を

含め、多くの高齢者を少ない若者で支えるとい

う時代が到来します。 

 こうした状況下では、あらゆる産業等で構造

転換が求められますが、最も直接的に影響を受

け、かつ緊急の対応が必要な分野の一つが介護

の分野です。団塊の世代が後期高齢者になるこ

とに伴い、今後も要介護者は増加の一途をたど

ります。その一方で、限られた若者は、他の産

業との人材獲得競争にもなり、介護人材の不足

はますます深刻になると予想されます。こうし

た中で、介護人材を確保し、高齢者が安心して

暮らせる本県を実現していくためには、働きや

すい介護現場づくりと職場改善による人材確保

を推進することが不可欠です。 

 本県ではこれまで、介護ロボットの導入やふ

くふく認証制度等による職場改善の支援に取り

組んでいますが、今後の状況を踏まえると、よ

り一層の対策の強化が強く求められるところで

す。こうした中、本県の来年度当初予算案では、

介護現場の働き方改革に向けた支援の強化策が

複数盛り込まれていると伺っており、その早急

な着手と成果の発現に大いに期待しているとこ

ろです。 

 そこで、介護現場の働き方改革にどのように

取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 以下、対面席から行います。 

  〔吉村（哲）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

井上副議長 ただいまの吉村哲彦議員の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 吉村哲彦議員の介護現場の働き方改

革についての御質問にお答えします。 

 本県の高齢化は、全国平均よりも１０年先行

しており、介護人材も令和８年には１，３００

人不足すると見込まれる中、介護職員にとって

働きやすく、魅力ある職場づくりが急務です。 

 そこで、まずは介護現場のＤＸを進めていき

ます。 

 近年は、導入意欲の高い事業者の要望の全て

に対応できる予算を措置して整備を加速してお

り、既に県内１９６の介護施設の８５％でＤＸ

が進み、来年度末までの全施設導入を目指して

います。 

 私が昨年の夏、県政ふれあい対話で訪問した

施設では、見守りシステムを導入して夜間の定

期巡回をなくしたり、音声入力を活用して記録

作業での残業をゼロにするといった全国的に先

駆的な取組に触れることができました。このほ
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か、複数の経営者から施設の業務改善効果を実

感しているという声も伺っています。 

 さらに新年度は、施設側の要望を踏まえて、

介護ロボットとＩＣＴ機器の一体導入など、職

員の負担軽減効果が高い取組を進める事業者へ

の助成を拡充し、さらなる効率化を後押ししま

す。 

 次に、認証制度の活用です。 

 処遇改善や抱え上げない介護、いわゆるノー

リフティングケアによる負担軽減などを評価す

るふくふく認証は、現在２１法人が取得してい

ます。認証法人の昨年度の平均離職率は５．９

％と県平均を大きく下回っており、職員の定着

が進んでいると考えています。 

 新年度は、より高い基準による上位認証とし

てふくふくプレミアムを創設して、業界全体の

働き方改革を牽引する施設の認証取得を支援し

ていきます。 

 また、１１月１１日の介護の日には、新たに

大分市中心部で大型イベントを開催して、改善

が進む本県の介護現場の魅力を広く発信する機

会とすることで、新しい介護人材の確保にもつ

なげます。 

 加えて、県外からの移住希望者や昨年１０月

に連携協定を締結したインドネシアなど海外か

らの介護人材の獲得に向けても、あらゆる媒体

を活用して情報発信をさらに強化して、多様な

人材確保に力を入れていきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 知事ありがとうございました。

ふくふくプレミアム、期待したいと思います。

是非ともこれからの大分のためにも、今お伝え

いただいた取組をしっかり進めていただければ

と思っています。 

 ちなみに介護ロボット等の導入については、

これまで私もいくつか触れてきましたが、導入

後のメンテナンス費用、ランニングコスト等の

不安からなかなか導入に踏み切れないという事

業者の声も多数伺っています。県として、この

ようなメンテナンス費用等についての考えがあ

るのか、これは福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 実は今年度の介護報酬改定

がありましたが、その中で介護現場のＤＸの導

入を支援、評価する加算制度が創設されており、

これはＤＸを導入した後の、今、議員おっしゃ

られるような維持費などの関連コストをそうし

たもので見ていこうという加算だと聞いていま

す。見守り機器であるとか、ロボットとか、Ｉ

ＣＴといったものを複数整備していけばいい加

算が取れるということで、加算が月１００単位

とかいう形で、単位で言われても分からないん

ですが、おおむね定員が８０人の特養でいうと

年間で約１００万円の加算が取れるということ

で、今までの加算よりもはるかにいいという加

算制度ができました。 

 そこで、県としてこの加算を施設の方にうま

く使っていただきたいなということで、さきほ

ど知事から答弁したように、新年度予算で複数

機器をパッケージで一体導入する際の助成を手

厚くしたいと考えており、こうしたことで各事

業所のいい加算を取れるように促していこうと

いう趣旨です。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 介護現場は、人材の確保とともにそういった

省力化という部分でも、また、さきほど答弁い

ただいた内容をしっかり事業者にも周知しなが

ら進めていただければと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 障がい者の地域における暮らしの場の確保に

ついてです。 

 先日、障がいのあるお子さんを育てる４、５

名のお母さん方が中心となって、グループホー

ムを立ち上げたいとの相談をいただきました。

本件については、担当職員の皆様にも丁寧に対

応いただき、大変感謝しています。 

 この御相談の背景には、県内に入居可能なグ

ループホームが少なく、相談に来られた御家庭

のお子さんの中には県外のグループホームに入

居されている方もおり、時間やお金などを含め、

非常に大きな負担を強いられているということ

がありました。 

 国としても、障がいのある方の生活の場、社
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会参画の場としてグループホームの充実に取り

組んでいますが、その数は依然十分とは言えず、

また、ノウハウのない事業者の参画による質の

低下も危惧されています。県としても利用され

る皆さんの不利益となることがないよう、寄り

添った支援、また、指導、アドバイス等を引き

続きお願いします。 

 さて、グループホームを設立するにあたって

は、当面の運営に係る費用を含めた金銭的な課

題とともに、建物、施設をどうするかという問

題があります。社会福祉施設等施設整備費補助

金などの金銭的な支援もありますが、施設を準

備するにはやはりこれだけでは十分ではない場

合も多く、金銭的理由で断念されるケースも多

いと伺っています。 

 平成８年には公営住宅法が改正され、公営住

宅のグループホームとしての活用について法律

に位置付けられています。これ以降、対象とな

る社会福祉事業も追加されており、県内でも宇

佐市の県営住宅、また、中津市の市営住宅がグ

ループホームとして活用されている事例があり

ます。県内の空いている公営住宅について、福

祉保健部と土木建築部が連携し、グループホー

ムなどの居住支援にさらに活用できないかと考

えています。当然、福祉施策と住宅施策のバラ

ンスにもしっかり配慮しなければなりませんが、

冒頭言ったように、入居を希望する方が入居し

づらい、また、大きな負担を強いられるという

現状を解消していく必要があるのではないかと

考えます。そのためには、県としてグループホ

ームにおける需要と供給のバランスをしっかり

把握し、今後の必要数の見通し等を立てておく

ことも大切であると考えます。 

 また、グループホームへの支援に加え、一人

暮らしのサポートなど障がいのある方が安心し

て地域で生活できる場を確保するための支援に

引き続き取り組んでいただきたいと思っていま

す。 

 そこで、県内におけるグループホームの需給

バランスの現状や公営住宅を活用した設立への

支援を含め、障がい者の地域における暮らしの

場の確保にどのように取り組んでいくのか、福

祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本県の昨年３月時点の障が

い者グループホームの利用者は２，４２０人で

あり、人口当たりの利用者数でいうと全国で５

位であり、多くの障がい者の暮らしの場となっ

ています。 

 各市町村の推計から、令和８年度の利用者は

おおむね２，６００人と見込んでいますが、現

在、２，６５０人分のグループホームが既に整

備されているところです。 

 一方で、昨年末に県が実施した調査では、回

答いただいた事業所の約４割で満床だという回

答をいただいており、一部地域では供給が次第

に逼迫しつつあるという状況もうかがえます。 

 こうした事情も勘案して、安心・元気・未来

創造ビジョン２０２４においては、こうした市

町村推計に１００人ほど上乗せして、約２，７

００人分の供給量を令和８年度までに確保する

こととしています。 

 あわせて、今後需要の伸びが見込まれる重度

の障がい者を受入可能な事業所の優先整備、あ

るいは逆に比較的軽度な方の一人暮らしへの移

行支援などに配慮した暮らしの場の確保にも努

めることとしています。 

 また、公営住宅の活用については、土木建築

部と連携し、今後、要望に応じて個別に対応を

検討していきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 １点、再質問しますが、鳥取県では公営住宅

の所管部局が公営住宅を活用した障がい者グル

ープホーム事業に係る実施要領を策定し、ホー

ムページ上で見れるようになっています。事業

者による手続や庁内での連携体制など、率先し

て利用促進に向けたスキームをつくり、強力に

推進しているところもあります。 

 こうした他県の例を鑑みると、本県において

公営住宅を活用したグループホームを推進する

には、公営住宅を所管する土木建築部が主体的

に取り組んでいく必要もあるかと思いますが、

土木建築部長、考えがあれば是非伺います。 
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井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 現在、公営住宅をグルー

プホームとして活用したいという御要望がある

場合に、福祉保健部と土木建築部が情報共有す

るという体制は整っています。しかしながら、

議員御説明の鳥取県をはじめ、他県の取組も参

考にしたいと思っています。 

 いずれにしても、障がい者の自立した生活を

営む場の提供については大変重要ですので、今

後も福祉保健部としっかり連携して、個別の御

要望に丁寧に対応していきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 こういった要領をつくってホームページに載

せるというのも、また県民の皆さんへの周知の

一つになるかなと思いますし、当然グループホ

ームにおける人材確保というのも非常に重要で

すので、あわせて取組を進めていただければと

思っています。 

 それでは次に、特殊詐欺及び闇バイト対策に

ついて伺います。 

 現在、全国で様々な詐欺や闇バイトによる被

害が続いています。私は、これほどまでにテレ

ビで取り上げられ、多くの方の目に留まってい

るにもかかわらず被害が続いているのは、手口

が巧妙化されるとともに、自分は大丈夫といっ

た正常性バイアスが働いてしまうことが大きな

原因ではないかと考えています。 

 特殊詐欺については、高齢者等を中心に被害

が広がっていますが、自分は大丈夫と思ってい

る人ほど被害に遭いやすいと言われます。従前

のオレオレ詐欺だけではなく、複数人が連携し

て公的機関の名を騙り、巧妙に人を陥れていく

大変悪質なケースも目立つようになっており、

一層の注意が必要です。 

 また、闇バイトについては、その募集にあた

り高収入をうたいつつ、通常の求人とも受け取

れるような文言で巧みに勧誘し、個人情報を提

供させて抜け出せなくする手口が散見されてお

り、デジタルネイティブ世代の若者といえども

注意が必要な状況です。 

 本県では、被害を防ぐために広報活動や録音

機能付電話機購入の助成など詐欺防止対策を行

っているものの、年々、特殊詐欺やＳＮＳ型詐

欺の被害が増加し、報道される被害額や内容に

多くの方が驚きや恐怖を感じています。 

 また、闇バイトは若者が加害者となるだけで

なく、特殊詐欺の構成員の拡大にもつながるな

ど、特殊詐欺と闇バイトは密接に関連した事象

であると考えます。 

 そこで、県内における現状を含め、特殊作業

及び闇バイト対策にどのように取り組んでいく

のか、警察本部長に伺います。 

井上副議長 幡野警察本部長。 

幡野警察本部長 特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・

ロマンス詐欺に関しては、県内における昨年の

被害額が合わせて２３億円に上るなど、大きな

被害が発生しています。また、全国的に、いわ

ゆる闇バイトで集められた者たちが特殊詐欺や

強盗などの事件の実行犯となっている状況も認

められるところです。 

 こうした状況に対し、県警察では、捜査活動

はもとより、様々な機会や媒体を活用して、具

体的な犯行の手口であったり、また、注意すべ

き事項等についての広報啓発にも力を入れて取

り組んでいるところです。さらに金融機関等と

連携し、被害の発生を未然に防ぐ活動について

も推進しています。 

 御指摘のあった闇バイトに関しても、主に若

い世代を対象にして、その実態であったり、ま

た、危険性について、本年度から実施している

動画コンテスト等も活用しながら注意喚起を図

るなど、犯罪に加担させない取組についても行

っています。 

 加えて、既に闇バイトに応募してしまった者

に対しては、警察への相談を呼びかけるととも

に、仮に危害を加えるなどと脅迫されている場

合には、保護対策などにより対応しているとこ

ろです。 

 県警察としては、引き続き各種の対策を強力

に推進していきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 全国を見ると、防犯カメラ、大分は団体に対
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して助成していますが、個人宅の設置に助成し

ているところも少しずつ出てきています。様々

な事例を参考にしながら、取組の強化を進めて

いただきたいと思います。 

 最近は、投資・ロマンス詐欺も非常に大きな

被害額です。また、別の詐欺ですが、愛知県の

少年がミャンマーまで連れていかれて巻き込ま

れる事件にも大変衝撃を受けたところです。こ

ういった詐欺に県民は大変恐怖を感じていると

ころですので、県警の最重要課題と位置付けて

対策の強化を是非進めていただければと思いま

す。 

 県警本部長、本部長自身の決意があれば、是

非一言伺いたいと思います。 

井上副議長 幡野警察本部長。 

幡野警察本部長 今、議員から御指摘があった

とおり、特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐

欺、また、闇バイトに対して有効な対策を講じ

ていくことについては、県警察の最重要課題の

一つであると認識しています。県民の皆様の安

全・安心を確保するため、これからも関係機関

等とも十分に連携の上で検挙と被害防止の両面

から必要な対策をしっかりと取り組んでいきま

す。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。是非

よろしくお願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 県産加工食品の海外展開の促進についてです。 

 さきほども言いましたが、人口の減少は国内

需要の減退に直結するため、各産業が生き残っ

ていくためには、構造的な改革を図っていくこ

とが不可欠であると言われています。 

 本県ツーリズム戦略のキャッチフレーズを見

ても明らかなように、温泉に加えて味力、これ

は味の力ですが、すなわち食も本県の大きな強

みです。この食も変革の必要性に迫られている

分野の一つです。国内の需要が減退する以上、

収益を維持、向上させていくためには、国外に

目を向ける必要があります。本県の事業者も懸

命な取組を行っており、県内の加工食品の輸出

額はここ１０年で倍増しているとも聞いていま

す。 

 また、情報通信技術の急速な発展やコロナ禍

による生活様式の変容などに伴い、世界のＥＣ

市場は急速に拡大しており、２０１９年は約５

００兆円であったものが今年は１千兆円を超え、

６年前の約２倍にもなると言われています。 

 こうした追い風を県内の加工食品の販路拡大

に着実につなげていかなければなりません。折

しも今年は大阪・関西万博が開催されます。知

事は、就任前から万博を契機とした本県の活性

化に高い意欲を示してこられており、是非とも

本県の食についても、世界に魅力を発信し、ま

た、販路の拡大につなげていただきたいと考え

ます。例えば、臼杵市はユネスコ食文化創造都

市に登録されているなど、その醸造文化などは

世界にも十分通用する可能性があると思うし、

私のふるさと日田にも梨や焼きそばなど多くの

魅力があります。そのようなブランドの魅力に

ついて万博を機に訪日した外国の方々へ伝え、

さらには帰国後も継続して買ってもらう仕組み

づくりが今こそ重要ではないでしょうか。 

 そこで、県産加工食品の海外展開の促進にど

のように取り組んでいくのか、知事に伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 県産加工食品の海外展開の促進につ

いてですが、人口減少に伴い国内市場が縮小す

る一方で、海外市場は今後さらなる拡大が見込

まれています。こうした世界の需要を積極的に

取り込んで、本県の加工食品の販路拡大につな

げていくことが重要だと考えています。 

 そのため、安心・元気・未来創造ビジョン２

０２４において、県産加工食品の輸出額を令和

５年度の１０．１億円から令和１５年度には１

６．５億円まで拡大する目標を定め、県内事業

者の海外展開への挑戦を後押ししていきます。 

 昨年８月には、私も台湾で日本酒や梅酒など

の売り込みを行いました。その後、複数の商品

で新たな取引が始まったと聞いており、県産品

に対する強いニーズを感じているところです。 

 また、昨年９月には、県内事業者の情報収集

から販路開拓まで切れ目のない支援を連携して

行うために、ジェトロ大分や中小企業基盤整備
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機構、大分県貿易協会等と共にＯｉｔａ食輸出

コンソーシアムを立ち上げました。まずは各機

関の支援策を一元的、体系的に整理して発信し

たところ、支援策についての理解が進んで、新

たな事業者からの問合せや利用増につながって

きています。 

 この動きと連動して、おおいた食品産業企業

会に新たに輸出部会を設置いただきました。同

部会や大分県酒造組合との意見交換等を通じて、

コンソーシアムの関係機関が一丸となって事業

者のニーズにきめ細やかに応え得る施策の企画、

実行等に取り組んでいきます。 

 来月から始まる大阪・関西万博を県産品の販

路拡大の絶好の機会と捉えて、県産品の認知度

向上と購入機会の創出を図っていくことも重要

です。そのため、万博会場や大阪市内の関連イ

ベントでＰＲブースを設けて、試食や試飲、販

売を通じて県産品の魅力を知ってもらう仕かけ

を計画しています。さらに、県の公式オンライ

ンショップと連動した海外からでも購入可能な

ＥＣサイトを構築して、そのサイトに誘導する

二次元コード付きの販促ツールを各会場でも配

布することで、帰国後の継続した購入にもつな

げていきます。 

 引き続き関係機関の施策を総動員して、県産

加工食品の海外展開を後押ししていきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 海外の方が帰国した際に大分

の県産品を購入できる仕組み、越境ＥＣサイト、

非常に重要であると思うし、取組には大変期待

しているところです。全国を見て、越境ＥＣサ

イトの成功事例は少ないと聞いていますので、

是非ともしっかり取り組んでいただいて、大分

モデルとも言われるような成功を収めていただ

きたいと思います。 

 また、さきほど答弁いただいたＯｉｔａ食輸

出コンソーシアムにおいても、大分の食を海外

に広める民間事業者を支援するというのは非常

に重要であると思います。民間のノウハウや勢

いをいかしていけるように、個別かつその規模

に応じた支援を是非とも充実させていただきた

いなと思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

 それでは次に、子どもや子育て世帯への支援

について伺います。 

 初めに、子ども食堂についてです。 

 私はこれまで、子どもの居場所として、また、

地域の方の集いの場として、子ども食堂に対す

る支援や朝食の提供などについて提案してきま

した。 

 現在、県内では約１５０の子ども食堂が開設

されています。地域の任意団体などボランティ

アによる活動が中心であるため、必要な食材や

運営費の調達に苦労する子ども食堂が多い中、

県職員の皆様の熱意により、県としてクラウド

ファンディングを活用した支援に取り組んでい

ただいていることは大変ありがたいと感謝して

います。そのほかにも、新規開設や機能強化の

ための補助、また、フードバンクおおいたとの

連携など、今後さらに支援を強化していただき

たいと思っています。また、県内の農家等のお

力も借り、商品として出荷できない農作物を子

ども食堂で活用するといった地産地消による支

え合いの仕組みづくりができないかとも考えて

います。 

 冒頭でお伝えした県内で１５０という子ども

食堂の数は、おおいたこども食堂ネットワーク

に加盟している子ども食堂の数ですが、実は県

内の中学校数よりも多くなっており、そうした

ことからも、子ども食堂は既に地域に必要なイ

ンフラとも言える存在ではないかと考えます。 

 しかしながら、小学生にとって自分の小学校

区を出ることは非常にハードルが高いと考えら

れるので、こうした現状に満足せず、やはり各

小学校区に一つは子ども食堂がある、このよう

な環境をつくっていくことが今後の子どもたち

の安心・安全を守るために必要であると考えま

す。 

 また、子ども食堂は、これまで貧困で苦しむ

子どもたちが利用する場所というイメージが強

かった感がありますが、現在では年齢や性別問

わず、あらゆる方の地域での居場所という認識

も広まりつつあると感じています。この流れを

さらに加速させ、より一層多様な方が利用しや
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すい環境をつくるためには、行政の支援による

さらなる信用力の向上も不可欠ではないでしょ

うか。 

 そこで、県内農産物の活用に向けた取組も含

め、子ども食堂への支援にどのように取り組ん

でいくのか、福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県では、子ども食堂の立ち

上げや機能強化に加え、年末には、できればク

リスマス前にということでクラウドファンディ

ングを通じた支援のほか、昨今の物価高騰の折

には補正予算を活用した支援も行っています。 

 また、食材については、更新時期を迎える県

の災害備蓄物資を配布していますし、県社協の

フードバンクを通じた無償譲渡に加え、最近で

は九州農政局の御協力もいただきながら、いわ

ゆる備蓄米の提供も適宜受けているところです。 

 一方で、肉や魚や野菜といったような生鮮食

品については、仕入先や保管方法などの面から

適宜提供できる仕組みが確立されていません。

そこで、県では、子ども食堂の設立時に近隣の

農家や漁業者、あるいは商店街の皆さん方の協

力をできるだけ募るように助言を行いながら、

いわゆる生鮮品の確保を支援しています。 

 その結果、幸い安定的に食材を確保できる子

ども食堂も増えつつあるので、質問にもあった

ように子ども食堂のネットワークを通じて、こ

うした好事例の横展開を図り、地域単位の支援

の輪を広げていきます。 

 また、昨今では、食材の支援に加え、運営面

にも地域のお年寄り、高齢者や学生などが参画

して協力の輪が広がってきているので、より多

くの方が集える地域の居場所となるよう子ども

食堂の自主的な活動を応援していきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 １点再質問ですが、今後、子ども食堂におい

ても高齢化による事業継承──事業継承と言っ

ていいのかちょっと分かりませんが、そういっ

た課題も出てくると考えています。なかなか難

しい課題ではあると思いますが、県として何か

考えがあるのか、福祉保健部長、もう一度伺い

ます。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 子ども食堂は御存じのとお

り、例えば、社会福祉法人であるとか、地域の

有志の方、ボランティアといったような方が自

主的に運営しているということで、特に社会福

祉施設とか病院、医療機関などと違い、開設ま

でに許認可などは一切必要ではないということ

で、地域で有志の方が工夫を凝らしながら、正

にボランタリーな運営をしているというのが一

番の良さなのかなと思います。 

 今、事業承継と言うのがいいのかどうか分か

りませんが、子ども食堂の活動を何年かして、

さあ、どうしていこうかという局面に立ったと

きに、やっぱり地域の関係者の方が一番その地

域を御存じだろうと思うので、さあ、これから

どうするか、誰がそれを担っていくか、支えて

いくかということは是非主体的に考えていただ

いて、続けられれば続けると、厳しければちょ

っと考えようということも、ここはやむを得な

いかなと思います。そこに余り行政として公的

支援を行うというのは、ちょっとなじまないの

かなと私自身は思っています。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 さきほど答弁いただいたように、どうしよう

かな、続けようかな、もう終わりにしようかな

というときに県の緩やかなネットワークがある

ことが続けるきっかけにもなってくるかと思う

ので、是非ともそういった部分でも御支援いた

だければと思っています。 

 それでは、次に移ります。 

 男性が子育てに参加しやすい環境づくりにつ

いてです。 

 近年、父親の子育てが子育て参加がスタンダ

ードとなってきています。イクメンという言葉

が定着し、法改正も進んだことで、２０２３年

度の男性の育休取得率が過去最高の３０．１％

となるなど、父親の育休取得率が大きく伸びつ

つあります。一方で、企業の規模別に状況を見

てみると、５００人以上では３４．２％に対し

て５人から３０人未満の企業では２６．２％に



第１回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 109 - 

とどまっており、企業規模が小さい事業所では

取得率が低い傾向にあるようです。 

 育休の取得期間を見ると、女性は９割以上が

６か月以上の期間となっている一方、男性はお

よそ４割が２週間未満にとどまっている現状も

あり、課題も浮き彫りとなりつつあります。 

 本県は、県内企業の９９．９％が中小企業で

あり、そのうち約８６％が従業員２０名以下の

小規模事業者であることから、小規模事業者が

育休を取りやすい環境整備をさらに進めていた

だきたいと考えます。 

 さて、私はこれまで男性の育児参画が一層進

むことを念頭に、父親への支援の重要性を訴え

てきました。父親が子育てに参加するメリット

は多く挙げられますが、近年の研究では、母親

同様に産前産後には男性もメンタル不調に陥る

リスクが高いとの発表もなされており、父子家

庭においては、さらにリスクが高まるようです。 

 父親の心身の健康を守ることで母親の身体的、

精神的な負担を軽減し、産後鬱などのリスクを

減らすことにもつながりますし、育児を通して

父親は新たな発見や喜び、そして、成長の機会

を得ることができるのではないかと考えていま

す。 

 イギリスでは父親が産前教室に参加する際の

休暇を保障する、また、フランスでは親手帳を

配布し、子育てにおける父親支援を進めていま

す。スウェーデンでは、父親と母親の両方の個

別面談を国のプログラムに含め、父親とはお子

さんが生まれて３か月から５か月で個別面談を

実施しているようです。 

 こうした海外の取組は一例ですが、まずは職

場や地域などにおいて、男性が育児に参加しや

すい環境を整えていくことが重要だと考えます。

様々な支援の在り方等をさらに研究していただ

き、子育て満足度日本一を目指すためにもより

充実した子育て支援を行っていただきたいと思

います。 

 そこで、男性が子育てに参加しやすい環境づ

くりにどのように取り組んでいくのか、福祉保

健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 九州地域戦略会議が今年公

表した調査結果では、本県の未就学児を持つ夫

の家事・育児時間は１日当たり２時間４３分で、

これは九州で２番目に長いということですが、

それでも妻の３分の１程度であり、共働きや共

育ての実現には一層の取組が必要となります。 

 そのため、新年度から男性の育児休業取得促

進助成金の対象となる子どもの年齢を１歳から

２歳に達するまでに引き上げるなど支援を拡充

し、パパの育児参加のさらなる促進を図ります。 

 また、県の子育て支援ポータルサイト、子育

てのタネというのがありますが、ここにパパ向

けのページを新たに設け、誰もが取り組みやす

い子育ての工夫などをＳＮＳの広告等も活用し

ながら重点的に情報発信していきます。 

 加えて、この秋には昨年協定を結んだサンリ

オと連携し、子育てイベントを日出町のハーモ

ニーランドで開催予定であり、県内のイクボス

宣言企業や子育てサポート企業など約９００社

にも広く協力を呼びかけ、官民一体となって子

育て支援に取り組むこととしています。 

 男女を問わず、子育て世代の仕事と育児の両

立に向けては、各企業に働き方改革に工夫を凝

らした意欲的な取組を期待しており、県として

も引き続き機運醸成に力を入れていきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 男性、父親を支援するという

県の姿勢を示すことがある意味大事かなと思う

んですが、その一つの方策として男性専用の子

育て相談窓口の設置はどうかなと思うんですが、

福祉保健部長、いかがでしょうか。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 今、各市町村のこども家庭

センターですとか子育ての支援拠点では、日頃

からお母さんが多いのは事実なんですが、パパ

からの相談も含めて様々対応しており、聞くと

男性からの相談は、僅かですが、全体の１割ほ

どはあるということを聞いています。子どもの

発達や、お母さんの体調が悪いということを相

談される例も１割程度はあるようです。 

 県の方も子育ての悩み相談窓口ということで、

いつでも子育てほっとラインは２４時間３６５
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日対応していますが、ここも割と男性の相談も

多いということですので、こうした相談窓口が

あるよということをパパにも知ってもらい、さ

らに利用を広げていければなと思うので、そこ

の情報発信をしっかりやっていきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。是非、

情報発信いただきたいと思います。 

 また、答弁にもありましたが、１歳から２歳

へという部分で育児休業取得促進助成金につい

て大変期待しているところですが、このスター

ト時期、対象業種、また、周知方法についてど

のように考えているのか、これは商工観光労働

部長に伺います。 

井上副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 さきほど福祉保健部長

からお答えしたとおり、男性の育児休業取得促

進助成金の対象となる子どもの年齢を１歳から

２歳に達するまでに引き上げるなどの支援の拡

充をして、さらなる利活用を求めていくところ

です。やはり使ってもらうということが何より

も大切ですので、しっかり発信していくという

ところで、我々県だけではなくて、商工団体だ

ったり労働団体、様々な関係機関にも協力いた

だいて、周知に努めていきます。 

 対象となる業種は幅広く、特に制限を持たず

に県内の事業所を広く対象として活用していた

だこうと考えています。これからしっかりと制

度設計を含めて考えて、使われるような事業と

して進めていきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。せっ

かくこの支援を拡充していただいているので、

しっかりと周知して、使っていただけることが

事かなと思うので、お願いします。 

 それでは次に、子どもへの芸術文化に触れる

機会の創出について伺います。 

 子どもたちの成長において、幼少期から芸術

文化に触れることは、豊かな感性を育み、健や

かに成長することにつながると言われています。

これは、最近増えている子どもの自殺対策にも

つながるのではないでしょうか。 

 県でも、新長期総合計画や令和５年に策定し

た第３期大分県文化創造戦略など、その重要性

とともに、芸術文化に触れる機会の創出、また、

作品発表などの充実の機会が掲げられています。

担い手を育むといった観点とともに、子ども自

身の豊かな成長という点も強く意識しながら施

策を進めていただきたいと思っています。 

 国は、学校における文化芸術鑑賞・体験推進

事業を行っており、私も昨年、地元の中学校に

案内したところ、無事に選定を受け、学校の体

育館でダンスの公演が行われました。目の前で

見る世界レベルのダンスに子どもたちは大変感

動し、体験コーナーでは積極的に体を動かした

と伺っています。 

 このように学校巡回などで子どもたちが劇場

での公演に関心を持ったとしても、チケット代

が高額で手を出せないような場合があるため、

公明党の働きかけにより、２０２１年度から子

どもが無料、同伴者が半額となるよう補助する

劇場・音楽堂等の子ども鑑賞体験支援事業が開

始され、舞台公演を鑑賞できるよう芸術団体等

を支援しています。是非このような国の事業の

周知などにより、子どもたちが本物の文化芸術

に触れることができる機会をさらにつくってい

ただきたいと思います。 

 そこで、県として、子どもたちの芸術文化へ

の関心を高め、それに触れる機会をどのように

創出していくのか、企画振興部長に伺います。 

井上副議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 子どもへの芸術文化に触れ

る機会の創出についてですが、芸術文化を通し

て様々な表現方法に触れることは、子どもたち

の豊かな感性や創造力を育み、また、健やかな

成長を図る上で大切なことと考えています。 

 県では、子どもたちの関心を高めるため、県

立総合文化センターや県立美術館への招待事業

に加えて、芸術文化団体と連携したアウトリー

チ活動にも取り組んでいます。 

 本年度は、ウィーン少年合唱団などの公演に

親子で５００組を招待するとともに、海外の音

楽家による無料コンサートを開催し、多くの子

どもたちに良質の音楽を鑑賞する機会を提供し
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たところです。 

 また、来年度は県立美術館の１０周年記念展

に小学生を招待し、ピカソ等の名品を鑑賞する

機会を提供することも予定しています。 

 さらに、長唄などの伝統芸能についても、小

中学生を対象に体験教室などを実施し、後継者

となる人材を育成する取組も始めることとして

います。 

 こうした取組に加え、さきほど御紹介いただ

いた国の事業も周知しながら、芸術文化団体と

一層連携し、子どもたちが芸術文化に触れる場

の創出に引き続き努めていきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 県立美術館が１０周年という

ことです。是非ともこの機を捉えて、さらに子

どもたちが芸術文化に触れやすい環境づくりを

お願いします。 

 それでは次に、災害時応援協定について伺い

ます。 

 大地震など災害発生時に人的、あるいは物的

な援助を受けられるよう、自治体と民間企業や

関係機関との間で災害時応援協定の締結が進ん

でいます。こうした協定の締結は、地域社会の

安全・安心を確保するための重要な取組である

と考えます。行政、住民、企業などが協力し、

より実効性のある協定を締結、運用することで、

災害に強い地域社会を築き上げることができま

す。 

 本県でも、建設業協会をはじめ、民間の力を

活用し、県民の安心・安全のため、御尽力いた

だいていることと思います。他方、災害は年々

大規模化、頻発化し、また一方で、災害に備え

る技術や考え方についても日進月歩で進化して

います。このような現状を考えたとき、災害時

応援協定は結んで終わりではなく、常に協定の

充実、活用を促進し、地域の防災力向上に貢献

することが求められると考えます。 

 そこで、定期的な協定の見直し、訓練の実施

状況を含め、災害時応援協定の充実と活用促進

にどのように取り組んでいくのか、防災局長に

伺います。 

井上副議長 首藤防災局長。 

首藤防災局長 県では、現時点で民間事業者や

防災関係団体と２１２件の応援協定を締結して

います。年度当初には相互に緊急連絡先を確認

するほか、随時、発災時の対応手順について情

報共有を図っているところです。 

 災害時には協定事業者との連携が重要ですの

で、毎年、総合防災実動訓練への参加を依頼し、

締結した協定の実効性を確保しています。今年

度の豊肥地区防災訓練では、協定事業者３１団

体に御参加いただきました。 

 道路が寸断された状況での行方不明者捜索訓

練では、消防との緊密な連携の下、建設業協会

の無人重機による道路啓開や九州救助犬協会に

よる救助活動が実施されました。 

 また、被災者への円滑な物資提供のため、市

と生活協同組合、トラック協会等が連携して物

資輸送訓練に取り組んでいます。 

 加えて、協定に基づく取組の可能性をさらに

広げるアバターによる遠隔の健康診断やドロー

ンを用いた防犯パトロールの訓練も展開してい

ただきました。 

 大規模災害時には、専門性を持った民間事業

者との協働が大きな力となります。今後も多様

な事業者の参画を求め、訓練を通じた連携強化

に取り組み、頻発・激甚化する災害への備えを

強化していきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 定期的な訓練、本当にありが

とうございます。これからも是非お願いします。 

 私はこれまで、災害時の道路の啓開について、

車両が邪魔になって動かせない、動けないとい

う場合に、そのプロであるレッカー協会との協

定締結を提案してきました。 

 そこで、今現在、改めてレッカー協会との災

害時応援協定の締結について、その進捗を土木

建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 レッカー協会との協定の

締結についてですが、がれきや放置車両等を移

動させ、緊急車両の通行空間を速やかに確保す

るという目的のために、建設業協会はもとより、

レッカー協会との連携についても重要と考えて
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います。これまでも関係する団体と協議を重ね

ており、今後、車両等の移動協力に関する協定

を締結する予定です。 

 引き続き、いざというときの備えに万全を期

していきます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。是非

よろしくお願いします。 

 では、次のスポーツの振興について、まず、

スポーツ合宿の誘致について伺います。 

 スポーツは、心身ともに健康になるだけでは

なく、アスリートの姿を見て感動したり、また、

子どもたちが憧れ、将来へ向けて努力するきっ

かけになったりと、様々な面で我々の生活に必

要な要素となっています。 

 トップアスリートは、シーズンに向けた準備

で合宿を行っています。先日の別大マラソンで

活躍した若林選手の青山学院大学陸上競技部も

毎年大分市で合宿していただいており、また、

小学生との交流も実施してくれています。この

ように、アスリートの合宿は見学や指導を通じ

た競技力の向上に加え、選手と住民との触れ合

いによる地域の元気づくりにもつながります。 

 本県でも、これまで県が中心となって市町村

や競技団体と連携し、スポーツ合宿の誘致に取

り組んでおり、誘致件数は増えていると聞いて

いますが、他の地域でも同じく誘致活動が活発

化しているため、受入競争は激化しています。

今後も本県への誘致を進める上では、関係者と

連携した一層の取組が不可欠であると考えます。 

 そこで、スポーツ合宿の誘致にどのように取

り組んでいくのか、企画振興部長に伺います。 

井上副議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 スポーツ合宿の誘致につい

てです。 

 これまで県、市町村等で組織する合宿誘致推

進協議会において、ナショナルチームをはじめ、

プロや実業団、大学のトップチームを誘致して

きています。 

 今年度は過去最高となる２５件の誘致が実現

できる見込みで、そのうち１０件は新規の誘致

です。また、由布市で初めて合宿が行われるな

ど受入市町村も広がりつつあります。一方で、

全国的に誘致活動は活発化しており、２００を

超える組織が合宿誘致等に取り組んでいる状況

です。 

 そこで、来年度から各競技やスポーツ施設に

関する専門家を協議会に配置し、市町村の受入

環境の改善や人的ネットワークをいかした合宿

誘致の強化に力を入れることとしています。 

 さらに、合宿チーム向け情報サイトの掲載情

報の充実により、国内外への発信力も高めてい

きます。 

 今後とも、市町村や競技団体などと連携し、

スポーツ合宿のさらなる誘致を促進していきま

す。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 ありがとうございます。 

 スポーツ合宿については、数が増えていくに

つれて、しっかりと問題の洗い出し、また、そ

の改善というのが重要かなと思うので、今後と

もよろしくお願いします。 

 それでは最後に、クラサスドーム大分の維持

管理について伺います。 

 これまで、大分スポーツ公園の活用について、

様々な場面で議論してきました。私個人にとっ

ても、陸上競技の面から大変思い入れのある競

技場です。 

 ４万人もの観客を収容できるクラサスドーム

大分は２００１年３月に竣工し、サッカーやラ

グビーのワールドカップ、第６３回国民体育大

会など国際規模、全国規模のスポーツ大会が開

催されただけではなく、さきほどあったように

大学の合宿等でも利用されています。また、ア

ーバンスポーツでの利用や、地域の方の散歩、

ジョギングのコースとしても大変多くの県民に

親しまれています。さらに、武道スポーツセン

ターも併設されているので、本県のスポーツ界

にとって欠かすことのできない拠点と言える施

設です。 

 九州内で開閉式の屋根を持つ多目的実施可能

なスタジアムはクラサスドーム大分だけであり、

その収容人数を見ても、九州随一のスタジアム

であることは間違いありません。開閉式の屋根
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があることで、急な雨が降っても競技に大きな

影響を与えることなく選手のベストパフォーマ

ンスを発揮できる環境を保つことができるし、

雷等から選手、観客を守ることもできます。 

 本年、陸上競技の九州選手権大会、また、高

専の全国大会が本県で開催されるにあたり、陸

上競技の関係者からも開閉式屋根の効果による

好記録の誕生やスムーズな競技運営に期待が高

まっています。しかしながら、残念なことに、

大きな魅力の一つである開閉式の屋根は、ワイ

ヤーの老朽化により稼働できない状態が続いて

います。 

 そこで、開閉式屋根の改修見通しを含め、建

設から２０年以上経過した大分スポーツ公園ク

ラサスドーム大分の計画的な維持管理にどのよ

うに取り組んでいくのか、土木建築部長に伺い

ます。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 クラサスドーム大分は、

サッカーや陸上などのスポーツだけでなく、先

月開催が発表された大規模コンサートなど、あ

らゆる方々が利用している大分スポーツ公園の

中核施設です。 

 クラサスドーム大分の特徴である開閉式屋根

は、年に１回の定期点検を実施しており、その

うち大型巻上機と片側約１，２５０トンの屋根

をつなぐワイヤーロープに老朽化の進行が確認

されました。このため、ワイヤーロープ内部を

詳細に調査した結果、昨年１２月に全２０本の

うち５本が交換基準に達しているということが

判明しました。 

 現在、改修する際の施工方法や期間、費用な

どの調査、検討を行っていますが、開閉式屋根

の構造は他に類のない仕組みのため、高度な技

術力が必要であり、秋頃には検討結果が出る見

込みと考えています。 

 なお、屋根以外の施設についても、長寿命化

計画に基づき定期点検を行うとともに、計画的

に修繕等を実施していきます。 

 国内有数の大型施設であるクラサスドーム大

分について、今後も適切に維持管理を行ってい

きます。 

井上副議長 吉村哲彦議員。 

吉村（哲）議員 秋頃にということですので、

改修はそれ以降になってくるのかなと思ってい

ます。少し残念な気持ちもありますが、またし

っかり取り組んでいただきたいなと思います。 

 今回いろんな方とお話ししましたが、大分駅

とか大分空港からスポーツ公園まで、また、飛

行機、新幹線など大分県そのものに来るアクセ

スも大会とかイベント開催には非常に重要だと

いう声もたくさんいただいています。これは知

事も御理解いただいていると思いますので、今

後ともスポーツ公園の活用が進むよう全体的な

取組を何とぞお願いします。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

井上副議長 以上で吉村哲彦議員の質問及び答

弁は終わりました。宮成公一郎議員。 

  〔宮成議員登壇〕（拍手） 

宮成議員 議席番号７番、自由民主党の宮成公

一郎です。 

 まずもって、貴重な一般質問の機会を与えて

いただいた会派、先輩、同僚議員の皆さんにお

礼申し上げます。 

 私事ですが、本日３月７日は、私の母の９０

歳の誕生日で卒寿を迎える日となります。ふだ

ん親孝行が余りできていないんですが、少しで

も老母を喜ばせることができるよう、しっかり

と質問していきたいと思いますので、佐藤知事

はじめ、どうぞよろしくお願いします。 

 まず、地方創生について伺います。 

 今年、令和７年は昭和でいえば１００年、終

戦からは８０年の大きな節目の年ですが、本県

においても５８市町村が１２の合併市によって

新たに１８市町村に再編され、今の大分県の地

図に書き換えられてから２０年目の節目の年を

迎えています。 

 この機に本県の平成の大合併を振り返ってみ

ると、旧合併特例法の失効前にした全国的な市

町村合併の推進が背景にあり、少子高齢化や人

口減少が進む中で、地方分権の担い手となる基

礎自治体の行財政基盤を確立することを主な目

的として推進されたものでした。そして、この
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結果、職員数や議員数の削減などの行財政改革

や合併特例債を利用した施設整備等、一定の成

果を今残しています。 

 一方、市町村合併から１０年ほど経過した平

成２６年度、国は総合戦略として地方創生を掲

げ、政府一体となった取組をこれまで進めてき

ています。本県においても、従前からの旧町村

部対策に加え、国の地方創生の枠組みの中で、

まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略を平成

２７年に策定し、市町村とともに人口減少社会

に対応するための様々な対策を進めてきました。 

 しかしながら、現実には人口減少や高齢化に

歯止めがかかっていない状況があります。本県

でも１年間に１万人以上の人口が減少する中、

２０年前と比べ高齢化は一層進み、少子化の波

は加速度を増し、地域の担い手不足はより深刻

な状況になっています。 

 総務省から発表されている令和６年の人口移

動報告によると、東京都などの１都３県では転

入者数が転出者数を１３万５千人余り上回る転

入超過だったとされています。 

 また、令和２年、２０２０年の国勢調査結果

をひもといてみると、東京圏の人口は国全体の

約２９．３％にあたり、国立社会保障・人口問

題研究所が公表している推計によれば、２０５

０年にはこの値が約３３．７％にまで上昇する

とされています。 

 同様に、九州７県に占める福岡県の割合は、

２０２０年に約４０．２％だったものが２０５

０年には４４．２％にまで上昇すると推計され

ています。同様に本県においても、２０２０年

に県全体の約４２．３％を占めていた大分市の

人口は２０５０年に約４９．４％と、県人口の

半数になると推計されています。さらに踏み込

んで、４７都道府県における県庁所在地の人口

比率を調べてみると、大分市は令和２年には全

国で高い方から７番目でしたが、２０５０年に

は京都、宮城、高知の各県に続く４番目になる

ことが分かりました。要するに、本県における

大分市への一極集中は、現時点においても福岡

県、東京圏より激しく、今後もこの傾向は強ま

っていくことが暗示されているのです。もちろ

ん県都大分市への人口集中がよくないと短絡的

に考えているわけではありませんが、他県に比

べてこのような傾向にあるということをしっか

りと認識した上で、これを踏まえた長期的な検

討、合理的な対策等が必要ではないかと思って

います。 

 現在、国は地方創生２．０の実現に向けた基

本構想の策定を進めていますが、本県では先ん

じて第３期まち・ひと・しごと創生大分県総合

戦略の案を取りまとめ、今議会に提案されてい

ます。 

 そこで、市町村合併から２０年間の本県にお

ける取組を踏まえ、人口の一極集中への対応を

含め、今後、地方創生にどのように取り組んで

いくのか、知事のお考えを伺います。 

 以下、対面席にて、分割方式により質問しま

す。 

  〔宮成議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの宮成公一郎議員の質問

に対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 宮成公一郎議員の質問にお答えしま

す。 

 お母様の９０歳、卒寿のお誕生日、誠におめ

でとうございます。 

 地方創生についてですが、市町村合併からこ

の間、県としては、旧町村部における道路整備

や公共交通の維持、確保、各種産業の振興や企

業誘致のほか、総合補助金を活用したきめ細か

な支援に取り組んできました。 

 また、国の地方創生に係る各種支援策も積極

的に活用し、ソフト、ハードの両面から地域活

性化を支援してきたところです。 

 こうした取組の結果、人口の社会増には一定

の成果が上がったものの、直近の統計を見ると、

依然として東京圏をはじめ、大分市を含めた中

心部への人口移動が続いていると認識していま

す。 

 このため、引き続き県全体の魅力を高め、県

外への人口流出を抑えるとともに、旧町村部等

の地域で住み、働き、子どもを育てたいと望む

方々の希望が実現できるよう、各施策を講じる
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必要があると考えています。第３期戦略では、

これまでの成果や課題を踏まえ、次の三つの重

点課題を設定して取組を進めます。 

 一つ目は、若者・女性の呼び込みと定着です。

若者の移住・定住を促進するため、若者や子育

て世帯への支援拡充に加え、伴走型の転職支援、

空き家を含めた住まいの確保等に総合的に取り

組みます。 

 二つ目は、多様な人材の活躍と定着による担

い手の確保です。おおいた産業人材センターの

機能強化により、若年者の県内就職を促進する

ほか、外国人材の受入れ、定着を促進します。

また、県内中小企業等の賃上げの後押しや魅力

ある職場づくりを進めます。 

 三つ目は、地域の持続的発展です。本年４月

から大阪・関西万博が開催されますが、この機

会を逃すことなく、地域未来創造総合補助金に

新たな枠を設け、地域資源の磨き上げを支援す

るとともに、地域の素材集を作成して、地域の

魅力発信に取り組みます。 

 また、人や物の流れを活性化する中九州横断

道路等の広域交通ネットワークの整備に取り組

むほか、どの地域に住んでいても多様で質の高

い教育が受けられる遠隔授業や、地域公共交通

等のＤＸによる地域課題の解決を進めます。 

 今後も市町村と緊密な連携を図りながら、大

分県版地方創生を推進していきます。 

井上副議長 宮成公一郎議員。 

宮成議員 改めて知事から地域の持続的発展と

いう言葉を含めて地方創生に関する決意を伺い

ました。また、地域の素材集をつくるというこ

とだったんですが、先日来、文化財を活用した

地域の活性化について議論がありました。他に

も、県下各地には様々な偉人、先人の功績が残

ります。大友宗麟の大河ドラマ化や南一郎平の

朝ドラ誘致等の動きも活発になっていますが、

先日、生誕１２０年を迎えて佐藤義美、最後の

陸軍大臣の阿南惟幾、荻柏原の開削に生涯を捧

げた垣田幾馬など、竹田市にも、県内のあらゆ

る地域にも、地域に埋もれた先人、そういった

方々の足跡をたどる中で、この後、人口減少が

進むと最も怖いのは、心の過疎化というか、地

域の誇りを失っていくことだと思います。そう

いった防ぐ取組も必要だと思います。 

 それからもう一点、大分市の人口集中の話も

しましたが、大分市への人口集中が県内人口の

流出の抑止力になっているとも考えられるし、

あるいは逆にそれを促進する効果を及ぼしてい

るとも考えられないことはありません。この先、

いずれにしても、本県の人口減少は深刻な状況

ですので、政府が新年度予算の地方創生交付金

を倍増の２千億円にするという話もあります。

本県としても対策を急いでいただきたいと申し

上げて、次の人材確保、育成について移ります。 

 まずは３点、１点目は、県職員の人材育成及

び職場環境について伺います。 

 今、全国的に若年層の転職者が増加している

中、大分県庁においても若手職員の早期退職者

が増加しているとの報道を耳にしています。人

材の流出は、他の職員への負担増加や行政効率

の低下など、県政運営にも悪い影響を及ぼしま

す。今後も若い職員の離職が増すことが予想さ

れる中、人材育成や職場環境づくりに正面から

取り組んでいく必要があると考えます。 

 本県ではこれまでも職員の心身の健康に配慮

した職場づくりに向けた取組を進めてきたと聞

いていますが、何より重要なのは知事も常々お

っしゃっている風通しのよい職場づくりを実現

していくことだと私も考えています。 

 近年、組織力を高めるためには、メンバーの

心理的安全性を高めることが重要であるとの研

究結果が注目を集めています。上司や同僚等が

お互いを認め合い、気兼ねなく意見交換できる

環境を整えることはその前提として大変重要で

あり、風通しのよい職場づくりと通ずるものが

あると思います。 

 また、昨今、若者は職場環境を重視するとの

調査結果がある中で、オフィス環境を整えるこ

とは人材確保にもつながる大変有効な取組と思

われます。一例として、民間企業では既に固定

された机ではなく、人が場所を移って移動して

働くというフリーアドレス制度が普及しつつあ

りますし、他の自治体でも僅かながら導入事例

が見受けられます。県庁で即座に導入すること
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には課題も多いかと思いますが、この例に限ら

ず、現場の多様な意見に丁寧に耳を傾けながら

公務職場にふさわしい職場環境づくりを推進し

ていく姿勢が、今、若い世代から求められてい

るものと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県職員の人材育成と

職場環境づくりにどのように取り組んでいくの

か、知事に伺います。 

 次に、県職員の採用計画について伺います。 

 今議会に上程されている来年度当初予算案は、

昨年策定されたビジョン２０２４の実行元年に

ふさわしく、様々に工夫を凝らした政策予算が

計上されているほか、基金や県債の残高など財

政健全化の面にも十分な配慮がなされているも

のと受け止めています。 

 他方、気になるのが我が会派の代表質問でも

議論された義務的経費の増加についてです。そ

のうち社会保障関係費は、これまで行ってきた

介護予防活動等により、全国の伸びよりも抑え

られていますし、公債費も調達の工夫等により

利払い費の削減ができていると伺っています。

しかしながら、人件費については、官民を通じ

た賃上げの要請等により今後も増加していくこ

とが見込まれるため、抑制することが難しい状

況にあるのではないかと思われます。 

 ここで、興味深いデータを御紹介します。毎

年人事委員会が実施している職員給与等実態調

査によると、本県職員の平均年齢は平成２４年

の４４．７歳から一貫して低下傾向にあり、令

和６年は４１．６歳と３歳ほど若返っています。

この間、給与費の決算額も減少してきているわ

けですが、これは定員の削減効果のほかに、職

員の若返りによる効果も大きかったのではない

かと考えられます。 

 本県におけるこの職員の若返りは、団塊の世

代の大量退職に伴うものであり、今の職員の年

齢構成を見たとき、今後は逆に職員の平均年齢

が上昇していくものと考えられます。その結果、

これまでとは逆ベクトルとなり、財政的にはオ

ーナス効果、負担感が増していくのではないか

と考えられます。しかも、今後の職員の平均年

齢の上昇に伴う人件費の上昇は、賃上げの増加

分とは異なり、国からの補填がないため、本県

の責任において賄っていくしかありません。そ

のために行財政改革の推進は言うに及ばずです

が、あわせて、昨年の第３回定例会で我が会派

の木付議員が論じたように、職員の年齢構成が

フラットとなるような採用計画を心がけていく

ことが重要であると考えます。 

 そこで、将来的な人件費の見通しも踏まえた

県職員の採用計画をどのように立てていくのか、

総務部長に伺います。 

 続いて、３点目、会計年度任用職員の任用方

針について伺います。 

 ビジョン２０２４を見ても明らかなとおり、

近年、住民ニーズが多様化、高度化し、行政に

求められる役割は非常に大きくなっています。

そして、行財政改革により正規職員の定員が減

少したこともあり、近年は特に１会計年度を超

えない範囲で任用される会計年度任用職員の皆

さん、かつて臨時職員、非常勤職員と呼ばれて

いた職員の皆さんが果たす役割はより重要にな

っています。 

 令和２年度から導入された会計年度任用職員

制度は、非正規職員の採用や待遇を適正化する

ために設けられたものであり、今年度からは期

末手当に加え勤勉手当の支給も可能となるなど

順次処遇の改善が図られています。 

 こうした中、人事院が昨年６月、国における

類似の制度である期間業務職員について、公募

なしで再任用できる上限回数を連続２回までと

していた取扱いを撤廃し、これに合わせ総務省

も会計年度任用職員制度のマニュアルに例示し

ていたこの国の取扱いを削除しました。こうし

た流れを受け、各自治体でも会計年度任用職員

を公募なしで再度任用できる上限回数を見直す

動きが見られています。本県でも従前の５年と

いう上限を撤廃したことは先日公表されました。

これは会計年度任用職員の皆さんが安心して働

ける環境づくりに寄与する一方で、異動が想定

されていない会計年度任用職員のモチベーショ

ン管理や綱紀粛正の徹底をどのように図ってい

くかなどの課題もあるのではないかと考えます。 

 そこで、今回の再度任用の上限撤廃も踏まえ
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た、会計年度任用職員の任用方針について県の

見解を総務部長に伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 県職員の人材育成及び職場環境につ

いてです。 

 人材確保や職員の定着は、本県にとっても喫

緊の課題です。働きやすい職場環境づくりと職

員の人材育成が急務であると考えています。 

 まず、働きやすい職場環境づくりについては、

議員御指摘の心理的安全性を高め、職員相互の

信頼関係を築くことが何よりも大切です。この

ため、私も常日頃から管理職に対して、率先し

て風通しのよい職場環境づくりに取り組むよう

伝えています。 

 また、仕事と子育て、介護の両立がより可能

となるように、今年度、在宅勤務や時差通勤制

度の充実を図ったほか、職員を守るためのカス

タマー・ハラスメント対策も進めているところ

です。 

 加えて、職員のやる気や生産性を高めていく

には、快適で安心して働ける執務環境が必要で

す。「オフィスが変わる。マインドを変えて、

行動を変える。」をコンセプトにし、来年度か

ら本格的にオフィス改革に取り組んでいきます。

机や床を新しくすることはもちろん、ペーパー

レス化に伴う書類保管スペース削減による空間

の創出など、より快適で効率的に働ける環境を

整え、活気あふれるオフィスを目指していきま

す。 

 次に、職員の人材育成については、職員一人

一人のやりがいを引き出し、働く魅力を高める

ことが大切であり、あわせてその取組を職員に

浸透させていくことが重要です。 

 このため、今般、こうした基本的な考え方を

示した大分県人材育成・確保基本方針を策定し

て、取組を加速していきます。具体的には、若

手や女性など能力、意欲、実績のある職員の積

極的な登用や専門知識・技能の向上に向けた国

や海外への研修派遣等を通じ、さらなる職員の

やりがいを創出していきます。 

 今後も人材確保や職員の定着につながるよう、

改善できることは直ちに取り組みながら、職員

誰もが働きやすく、活躍できる組織となるよう、

職場環境づくりと人材育成に努めていきます。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁します。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 それでは、私から２点について

お答えします。 

 まずは県職員の採用計画についてです。 

 採用計画は、退職者の補充を基本としつつ、

新たな行政需要や年齢構成の均衡等も考慮した

上で策定しています。 

 このため、知事部局では、社会人経験者の採

用や受験可能年齢の引上げなどにより、中堅層

の採用にも力を入れてきました。さらに、今年

度からは即戦力となり得る他県等の行政経験者

の採用区分を新たに設けたところです。 

 このような取組の結果、１０年前は５０歳代

の職員が全体の３分の１程度を占めていました

が、現在では、年代ごとの職員構成比はほぼ均

等になりつつあります。 

 このようなことから、今後３０年間において

も、職員の年代間のバランスは大きく変動しな

いと見込んでおり、職員の平均年齢は最大で１

歳弱程度の上昇にとどまるものと考えています。 

 その場合の知事部局における人件費について

は、現在の給与水準等を前提に試算すると、現

状の２３４億円より２から３億円程度の増額と

なると見込んでいます。 

 引き続き、年齢構成にも十分留意しながら、

計画的に多様で優秀な人材の確保に努めていき

ます。 

 次に、会計年度任用職員の任用方針について

です。 

 限られた人員で複雑、多様化する行政需要に

対応しながら県行政を運営していくためには、

正規職員だけでなく、特定の業務を担う会計年

度任用職員の役割も重要です。 

 そのため、会計年度任用職員についても、勤

務成績が優秀で担当業務への高い適性を持つ人

材が流出しないように対策を講じていく必要が

あります。 

 そのような観点から、この度、国の運用の見
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直しも踏まえ、連続５年までとしていた再度任

用の上限を廃止することとしました。 

 会計年度任用職員は異動がないため、長く同

一業務に従事することに伴う弊害が生じないよ

う、これまでも毎年度、業務遂行能力のほか、

倫理感や勤務意欲についても評価し、再度任用

の判断をしているところです。 

 また、定期面談などにより、努力している点

を認めることや、業務遂行についての助言、指

導等を通じて、モチベーションの向上と人材育

成につなげるようにしています。 

 今回の再度任用の運用見直しをさらなる契機

として、優秀な会計年度任用職員の安定的な確

保により一層努めていきます。 

井上副議長 宮成公一郎議員。 

宮成議員 ありがとうございます。 

 知事からは人材確保、育成計画の策定を含め

て広範な答弁をいただきました。部長からは３

０年間ほど年齢構成はさほど変動しないという

ことですが、環境自体は大きくこれから変わっ

ていきます。変わっていく環境の中で、本当に

貴重な人材をどうやってずっと確保して育成し

ていくのかという視点は非常に重要だと思いま

す。 

 申すまでもなく、職場としての大分県は、一

般行政職だけでも４千人近くいる巨大な職場で

す。仕事のやりがいも責任も大きな職場だと思

います。会計年度任用職員を含めて、個々の職

員の能力を十分に引き出していかすことが組織

として求められていると思います。深刻な不測

の事態が生じないように、未然の対策をしっか

りと取りながら、風通しのよい職場づくりに不

断の努力を行っていただきたいなと思っていま

す。 

 続いて、次の質問に移ります。 

 まずは高等教育機関と連携した高度人材の確

保、育成について伺います。 

 昨今、人材不足を訴えるニュースが連日のよ

うに報道されています。このような中、県議会

においては政策検討協議会での議論を経て、人

手不足の解消に向けた政策提言を取りまとめ、

今議会に提出する運びとなっています。 

 また、高度人材育成、地域活性化をオール大

分で取り組んできたおおいた地域連携プラット

フォームの取組は、新年度に５年目を迎えます。

産学官、県下全ての高等教育機関が参画するこ

の取組は全国的にも大きな注目を集めていると

伺っています。先般、県立工科短期大学校から

大分大学への編入学が可能となる構造改革特区

の認定申請に関する報道がありましたが、地域

連携プラットフォーム等により、県内教育機関

の間で連携が進んでいたことも、この認定申請

の素地になっているのではないかと思われます。 

 他方、２０２４年度の大学進学率が過去最高

を更新したにもかかわらず、１８歳人口の減少

に伴って大学進学者数は２０１８年以降、減少

局面に入っており、２０４０年には現在よりも

１６万人少ない約４６万人になるとの試算が文

部科学省から発表されています。率にして２５

％減という急激な減少の中で、当然のことなが

ら県内の高等教育機関は大きな影響を受けるこ

とになりますし、産業界や経済界、行政におい

ても人材確保の面から小さくない影響を受ける

ことになるものと思われます。 

 そうした中で、県や関係機関が連携しながら、

地域連携プラットフォームのような取組を深化、

発展させていくことは、人材確保はもとより、

県内の大学等の高等教育機関の魅力向上にもつ

ながり、ひいては本県全体の活性化に寄与する

ものと考えます。 

 そこで、高等教育機関と連携した高度人材の

確保、育成にどのように取り組んでいくのか、

伺います。 

 続いて、中学校部活動の在り方について伺い

ます。 

 令和４年１２月に国が中学校の休日の部活動

を地域に移行していく方針を示してから早くも

２年が経ちました。本県においても、令和５年

３月に地域移行に向けた方針を策定し、その中

で、令和７年度末までに休日の部活動を地域ク

ラブ活動へ移行することを目指すという目標を

設定しています。この方針を受け、各市町村で

は検討委員会を設置するなど、地域の実情を踏

まえた方針や計画の策定を進めており、豊後大
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野市や竹田市のように、国の実証事業を通じて

具体的な地域クラブ活動の実践に取り組んでい

る地域や、玖珠町のように、平日を含めて学校

部活動を廃止し、新たなクラブ活動を含めた民

間主体のスポーツ・文化活動へ移行するとの方

向性を打ち出した地域もあります。 

 他方、移行に向けた計画を検討しているもの

の、具体的な取組の見通しが立っていない地域

もあり、地域間で進捗に差が生じているのでは

ないかと心配しています。地域間の格差はその

まま子どもたちのスポーツや文化芸術活動の体

験機会の格差につながるものであり、決して望

ましい状況とは言えないのではないかと思って

います。 

 また、地域が抱える課題として、運営団体や

指導者の確保、受益者負担の在り方などが挙げ

られていますが、私はその中でも特に指導者の

確保が重要と考えています。地域移行しように

も、教員に代わる指導者がいなければ実行に移

すことは困難と言えるのではないでしょうか。 

 また、学校の監督下から外れることによるト

ラブルの発生や、地域移行そのものが学校の責

任放棄になってしまうのではないかという懸念

もあります。地域クラブ側にとっても、指導者

側の人件費の問題などがあり、単純に任せきり

にしていいのかという心配もあります。 

 部活動の地域移行は、少子化の環境変化にあ

っても部活動を継続させるための手段であり、

地域移行すること自体を目的としてはならない

と考えます。 

 こうしたことを踏まえ、地域への移行の進め

方も含め、中学校部活動の在り方についてどの

ように考えているのか、教育長に伺います。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 私からは、高等教育機関と連携

した高度人材の確保、育成についてお答えしま

す。 

 県内には国公私立合わせて１２の大学、短大、

高等専門学校があり、これら全ての高等教育機

関と地方公共団体や経済団体、企業等が協働し

て、令和３年４月におおいた地域連携プラット

フォームを設立しました。 

 この地域連携プラットフォームでは、大分大

学が事務局となり、大分の未来を担う人材育成

に向けた教育プログラムの開発や地域課題解決

のための取組などを実施しています。 

 県は、これらの取組の中の学生が各地で実施

するフィールドワークや大学と企業等が連携し

て課題解決に取り組む事業などに対して支援し

ています。 

 来年度は予算を増額し、学生が県内企業とと

もに地域課題の解決に取り組む機会をさらに拡

充することとしています。 

 今後さらに人口減少が進むことが見込まれる

中で、高等教育を受けた学生の県内定着は重要

な課題と考えています。 

 安心・元気・未来創造ビジョン２０２４にお

いても、県内大学卒業生の県内就職率向上等を

目標に掲げており、引き続き地域連携プラット

フォームの取組支援などにより高度人材の確保、

育成に取り組んでいきます。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 私からは、中学校部活動の在り方

についてお答えします。 

 部活動は、集団での活動を通じた人間形成の

機会であり、多様な生徒が活躍できる場として

教育的意義を有しています。 

 部活動を地域移行する場合においても、学校

と地域クラブが連携、協働し、これまでの教育

的意義や役割を継承、発展させていくことが大

事です。 

 そのため、県では、県内在住の大学生や社会

人を対象に指導技術はもとより、教育観や倫理

観を兼ね備えた指導者を養成する講座などを実

施し、資質の向上を図ることとしています。 

 また、地域ごとに円滑なマッチングが実現で

きるよう、指導者の情報を一元化した人材バン

クを昨年１２月に設置したところです。 

 加えて、日本スポーツ協会においても、指導

者の質の確保に向けた総合型地域スポーツクラ

ブの認証制度を始めることになりました。 

 現在、県内の地域移行の取組は、各地域の実

情に沿った形で進められており、進捗に地域間

で格差が生じているのは承知しています。 
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 県では、改革推進期間の最終年度となる来年

度、地域移行のスケジュールや進め方などを見

直すこととしており、ヒアリング等を通して実

態を丁寧に把握しながら、全市町村において地

域移行が円滑に進むようしっかりと取り組んで

いきます。 

井上副議長 宮成公一郎議員。 

宮成議員 まずは移住・定住施策を進める中で、

Ｕターン、Ｉターンの実績を積んでいくことが

非常に難しいということは肌身に感じていると

思うんですが、地元の大学、短大に進学すれば

地元に就職する率が高まるというデータがあり

ます。そして、今後は都市部の大学からのアプ

ローチが地方の高校生に向けて激しくなってい

くことも予想されます。 

 また、高校無償化も少なからず影響をこれに

及ぼしてくるのではないかと懸念しているんで

すが、県内の大学、高等教育機関に進む若者が

減ることは、すなわち、将来の県内の労働力を

失うことにほかならないと考えています。この

観点からも、行政として地域連携プラットフォ

ームに一層濃密に関わる中で、しっかりと対策

を講じていく必要があるのではないかと考えて

います。 

 また、部活の在り方についてですが、方向性

等については時宜を得たものだと考えています

が、仮に将来的に地域での指導者がいなくなっ

た場合、再び元の形に戻すことが非常に難しい、

不可逆性のものではないかということが懸念さ

れます。これから進めていく中で、例えば、市

町村の教育委員会の生涯学習課等と連携をしっ

かり取る中で、未然に防ぐというか、情報を共

有して早めの対策を取るといったことにも気を

配っていく必要があるのではないかと申し上げ

て、次の質問、国営大蘇ダムについて伺います。 

 国営大蘇ダムは、熊本県産山村にあり、総貯

水量４３０万トン、竹田市、熊本県阿蘇市、産

山村の農地約１，９００ヘクタールに農業用水

を供給する施設です。昭和５４年に着手、２度

の計画変更を経て平成１６年度にダム本体が一

旦完成しました。しかし、地質の関係で水が地

下に浸透し、計画どおりに水がたまらないこと

が判明したことから、大分県と竹田市も財政負

担する中で、１２６億円をかけて対策工事を行

い、令和２年４月に本格供用開始に至りました。

総事業費は当初の予定をはるかに超える７２０

億円に上っています。 

 しかし、同年７月以降、１日最大２．５万ト

ンの浸透が続いたことから、国は令和４年度か

らこれまで３年をかけて浸透抑制対策の調査を

実施してきたところであり、本年度、調査の終

期を迎える中、先月末その結果が公表されまし

た。 

 地域の受益農家の皆さんは、大蘇ダムに大変

期待していた反面、この浸透問題については大

変心配されており、毎年、春先の農業用水が確

保できるか、常に不安を抱えています。 

 こうした中、先日、地元維持管理協議会の場

において、国から調査結果について説明があり、

追加工事の実施など一定の方向性が示されたと

伺っています。 

 県においても、これまで知事自らが地元土地

改良区の皆さんからの切実な要請を受けて、機

会あるごとに国に対して浸透の原因究明と利水

機能の発揮などについて要望を行っていただい

たところです。 

 そこで、今回の国からの説明について、県と

してどのように受け止め、今後いかなる対応を

行っていくのか。また、大蘇ダム用水を活用し

た大野川上流地域の農業振興に向けてどのよう

な支援をしていくのか、知事の考えをお聞かせ

ください。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 大蘇ダムについてです。 

 県内最大の畑作地帯である大野川上流地域に

農業用水を供給する大蘇ダムは、供用開始後も

用水の浸透が続いており、一刻も早く生産者が

安心して営農できる環境をつくることが大切で

す。 

 これまで竹田市や地元土地改良区の皆さんの

用水確保やダムの管理の在り方に係る強い思い

を受け止め、私も農林水産大臣に対して強く要

望を重ねてきました。 

 国は、この３年間行ってきた浸透調査の結果



第１回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 121 - 

と今後の対策内容について、一昨日、地元の維

持管理協議会の皆さんに説明を行ったところで

あり、私自身も国から直接話を聞きました。 

 その具体的な内容は次の２点です。 

 まず、用水確保については、貯水池の斜面部

や上流部から多くの浸透が確認されたことから、

今後、国が地元負担を求めずに浸透抑制対策を

追加実施するとのことです。 

 もう一つは、ダムの管理の在り方についてで

す。このダムの運用は、追加対策を講じても一

定の浸透を前提としたものになります。 

 このため、高度な技術的配慮が必要となるこ

とから、令和９年度から国の直轄管理事業を導

入する方向で関係機関との協議を進めていくと

の判断がなされたところです。 

 今回の国の方針は、県や地元からの要望等を

踏まえたものであり、今後、安定した農業用水

の確保や供給が期待できると評価しています。

また、これまでと比べ、地元の管理経費も大幅

に軽減されます。 

 なお、県としては、国に対して直轄管理へ移

行するまでの間、国職員の派遣体制の維持等に

ついて、引き続き要請していきます。 

 大野川上流地域では、これまで生産基盤とあ

わせて、選果場や大型冷蔵施設などの営農環境

の整備が進んで、近年、若い生産者を主体とし

た産地拡大につながってきています。 

 この流れをさらに加速させ、より効率的で安

定した生産活動を支えるため、圃場の大区画化

や畑地かんがい施設、幹線農道の整備など農地

の高機能化にも取り組んでいきます。 

 こうした取組を通じ、大蘇ダム用水を最大限

活用し、本県農業の成長産業化を牽引する大規

模な園芸産地づくりを進めていきます。 

井上副議長 宮成公一郎議員。 

宮成議員 ありがとうございます。 

 浸透の原因究明から、この後の対策、それか

ら、その後の国の直轄管理ということまで御答

弁いただきました。正直言って、この時点で国

がこれほど踏み込んだ対応策を提案してくれる

のかと、提示してくれるとは予想外でした。国

が直轄管理を行うことの安心感は、本当に言葉

では言い表せません。知事はじめ、担当課の職

員の皆さん方、これまでの尽力と、それから地

元土地改良の皆さん、生産者の皆さんの熱意あ

る行動に心から敬意を表し、感謝申し上げます。 

 しかしながら、よく考えてみると、安定的に

農業用水を供給することは当然のこととも言え

るんです。地元の農家、生産者にとっては、対

策工事が終わるまで、その間の用水の確保とい

うのがきっと今一番気になっているんだろうと

思います。 

 それで、知事におかれては、この点を含め、

大分県農業を牽引する地域の農業振興、若い営

農者についても言及されましたが、今後も力を

注いでいただきますようお願いします。あわせ

て感謝します。 

 それでは、最後の質問、祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパークを活用した地域づくりについて

です。 

 祖母・傾・大崩山系は、原生的な自然や景観、

貴重な生態系を特徴とする地域であり、平成２

９年６月、大分、宮崎両県６市町の地域住民や

関係機関の連携した取組の下、ユネスコエコパ

ークの登録地と認定されました。これは、ユネ

スコが国際的に認定した国内で１０地域しかな

い自然と人間が共生する貴重なモデル地域の一

つであり、今後の継承が求められている中、２

年後の令和９年にはユネスコ本部への定期報告

を行う必要があります。 

 このような中、登録を契機として設置された

大分、宮崎の２県６市町からなる推進協議会で

は、これまで互いに情報を共有、連携する中で

様々な取組をそれぞれに進めてきています。 

 ほんの一例ですが、先月だけでも佐伯市での

シンポジウム、豊後大野市でのこども神楽大会、

竹田市でのＡＰＵ学生による研究報告会、推進

協議会による登録地６市町全体でのガイド研修

会などが行われています。このほかにも、県外

でのＰＲ活動、ＳＮＳでの情報発信、各種ツア

ーの実施などを含め、地に足のついた地道な活

動を地域の皆さんは続けてこられました。 

 しかし、残念ながらこれらの取組が思うよう

に地域の外へ広がっていないようにも感じられ
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ます。２年後のユネスコへの報告において求め

られる三つの機能、生物多様性の保全、経済と

社会の発展、学術研究支援の中で最も重要であ

ると考えられる経済と社会の発展、すなわち自

然環境の保全と調和した地域の持続可能な発展

につながる取組は、地域の力だけでなく地域の

外の力も必要としています。また、行政区につ

いても大分と宮崎の２県にまたがっていますの

で、今後の取組には両県で連携した工夫がより

一層求められてくると思われます。 

 こうしたことを踏まえ、２年後を見据えなが

ら、ユネスコエコパークを活用した地域づくり

にどのように取り組んでいくのか、生活環境部

長に伺います。 

井上副議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 ユネスコエコパークの登録

を機に、藤河内渓谷のキャニオニングや、なな

つ星のツアーにも採用されたかまど御飯炊き体

験などが注目され、自然や暮らしをいかしたア

クティビティが地域の新たな魅力として広まり

つつあります。 

 この流れを加速し、地域により多くの人を呼

び込むためには、エリア全体で取組を掘り起こ

し、丁寧に磨き上げていくことが重要です。 

 そこで、この夏から原尻の滝でのボルダリン

グや、あ祖母学舎を拠点とする星空観察会など

の新たな魅力も集めた体験型スタンプラリーを

開始します。 

 また、万博後もにらみ、エリア外からのスタ

ンプラリー参加者に評価が高い体験と、例えば

サフラン御飯など地域の食文化を組み合わせた

モデルコースを造成することにより、国内外か

らの誘客につなげていきたいと考えています。 

 さらに、宮崎県と連携し、エコパークブラン

ド認証品の拡大を図り、認証農林産物が充実す

る秋に福岡市内の商業施設でのＰＲを行います。 

 ２年後の定期報告を見据え、自然環境の保全

と調和した地域の持続的な発展につながる取組

を強化していきます。 

井上副議長 宮成公一郎議員。 

宮成議員 答弁ありがとうございます。 

 祖母・傾・大崩山エコパークの特徴は、人の

手が加えられて維持してきた２次的自然環境、

例えば水路や白水ダム等の農業土木施設が挙げ

られますが、これらを有する移行地域が他の地

域に比べて極端に広いということです。 

 一方、観光立国を目指す我が国は、２０３０

年までに外国人旅行客を現在の３，６００万人

から６千万人まで増やすとしています。 

 本県も誘致や受入体制の整備が求められてい

るわけなんですが、訪日外国人の平均宿泊数、

昨日も言及がありましたが、１．０２日と全国

で４３位タイと下位に低迷しています。 

 １年前にはアドベンチャーツーリズム条例を

施行した本県ですし、広い地域に観光資源が点

在している本県のエコパークですので、今後は

宮崎県との連携に加えて、県北の世界農業遺産

や世界ジオパーク等と歩調を合わせる中で、広

域周遊観光の観点からも、県下全体で取り組ん

でいくという視点も必要ではないかと思います。 

 まとめに入ります。 

 今回、いろんな観点から人口減少社会の中、

様々な質問をしたんですが、その中でも、半世

紀にわたって苦労してきた大蘇ダムの工事、そ

れから管理について、一筋の明かりが見えて、

本当にありがたく思っています。 

 今年は２０２５年です。冒頭の話ではありま

せんが、９０年後は２１１５年です。２１１５

年の人口は、明治から大正にかけて５千万人だ

った頃と同じ規模になります。そして、２１１

５年というと、高速道路の有料化も２１１５年

までと区切られています。その時代を私どもは

残念ながら見ることはできませんが、私たちの

孫、ひ孫の時代に、大分県が暮らしやすい地域

として生き残っていけるように、皆さんととも

に様々な観点から今後も考えていきたいと申し

上げて、私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

井上副議長 以上で宮成公一郎議員の質問及び

答弁は終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 明８日、９日は県の休日のため休会とします。 

 次会は、１０日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時４７分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第７号） 

 

令和７年３月１０日（月曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第７号 

            令和７年３月１０日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

井上副議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日の議事は、議事日程第７号に

より行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

井上副議長 日程第１、第１号議案から第１４

号議案まで、第１６号議案から第４１号議案ま

で及び第１号報告を一括議題とし、これより一

般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。太田正美議員。 

  〔太田議員登壇〕（拍手） 

太田議員 皆さんおはようございます。１３番、
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自由民主党、太田正美です。質問の機会をいた

だいた会派の皆様にお礼申し上げます。 

 「春は名のみの風の寒さや」という言葉があ

りますが、３月１日に由布院盆地では辻馬車開

きが行われました。また同時に、由布岳南山麓

では春、野焼きが行われます。前日の雨の影響

で午前中はなかなか燃えなかったので、私も２

番火、３番火と火を引き、野焼きに参加しまし

た。通常より１時間ほど遅く午前中の作業が終

わり、昼食に入りました。午後からはちょうど

晴天に恵まれ、西風に恵まれて順調に進み、５

時前に無事作業を終わりました。今はもう山一

面が真っ黒くなっていますが、これも雨が降っ

て、１か月後には一面が若葉の緑に包まれると

いう状況が生まれると思います。 

 余談ですが、折しもちょうど岩手県大船渡市

の山林火災があり、関心があったのか、火災通

報が何件かその日は消防署にあったとお聞きし

ています。 

 本日は８項目について質問します。よろしく

お願いします。 

 産業の振興について。 

 持続的な賃上げの促進について。 

 「過去を広く深く見渡すことができれば、未

来も広く深く見渡すことができるであろう」と

は、イギリスの元首相、チャーチルの言葉です

が、今後の本県の活性化を議論する上において、

過去から現在における歴史の流れを踏まえた上

で、未来を見通していくことが大切ではないか

と考えています。 

 我が国の経済を振り返ると、戦後からバブル

崩壊までの約４５年間は、若干の浮き沈みはあ

りながらも、右肩上がりで成長し、多くの人が

明日への希望を持つことができた時代でした。

しかし、バブル崩壊後の約３０年間はその流れ

が反転し、賃金は上がらず、物価も下落するな

ど低成長が続く中で、悲観論がまん延すること

となってしまいました。 

 しかしながら、近年、賃金や物価が上昇する

など潮目が変わり、約３０年ぶりの大きな転換

点を迎えています。今こそ、我が国や本県の繁

栄と衰微の分かれ目であると考えています。 

 最近、県民の皆さんとお話をしていると、や

はり昨今の物価高にお困りの声を多くいただき

ます。これは一人の消費者として私も同じ思い

ですが、他方、経済成長には一定の物価上昇が

欠かせないという側面もあります。つまり、物

価高そのものは悪ではなく、問題の根源は、物

価高を上回るほどの所得の向上、つまり持続的

な賃上げが実現できるかどうかということです。 

 賃上げについては、政府はもとより、経済界、

労働組合等においても、最重点課題として取組

が進められています。この数年は、おおむね目

標どおりの賃上げが図られているようですが、

問題はその持続性です。特に、本県において大

宗を占める中小企業においては、人材の確保や

流出防止の観点から、業績の改善が見込めない

状態でのいわゆる防衛的賃上げを迫られている

割合が高いとされており、今後の賃上げの継続

における大きな懸念材料となっています。 

 経済の活性化を企図した賃上げの取組が、結

果的に中小企業の倒産を招くようであってはな

りません。中小企業を含め、持続的かつ構造的

な賃上げを実現していくためには、円滑な価格

転嫁等の推進に加え、省力化やデジタル化の促

進、積極的な人材育成による生産性の向上など、

取組をより一層強化していくことが必要です。

さらには、生産性向上の取組が効果を発現する

までには一定の期間を要すると考えられること

から、その間の賃上原資や経営安定のための資

金確保に向けた金融面での支援も不可欠である

と考えます。 

 国も昨年策定した経済対策等で取組の強化を

うたっていますが、本県においても、地域の経

済の活性化に向けた最大の課題として早急に対

策を講じていくことが重要であると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、持続的な賃上げの促

進にどのように取り組んでいくのか、知事のお

考えを伺います。 

 あとの質問は対面席で行います。 

  〔太田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの太田正美議員の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 
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佐藤知事 おはようございます。太田正美議員

の持続的な賃上げの促進についての御質問にお

答えします。 

 物価高騰が続き、人口減少・少子化による人

手不足も進む中、県民生活を守るとともに、県

内企業がビジネスの維持・発展に必要な人材を

確保していくためには、賃上げの実現が重要で

す。 

 しかしながら、厳しい経営環境の中で、賃上

げは容易でないことから、賃金と物価の好循環

を創出し、中小企業が賃上げに踏み出せる環境

整備を進めていきたいと考えています。 

 来年度予算案では、県の補助事業において、

賃上げを行う企業に補助率や上限額をかさ上げ

する賃上枠を１０事業から１２事業に拡大しま

す。さらに、賃上げと生産性向上をあわせて行

う企業を支援する国の業務改善助成金に対し、

引き続き県独自の奨励金を上乗せして、企業の

積極的な賃上げを後押しします。 

 また、中小企業が賃上げに踏み出すには、労

務費を含めた価格転嫁の円滑化が不可欠です。

１月末に開催した大分県政労使会議では、物価

上昇に負けない構造的な賃上げや価格転嫁の円

滑化等に連携して取り組むことを宣言しました。 

 早速、九州経済産業局等と連携して、先月末、

３月の価格交渉促進月間に先立って、価格転嫁

を促進するための実践的セミナーを開催して、

多くの方に参加いただきました。また、国のよ

ろず支援拠点等と連携して、業種別で最下位と

なっているトラック運送業の価格転嫁を後押し

すべく、個別事業者に対する原価管理等の伴走

支援を実施したところであり、業界内での横展

開を図っていきます。先週成立した補正予算で

は、原価計算シートを用いて価格交渉を行う事

業者に支援金を支援することとしており、トラ

ック運送業における価格転嫁をさらに促進しま

す。 

 中小企業の賃上げを持続的なものとするには、

金融面からの下支えも重要です。来年度は、経

営改善を目指す事業者や事業再生に取り組む事

業者向けの借換資金を創設するなど、県制度資

金に７００億円の新規融資枠を設定して、企業

の資金繰りを支えていきます。 

 今後とも関係機関と連携して、県内の中小企

業が持続的な賃上げに踏み出せる環境づくりに

取り組んでいきます。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 明らかに今フェーズが変わってきた

なというのは実感にあります。しかしながら、

価格転嫁だけをするんではなく、やはり新しい

ニーズの創造ということが企業には求められて、

その中に新しい付加価値が生まれてくるのでは

ないかと思っています。そういう意味で、今年

は正念場ではないかと考えていますので、県の

支援もよろしくお願いします。 

 次に、産業人材の確保について伺います。 

 本県の産業活力の維持・発展に向けては、今

議論した持続的な賃上げとあわせ、産業人材の

確保にも取り組んでいくことが重要です。 

 令和５年度版の大分県の人口推計報告による

と、人口減少に伴い、県内の１５歳から６４歳

の人口、いわゆる生産年齢人口は、ピーク時の

１９８５年の約８２万人から、２０２３年は５

９万５千人と３割近く減少しています。 

 また、県が昨年秋に実施した５００社企業訪

問調査によれば、全体で５５％の企業が人手不

足と回答しており、特に、土木・建築、金属加

工製品、運輸、輸送機械といった業種では、７

割を超える企業が不足と回答するなど、深刻な

人手不足状況がうかがえる結果となっています。 

 これまで県では、高校生向けの合同就職説明

会の開催や福岡市内にＵＩＪターン拠点施設ｄ

ｏｔ．を設置し、大分県出身の学生などに県内

企業の魅力を発信しマッチングを図ってきたほ

か、近年増加している外国人材の受入れのため

の環境整備に取り組む企業への支援など、産業

人材の確保に向けた施策が展開されてきました。 

 その一方、様々な支援策を用意しているため、

就職活動を行う学生やＵＩＪターンなどによる

転職希望者、求人を行う企業関係者にとって、

どこに相談していいのか、どのメニューが使え

るかなど、利用方法等が分かりにくい部分もあ

るのではないかと感じていました。 

 こうした中、来年度当初予算において、人材
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確保に関わる総合的な拠点を大分市中心部に設

置するための関連事業費が提案されています。

この拠点の活用により、これまでの人材確保支

援策も含め、求職者、求人側、それぞれにとっ

て分かりやすい一体的な支援体制が敷かれ、よ

り一層の対策強化が図られるものと期待してい

るところです。そのため、ハード面の整備に加

え、新たな総合拠点を利用し、具体的にどのよ

うにして本県産業の成長の基礎となる人材確保

を進めるのかといった、ソフト面における対応

にも大変注目しています。 

そこで、新たな総合拠点の活用方法を含め、産

業人材の確保に向けどのように取り組んでいく

のか、知事に伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 産業人材の確保についてです。 

 様々な産業で人手不足が深刻化し、人材獲得

競争が激化する中、県経済の維持・発展には、

産業人材の確保・育成が喫緊の課題となってい

ます。この解決に向けては、産業横断的な取組

と、個別産業ごとの施策を連携させ、総合的な

対策を講じることが必要であり、月内に、その

対策を産業人材確保・育成プランとして取りま

とめる予定です。 

 このプランでは二つの柱で対策を進めていき

ます。 

 一つは、多様な人材が活躍できる環境づくり

です。高校生や大学生等の県内就職を促進する

ほか、学生と企業との交流機会を拡大するほか、

ＵＩＪターンのさらなる促進等に取り組みます。 

 また、女性やシニア、障がい者、外国人の一

層の活躍促進に向け、アドバイザーによる相談

対応やマッチング機会の創出など、就労支援や

働き方改革の取組を進めていきます。 

 二つ目の柱である、産業を支える人づくりに

向けては、リスキリング支援や次世代のものづ

くり人材の育成等を進めていきます。さらに、

建設業・運輸業・宿泊業・農林水産業・介護な

ど人手不足の著しい９分野について、デジタル

や先端技術の活用による生産性向上や労働環境

の改善など、産業ごとの特性を踏まえた取組も

講じていきます。 

 こうした取組を一体的に推進していく総合支

援拠点として、おおいた産業人財センターをア

ミュプラザおおいた内に移転した上で、機能を

拡充します。 

 具体的には、企業支援部門を新設し、人材確

保アドバイザーによる企業の魅力向上や人材定

着に向けた伴走支援を行うほか、学生と企業が

気軽に交流できるスペースを設置します。加え

て、外国人雇用に関する企業向けの総合相談窓

口も新設して、在留資格に応じた制度面の理解

促進や外国人材とのマッチング支援等も行って

いきます。 

 人材は、本県の安心・元気・未来創造の基盤

となります。全ての人が年齢や性別、国籍、障

がいの有無等にかかわらず、生き生きと活躍で

きるよう、働きたい人と企業双方に寄り添った

きめ細やかな支援を通じ、産業人材の確保・育

成に取り組んでいきます。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 ありがとうございます。産業人材の

確保を含め、その推進には言うまでもなく県職

員の皆様の御尽力は欠かせません。 

 そうした中で気になるのが、最近若手を中心

に県職員の退職者が増えているということをお

聞きします。どの分野も同様だと思いますが、

特に産業振興などでは、主役である企業等から

いかに信頼されるかということが大事であり、

一定の専門職も必要かと思います。県職員とし

て多くの分野を経験すべきとの考えもあると思

うんですが、職員が希望し、また適性のある分

野を軸にしつつ、真の意味での適材適所の人員

配置を行っていくことが職員のやる気向上につ

ながり、また、職場のポテンシャルも上がって

いくのだと思います。また、退職の防止や、ひ

いては県政の推進力の向上にもつながると考え

ています。 

 今後こうした観点から、人材配置にマッチン

グ理論を導入してはどうかと、是非検討してい

ただけたらと思っています。アルゴリズムを使

ってその辺のことをやはり改革していかないと、

今の状況、これまでずっと続いてきた継続とい

う、そういう組織の在り方をいま一度検討すべ
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きではないかと、そういう時期に来ているんで

はないかと思いますが、その点について、知事、

どのようにお考えでしょうか。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 県職員の仕事の仕方も含め、やはり

人材をいかに活用していくかというのは最大の

課題ですので、いろんな研究をしながら取組を

進めていきたいと考えています。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 人事部もそうなんですが、人材会社

ではまだまだ今はもう駄目なんではないかと感

じていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 次に、創業支援について。 

 ただいま議論した賃上げの促進、また産業人

材の確保にも資する重要な取組が創業支援です。 

 この世界のあらゆる生命に共通することです

が、一つの命には必ず終わりが来ます。他方、

新しい命が誕生し成長することで、一つの種と

しては脈々と継続していくことになります。こ

れは一般的に世代交代や新陳代謝と言われます

が、人間が作り出した経済にも同じような現象

があり、一つの企業や産業は、いずれその終わ

りを迎えますが、新たな企業や産業が生まれ成

長することで、その地域や国家の経済は継続し、

また発展することとなります。 

 この営みにおいて重要な点は、新しい企業や

産業をいかに生み出していくかということです。

どの分野においても同様ですが、新しいチャレ

ンジにはリスクが付き物であり、創業に挑むに

あたっても、資金面、経営面、人材面など多種

多様な課題があります。これらを乗り越えてい

くためには、経営者一人ではなかなか難しいの

が現状で、やはり公的機関等による伴走支援が

重要となってきます。 

 本県では、以前からおおいたスタートアップ

センターや商工団体、金融機関、また民間の創

業支援機関等が連携した創業支援に力を入れて

きました。このように盤石な連携体制が構築で

きているのは本県の魅力の一つと考えており、

この点をより一層ＰＲし、県内からの創業はも

とより、県外から創業者を呼び込む取組も強化

してはどうかと考えています。 

 また、本県における創業支援件数は順調に増

加しており、大変喜ばしく思っていますが、願

わくは、最終的には株式上場を目指すようない

わゆるスタートアップと呼ばれる急成長志向の

創業をさらに増やし、本県の経済の牽引役を創

出していく取組により一層力を入れていただき

たいと考えているところです。 

 そこで、創業支援にどのように取り組んでい

くのか、商工観光労働部長に伺います。 

井上副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 社会情勢が大きく変化

し、技術革新も著しく加速する中、将来にわた

って本県経済の活力を維持・発展していくため

には、多様な創業の実現が重要です。 

 これまでおおいたスタートアップセンターで

は、裾野拡大を図るためのセミナーや成長志向

の起業家の育成に向けた伴走支援などを実施し

てきました。 

 こうした取組の結果、昨年度の創業支援件数

は平成２７年のセンター開設以来最高の６９８

件となっています。 

 また、今年度は、ビジネスプランコンテスト

で過去に最優秀賞を受賞した企業が、県内企業

としては６年ぶりに上場を果たすなど、高い成

長を目指すスタートアップにおいても着実に成

果が出ていると考えています。 

 加えて、さらなる創業の拡大に向け、昨年度、

創業のハードルとなる資金確保や個人保証解消

に向けた経営者保証不要の制度資金を創設しま

したが、本年１月までに６件の活用実績が出て

いるところです。 

 県外からの起業希望者の呼び込みに向けては、

東京・大阪・福岡で開催する県主催の移住フェ

アに、スタートアップセンター担当者も同席し、

起業希望者の移住相談に対応しています。今年

度は、延べ４９名の相談実績があったところで

す。 

 引き続き、本県の元気を支える創業への挑戦

を関係機関と連携して後押ししていきます。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 ありがとうございます。 

 次に、第５期ツーリズム戦略について。 
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 先般公表された大分県観光統計調査によると

令和６年の県内の宿泊客数は、コロナ禍前の令

和元年比で４．０％の増となり、統計を始めた

平成１８年以降で最多となるなど、観光産業に

は追い風が吹いています。 

 特に、インバウンドについては円安の影響も

あり、国によれば、令和６年の訪日外国人数は、

過去最高であった２０１９年を約５００万人上

回り、年間過去最多の約３，６８７万人となっ

たとのことです。県内でも、韓国や台湾からの

宿泊客数が増加しているほか、これまで比較的

少なかったアメリカやオーストラリアといった

国々からのインバウンド客が増えているのが特

徴的ではないかと思います。 

 一方、観光客が過剰に集中することで地域住

民の生活や環境に悪影響を与えるオーバーツー

リズムが、再び一部の観光地で問題となってき

ているようです。 

 さらに、産業全体の課題でもありますが、宿

泊業をはじめとする観光関連事業者の人手不足

も大きな問題となっています。チェックインの

自動化など、省力化の取組も進められています

が、大分県の観光といえば、温かいおもてなし

がこれまで高く評価されてきたことなどから、

省力化だけではなく、おもてなしとの両立が求

められるなど、観光関連事業者にとって難しい

選択に迫られているものと推察します。 

 こうした観光業界を取り巻く環境変化や様々

な課題に対し、行政をはじめ、観光関連事業者、

関係団体など本県観光に携わる方々がどのよう

に対応していくかについて、現在策定中の第５

期ツーリズム戦略において整理されているもの

と考えます。あわせて、昨今、ＡＩの活用が一

般にも普及し始めており、観光分野でもビッグ

データやＡＩ等を積極的に活用した効果的な観

光施策も求められているのではないかと思いま

す。 

 また、こうした取組の実効性を担保するため

には、関係者が一丸となって実施していく必要

があり、そのための司令塔として、ツーリズム

おおいたの役割が今後ますます重要となってき

ます。そうした役割を果たしていくためにも、

過去の不正経理問題に対する反省と再発防止の

取組はもとより、本県観光に関する戦略の立案

・実行の要となる組織としてふさわしいマーケ

ティングや企画提案力の強化など体制強化を図

っていくことが必要であると考えます。 

 そこで、ツーリズムおおいたの体制強化を含

め、第５期ツーリズム戦略についてどのような

方針で推進していくのか、観光局長に伺います。 

井上副議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 第５期の戦略は、ツーリズム戦

略推進会議に加え、振興局ごとに地域別部会を

開催するなど、幅広い観光関係者の意見を伺い

ながらつくり上げており、二つの推進指針を掲

げています。 

 一つは、住んでよし、訪れてよしの持続可能

な観光地域づくりです。地域と旅行者が共生す

る地域づくりをはじめ、多様な人材を活用した

おもてなし体制整備や地域素材の磨き上げ、観

光産業の人手不足対策などに取り組みます。 

 もう一つは、データマーケティングに基づく

施策の展開です。ビッグデータやＡＩ等を使い、

観光データを蓄積し、また、分析・活用するこ

とで、観光関連事業者の集客・収益性向上への

取組を支援していきます。 

 また、地域観光を牽引する県域ＤＭＯである

ツーリズムおおいたの機能強化にも努めていき

ます。県では昨年１２月に有識者会議を設置し、

マーケティング能力や企画提案力などの専門性

を有するプロパー人材の確保・育成、安定財源

の確保など、ツーリズムおおいたの在り方につ

いて抜本的な見直しを議論してきました。今後、

新たな組織づくりに向けた具体的な作業を議会

の皆様にも適宜報告、相談しながら進めていき

たいと考えています。 

 大分県観光のさらなる発展に向け、ツーリズ

ムおおいたをはじめ、市町村や地域事業者等と

も連携し、新たな戦略を全力で推進していきま

す。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 ありがとうございます。よく今、マ

ーケティング理論とか、そういう言葉を使うん

ですが、実際にそのことをしっかり分かった人
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材を登用してほしいと思います。形だけ、言葉

だけで終わらせるんでなく、実際にそのことが

しっかり理解できて、それを立案できる人材を

登用してほしいと思います。 

 次に、園芸品目の生産拡大について。 

 我が国における人口の一極集中は、本県の中

で見ても同様の事態が起こっています。すなわ

ち、大分市への人口集中が進み、地方部におけ

る急速な少子高齢化が進んでいるということで

す。そのため、産業振興においても、県勢の均

衡ある発展に向けて、まずは地域の基幹産業で

ある農業の振興が重要であると考えます。 

 本県は豊の国と呼ばれていますが、これは律

令制度における旧国名の豊前の国、豊後の国が

由来であることは有名な話です。名は体を表す

の言葉どおり、本県は古くから農業が盛んな地

域であり、これは太閤検地後の慶長年間におけ

る豊後の国の石高が、約４２万石と九州で最も

高くなっていることからも見てとれます。 

 このように歴史的にも本県の自慢の一つであ

った農業ですが、足下を見ると、産出額は九州

最下位を争うレベルと非常に苦しい状態となっ

ています。過去の産業政策において、県民所得

の底上げを図るために工業振興にかじを切り、

成功してきたことの裏返しであるのは承知して

いますが、過去の本県農業の隆盛を考えると大

変寂しい状況と言わざるを得ないと思います。 

 他方、国際情勢の変化に伴い食料安全保障の

必要性が強く叫ばれるようになるなど、我が国

の農業には明るい兆しも見えつつあります。本

県でもこうした動きを捉まえ、農業の基盤強化

を急ぐ必要があると考えます。 

 そのための方策は、やはり農業の高付加価値

化、より具体的に言えば、収益性の高い園芸品

目の生産拡大を推し進めることです。本県では

これまでも力を入れてきたことですが、今言っ

た内外の情勢を鑑みると、より一層力を入れて

いかなければなりません。 

 本県では、農業の産出額が大きく減少してい

た令和３年３月に発出された農業非常事態宣言

を踏まえ、生産者や農業団体、行政が一体とな

った対策を検討し、実行してきました。その目

玉は、本県の顔となる品目を育成していくこと

であり、短期集中県域支援品目の４品目を中心

に取組を強化してきました。その成果もあり、

その後、農業産出額は増加しており、中でも短

期集中県域支援品目の筆頭とも言えるねぎにつ

いては、目標であった産出額１００億円を達成

しています。今こそこの勢いに乗じて、さらな

る園芸品目の生産拡大に取り組むべきであると

考えています。 

 安心・元気・未来創造ビジョン２０２４にお

いてもそうした方針を記載していただき、また、

来年度予算案にも意欲的な施策が盛り込まれて

いるようですが、改めて、その狙いや効果につ

いて、農業者をはじめとする県民と共有し、一

丸となって取組を進めていくべきと考えていま

すが、こうしたことを踏まえ、園芸品目の生産

拡大にどのように取り組んでいくのか、知事に

伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 園芸品目の生産拡大についてです。 

 県ではこれまで、市場からの要望が高い短期

集中県域支援品目について、生産者や農業団体、

行政が一体となり、生産から流通に至るまでの

様々な取組を３年間集中的に進めてきました。 

 この結果、ねぎやピーマン等の４品目全てで

産地の拡大が順調に進んでおり、中でも、ねぎ

は令和５年の産出額が目標の１００億円を突破

したところです。 

 先般開催したねぎ振興大分大会では、生産者

からさらなる産地発展に向けた力強い決意表明

がありました。また、全国から参加していただ

いた取引市場の関係者からは、全国で唯一面積

が大きく伸びている大分県には、日本一の産地

を目指してほしいとの激励もたくさんいただい

たところです。 

 近年では、農産物の国産需要や中食・外食の

マーケットが拡大しており、国では国産野菜シ

ェア奪還プロジェクトを立ち上げて、国産への

転換を進めています。本県でも、このような動

きを追い風に園芸品目のさらなる生産拡大に取

り組んでいきます。 

 このため、市場や食品企業等からのニーズが
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高く、多様な経営体の参入や規模拡大が県域で

見込まれるキウイフルーツなどの果樹や、たま

ねぎなどの加工・業務用野菜など１５品目を園

芸基幹品目に位置付けたところです。今後１０

年間で６００ヘクタールの面積拡大を進めて、

需要に対応し得る産地づくりに取り組むことと

しています。 

 目標の達成に向けて、大規模園芸団地の整備

を県下各地域で計画的に進めるとともに、経営

拡大意欲の高い担い手や、資本力のある企業を

積極的に呼び込んでいきます。 

 特に果樹では、新規参入を希望する企業が増

えてきています。そこで、早期に営農を開始で

きるよう、小規模な圃場整備などのスタートア

ップ支援をまず行い、大規模園芸団地での経営

拡大につなげていきます。 

 また、加工・業務用野菜では、作業の機械化

や外部委託などにより省力化を進めることで、

産地を牽引する大規模な経営体を育成していき

ます。 

 今後も情勢の変化にしっかり対応しながら、

農業の成長産業化に向けて、関係者が一丸とな

り全力で取り組んでいきます。 

井上副議長  太田正美議員。 

太田議員 よろしくお願いします。今スーパー

に行くと、ねぎが２本で３３０円とか去年の倍

しています。その一方で、お米は陳列棚にほと

んどありません。たまにあったとしても、５キ

ログラム４千円で、キログラム８００円という

ことで、非常に食品の物価高を肌身で感じる今

です。 

 次に、デジタル社会の実現について。 

 デジタル政策の推進に向けた組織改編につい

て。 

 今年は、我が国で本格的にインターネットが

利用され始めて３０年となるなど、デジタル化

の進展は我々の生活を大変豊かなものにしてい

ます。他方、デジタル技術がもたらす激しい変

化の波は、一たび乗り遅れると立ちどころに様

々な格差が生じてしまう恐れがあり、それは個

人だけではなく、企業や団体、また、地域にお

いても同様です。 

 こうした中で、行政における施策も確実に変

化しています。かつてはＩＣＴ化といった言葉

が主流でしたが、今は単なる情報関連機器を導

入するにとどまらず、デジタルを活用し社会や

ビジネスのありようそのものを変貌させていこ

うというＤＸの必要性が様々な場面でうたわれ

ており、本県でもＤＸの推進に力を入れてきた

ところです。 

 こうした知事の政策を実行に移すため、来年

度の組織改正において、新たにデジタル政策課

を新設することとされています。変化の激しい

中で、本県の活力を維持・向上させていくため

には、県はもとより市町村を含めた行政のＤＸ

や、また、地域のＤＸをより戦略的に進めてい

くことは大変重要であり、そのための司令塔が

設置されるということには、大いに期待してい

るところです。 

 そこで、デジタル政策の推進に向けて、デジ

タル政策課を新設した狙いや、同課を司令塔と

してどのように本県のデジタル政策を進めてい

くのかについて、お考えを総務部長に伺います。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 人口減少が進む中、様々な業種

で人手不足が深刻化しており、デジタルを活用

した生産性向上は喫緊の課題と考えています。 

 公共性の高い民間事業も同様で、大分県行財

政改革推進計画２０２４では、介護や子育て、

防災といった暮らしを支える準公共分野のＤＸ

推進を目標に掲げたところです。 

 こうした分野の個別具体のＤＸ推進について

は各担当部署において取り組みますが、着実な

推進のためには、政策立案から執行までの支援

や全体の進捗管理、県民への周知など総合的な

サポートも不可欠です。 

 他方で、県や市町村においても、行政ＤＸの

推進は待ったなしであり、取組を担う職員の育

成やＤＸリテラシー向上を急ぐ必要があります。 

 今般の組織改正では、こうした課題にスピー

ド感を持って取り組むための司令塔として、総

務部にデジタル政策課を設置することとしまし

た。 

 同課を中心として、本県がデジタル先進県と
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なるよう、市町村をはじめ多様な主体と連携し

ながら、県民目線に立ったデジタル社会の実現

に向けてしっかりと取り組んでいきます。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 次の時代を見据えた改革、社会課題

の解決に向けた取組ということは非常によく分

かるんですが、その中で、それを担当する、い

わゆるＤＸ人材というか、イノベーション人材

を県庁ではどのように育てていくのか、いわゆ

る即戦力のある人材をどういうふうに今育てよ

うとしているのか、ちょっとお聞かせください。 

井上副議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 議員が言われるとおり、ＤＸを

これから担っていく人材、この人材づくりとい

うのが非常に大切だと考えています。 

 そうしたことから、各研修等においても、こ

れは階層別、段階別にＤＸ関係の研修をして全

般的に職員に分かるようにもしていますし、ま

た、専門的な人材としても、ＩＣＴに特化した

人材を採用で確保したり、そしてあと、専門人

材を活用しながらといったようなことをして、

しっかりと県庁の中に人材を育成していってこ

れからのＤＸ推進に取り組んでいきたいと考え

ています。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 特にその分野における人材は非常に

不足しているんではないかと思いますので、検

討のほどよろしくお願いします。 

 次に、教育ＤＸの推進について伺います。 

 デジタル技術の進展は、教育の分野にも大き

な変化をもたらしています。さきほど言ったイ

ンターネットと歩調を合わせるように、携帯電

話の普及も進んできましたが、高校などでは持

込みが禁止されていた時代が長く続きました。

しかしながら、今や、国策によって小学１年生

から一人１台端末が用意され、授業などで活用

されているという状況です。 

 特に本県においては、地域の高校の在り方が

この県議会を含め様々な場面で議論されていま

すが、地域の高校の魅力づくりの切り札の一つ

として佐藤県政で取り組んでいるのが遠隔教育

であり、これもまた、デジタル技術の進展なく

してはあり得なかった施策であると言えます。 

 大いなる変化の時代に立ち向かう子どもたち

には、デジタルの力もフル活用しながら、充実

した教育環境を整えていく必要があると考えて

おり、県における遠隔教育の推進にも大変期待

しているところです。 

 他方、気になっているのが、高校における一

人１台端末の更新についてです。本県では、令

和２年度の補正予算においてコロナ対策として

国の交付金を活用し、他の地域に先駆けて高校

における一人１台端末の導入を実現しました。

この取組は、本県の教育環境の向上に大きく貢

献したと評価していますが、耐用期間の問題で

端末の更新が必要となります。 

 これに対して、今般、佐藤知事の英断により

県の負担による更新の方針が示され、来年度当

初予算案にも盛り込まれているということで大

変安堵した次第です。また、一人１台端末の更

新や活用などを含め、教育ＤＸの推進をより強

化していくため、教育委員会における組織の改

編にも取り組まれる方針です。本県の教育の質

の向上には、教育ＤＸのさらなる推進が不可欠

であり、今後の取組に大変注目しているところ

です。 

 こうしたことを踏まえ、教育ＤＸの推進にど

のように取り組んでいくのか、教育長に伺いま

す。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 本県では、変化の激しい社会にお

いて、デジタル技術を適切かつ主体的に活用し

て、多様な可能性を切り拓く子どもたちの育成

を目指し、現在、教育ＤＸ推進プラン２０２５

の策定を進めているところです。 

 基本方針として、子どもたちの情報活用能力

の向上、教員のＩＣＴ活用指導力の向上、教育

の情報基盤の整備、教育の情報化に向けた体制

整備の四つを掲げ、取組を進めることとしてい

ます。 

 中でも、教育ＤＸ推進の基盤となる県立高校

の一人１台端末については、全ての子どもたち

が家庭の経済力にかかわらず、個別最適な学び

を続けられるよう、国の交付金を活用して公費
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による更新を行うこととしました。 

 また、新設する教育ＤＸ推進課においては、

専門的知見や経験を有する外部人材も活用しな

がら、先端技術を活用した先進的な教育や職場

環境の改善を推進したいと考えています。 

 今後も、リアルとデジタルの最適な組合せに

よる教育効果の最大化を目指して、遠隔教育の

拡充や、学習記録等の教育データの利活用も図

りながら、全国に誇れる教育県大分の創造に取

り組んでいきます。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 そういう、何というか、我々が今ま

で経験したことのないようなフレーズが、今、

教育の現場にもどんどん出てきている。また、

若い人たちで、高校にいろんな意味で行かれな

かったとか行く気もなかった人たちが、ある程

度社会人となって勉強を見直すという、自分自

身のスキルアップのためにそう気が付いたとき

に、ＤＸとかプログラミングとか、そういうこ

とに面白さを感じて、またそれが自分の周りだ

けではなく、東京とか、そういう遠隔地の人と

つながることでますます興味が深まるというこ

とも最近起こっているようですので、是非その

辺について力を入れていただきたいと思います。 

 最後になりますが、県立学校のバリアフリー

化について伺います。 

 本県のビジョン２０２４で実践すべきものの

一つにも共生社会おおいたが掲げられるなど、

近年、共生社会という考え方が急速に浸透して

きています。共生社会とは多様な意味を含む理

念であると思いますが、私は、様々な事情を抱

えた人々が、お互いのことを理解し合い、また、

その事情を尊重しつつも共に幸せに暮らしてい

く社会であると考えています。 

 そうした社会の実現に向けては、人々の気持

ちの面だけではなく、施設等のハード面の整備

も大変重要です。いわゆるバリアフリー法が施

行されて以降、公的施設をはじめ様々な施設等

でバリアフリー化が進んできましたが、多くの

児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場

である学校施設でも、バリアフリー化を一層進

めていく必要があります。これは、障がいのあ

る子どもたちが支障なく安心して学校生活を送

ることができるようにするということはもとよ

り、災害時の避難所など地域のコミュニティの

拠点としての役割を果たすためにも喫緊の課題

であると考えます。 

 また、バリアフリー化により障がいのある子

どもたちが修学しやすくなることで、そのほか

の子どもたちも様々な事情のある人々と共生を

経験することにつながり、若い世代から共生社

会おおいたを進めていくことの原動力にもなる

のではないかと思います。 

 もちろん、県立学校におけるエレベーターの

設置などには一定の財源が必要となることから、

全てを一斉にということは難しいと思いますが、

障がいの有無によって進路が狭められることの

ないよう優先度をしっかりと見極めて整備を進

めていただきたいと考えています。 

 そこで、県立学校のバリアフリー化の現状と、

今後どのように整備を進めていくのか、教育長

に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 障がいの有無にかかわらず、誰も

が支障なく学校生活を送ることができる環境の

整備は大変重要です。 

 特に特別支援学校については、平成１８年の

法制定前からいち早くバリアフリー化に取り組

んでおり、バリアフリートイレやエレベーター

を全校に整備するとともに、スロープ設置によ

る段差解消を図っています。 

 高校については、バリアフリートイレを４０

校中３６校に整備済みで、残る４校も来年度に

整備を予定しています。 

 一方、エレベーターの設置は現時点では１８

校にとどまっており、今後、大規模改修工事等

に合わせて、計画的に整備を進めることとして

います。ちなみに、来年度は６校に着手する予

定です。 

 また、スロープは３７校で整備しており、残

り３校となっています。 

 学校施設は災害時の避難所としての利用もあ

り、必要な整備を急ぎ進めていきます。 

 今後も、障がいのある子どもとない子どもが
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相互に理解・尊重し、多様な学びが保障される

インクルーシブな学校づくりを目指し、引き続

き県立学校施設のバリアフリー化に取り組んで

いきます。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 ありがとうございます。 

 一方で、学校の中の水回りというか、特に外

の施設の水道とかに、今は自動水栓を設置する

など、どの程度改善されているんでしょうか。

ちょっと伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 自動水栓施設については、コロナ

のときに感染防止のために整備を進めてきたん

ですが、どの程度という割合は今手元にデータ

を持ち合わせていませんので、また改めてお答

えしたいと思います。 

井上副議長 太田正美議員。 

太田議員 ありがとうございます。 

 一応質問は終わりましたが、この３月で県を

退職される部課長の皆さん、大変お疲れ様でし

た。今後とも県勢発展のために御尽力いただけ

ればと思っています。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

井上副議長 以上で太田正美議員の質問及び答

弁は終わりました。中野哲朗議員。 

  〔中野議員登壇〕（拍手） 

中野議員 皆様こんにちは。自由民主党の中野

哲朗です。初当選以来４回目となります。貴重

な発言の機会を与えていただいた会派の先輩議

員、同僚議員に感謝します。 

 そして、傍聴席にお越しの地元日田市の皆様、

遠路ありがとうございます。 

 それでは、質問に入ります。佐藤知事はじめ、

執行部の皆さん、よろしくお願いします。 

 土木建築行政における諸課題のうち、まず、

道路ネットワークの整備について質問します。 

 私たちの日常生活や経済活動を支え、人や物

の流れを活性化させるために最も基本となるイ

ンフラは、やはり何といっても道路であり、そ

の整備は効果的に実施されるべきだと考えます。

地域の暮らしや産業は、最も基本的な社会資本

としての重要な役割を担い、円滑な移動の基盤

となる道路ネットワークがあってこそ成り立つ

ものです。 

 そうした前提に立ち、本県における道路ネッ

トワークの現状を見てみると、県を挙げてその

充実に向けた取組を進めているものの、やはり

まだまだ整備途上であると言わざるを得ません。 

 本県では、高規格道路と位置付けられる大分

自動車道と東九州自動車道が平成２７年３月ま

でに全線供用開始となり、その部分は整備が進

んできた感がありますが、今後は、地域と地域

とを結ぶよりきめ細かな道路整備にもしっかり

と取り組む必要があります。 

 これまでも我が会派としては、中九州横断道

路、中津日田道路などの高規格道路の整備推進

を最重点事項として要望してきました。中九州

横断道路については、整備が完了した犬飼から

竹田間の沿線地域の利便性が大きく向上してお

り、竹田から先の整備を促進するとともに、大

分から犬飼間の早期事業化に取り組まなければ

なりません。また、中津日田道路についても、

開通した区間では大きな整備効果を発揮してい

るため、早期の全線開通が強く望まれています。 

 この二つの道路整備が重要なのは、県民や観

光客の利便性の向上のみならず、産業面を中心

とした熊本県の活力、すなわちＴＳＭＣ進出の

効果を取り込めるか否かの鍵を握る重要な意味

を持つからです。半導体産業などをめぐる九州

各県との厳しい誘致競争を勝ち抜くためには、

いかに円滑な人流・物流を実現するかという点

が非常に重要であり、そうした観点から、中九

州横断道路と中津日田道路の整備は、未来に向

けた本県の発展の成否を左右すると言っても過

言ではないと私は考えています。 

 あわせて、庄の原佐野線をはじめとした大分

都市圏における渋滞対策の推進、地域の道路整

備に対する県民の期待は大きいものの、予算等

に限りがある中、それらをどのように調整し円

滑に推進するかについては、工夫が必要だと考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、道路ネットワークの

整備にどのように取り組んでいくのか、知事に
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伺います。 

 以降の質問は対面席から一問一答で行います。 

  〔中野議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの中野哲朗議員の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 中野哲朗議員の道路ネットワークの

整備についての御質問にお答えします。 

 県勢を発展させるためには、地域やまちの魅

力を高め、人や物の流れを活性化する広域交通

ネットワークの充実が必要です。このため、昨

年９月に策定した安心・元気・未来創造ビジョ

ンでは、高規格道路をはじめとする道路ネット

ワークの整備を積極的に進めていくこととして

います。 

 まず、中九州横断道路についてですが、本道

路は、新生シリコンアイランド九州の実現やフ

ードアイランド九州のさらなる推進のために欠

かすことができません。また、沿線では昨年１

２月にＴＳＭＣ第１工場が本格稼働し、今後は

第２工場の建設も予定されており、この勢いを

本県に取り込むためにも早期整備が急務です。 

 現在、県内では、国により竹田阿蘇道路の整

備が進められています。また、県内唯一の未事

業化区間である大分－犬飼間については、環境

アセスメント等の手続が進捗しており、事業化

への道筋が見えてきました。 

 県としては、早期整備を推進するため、昨年

１１月にシンポジウムを開催したところです。

大分・熊本両県から議員の皆様や沿線の方々な

ど、５００名を超える参加をいただき、地域の

強い期待の声を県内外へ広く発信しました。今

後も国に対して一日も早く整備が進むように働

きかけていきます。 

 次に、中津日田道路についてです。この道路

は、林業や観光業に加え、九州北部に集積して

いる自動車産業を支える重要な機能を有してい

ます。また、過去の災害においては、命の道と

してリダンダンシーの効果も発揮してきました。 

 現在、三つの区間で事業を進めており、県が

整備している日田山国道路では、昨年１２月に

１号トンネル本坑の掘削に新たに着手したとこ

ろです。今後も、国が整備している区間とあわ

せて、さらなる進捗に努めていきます。 

 これらの高規格道路のほか、渋滞対策や地域

の暮らしを支える道路の整備についても、優先

順位を付けながらしっかりと取り組んでいきま

す。 

 今後とも、国土強靱化の予算も積極的に活用

しながら、本県の暮らしや産業を支える道路ネ

ットワークの整備に全力を尽くしていきたいと

考えています。 

井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 県土の均衡ある発展のために道路整

備は必要だと考えています。また、道路を含む

交通ネットワークの充実については、知事の提

案理由の説明でも言及があり、日田山国道路や

三光本耶馬渓道路の早期完成に向け、トンネル

工事等に係る事業費を重点的に確保したとのお

話もありました。 

 私は１０年前、我が会派の大友議員のお誘い

によって、中津日田地域の将来を思う若者の会

に参加する機会を得ました。その当時、地元の

日田市ではまだ着工区間がありませんでしたが、

今の整備が進む状況を見ると、とても感慨深い

ものを感じます。 

 現状では、中津日田道路と中九州横断道路の

整備進捗率を上げることが最優先だと思います

が、この両路線を接続する形となる構想路線の

日田阿蘇道路についても、少しずつでも検討を

お願いしたいと思っています。 

 次に、土砂災害対策について質問します。 

 本県は、県土面積約６，３００平方キロメー

トルのうち約７割が森林で占められており、ま

た、複雑に入り組んだリアス海岸が特徴的です。

地形から歴史を顧みると、限られた土地でなり

わいを立てるために山の斜面近くに家を建てて

きたことも想像ができます。 

 そうした特性を背景に、本県の土砂災害警戒

区域は、昨年末時点で２万５，２１２区画と全

国で７番目、九州でも長崎、熊本に次ぐ３番目

に多い状況にあり、特に、その７４．３％に当

たる１万８，７２９区画が崖地に関する指定と

なっています。近年の気候変動の影響により、
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国土交通省では、今後、降雨量が約１．１倍と

なるとの予測を公表する中、崖崩れによる土砂

災害のリスクはさらに高まっています。 

 このため、本県では住み慣れた地域に住み続

けたいという住民の思いをかなえるためにも、

崖地の安全対策を進めてきたところであり、こ

れまでの取組に感謝します。 

 こうした崖地の安全対策として行う急傾斜地

崩壊対策事業は、斜面の勾配や崖の高さ、被害

を受ける家屋の数などによって、国の補助を受

け行うもの、県の単独事業として行うもの、県

が補助し市町村事業として行うものと大きく三

つに区分されます。 

 土砂災害の約９割を崖崩れが占める中、国庫

補助を活用して実施する大規模な対策工事もも

ちろん重要であり、その推進に注力いただきた

いと考えますが、市町村への補助で行うきめ細

かな工事についても、より地域の実情を踏まえ

た防災対策として着実に実施していく必要があ

ると考えます。 

 特に近年では、官民を挙げた賃上げによる人

件費の上昇や資材価格の高騰等もあり、市町村

が実施する工事において工事費が上昇し、県の

補助限度額を超える事案も散見されており、昨

年度、県市長会からも補助制度充実に向けた要

望がなされていると伺っています。 

 こうしたことを踏まえ、崖地の土砂災害対策

にどのように取り組んでいくのか、土木建築部

長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 本県は、急峻な地形が多

いため、県民の命を守る土砂災害対策は大変重

要と考えています。 

 そこで、県では国の５か年加速化対策予算を

最大限活用するとともに、単独事業についても

昨年度から予算を増額し、急傾斜地崩壊対策施

設の整備を進めています。 

 また、市町村が行う同様の事業に対しては、

平成１３年度に補助制度を創設し、今年度まで

に６６２か所を支援してきました。特に令和２

年度と３年度には、予算の増額や補助率を引き

上げるなど制度の拡充を図ってきました。 

 しかしながら、労務費や資材単価の高騰に加

えて、土砂災害防止法に適合させるため、擁壁

などの大型化が進んでいることもあり、工事費

が上昇し、補助上限額を超える一因となってい

ます。 

 こうしたことから、来年度は市町村がさらに

活用しやすい制度となるよう、補助上限額を現

在の５００万円から１千万円に倍増し、支援の

強化を図りたいと考えています。 

 今後も市町村と連携して、地域の実情を踏ま

えた土砂災害対策に取り組んでいきます。 

井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 来年度の当初予算案を見ると、急傾

斜地の崩壊対策など、砂防関係の公共事業予算

が増額されていました。市町村への支援に対す

る強化も感謝します。引き続き災害に強い県土

づくりのため、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 続いて、建設人材の確保・育成について質問

します。 

 建設業は、さきほど質問した道路ネットワー

クなどの社会インフラの整備やその後の維持管

理を支えるとともに、災害発生時には極めて困

難な状況の中、道路の啓開作業に当たるなど、

県民の安心・安全の確保を担う地域の守り手と

しての役割を果たしており、なくてはならない

基幹産業です。 

 しかしながら、国土交通省の資料によると、

建設業への就業者は、平成９年の６８５万人を

ピークに令和４年は４７９万人にまで減少して

います。また、そのうちの建設技能者は、１０

年後には大半の引退が見込まれる６０歳以上が

全体の約４分の１を占める一方、これからの建

設業を支える２９歳以下は全体の約１２％であ

り、人材の確保と育成が急務と言えます。 

 国においては、国土交通省と厚生労働省の連

携により、人材確保、人材育成、魅力ある職場

づくりを三つの柱とした取組が進められようと

しています。また、県においても、建設産業構

造改革・人材育成支援事業や建設産業女性活躍

加速化促進事業などによる就労環境の改善、建

設産業の魅力発信の取組が進められていますが、
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県内の建設業就業者は、平成１２年と令和２年

の国勢調査を比較すると２０年間で約４割減少

しています。 

 私は地方創生の競争条件と言われる社会イン

フラの整備は極めて重要であり、そうした役割

を担う建設業が、今後も持続可能な産業として、

引き続き地域の守り手としての役割を果たすた

めにも、次代を担う若者や女性が入職、定着し、

希望を持って活躍できるような建設業であって

ほしいと願っています。 

 こうしたことを踏まえて、県として、建設人

材の確保・育成にどのように取り組んでいくの

か、土木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 地域の守り手である建設

人材の確保・育成には、若者や女性が個々のラ

イフスタイルを確立し、やりがいを持って働き

続けられる産業となるよう、様々な取組が必要

となっています。 

 県ではこれまで、設計労務単価の引上げや週

休２日工事の導入など就労環境の改善を進める

とともに、業務で必要となる資格取得経費を補

助するなど、若者の定着・育成を支援してきま

した。 

 来年度は新たに、建設現場をバックオフィス

から支援する建設ディレクターの資格取得を促

進し、女性活躍の場のさらなる拡大も図ってい

きます。 

 また、建設産業の魅力を伝えることも大変重

要です。産学官で人材の確保・育成を支援する

ＢＵＩＬＤ ＯＩＴＡにより、先端技術を駆使

し生き生きと働く建設現場を動画でＰＲするな

ど、ＳＮＳを利用したイメージアップにも努め

ていきます。 

 また加えて、昨年度から創刊した女性活躍の

広報誌「ＢＬＯＣＫＳＹ（ブロクシー）」を高

校などへ配布し、建設現場への情熱やそこで働

く女性の思いを発信しています。 

 来年度は建設産業で働く女性自らが学校に出

向き、直接その魅力を伝える出前講座を開催す

る予定です。 

 今後も、若者や女性が活躍できる産業となる

よう産学官が連携して取り組んでいきます。 

井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 土木建築部長から答弁いただいた各

種の取組とあわせ、各土木事務所では、小中学

生を対象とした土木未来（ときめき）教室の実

施や高校生を対象とした職業説明会を開催し、

今後の地域づくりや建設業に関心を持ってもら

うための御尽力をいただいていると認識してい

ます。 

 私の友人の土木業者は常々、魅力ある建設業

という言葉を口にしておられます。また別の友

人は、入職後のフォローとともに、入職に結び

付く施策の充実を求めたいと話していました。 

 土木事務所と建設業協会との意見交換会も行

われているようですので、現場の皆さんの思い

がしっかりと施策に反映されるように、今後の

取組にも期待しています。よろしくお願いしま

す。 

 それでは続いて、県民生活の安心の確保につ

いて、順次質問していきます。 

 まず、地域医療体制の確保について質問しま

す。 

 今年は、いわゆる団塊の世代の全ての皆さん

が７５歳以上の後期高齢者となり、本県の高齢

者人口がピークを迎えます。将来人口推計に目

を向けると、来年以降も全人口に占める６５歳

以上の割合、つまり高齢化率の上昇は続くと想

定され、２０年後の令和２７年、２０４５年に

は約４０％に達すると見込まれています。 

 このように高齢化が加速し、また、急性期疾

患から生活習慣病など慢性疾患中心の疾病構造

への変化に伴い、長期にわたる療養や介護を必

要とする高齢化も増加していく中で、医療体制

を確保するため、治す医療から治し、地域で支

える医療への転換が強く求められています。 

 こうした中、本県では昨年３月、がん医療、

脳卒中医療、心筋梗塞等の心血管疾患医療、糖

尿病医療、精神疾患医療の５疾病、小児医療、

周産期医療、救急医療、災害医療、新興感染症

医療、へき地医療の６事業及び在宅医療の提供

体制の構築や達成すべき数値目標などを示す第

８次大分県医療計画を策定したところですが、
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今後、ますます複雑化する医療ニーズに対して、

地域ごとに最適な医療体制を確立することが急

務となっています。 

 また、時間外労働の上限規制や生産年齢人口

の減少など制約が増す中でも、地域医療を支え

る人材の確保やさらなる働き方改革の推進が重

要です。これまでも、医療機関の働き方改革推

進事業や看護職員確保総合対策事業をはじめ、

様々な対策を講じられてきたことは承知してい

ます。さらには、来年度当初予算案に我が会派

の重点要望であった病院薬剤師の人材確保に関

する予算が計上されていることに感謝します。 

 国が昨年１２月に開いた新たな地域医療構想

等に関する検討会では、令和２２年、２０４０

年頃の医療を取り巻く状況と課題、新たな地域

医療構想の位置付けなどが議論されており、本

県の次期構想の策定にあたっては、医療・介護

の複合ニーズを抱える高齢者の増大や現役世代

の減少にも対応できるよう病院のみならず在宅

医療や医療・介護連携等を含め、地域の医療提

供体制全体について検討されなければならない

と考えます。 

 また、足下に目を転じれば、コロナ禍後の受

診行動の変容などに伴い、医療機関の経営状況

は急速に悪化しており、地域医療を守っていく

ためには、生産性向上の取組等を行う医療機関

の当面の経営を支えるといった緊急的な対策も

必要ではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、これまでの施策効果

の分析や足下の経営支援を含め、地域医療体制

の確保にどのように取り組んでいくのか、知事

のお考えを伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 地域医療体制の確保についてです。 

 急速な高齢化に伴う人口構造や疾病構造の変

化等により、県民の医療ニーズは多様化してき

ています。こうした時代の要請に対応して、誰

もが安心して医療を受けられるように、本県の

実情に即した効率的で質の高い医療提供体制の

確保に向けて取組を進めていきます。 

 まず、在宅医療については、関係者の顔の見

える体制づくりに向けて、今年度から医療・介

護従事者による連携会議を別府市と佐伯市で実

施して、地域課題の共有や改善策の協議等を行

うなど連携強化を図りました。新年度は他市町

村にも横展開して、地域の関係者が協力して在

宅医療を支える体制の構築を推進します。 

 高齢化の進行に伴い需要がさらに増加する救

急医療については、救急搬送体制の負担軽減や

医療機関の受診の適正化を図るため、♯７１１

９を７月から全県域で導入して、必要な医療サ

ービスが維持できる体制を目指していきます。 

 さらに、地域偏在なども指摘されている医療

従事者の確保に向けて、修学資金等による医師

や看護師の養成に加え、新年度は病院薬剤師不

足の解消にも力を入れていきます。あわせて、

働きやすい職場づくりに意欲的な医療機関を認

証する大分ホスピレートについては、昨年度の

３病院に加え、今月末には新たに４病院を認証

する予定となっています。 

 他方、遠隔診療や看護記録等の音声入力など、

医療現場の負担を軽減する医療ＤＸの導入には

各医療機関の取組に差が見られます。このため

新年度から、普及拡大に向けたセミナーの開催

や、ＤＸアドバイザーの派遣によりモデル事例

の創出・横展開を図り、医療の質向上と業務の

効率化の両立を支援します。 

 また、先般議決いただいた補正予算も活用し

て、長引く物価高での経営努力に加え、生産性

向上や職場環境改善に取り組む医療機関等への

緊急支援を行います。 

 高齢化や人口減少がさらに進む２０４０年を

見据え、県内どの地域においても必要な医療を

適切に提供して、医療従事者の持続可能な働き

方も両立できる地域医療体制の充実に力を入れ

ていきたいと考えています。 

井上副議長 中野哲朗委員。 

中野議員 大変丁寧な答弁をいただきました。

ありがとうございました。 

 地域医療については、昨年の第３回定例会で、

地元の話になりますが、西部医療圏の深刻な医

師不足、脆弱な救急医療体制の現状を伝えて、

地元の日田市、日田市医師会、中核医療機関で

ある済生会日田病院、そして大分県で諸課題に
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ついての意見交換の場の設置を要望したところ、

２か月後の１１月１３日には第１回目の４者協

議を開催していただきました。県の迅速な対応

に心から感謝します。 

 将来におけるその地域にふさわしいバランス

の取れた医療提供体制を構築するためには、県

と共に市町村の果たす役割も非常に大きなもの

があると認識しています。 

 今後も引き続き、県と市町村が一体となって

取り組んでいただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 次に、医療提供体制における南海トラフ地震

への備えについて質問します。 

 先週の質問でも議論されましたが、本年１月、

政府の地震調査委員会から、南海トラフ地震の

今後３０年以内の発生確率の引上げが発表され

ました。 

 南海トラフ地震では、県南東部を中心に、高

い津波が押し寄せる可能性が指摘され、佐伯市

で１０メートル前後、津久見市から国東市まで

の沿岸部で５メートル前後の津波の到達が想定

されています。 

 発生の切迫性が高まっており、大きな被害を

もたらすと想定される南海トラフ地震への強い

危機感からか、昨年７月２１日に開催された第

５０回大分救急医学会では、「能登半島地震に

学ぶ南海トラフへの備え」と題する緊急企画シ

ンポジウムが開催されたほか、１０月２４日に

開催された知事と市町村長との意見交換会でも、

南海トラフ地震などを想定した取組について議

論がなされたとの報道がありました。 

 本県は、南海トラフ地震発生時に甚大な被害

を受けることが想定されていることから、災害

発生時に医療提供体制の中心的な役割を担う１

４の災害拠点病院のうち、いくつかの病院は機

能が低下、又は困難に陥ることも想定されます。

甚大な被害により医療提供の継続が困難となっ

た場合に、入院患者を他の医療機関に移動させ

ることを病院避難と言いますが、平成２８年の

熊本地震では１，５００名を超える病院避難搬

送を行ったとの結果が報告されており、このよ

うな対応も視野に入れながら、いざというとき

への備えを積み重ねていくことが大切だと考え

ます。 

 また、災害時には給水制限等が行われる場合

もあることから、被災者が避難所等でできるだ

け健康に過ごすための口腔ケア対策も欠かせま

せん。特に高齢者の場合は誤嚥性肺炎等のリス

クも懸念されることから、被災者の口腔管理が

できるよう備えを行っていくことが必要です。 

 そこで、県として地域医療を守る観点から、

病院避難搬送への対応や被災時の口腔ケアも含

め、医療提供体制において南海トラフ地震へど

のような備えをしていくのか、福祉保健部長に

伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 災害時にも病院機能を維持

できるよう、県では医療機関の非常用自家発電

や給水設備の整備など、平時からの備えを支援

しています。 

 新年度早々に、災害対応マニュアルやＢＣＰ

の策定・充実に向けた研修も実施し、医療機能

の一部を喪失しても迅速に診療を再開するため

の具体的方策の検討を促していきます。 

 加えて、能登半島地震でも指摘された災害関

連死の防止には、避難生活を支える多職種によ

る連携が大変重要です。昨年３月には、被災地

支援に実際に従事したスタッフが中心となり、

帰県後、速やかに情報共有の場を設けたところ

であり、今後も定期的な開催により連携強化を

図っていくこととしています。 

あわせて、先の補正予算により、被災地での

口腔ケア活動などに必要な車両や医療機器を整

備し、避難者の健康維持にも今後活用していき

ます。 

 また、本年１１月に本県で開催予定の九州・

沖縄ＤＭＡＴ実動訓練の際には、医療機関、消

防、行政など関係機関の連携を確認・検証する

とともに、最悪の状況を想定し、病院避難訓練

の実施も検討しているところです。 

 近年、頻発、激甚化する災害時の対応を踏ま

え、南海トラフ地震に備えた適切な医療提供体

制の構築に努めていきます。 

井上副議長 中野哲朗議員。 
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中野議員 救急医学の専門の先生と意見交換し、

南海トラフ地震では、病院と同様に老人介護施

設でも多くの避難が必要となることから、津波

警報が発令された場合の具体的な避難方法や他

の自治体からの支援などについても議論してい

ただきたいという御意見を賜ったので伝えたい

と思います。 

 さきほど部長から、被災地支援に従事したと

いう実例が示されましたが、先日、自民党の看

護議員連盟と大分県看護連盟、大分県看護協会

の皆さんで、災害支援ナースの仕組みと養成、

能登半島地震における被災地での看護支援活動

についての勉強を行ったところです。 

 来年度の当初予算案では、災害医療体制整備

推進事業の一環として、災害支援ナースの派遣

体制の整備に関する費用が計上されています。

今後の課題と方向性についても、現場の声をし

っかり把握していただければと思います。 

 次に、県保健師の確保・育成について質問し

ます。 

 かつては恐怖の対象であった新型コロナウイ

ルスの感染症法上の位置付けが５類感染症へと

移行され間もなく２年となり、今日では、季節

性インフルエンザと同様の扱いになったと感じ

ます。私の地元、西部医療圏内唯一の感染症指

定医療機関である済生会日田病院では、地域包

括ケア病棟を感染症病棟に変更し、ピーク時の

病床利用率が９０％に到達するなど、緊迫した

状態でしたが、今思うと、あのコロナ禍を県の

医療従事者の皆さんが高い緊張感と強い使命感

により、よくぞ切り抜けてくださったと改めて

感謝します。 

 また、この間、保健所の保健師の皆さん方も

最前線で奮闘されていたことを忘れてはなりま

せん。相次ぐ感染の波の中での疫学調査、宿泊

療養所となったホテルへの搬送などの調整と八

面六臂の活躍であり、皆さんの活躍に救われた

県民がいかに多かったかは周知の事実です。 

 保健師は、生活習慣病対策をはじめとした健

康増進業務やメンタルヘルスに関する相談対応、

災害時の健康危機管理など、幅広い業務に従事

しますが、コロナ禍での緊急業務に携わる間に、

こうした通常業務に対応する技術が衰退してい

ないのかがとても心配です。昨年１２月には、

本県が日本一を目指す健康寿命の最新の推計値

が発表されたところですが、男性が全国１位か

ら２５位に、女性が４位から１０位へと順位を

下げており、地域保健をきめ細かにバックアッ

プする保健師の活動がコロナ禍でうまく機能し

なかったのが一つの要因ではないかと感じてい

ます。 

 健康寿命の順位を巻き返すためにも、保健師

による地域保健活動の質の向上は必須であると

考えますし、特に、市町村と連携したきめ細か

い対応が鍵と考えれば、若い人材をどのように

育成していくのかにも注目しているところです。 

 最近では、県と市町村との間で保健師の人材

確保についての競争が激化していると聞きます

が、新興感染症の発生時など保健所機能を十分

に発揮するためには、豊富な知識と志のある優

秀な保健師をいかに確保し、技術力を担保する

のかが大きな課題であると考えます。 

 そこで、県保健師の確保・育成にどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本県では現在１２７人の保

健師が在籍していますが、コロナ禍の保健所体

制の強化を図るため、この５年間で５７人を採

用したこともあり、全体の３分の２を占める３

０代以下の若手保健師の育成が喫緊の課題です。 

 これまでも経験年数に応じた研修体系を整備

していますが、今年度は新たに、次世代のリー

ダー育成を目的として国立保健医療科学院の３

か月研修に主任１名を派遣しました。 

 さらに、この１月には、３０代の保健師４名

を英国に派遣し、ランカシャー中央大学で講師

や学生と交流したほか、子どもへの健康施策を

実践する専門機関の活動を視察してきました。 

 現地では、児童生徒の健康課題を分析し、学

校と家庭をつなぐ保健活動に接し、地域の健康

増進に深く携わっている保健師の熱意に感銘を

受けるなど、今後、地域の健康課題の解決に主

体的に取り組む、そうした意欲が喚起されたと

ころです。 
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 近年、自治体間の人材確保競争が大変激化す

る中、保健師を志す学生に、本県独自の育成方

針をしっかりと伝えながら、優秀な人材の確保

につなげ、健康寿命の延伸を牽引していける中

核保健士の育成に努めていきます。 

井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 続いて、視点を変えて障がい者活躍

の推進について質問します。 

 昨年９月に策定された新たな大分県長期総合

計画における安心分野の目標の一つが障がい者

活躍日本一に一新されました。これまでの障が

い者雇用に加え、様々な分野での活躍を後押し

していくものであると思います。昨年の第１回

定例会で佐藤知事は、我が会派の三浦正臣議員

の一般質問に対し、障がい者スポーツや芸術文

化の振興も大切であり、そのための環境整備や

チャレンジを応援すると答弁されており、障が

いに対する理解促進や障がい者の社会参画に資

するこれらの取組を今後どのように実行してい

くのか私も注目しています。 

 折しも、たくさんの勇気と感動をもたらした

昨年のパリパラリンピックに続き、今年は東京

２０２５デフリンピック、来年には愛知県で第

５回アジアパラ競技大会が予定されており、正

に障がい者スポーツの振興に好機が訪れていま

す。 

 国内の障がい者スポーツ発祥の地と言われる

本県では、これまでその振興に力を注いできて

おり、中でも昨年４３回を迎えた大分国際車い

すマラソンは、国内外のアスリートたちが感動

の歴史を積み重ね、現在では世界のトップアス

リートが集う世界最高峰のレースへと成長を遂

げています。しかしながら、こうした本県の取

組がどこまで知られているか気になるところで

す。障がい者スポーツの輪を一層広げていく上

でも、競技や選手の魅力はもとより、本県が日

本の障がい者スポーツ発祥の地であることをよ

り強力に発信していくべきだと考えます。 

 また、芸術の分野では、障がい者アートを発

表する機会の継続的な確保に加え、今後は、既

成概念にとらわれない個性あふれる作品への理

解の促進や価値の創出につなげていくことが大

切だと感じています。来年度の当初予算案では、

障がい者アートのＰＲに係る経費などが計上さ

れていますが、この取組を障がい者や施設の収

入、そして生活の向上につなげていくことが大

切だと考えます。 

 こうしたスポーツや芸術文化に加え、これま

で取り組んできた雇用の面についても、引き続

きしっかりと推進していくことが重要です。今

後も、障がい者の方々が生き生きと働ける場を

確保していく取組を継続していただきたいと思

います。 

 そこで、スポーツや芸術文化活動の振興を含

め、障がい者活躍の推進にどのように取り組ん

でいくのか、福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 障がい者活躍の基盤となる

就労では、毎年約３００名もの新規雇用につな

げている県の雇用アドバイザー１３名が、引き

続き障がい者と企業のマッチング支援に力を入

れていきます。また新年度から、職場実習を行

う障がい者への奨励金を新設し、雇用率日本一

を目指すとともに、共同受注センターを核とし

て事業所の受注機会の拡充を図り、工賃向上に

つなげていきます。 

 日本のパラスポーツを牽引する大分国際車い

すマラソンでは、この５年間で４０名もの初出

場選手を発掘し、アスリートの裾野を広げてき

たところです。新年度は大会の歴史や魅力を集

めた映像コンテンツを活用して国内外への情報

発信を強化し、競技人口はもとより、ファン層

の拡大も図ることとしています。 

 また、昨年秋の障がい者アート展には、過去

最高の５，３００人に御来場いただくなど、障

がい者芸術への関心も着実に高まっています。

この秋には、大分駅構内にチャレンジショップ

を開設し、個性豊かな作品の商品化を後押しす

るなど、障がい者アートの需要をさらに高め、

芸術文化活動の幅を広げていければと考えてい

ます。 

 こうした取組を通じ、障がい者一人一人の意

欲や特性を尊重しながら、障がい者活躍日本一

を目指していきます。 
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井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 それでは、県民生活の安心の確保に

ついての最後の質問となります。 

 さきほど言ったような、また答弁をいただい

たような障がい者の活躍を後押しする上で、そ

の下支えを行う障がい福祉サービスの人材は大

変重要です。他方、少子高齢化に伴う生産年齢

人口の減少により、現在、あらゆる産業におけ

る人材不足が大きな問題となっている中、医療

や介護、保育における人材確保については、本

議会でたびたび議論が交わされてきたところで

すが、障がい福祉サービスについては、これま

で取り上げられることは少なかったと認識して

います。昨年５月、厚生労働省が公表した令和

４年１２月時点の障がい児・者の推計数は１，

１６４万６千人で、６年前の調査と比べ２４．

３％増加しており、障がい福祉サービスの人材

確保は今後ますます必要になると考えます。 

 障がいのある方々は、多様な個性と特性を持

っているため、福祉サービスの担い手には高度

な専門性と豊かな人間性が求められます。一方

で、そうした人材の確保や定着がなかなか困難

な状況にあると聞いており、障がい福祉サービ

スの質を維持し、利用者やその家族に安定した

支援を提供するためにも、処遇改善はもとより、

生産性の向上や業務効率化、職場環境の改善を

図ることなどが大切です。 

 こうした課題を解決するため、これまで介護

分野で進めてきた、介護職員の人材育成等に取

り組む事業者を評価し、可視化するふくふく認

証制度を今年度からは障がい福祉サービスの分

野にも広げており、その効果に期待していると

ころです。 

 また、来年度当初予算案には、外国人人材の

受入れについて、これまで先行して進めてきた

介護分野に加え、障がい福祉分野においても推

進していくための予算が計上されています。さ

きほど言ったように、障がい福祉サービスでは

高度な専門性等が求められることから、必要な

スキルを持つ外国人人材を受入れ、そして定着

させることができるのか、また、介護分野との

競合が生じないのかなど心配しているところで

す。そのため、県においては、障がい福祉サー

ビスの人材についての現状をよく分析した上で、

対策を講じていただきたいと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、障がい福祉サービス

の人材確保にどのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 昨年度行った調査では、お

おむね半数の障がい福祉事業所が人材不足の課

題を抱えていることが判明したところです。 

 県では、社会保険労務士の派遣等により離職

の防止、職場定着を支援しており、これまで１

０２の障がい福祉事業所に活用いただいていま

す。 

 さらに高齢者施設同様、ＩＣＴやロボット等

の導入によるＤＸの取組も推進しており、既に

４７事業所で整備を進めてきました。 

 加えて今年度は、ふくふく認証制度の対象を

障がい福祉分野にも拡大し、今月中に初めて五

つの法人を認証する見込みです。 

 また、障がい福祉施設にも外国人介護人材の

求人希望が次第に高まっており、新年度は研修

会の開催やアドバイザー派遣のほか、介護施設

と合同での海外視察や、現地説明会の開催を予

定しています。 

 昨年、インドネシアを視察した際には、現地

の養成校から、介護施設は女性中心の職場だが、

男子学生の就職先として障がい福祉施設に期待

しているという声を直接伺ってきました。 

 これまで介護分野で培ってきたノウハウをい

かしつつ、今後も障がい福祉サービスに適した

人材の確保にも力を入れていきます。 

井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 障がい福祉について、２問質問しま

した。 

 昨年１０月に開催された出前県議会ｉｎ日田

市では、障がい者の福祉サービス事業の経営者

に事例発表をいただき、人手不足という地域課

題の解決のために障がい者の力を発揮したいと

いう提案がありました。この提案の趣旨を詳し

く伺ったところ、福祉保健部には施設外就労を

しやすくしてほしい、商工観光労働部には人手
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不足の企業に情報発信してほしい、そしてその

上で、両部の連携によって、情報発信の時間を

短縮するためのマッチングアプリを開発してほ

しいというものでした。 

 私も担当部署との意見交換し、現状と課題な

どを認識したところですが、企業にとっては人

手不足の解消、障がい者にとっては所得の向上、

福祉サービス事業所にとっては障がい者支援の

充実につながるという思いのこもった提案です

ので、是非とも検討を重ねていただきたいとお

願いします。 

 最後に、県内の高速道路における規制速度に

ついて質問します。 

 私は、日田市から県議会に登庁するのに、高

速道路を利用しています。高速道路の法定速度

は、乗用車の場合、速度が指定されていない区

間では時速１００キロメートルと定められてい

ますが、私が利用する大分自動車道では、県境

の杷木インターチェンジから日出ジャンクショ

ンまでの間、時速８０キロメートルに制限され

ており、日出ジャンクションから大分インター

チェンジまでの東九州自動車道についても同様

です。 

 山岳路線で勾配もあり、国土交通省が発表し

た高速道路の要因別通行止め時間ワーストラン

キングにおいて、霧及び災害・悪天候の部門で

全国ワーストを記録したことがあるなどの特性

は承知していますが、時速１００キロメートル

が通常である他県からの利用者が多い路線でも

あり、８０キロメートル規制を理解していない

ためか、速度の切替えを意識していない車両に

出会うことが多いとも感じています。 

 規制速度の緩和については、長崎自動車道で、

平成２６年３月に一部の上下線４車線区間の最

高速度を時速１００キロメートルとする見直し

を実施しています。また、国においても直面す

る物流の２０２４年問題への対策の一環として、

大型貨物自動車などの最高速度を時速９０キロ

メートルへと引き上げる道路交通法施行令の改

正を行い、昨年４月から施行されています。 

 もちろん、中央分離帯がない対面通行区間で

の規制速度は必要だと認識していますが、４車

線区間でスムーズな車の流れをつくるためには、

霧などの気象面での制約がある場合を除き、規

制速度の緩和を検討してもよいのではないかと

考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県内の高速道路にお

ける規制速度の緩和について、県警本部長の見

解を伺います。 

井上副議長 幡野警察本部長。 

幡野警察本部長 議員からの御質問に対する答

弁に先立ち御報告します。 

 ３月７日、本県警察官を口座詐欺事件の被疑

者として逮捕するに至りました。県警察に対す

る信頼を著しく損なうものであり、大変申し訳

なく思っています。警察としては、捜査を徹底

して、明らかになった事実関係に即して厳正に

対処するとともに、本件を重く受け止め、規律

の振粛を徹底し、職員一丸となって信頼回復に

取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 それでは、中野議員からの県内の高速道路に

おける規制速度についての御質問にお答えしま

す。 

 県内の高速道路や自動車専用道路においては

規制速度が８０キロメートルや７０キロメート

ルに指定されているところです。これは、それ

らの高速道路等の建設時における設計速度が大

部分の区間で８０キロメートルとされているこ

とや、また、山間部に位置するためカーブが多

く勾配がきついことによるものです。 

 また、道路の一部には非分離の区間もあり、

こうした状況も踏まえて、交通事故を抑止する

ために必要な速度規制を実施しているところで

す。 

 事故の起こりにくい道路交通環境を実現する

ことは、交通の安全はもとより、交通の円滑化

を図る上でも重要であると考えており、県内の

高速道路等について直ちに規制速度を緩和でき

る状況にはないと認識しています。 

 その上で、国の交通規制基準のほか、交通事

故発生状況等を総合的に勘案して、特段の支障

がないと認められるような場合には、道路管理

者とも協議の上、最高速度規制について見直す
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ことも考慮していきたいと考えています。 

井上副議長 中野哲朗議員。 

中野議員 現状では難しいという答弁は想定し

ていましたが、やはり難しいようでした。 

 規制速度の緩和には、さきほどお話があった

ように、交通の円滑化とともに、交通の安全確

保が認められることが前提であるのは当然です

ので、この件についてはよく分かったところで

す。 

 では、以上で今回の私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

井上副議長 以上で中野哲朗議員の質問及び答

弁は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４２分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

嶋議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。吉村尚久議員。 

  〔吉村（尚）議員登壇〕（拍手） 

吉村（尚）議員 皆さんこんにちは。２７番、

県民クラブ、吉村尚久です。 

 まずは、一般質問の機会をいただいた先輩、

同僚議員の皆さん、そして、今日傍聴に見えら

れている皆さん、感謝したいと思いますが、１

年ぶりの質問ということもあり、ちょっと盛り

込み過ぎたなと反省はしているんですが、精い

っぱい質問します。よろしくお願いします。 

 まず、災害時要配慮者の避難についてです。 

 今年で阪神・淡路大震災から３０年を迎えま

した。この震災では、火災や家屋の倒壊により

実に６，４００人の方が亡くなり、特に高齢者

や障がいのある方などが逃げ遅れたために死傷

したケースが多かったと聞いています。また、

２０１１年の東日本大震災では、亡くなった人

の６割以上が６０歳以上の高齢者でした。さら

に障がいのある方の死亡率は全体の２倍だった

と言われています。 

 視覚障がい者の方からは、避難所まで行くこ

とが厳しい、トイレなど避難所の間取りを把握

するためにも触知案内図──手で見る、手で触

る地図があればなどの声を聞いています。また、

聴覚障がい者の方からは、防災無線などのアナ

ウンスが聞こえにくいため、何が起こっている

のか判断することが難しい、聞こえないため、

避難所では情報が得にくいと、重度の肢体不自

由の方からもヘルパーの支援体制の充実や避難

所の選択肢の拡大が必要と、また、医療的ケア

児の保護者からは、医療機器が停電しても使え

るように自家発電などの電源のある避難場所が

必要など様々な声を頂戴しています。 

 高齢者や障がい者などの災害時要配慮者の皆

さんにとって自力での避難は困難を極め、また、

厳しい環境にある避難所での生活は、肉体的、

精神的な疲労や持病の悪化による震災関連死に

もつながっています。 

 現在、各自治体で個別避難計画の作成が進め

られていますが、その進捗状況が気になるとこ

であり、県として作成に対して積極的に市町村

への支援を行うべきだと思います。 

 また、要配慮者の方々が避難する場所として

福祉避難所がありますが、昨年の石川県能登半

島地震において、施設や職員の被災で４割程度

しか開設できなかった状況などが課題となって

います。 

 県では、令和５年５月に避難所運営マニュア

ル策定のための基本指針を改定し、要配慮者対

策として福祉避難所の整備についても各自治体

に促していますが、量と質の両面から課題が多

いと感じています。 

 被災した市町村では、施設の損傷、介護職員

の被災によって福祉避難所の開設がままならな

い事態も発生が予想されます。そうした際にも

要配慮者の命を守るためには、介護事業所間の

連携や広域化といった体制整備も必要であると

考えます。 

 そこで、市町村における個別避難計画作成へ

の支援や、福祉避難所の広域化に向けた取組を

含め、災害時要配慮者の円滑な避難や避難所で

の生活をどのように支援していくのか、知事の

お考えを伺います。 

 あとは対面席より行います。 

  〔吉村（尚）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 
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嶋議長 ただいまの吉村尚久議員の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 吉村尚久議員の災害時要配慮者の避

難についての御質問にお答えします。 

 県では、災害時要配慮者の支援を喫緊の課題

と捉え、自力で避難できない方々の個別避難計

画の早期作成や避難所生活に配慮が必要な方へ

の支援に市町村と共に取り組んでいます。 

 現在、県内の避難行動要支援者２万９，０７

０人のうち１万４，０４０人の個別避難計画を

既に作成しており、達成率４８．３％は全国上

位にあります。 

 計画作成には本人の同意が必要であり、大分

県社会福祉協議会に配置したコーディネーター

３名が精力的に地域に出向き、福祉専門職や民

生委員などと連携して、同意取得や計画作成に

向けて市町村をきめ細かく支援しているところ

です。 

 一方、昨年の能登半島地震では、施設や職員

の被災により開設が困難となった福祉避難所が

多数あったことから、被災時に備えて、県内の

福祉避難所となる施設同士の連携を進めていく

必要があります。 

 近隣地域で複数の施設がグループを形成して、

発災時に市町村からの連絡を待つことなく、自

主的に相互の状況を確認して、職員を派遣し合

いながら運営を継続できる共助の体制づくりを

新年度から支援します。また、施設間だけでは

マンパワーの確保が困難な場合に備え、福祉専

門職による災害派遣福祉チーム、大分ＤＷＡＴ

や、福祉避難所の運営を支える応援職員の派遣

体制の整備も急いでいます。 

 さらには、能登半島地震の検証を踏まえた福

祉避難所の開設・運営マニュアルを今月中に改

定して、市町村や施設に速やかに周知すること

としています。 

 加えて、配慮が必要な方々も安心して避難生

活を継続できるように、簡易ベッドの県備蓄量

を拡充するほか、一般避難所のバリアフリー化

や要配慮者スペースの整備も市町村と共に急ぎ

進めているところです。 

 避難生活が長期化する方々には、保健師等に

よる健康観察や感染症対策を適宜行い、必要に

応じて福祉避難所や医療機関への移送にも対応

していきます。 

 今後とも、災害時要配慮者が安心して低スト

レスで避難生活を送れるように、市町村など関

係機関と連携して取り組んでいきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 知事、答弁ありがとうござい

ました。 

 個別避難計画作成においては、要配慮者当事

者の声をしっかりと聞いていくことがまず大事

でしょうし、そして、地域でのつながりがやっ

ぱり大事なんだろうと思います。そういう意味

でも、地域福祉計画の充実が必要になってくる

んだろうなと思います。 

 また、避難所については、県としても整備を

進められていっているということは承知してい

ます。さらに今回、福祉避難所において、介護

事業者間の連携をしていただくということで期

待しているところですが、ただ、南海トラフの

ような大きな地震になってくると、複数の自治

体が被災するということが十分考えられるので、

是非自治体間を超えた連携にも力を入れていっ

ていただければなと思うんですが、今の答弁の

中で１点だけ再質問したいんですが、福祉保健

部長に伺います。 

 先日、中津で、障がいのある人もない人もみ

んなで助かるという防災学習会がありました。

その際に、医療的ケア児を持つお母さんが災害

時の停電のときに非常用電源が必要なんだと、

そういうものを是非避難所に確保してほしいと

いう切実な声をいただきました。このことにつ

いて、是非、福祉保健部長から一言お願いしま

す。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 先日、中津での防災学習会

は大変大事なことだと思います。自主的に開い

ていただいているというのは、是非今後ともお

願いしたいなと思っていますが、御質問の医療

的ケア児をお持ちの保護者の方々から、そうい

った心配を以前から伺っており、これまでの県
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の取組でいうと、いわゆる在宅で人工呼吸器な

どが手放せないという医療的ケア児をお持ちの

御家庭に対して、実は令和４年度と５年度の２

か年で非常用自家発電装置の購入費助成という

ことで、当然中津市にも加わっていただいて、

県下全域で進めたところです。 

 一部、令和３年度からは大分市が先行して整

備に入っていたので、３年度、４年度、５年度

と全部合わせて、３年間で１４４人に対して整

備を行ったところです。令和５年度の事業が終

わる際に私から各市町村に、要するに整備漏れ

はないのかということをもう一度個別に聞いた

ところ、助成を受けていないところについては、

自分で購入しているからいいよということもあ

ったものですから、我々の方としては全ての御

家庭の、いわゆる在宅での自家発電装置につい

ては一通り整備が終わったかなと思っています。 

 今、御質問で言われた避難所においてはとい

うこと、これも大事な視点だろうと思いますが、

医療的ケア児を御自宅でそのまま生活するのが

いいのか、近隣の一般の避難所、あるいは福祉

避難所に行って避難すればいいのかというとこ

ろは、正に個別避難計画でどう定めるかという

ところにかかっているのかなと思います。一般

避難所全てに非常用の発電装置を付けていくと

いうのはなかなか厳しいかなと思っています。

以前も一度答えたことがありますが、やはり医

療的ケア児、あるいはそれに近い方がこの避難

所には逃げる可能性があるというところを個別

避難計画の中でしっかりと見定めて、そして、

そこには、県の補助もあるので、市町村と一緒

に一般避難所の中の自家発電装置の整備をしっ

かりやっていくという順序立てかなと思ってい

るので、是非そういった方向で進めていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。 

 個別避難計画とともに、必要な避難所におい

ては、そういう非常用電源の設置をよろしくお

願いします。そういう方々にとっては、非常用

電源は命綱になるんだろうと思うので、お願い

します。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 高齢者福祉施策についてです。 

 まず、健康寿命の延伸についてです。 

 昨年９月に策定された大分県長期総合計画、

安心・元気・未来創造ビジョン２０２４では、

引き続き健康寿命日本一が掲げられています。

私も県民一人一人が健やかな生活を営み、豊か

な暮らしを送ることができるよう、健康寿命を

延伸していくことは県政の重要な課題であると

考えます。 

 しかしながら、昨年１２月、国の健康日本２

１（第三次）推進専門委員会において公表され

た令和４年の本県の健康寿命の順位は、令和元

年の男性１位、女性４位から男性２５位、女性

１０位と大きく後退しており、非常に残念な結

果となっています。コロナ禍であったことを受

け、全国的に健康寿命が低下傾向にあったとは

いえ、この結果を重く受け止める必要があると

思います。 

 さらに着目すべきは、平均寿命と健康寿命の

差、いわゆる不健康な期間を短縮できているか

という点です。これを短縮することができれば、

県民自らの希望や選択に応じ、元気に人生を謳

歌できる社会の実現に加え、医療費や介護費の

負担軽減も期待できます。 

 今回、国が示したこの値の令和元年から令和

４年の推移を見ると、その差が拡大しており、

強い危機感を抱いています。令和４年はコロナ

禍の最中であり、その他の調査年と社会的背景

が異なるかもしれませんが、単にコロナの影響

と考えるのではなく、今回公表された結果とこ

れまで行ってきた施策の効果を丁寧に分析し、

より効果的な対策を実施する必要があると感じ

ます。 

 県では、これまでも健康寿命延伸に向け、企

業等と連携しつつ、生活習慣病予防や重症化防

止、地域包括ケアの推進などに力を入れてきた

ことは承知していますが、これらの取組が十分

に行き渡っていない地域や年齢層も存在してい

るのが現状と考えられます。 

 改めて県総ぐるみで健康寿命日本一を目指し

ていく機運の醸成や、これまで以上に市町村や

企業を巻き込みながら、地域に根ざした健康づ
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くりを行うことが必要と考えます。 

 そこで、健康寿命の延伸に向けてどのような

取組を進めていくのか、知事のお考えを伺いま

す。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 健康寿命の延伸についてです。 

 本県では、健康寿命日本一おおいた創造会議

を通じて、産学官や報道機関等が連携して、健

康づくりの県民運動を広く展開してきましたが、

今回の全国順位の後退をしっかりと受け止め、

巻き返しに力を入れていきます。 

 国の公表内容を分析すると、３０代から４０

代及び後期高齢者の年代で、健康上の理由で日

常生活に影響ありと答えた県民の割合が３年前

の前回調査から増加しています。 

 そこで、今後、次の点に力を入れて、県全体

の健康寿命の延伸を図ります。 

 まず一つ目は、働き盛りの世代も含めた県民

全体の健康意識のさらなる醸成です。約１０万

人に登録いただている健康アプリをリニューア

ルした新あるとっくの試験運用を先週から開始

しており、４月から本格稼働に移ります。今回、

健康情報のプッシュ型配信やポイントサービス

機能も充実させて、より多くの県民にみんなで

歩いて、お得に、健康になっていただきたいと

考えています。 

 次に、高齢者の健康づくりに向け、通いの場

の活性化も図ります。参加率１０年連続全国ト

ップの歩みを継続するため、市町村担当者や通

いの場のリーダーを養成して、ｅスポーツや男

性の料理教室などメニューも多様化して、参加

者のさらなる拡大を図っていきます。 

 さらに、健康寿命延伸には、毎年検証可能な

１３の客観的健康指標を設け、特定健診受診率

や歯と口の健康状態など、特に全国順位が低い

項目を中心に改善を促す取組も重要と考えてい

ます。例えば、中津市では、市民の血糖値は比

較的良好である一方、特定健診受診率が特に低

いことが課題となっています。そこで、健康指

標の改善を図る市町村への助成を拡充し、地域

ごとの健康課題の解決を加速します。 

 また、この４月から県民健康増進課を新設し、

２，６００を超える健康経営事業所に加えて、

国保や協会けんぽなど保険者との連携強化によ

り、健康寿命延伸に向けた県民運動の裾野をさ

らに広げていきます。 

 今後とも、多様な主体と連携しながら、改め

て男女そろっての健康寿命日本一を目指して取

り組んでいきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 知事ありがとうございました。 

 健康寿命を延ばすための取組、様々行われて

いるかと思います。また今後も進めていくんだ

ろうと思いますが、新あるとっく、私も入れま

した。もっと県民の方々がたくさん入れていた

だければなと思うところですが、こういう健康

寿命を延ばすための取組は理解しましたし、高

齢化が進んで元気にいられるということはとて

もいいことなんですが、一方で課題になってく

るのが高齢者の、特に一人暮らしの高齢者の孤

独や孤立の問題だろうなと思うので、その点に

ついて質問します。 

 国立社会保障・人口問題研究所は昨年１１月

に、一人暮らしをする６５歳以上の高齢者世帯

は増え続け、全ての世帯に占める割合は、２０

５０年には３２道府県で２０％を超えると発表

しました。大分県では、さらに２１．５％にな

ると試算されています。これは少子化や未婚化、

さらには平均寿命の延伸などが大きく影響して

いると言えますが、孤立化・孤独化が一番顕在

化しやすい一人暮らし高齢者への支援をどうす

るかが問われています。 

 こうした中、令和６年４月に孤独・孤立対策

推進法が施行され、６月には施策の推進を図る

ための重点計画が示されました。県でも昨年、

第９期のおおいた高齢者いきいきプランを策定

し、計画に沿って様々な施策を実施しています。

高齢者が安全・安心に暮らし続けていくために

は、地域の見守りも大切であり、安否確認のサ

ービスの充実や防犯といった問題についても、

行政と地域が一体となり、取り組んでいく必要

があるのではないかと考えます。 

 そこで、高齢者の孤独・孤立対策にどのよう

に取り組んでいくのか、福祉保健部長に伺いま
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す。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 本県では、公民館など身近

な場所で気軽に集える通いの場を３千か所以上

に広げて、高齢者の地域参加を後押ししており、

その参加率１５．２％は１０年連続日本一とな

っています。また、県内１４０か所の子ども食

堂の半数以上では多世代交流も行われるなど、

高齢者の居場所や活躍の場にもなっています。 

 一方、一人暮らしの高齢者には、例えば、買

物やごみ出しなど日常生活に悩みを抱える方も

多いことから、県の支援により、住民参加型福

祉有償サービスを県内１０７団体が随時提供す

るなど、孤独・孤立の防止につなげています。 

 しかし、有償サービスにはなじまない見守り

や安否確認などは、主に民生委員や自治会長が

日々対応しているものの、高齢化等でその担い

手不足も顕在化しつつあり、今後はできるだけ

多様な主体による見守り活動が必要となってき

ます。 

 全国的に見ると、宅配事業者とか郵便局、ま

た、電気やガスの事業者などに独居世帯の安否

確認を依頼する自治体も増えており、こうした

企業活動の一環としての協力もいただきながら、

地域全体として高齢者の孤独・孤立の防止を図

っていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。 

 見守りについては、また今後とも先進事例等

を調査して、さらなる充実を図っていただきた

いなと思いますが、通いの場の果たす役割は本

当に大きいんだろうと思います。その参加率が

日本でも１位ということですが、ｅスポーツな

どの新たな取組も始まっているわけなんですが、

ただ、課題の一つとして、コロナ禍等によって

中山間地域においてはこの通いの場が休止した

り、廃止したりという状況になって、そして、

コロナがおおよそ終息はしたものの、そのまま

復活していないという状況も生まれているよう

なんですね。では、こういうところの方々、通

いの場に行きたくても行けない方が実際におら

れるという中で、介護サービスではなくて、そ

ういう方々のところに訪問して、レクリエーシ

ョンだとか、会話だとか、体力向上だとかいう

訪問型の部分ができないかと思うんですが、い

かがでしょうか、再質問します。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 通いの場については、コロ

ナ禍で一旦は活動が停滞して、箇所数も一旦２，

６００ぐらいまで減りましたが、コロナ禍後の

現在においては、答弁で言ったように３千か所

を超えたので、県内全体の総数としてはコロナ

禍前よりも増えてきたかなと思っていますが、

地域によってはなくなってしまったところがあ

るかもしれません。 

 そういったところには、さきほど言ったよう

な有償サービスや声かけ等で何とか孤独・孤立

にならないように頑張っていただいているんだ

ろうと思いますが、やはり大事なのは、そうし

た方々は、どうしても地域のつながりを持って

人と話すとか、そういった輪の中に溶け込んで

いただくのが一番大事ではないかなと思ってい

るので、そうした地域の通いの場に集まってい

ただけるように、そこで介護予防や社会参加な

どができるように、市町村と一緒になって呼び

かけして、できるだけ出てきていただきたいな

と思っています。 

 もう一つは、ビジョン２０２４の目標で、令

和１０年度までに県内全域で、いわゆる重層的

な支援体制づくりを全市町村でということで今

進めているので、そうした仕組みも使いながら

孤独・孤立のない地域にしていきたいなと思っ

ています。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。 

 通いの場に行き、交流することがなかなかで

きない方々が孤独・孤立化しないような取組と

いうことで、市町村や社協とも連携して取組を

進めていただければと思います。 

 誰もが安全・安心に暮らし続けることができ

るような地域づくりを目指していければなと思

いますが、地域の通いの場で、実は私の知り合

いの方にアンケートを取ってもらったところ、

女性はおしゃべりするのが楽しいということで



第１回 大分県議会定例会会議録 第７号 

- 150 - 

そういう通いの場に参加されているんですが、

どうしても女性に比べて男性の参加率が低いと。

では、こういう男性の方々をどう巻き込んでい

くのか、引き込んでいくのか、この辺のところ

も課題の一つではないかなと思うんですが、部

長、その辺の妙案が何かありますか。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 答弁でも言いましたが、や

っぱりメニューが女性はおしゃべりでいいんで

すが、男性は行っても面白くないなということ

でなかなか参加が伸びないのかなと思っていま

すので、例えば、男の料理教室であるとか、ゲ

ームで勝ち負けがあると、ちょっと行ってみて、

絶対明日は勝ってやるといった気持ちの中で参

加も弾むのかなと思うので、そういうゲーム性

のあるものとか、囲碁、将棋でもいいんですが、

そういった少し趣味がいかせるようなものをな

るべく多様につくっていくというのが男性の参

加率向上に少しは寄与するかなと思っています

ので、そういった観点で進めていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 突然すみません。また是非検

討していただければと思います。 

 それでは、中津干潟について質問します。 

 なじみのない方もいるかと思うので、モニタ

ーやタブレットで御覧になっていただければと

思いますが、周防灘に面した中津干潟は広さ１，

３４７ヘクタールで、干潮時には最大約３キロ

メートルまで干潟が広がります。この中津干潟

は、カブトガニやアオギスなどの希少生物の宝

庫であり、また、カモメやサギなど渡り鳥が多

く飛来するなど、学者や研究者などもその価値

を大きく認めているところです。 

 そして、この中津干潟の価値を周知する活動

を行うＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会も２５周年を迎

えました。同会による小学生を対象とした環境

学習や市民を対象とした観察会、ビーチクリー

ンの実施、渡り鳥の飛来数やカブトガニの生息

数といったデータの蓄積など様々な活動の成果

もあり、ふるさとの誇るべき自然である中津干

潟への市民の思いは確実に広がってきています。 

 また、３月１４日付けで、中津干潟のうちの

舞手川河口湿地というところがありますが、こ

こが民間の取組等によって生物多様性の保全が

図られている区域として環境省から自然共生サ

イトに認定されることが決定しました。 

 他方、中津干潟にはまだまだ認定にふさわし

い場所があり、干潟全体の認定が望まれるとこ

ろです。さらに水辺に遊ぶ会は、ラムサール条

約、これは特に水鳥の生息地として国際的に重

要な湿地に関する条約ですが、これへの登録も

目指しています。その認定や登録に向けては、

漁業関係者の理解、合意が必要であり、特にラ

ムサール条約への登録においては、それに加え、

研究団体や企業だけでなく、地元自治体や市民

の賛意を得なければならず、機運醸成が欠かせ

ないということは言うまでもありません。そし

て、そのために県としてもしっかりと後押しし

ていただきたいと思います。 

 そこで、中津干潟全体の自然共生サイトへの

認定やラムサール条約への登録に向け、県とし

て中津市や関係者と連携し、どのように取り組

んでいくのか、生活環境部長に伺います。 

嶋議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 中津干潟は、アオギスやズ

グロカモメなどが生息する多様性豊かな自然環

境が保たれた場所であり、県では、おおいたの

重要な自然共生地域に選定し、保全が図られる

よう、活動の支援やエリアの周知を行っていま

す。 

 今回、この中津干潟の一部が環境省の自然共

生サイトに認定されることを契機に、これまで

以上に地域における理解が広まることなどによ

り、全域のサイト認定につながることが期待さ

れます。そうした中、エリアの保全に積極的に

取り組む地元ＮＰＯ法人を中心に、ラムサール

条約湿地の登録を目指す動きも出てきています。 

 登録には、国の法律により将来にわたって自

然環境の保全が図られることが要件とされるな

ど高いハードルがあるものの、中津市からは他

県の先行事例を深く研究するとの方針が示され

ているところです。 

 県としても、市と連携を図りながら、中津干

潟が持つ豊かな自然環境が次の世代へと受け継
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がれるよう、引き続き保全活動や地域の理解促

進等を後押ししていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。 

 認証や登録によって地域の誇りにもなるし、

例えば、そこで取れる魚介類は、中津干潟ブラ

ンドということにもつながるのではないかと思

うし、今、研究者や大学生も多く来られていま

す。これが認定、登録されれば、観光客が来る

可能性もあるのではないかと思うんです。認証

や登録の要素としては十分兼ね備えていると聞

いてもいます。そういう中で、是非関係者と連

携を図って、県としても支援していただくこと

をお願いしておきたいと思いますし、また、こ

れは要望になるんですが、ここは環境学習の場

であったり、それから、中津干潟を守りいかす

場であったりということからすれば、資料館的

なネイチャーセンターを望む声もあるので、そ

ういうことについても是非検討していただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 それでは次に、外国人との共生についてです。 

 外国人労働者の就業環境についてです。 

 世界各国で人材不足が進む今、外国人労働者

の確保は競争の時代です。外国人労働者に選ば

れる国、選ばれる大分県になるためにも、技能

実習生が困ったときの相談窓口の強化等が重要

であり、今後ますます外国人労働者に寄り添っ

た施策が必要になってくると思います。 

 本県では、外国人労働者等就業環境等整備促

進補助金による助成を実施しています。また、

昨年３月には大分県外国人材の受入れ・共生の

ための対応策の改訂版が出されましたが、その

中には、優秀な留学生や外国人労働者を本県の

企業に引き込むため、インターンシップに関す

る支援等が盛り込まれています。これらは、ど

ちらかといえば受入側の視点での取組と考えま

すが、今後は労働者側の視点に立った取組の強

化にも期待するところです。それこそが、ビジ

ョン２０２４で掲げている外国人労働者から選

ばれる大分県に向けた外国人労働者が働きやす

く、能力がいかせる環境づくりにつながると私

は考えています。 

 そこで、外国人労働者の就業環境の改善にど

のように取り組んでいくのか、商工観光労働部

長に伺います。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 あらゆる産業で人手不

足が深刻化する中、県内でも外国人材の受入れ

が進み、大分労働局によると、昨年１０月末の

外国人労働者数は１万２，１７６人と過去最高

を記録しています。他方、国内外で獲得競争が

激化する中、再来年までに開始予定の育成就労

制度では転籍制限が緩和されるため、引き続き

本県が外国人材に選ばれるための一層の取組が

必要と考えています。 

 県では、外国人材の居住環境などの整備に取

り組む中小企業への助成を実施しています。寮

の共有スペースの個室化、トイレの洋式化のほ

か、今年度は技能実習生などのニーズを踏まえ、

仕事や生活の移動に便利な電動アシスト自転車

購入も支援しています。あわせて、円滑なコミ

ュニケーションを図るため、日本語講習の受講

や翻訳機導入の支援など、外国人材の視点に立

ったサポートを実施しています。 

 また、技能実習生を含む外国人住民の困り事

に対応する外国人総合相談センターでは、在留

資格の変更手続や外国語対応できる医療機関の

紹介など様々な相談に対応しています。 

 今後も、市町村や労働局などの関係機関と課

題や優良事例などを随時共有し、多くの外国人

材が様々な国から本県に来て、安心して働いて

もらうための効果的な取組を進めていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。外国

人が働きやすい環境を進めていただいていると

思うんですが、先日地元で行われた外国人との

交流イベントの中で、たまたま自分の隣に座っ

たベトナムの技能実習生の方が話していたのが、

３年たったら東京か大阪に行くと、なぜならば

ということですね。中津は暮らしやすいところ

てだが、やっぱり賃金は東京や大阪の方がいい

んだと言いました。やっぱり大都市圏と比べる

と、地方の都市ですので、賃金はなかなか勝て

ないかと思うんですね。だからこそ、いかに外
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国人の方々にとって働きやすい環境をつくって

いくのか、暮らしやすい環境をつくっていくの

かということが問われているんだろうと思いま

す。 

 そういう意味で再質問したいんですが、群馬

県では多文化共生・共創社会の実現に向けて、

単なる人手不足を解消するための労働力として

の外国人材ではなく、彼らを仲間として受け入

れ、共に活力をつくり出している事業者を認定

する群馬県多文化共創カンパニー認証制度を令

和３年６月に創設しています。私は、外国人労

働者に選ばれるためには、彼らを仲間として受

け入れていく企業が増えることが必要だと思い、

このような認証制度を取り入れたらと思います

が、商工観光労働部長の見解をお聞かせくださ

い。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 議員御指摘のとおり、

外国人が安心して暮らし、地域社会の一員とし

て活躍できる多文化共生社会の実現が今後より

一層求められると考えています。そのため、外

国人材が能力をいかして活躍できる環境づくり

を進める企業が地域で増えていくことが非常に

重要です。県としても、そうした取組を行う企

業のサポートを引き続き市町村などと連携して

行っていきます。 

 議員御提案の企業認証制度については、まず

は今後、導入している県での活用状況や成果に

ついて、しっかりと情報収集を行っていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 是非研究していただければと

思うんですが、今後の育成就労だとか特定技能

の制度の中で、共に働く仲間として、その能力

をいかすという立場に立てる企業が増えていっ

てくれたらなと思うので、企業の意識改革を図

るという意味でも県の後押しを是非よろしくお

願いします。 

 それでは、多文化共生の推進についてという

ことで、来日間もない外国人は日本での生活に

慣れておらず、ごみ出しや交通ルールなど基本

的なことが理解できていないため、近所の方と

トラブルになったという話をよく聞きます。こ

ういった事態を防ぐには、日本での生活文化や

習慣、基本的なルールについて伝える場を持つ

ことが大事だと思っています。 

 そのような中、私が住む地域では、外国人と

のイベント交流や暮らしをしていく上での困り

事などを聞くための意見交換会などが行われて

いますが、その中で、外国人との共生を目指す

ためには、改めてお互いの文化の理解や交流が

大切であると気付かされました。また、それぞ

れの国の出身者が集うコミュニティがあり、そ

の中心的な役割を果たしているリーダーの力を

借りることも大事であると認識しました。 

 ビジョン２０２４にも示されている外国人と

の共生を具現化していくためには、こうしたリ

ーダーを集めた日常生活の情報交換や意見交換

など、その地域に暮らす外国人と地域住民との

ネットワークづくりが必要であると私は考えま

す。 

 そこで、外国人のコミュニティリーダーの育

成や、地域との連携を含め、多文化共生をどの

ように推進していくのか、企画振興部長に伺い

ます。 

嶋議長 若林企画振興部長。 

若林企画振興部長 多文化共生についてです。 

 今後、外国人材へのニーズの高まりや、在留

資格制度の見直しにより滞在の長期化や帯同家

族の増加も予想されることから、多文化共生の

推進はますます重要となると考えています。 

 次期海外戦略でも引き続き重要な施策と位置

付け、外国人総合相談センターによる支援や日

本語教育体制の充実などの取組に加え、新たに

外国人住民と地域住民のネットワークづくりに

取り組んでいくこととしています。 

 具体的には、外国人に対する地域生活におけ

るルール・マナー指導や、地域、又は企業の理

解促進のための交流などを行う団体を伴走支援

し、モデル事例を創出するとともに、これを県

内各地域に横展開を図っていきます。 

 また、御質問の外国人のコミュニティリーダ

ーに関しても、このモデル構築の過程の中で取

り組んでいきたいと考えています。 

 今後とも、外国人から選ばれる多文化共生社
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会の実現を目指して取組を積極的に進めていき

す。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。 

 多文化共生社会をつくり上げていくためにも、

それぞれの国のコミュニティリーダーの存在と

いうのは非常に私は大きいと思うんですね。是

非地域住民とのコミュニケーションの橋渡し役

であったり、又は災害時の自助、共助の担い手

ということに活躍してもらうためにも、コミュ

ニティリーダーの育成、連携を是非よろしくお

願いします。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 コンテンツツーリズムについてです。 

 近年、漫画やアニメなどのキャラクターにな

り切るコスプレイヤーの撮影スポットとして、

中津市山国町の複合施設であるコアやまくにが

人気を集めています。モニターやタブレットで

御覧になっていただければと思うんですが、コ

スプレイヤーの写真撮影会を行ったときのもの

です。残念ながら、自分はこれが何のコスプレ

かよく分からないんですが、もし御存じの方が

あれば後で教えていただければと思いますが、

いずれにしても、豊かな自然の中にあるコンク

リート打ちっ放しの近代的な建物がコスプレイ

ヤーにとって魅力的なようで、特に昨年１０月

に行われた企業主催のコスプレイベントには、

県内外から４００名を超える来場者があったそ

うです。 

 撮影は、コアやまくにだけでなく、商店街や

山国町周辺の観光地においても行われ、今後、

町全体がコスプレの聖地となることで、町のＰ

Ｒや交流人口増加、観光振興や地域振興にもつ

ながるのではないかと期待するところです。 

 本県には、２０２１年からの３年間で約５５

億円もの経済効果を生み出している「進撃の巨

人」をはじめとしたアニメや映画の聖地が多く

あります。そして、宇佐神宮御鎮座１，３００

年である今年は、宇佐神宮を舞台にしたアニメ

作品「こめかみっ！ガールズ」が１０月からテ

レビ番組として放送されることが決まっており、

今後ますますアニメ作品を中心とした観光産業

の盛り上がりが期待できます。 

 本県としても、コスプレイヤーへの公共施設

の貸出しやコスプレイヤーを対象とした聖地巡

礼ツアーの造成など、コンテンツツーリズムの

推進に力を入れてはどうかと考えています。 

 そこで、コンテンツツーリズムによる観光振

興にどのように取り組んでいくのか、観光局長

に伺います。 

嶋議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 多様なツーリズムによる観光誘

客を推進する上で、アニメや映画などのコンテ

ンツは、県内広域周遊を促すきっかけとなる可

能性を秘めています。 

 本県では、大分県ロケツーリズム推進協議会

というのがありますが、その会員でもある市町

村と連携したロケ誘致を通じ、映画のロケ地や

アニメの舞台などに取り上げられ、観光スポッ

トとして紹介された例もあります。 

 また、最近では「進撃の巨人」の日田市、ハ

ーモニーランドの日出町が民間団体の訪れてみ

たい日本のアニメ聖地８８に選出されるなど注

目を集めており、国内外から多くの観光客が訪

れているところです。この好機に、アニメなど

のキャラクターになり切るコスプレイヤーのニ

ーズを捉えた取組を進めることも、新たな誘客

層の創出や観光消費拡大に有意義だと考えてい

ます。 

 実際、県の施設をイベントに利用したいとの

問合せをいただいてもいますし、個別にイベン

トの内容等を確認しながら対応しているところ

です。 

 引き続き、温泉や食など従来の観光資源に加

えて、本県ゆかりの様々なコンテンツを活用し

ながら観光振興を図っていきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 今や、日本が世界に誇るアニ

メ文化ということで、市場規模でも３兆円を超

えるという話も聞いています。全国各地でコス

プレイベントも行われているようですし、県内

には聖地も多くあります。是非コンテンツツー

リズムによる新たな取組をまた期待したいと思

います。 
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 次の質問に移ります。 

 有機農業の推進についてです。 

 農林水産省では、みどりの食料システム戦略

の一環として、地域が一体となり、有機農産物

を生産・消費させるオーガニックビレッジとい

う事業を進めています。その受皿の一つに、学

校給食における有機農産物の活用があります。 

 県内の学校給食でも地産地消や食育などの取

組が進められ、ふるさと給食、地場産給食など

の名称で地元産の米や野菜、さらにはジビエや

県産魚などを活用した学校給食が広がっていま

す。その一つとして、有機農産物の活用もより

積極的に取り組むべきだと考えます。 

 千葉県いすみ市では、有機農産物を学校給食

に導入することで、子どもの完食率の上昇や有

機農産物のブランド化、地域のイメージアップ

が図られるとともに、そうした給食を目的とし

て移住する方もいるなど大きな効果が表れてい

ます。県内においても、佐伯市、臼杵市、豊後

高田市などで取組が始まっています。 

 こうした学校給食における活用は一つの例で

すが、県内の有機農業には農家の少なさや慣行

栽培の農産物との価格差、雑草や病害虫などの

防除対策など課題が多く、その解決には、まず

もって安定かつ大規模な販路の確保が不可欠で

あると考えます。そうした販路が確保されれば、

提供する年間の有機農産物の量を計算した上で

栽培する面積を試算し、計画的な拡大を進める

ための支援や有機農産物の購入に対して県が補

助するといった有機農業の推進を図ることがで

きるのではないかと考えます。 

 有機農業の推進は、今後の本県農業の持続可

能性を高め、成長産業化を図るためにも不可欠

な取組であり、農業政策の重点項目として取り

組んでいただきたいと私は考えます。 

 そこで、学校給食での活用を含めた販路の確

保を中心に有機農業をどのように推進していく

のか、農林水産部長に伺います。 

嶋議長 渕野農林水産部長。 

渕野農林水産部長 県では、第３次有機農業推

進計画に基づき、有機農業者の県域出荷組織を

主体とした販路拡大や有機産地づくりを支援し

ています。 

 販路拡大では、需要が多い首都圏を中心に積

極的に販促活動を実施した結果、複数の量販店

や大手商社等との取引が始まりました。現在、

こうした取引の拡大に向け、必要な新たな出荷

者の確保と安定出荷に取り組んでいるところで

す。 

 また、オーガニックビレッジ宣言の３市では、

食育や地産地消などの活動とあわせ、学校給食

への活用を積極的に行っており、今後さらに使

用量を増やす計画です。 

 このような需要に応えるためには産地づくり

も重要であり、中核的な有機農家に対して、省

力化機械等の導入を支援し、有機農業者の規模

拡大を推進していきます。 

 また、こうした動きを県下に広げるための研

修会なども開催しています。さらに関係機関と

連携した病害虫や雑草対策などの技術の共有も

大切ですし、あわせて栽培管理技術の優良事例

の横展開も進めていきます。 

 このような取組を通じて有機産地づくりの機

運を高めるとともに、販路確保と生産拡大を進

め、有機農業を推進していきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 課題もたくさんあろうかと思

いますが、是非課題を乗り越えて進めていって

いただけたらなと思うところです。有機農業に

よる地域づくりにもつながってくるのではない

かと思います。学校給食がそれを仲立してくれ

るのではないかとも期待しているところです。

是非教育委員会と共に連携しながら、積極的に

調査研究していっていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 それでは、教育の充実についてです。 

 夜間中学校の開校準備についてです。 

 令和６年第３回定例会における我が会派の高

橋議員の質問に対し、知事から令和８年４月の

開校を目指して準備を進めるとの答弁がありま

した。その後、設置場所を爽風館高校内とする

などの大分県立夜間中学設置基本方針を昨年１

１月に策定し、開校に向けての検討が進められ

ていることと思います。 
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 夜間中学の周知、入学時期、学習内容、通学

が困難な人に対してのオンライン授業、教員配

置についてなど多くの課題も見え、検討が進め

られていることと思いますが、私は特に一人一

人のニーズに沿った柔軟な学習内容を整えてい

くことが大切だと考えています。 

 そこで、学習内容の柔軟化を含め、夜間中学

の開校に向けた準備にどのように取り組んでい

くのか、教育長に伺います。 

嶋議長 山田教育長。 

山田教育長 夜間中学での学び直しを希望する

方々は、年齢や国籍、学習状況、生活経験など

多様であることから、学習内容や修業年限等を

柔軟に設定し、入学生が満足できる学びを提供

したいと考えています。 

 そのため、開校前に県内７か所で入学者説明

会や個別面談を実施し、入学希望者のこれまで

の学習状況や、外国人の場合は日本語の習得状

況などに応じた複数のコースの設置を検討する

こととしています。また、本県の夜間中学設置

基本方針では、修業年限は原則３年間とし、最

長６年間までの在籍を可能としており、一人一

人の学びのペースも大切にしていきたいと考え

ています。 

 課題としては、入学希望者が県内各地に居住

していると考えられることから、通学が困難な

方に向けたオンライン講座の開設も視野に入れ

て準備を進めていきます。 

 今後、早期に開校支援委員会を設置し、学校

の教育目標やコースの在り方、校名、校歌、運

営体制等を検討することとしています。 

 令和８年４月の開校に向け、入学希望者のニ

ーズにきめ細かく柔軟に対応し、安心して学べ

る環境を提供できるよう着実に準備を進めます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。 

 近年新設された夜間中学校においては、通い

始めたが、複数の退学者を出しているという夜

間中学校もあるそうなんですね。その理由は何

なのかということです。一つだけではないとは

思いますが、結局、夜間中学校に生徒が求めて

いるものは、一人一人に応じた学びということ

だろうなと思うんです。昼間の中学校の延長線

上のものではないんだろうなと思うんですね。

学びたい、又は学び直したいと願う人に応じる

夜間中学を是非目指していただければと思いま

す。 

 また、私も会派の皆さんと一緒にこの夜間中

学については調査研究をしっかり進めて、また

提案ができればと思います。よろしくお願いし

ます。 

 それでは、最後の質問です。 

 学校現場の体制整備についてです。 

 県教育委員会では、変化の激しい社会を生き

抜く力と意欲を育むことを基本理念とする新た

な大分県長期教育計画やインクルーシブ教育シ

ステムの実現を目指す大分県特別支援教育推進

プラン２０２５の策定を予定しています。 

 そこで、キーワードになるのは、探究的な学

び、協働的な学び、そして、一人一人を大切に

した学びであり、また、そのヒントは夜間中学

や定時制・通信制高校、学びの多様化学校など

にあると私は考えています。 

 様々な理由で、学校に行きたくても行けない

子どもがいます。子どもの社会的自立を目指す

という目的を実現するためには、これまでの当

たり前について、学校も教職員も立ち止まって

考える必要があり、意識改革を進めていかなけ

ればならないのではないかと思います。 

 また、そのためには学校や教職員の主体性が

必要ですが、現実的には個人的に創意工夫した

いという気持ちがあっても、時間や余裕を持つ

ことが難しいと思っている教職員が多い状況に

あります。だからこそ、学校や教職員の実践の

裁量を広げることや、教職員自身も助け合える

関係性や安心感が必要であり、教員不足の解消

など働き方改革も進めなければなりません。 

 同時に、指針や方針を示し、指導や支援する

立場にある教育委員会も学校や教職員を信頼し、

学校の自立性を高めるための権限を学校に与え

るなど、変わらなければならないのではないか

と思います。 

 これまで以上に子ども一人一人の違いを認め、

児童生徒のニーズやペース、学び方が尊重され
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る学校づくりを進めるためには、小学校におけ

る教科担任制の推進や、一人の先生が全てをカ

バーする学級担任制から学年担任制や複数担任

制への転換、学びの際の多様な外部人材の活用

など、学校の当たり前を見直す改革が必要なの

ではないかと考えます。 

 そこで、学校現場の体制整備にどのように取

り組んでいくのか、教育長に伺います。 

嶋議長 山田教育長。 

山田教育長 県教育委員会では、子ども一人一

人の状況に応じてきめ細かく指導できるよう、

フリースクールとの連携による不登校対策の充

実をはじめ、夜間中学の設置など、誰一人取り

残されない学びの実現に取り組むこととしてい

ます。 

 また、国が示す正解主義や同調圧力への偏り

からの脱却や、デジタルの力でリアルな学びを

支えるという考え方も今後ますます重要となり

ます。そのため、議員御指摘のように、これま

での学校の当たり前を見直し、既成概念にとら

われない個別最適な学びを追求していかなけれ

ばならないと考えています。 

 こうした意識改革に向け、大学や民間企業で

の研修を強化するとともに、教員が子どもと向

き合う時間を確保するため、働き方改革にも全

力で取り組んでいるところです。 

 また、多様な人材確保に向け、社会人選考枠

の拡大に取り組むほか、来年度、教科担任制拡

充のための定数改善を行い、教員が余裕を持っ

て創意工夫できる体制を整備します。 

 こうした取組に加え、遠隔教育による大分モ

デルの構築など、従来の手法にとらわれること

なく、学校現場の改革に積極的に挑戦していき

ます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。是非

学校の体制整備ということについても期待して

おきたいと思うんですが、近年、全国的に校則

やルールだとか、授業の進め方とかを見直して

いる学校が増えてきています。それは現状を単

純に否定するということだけではなくて、今ま

で以上にどのような学校が求められているのか、

どのような授業が望ましいのかということが模

索されて、改革を進められていると思っている

んですね。 

 ＩＣＴ教育だとか、小学生の外国語だとか、

又は遠隔授業だとか、部活動の地域移行だとか、

こういうことは時代の要請に合ったとても大切

な取組だとは思っているんですが、その前に、

今、子どもたちが非常に多様化していく中で、

その実態からどんな学校が求められているのか

と、公立学校の果たす役割とは何なんだと、そ

の中で中心的な課題としての子どもたちの学び

を支えるということはどうしたらいいのかとい

う根本的な議論が私は必要だと思うんですね。 

 そういう意味で、殊、そういうことを議論し

て明らかにした上で学校体制整備をつくり上げ

ていくということが大切なのではないかと思い

ます。実際のやり方を変えていくのは、なかな

か簡単にはいかないものだと思いますが、こう

いうことについて教育委員会として是非議論を

進めていただきたいと思いますが、教育長に再

質問します。 

嶋議長 山田教育長。 

山田教育長 大変難しい問題だとは思います。

今、議員おっしゃったように、ただ変えればい

いというものではないと思います。これまで培

ってきたいろんな教育の流れとか、伝統とかい

ったものは尊重しつつ、なおかつ、時代の潮流

とか社会の変化にいかに対応していくかを考え

ていくことが大事ではないかと思います。 

 昨年末に新しい学習指導要領について、中教

審に対して諮問されましたが、その中において

も、学校の創意工夫を最大限引き出すための柔

軟な教育課程の在り方について考えるというこ

とを求めています。そういう意味で、さきほど

質問の中で議員が例示された学級担任制の見直

しといったものも、こうした流れの延長線上に

あるのではないかと。既に他県において導入し

ているところもあるので、そういう先行事例も

研究してみたいと思っています。 

 学校組織というのは、本当に各教師の裁量が

非常に大きくて、それぞれ自分のスタイルを確

立して授業を行っていると。そういう意味で、
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なかなか変化を受け入れることに対する抵抗感

もあろうかと思いますが、改革の一つの例とい

うか、最たるものが遠隔教育ではないかと思っ

ています。これも、本当に子どもたちに最適な

教育を提供するために、フェイス・ツー・フェ

イスがベストという考え方もあろうかと思いま

すが、そういった先入観にとらわれることなく、

先端技術を駆使して最適な教育を提供していき

たいということで、これからもチャレンジして

いきます。 

嶋議長 吉村尚久議員。 

吉村（尚）議員 教育長ありがとうございまし

た。 

 子どもの学びや成長を支えるためにも、教育

委員会、そして、学校教職員が一丸となって新

たなものにも挑戦していく、創造していくとい

う取組も必要かなと思うので、今後とも是非よ

ろしくお願いします。 

 ということで、一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手） 

嶋議長 以上で吉村尚久議員の質問及び答弁は

終わりました。猿渡久子議員。 

  〔猿渡議員登壇〕（拍手） 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。 

 私は、もっと多くの方に県政、県議会に関心

をもっと持っていただきたいと思っています。

そこで、分かりやすい言葉、できるだけ平口で、

そして率直に議論したいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 まず、同和行政などにおける公平、公正な行

政についてです。 

 その一つ目、部落差別解消施策について、知

事に伺います。 

 佐藤知事が大分市長であった２０２２年７月

に大分市が発注したごみ収集運搬業務委託の指

名競争入札において、予定価格を業者側に漏ら

すなどしたとして４人が逮捕され、そのうち３

人は市職員であり、全員容疑を認めています。

そして、市の人権同和対策担当の職員２人が書

類送検されました。落札業者の元役員である容

疑者は部落解放同盟大分支部長であり、足立信

也大分市長は、団体に対する過度な配慮の延長

線上にあった可能性が高いと思うと述べていま

す。 

 知事は、当時の市長として職員を守らなけれ

ばならない立場であったわけですが、どのよう

に受け止めているのでしょうか。不正は聞いた

ことがないと言われていますが、我々日本共産

党は、大分市議会でも、この県議会でも、行き

過ぎた同和行政の是正を一貫して指摘してきた

にもかかわらず、不公正だと思わなかったので

しょうか。本当に聞いていないんでしょうか、

知らなかったんでしょうか。 

 報道によると、部落解放同盟の連合会の委員

長は、関係者が市に優遇されるのは１０数年以

上続いていると聞いたことがあると証言したと

のことです。県でも差別事象があった際、団体

に相談に行くということがあったと聞いていま

すが、今もそのような状況があるんでしょうか。

このように解放同盟との癒着と言える状況があ

ると我々としては考えています。また、県の人

権尊重・部落差別解消推進課などの担当課の名

前は全国的にもほとんどないことなど、大分県

の部落差別解消に関する施策については、県外

の方から驚かれる状況です。 

 我々は、この事件の教訓を県としていかす必

要があると考えます。今こそ、同和運動団体へ

の実質的な補助金、毎年８２０万８千円を廃止

し、担当課の名称から部落差別という言葉を削

除するなど、特定団体の影響力を排除して、行

政が主体性をしっかり持って、職員が安心して

仕事ができるようにしなければなりません。そ

れが首長としての責任だと考えます。教訓をい

かし、不公正を正すためにどうしていくのか、

知事のリーダーシップが求められています。こ

れが大変重要です。 

 そこで、実質的な補助金の廃止や担当課の名

称変更を含め、部落差別解消施策について、公

正、公平なものにしていく、知事の決意を伺い

ます。 

 二つ目、公共工事の入札についてです。 

 県も談合の恐れとの報道もあります。昨年２

月に建設工事で談合の可能性があると京都大学

教授らの研究グループから県に指摘があった際
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に公共工事の入札について総点検すべきだった

と考えますが、今からでも実施すべきです。 

 そこで、総点検に対する県の見解を含め、公

共工事の入札の適正性をどのように担保してい

くのか、土木建築部長に伺います。 

  〔猿渡議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

嶋議長 ただいまの猿渡久子議員の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 猿渡久子議員の部落差別解消施策に

ついての御質問にお答えします。 

 行政の基盤は市民・県民からの信頼であると

考えています。私からは常々、市にいるときも、

県庁に来てからも、職員に対してもコンプライ

アンスや法令遵守の徹底を伝えてきたところで

す。 

 こうした中で、大分市で私が市長在任中に公

正さが求められる指名競争入札に関する入札妨

害疑いという事件の報道がありました。現在、

警察、検察によって捜査中です。しっかり捜査

していただき、事実関係、真実をきっちりと明

らかにしてほしいと願っています。 

 大分市の職員の逮捕等が報じられていますが、

さきほど猿渡議員から４名が認めているという

話もありましたが、実際には認否が明らかにな

っていないと私は考えていますし、また片方で、

事件の概要についても報道でもいろんな報道が

されていますが、必ずしも、私も分からないな

と思うことが多々あります。このような中で、

職員を含め、有罪であるかのような前提でのコ

メントは厳に慎むべきであると考えています。 

 一方で、事件の真相が不明な中、思い込みと

か偏見による臆測が差別の助長や拡大につなが

らないか、私は大変心配しているところです。 

 部落差別問題は基本的な人権に関わる重要な

課題です。県では担当課を設けて、部落差別解

消推進法に基づき、必要な施策を実施してきて

います。 

 廃止の提案があった事業については、地方公

共団体の責務である相談体制の充実、教育、啓

発の一部を関係団体に委託して実施しているも

のです。差別の心配や不安を抱える住民からの

相談等については、地域の実情に詳しい関係団

体による対応が効果的であると考えており、差

別の解消に必要な事業です。 

 また、差別事案が起こった場合には、市町村

や法務局等の関係機関と連携して事案に応じた

適切な対応を行っています。 

 なお、県では違法・不当な要求などに対して

は、行政対象暴力対策要綱等に基づき毅然とし

た組織対応を行うことにより、職員が一人で抱

え込むことがないように対応しています。 

 今後とも人権を尊重するという基本姿勢に立

ち、部落差別の解消に向けて必要な取組を行っ

ていきます。 

 その他の質問については、担当部局長から答

弁します。 

嶋議長 五ノ谷土木建築部長。   

五ノ谷土木建築部長 私からは公共工事の入札

についてお答えします。 

 公共工事の入札においては、価格だけではな

く技術力なども評価する総合評価落札方式や電

子入札システムの導入など、様々な取組により、

公正性・透明性の確保に努めているところです。 

 また、技術、法律、経済などの分野に精通し

た外部委員からなる入札監視委員会により、年

間を通じて入札契約状況を点検しています。 

 京都大学教授らの研究グループによる通知に

ついては、談合発生のモデルである自治体と本

県の入札制度や発注規模などが大きく異なるほ

か、特定の入札を指摘するものではないため、

談合情報として取り扱っていません。 

 これまでも適正な入札を周知徹底してきたと

ころですが、この機会に建設業協会に対し、再

度注意喚起を行ったところです。 

 今後も適正な入札契約事務に努めながら、公

共事業の着実な進捗に取り組んでいきます。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 今の知事の答弁は、首長としての責

任を感じないんですよね。何か職員個人の問題

にしてしまっているような印象を私はどうして

も受けるんですね。やはり組織として、大分市

として過度な配慮があったということがあって

きていると思うんですよ。その辺を日本共産党
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は、大分市議会でもずっと指摘してきているし、

さきほども言ったように、大分県議会でも指摘

してきています。１０年以上続いているとも言

われている中で起こった問題ですので、知らな

かった、聞いていなかったというのは、やはり

首長としての資格が問われる問題だと私は思う

んですね。 

 例えば、職員がプライベートで不祥事を起こ

した場合でも、上司は減給などの責任を取りま

すよね。そういうふうに責任を問われるわけで

す。まして、大分市の談合疑惑の問題は、行政

としての問題だと思いますので、当時の市長と

しての責任を重く考えなければならない。そし

て、大分市はこれを正そうとしていると思うん

ですね。ですから、今こそ、これを教訓として

不公正を正していくということに知事として決

意を持って、腹を決めてしっかり取り組んでい

ただくことが大事だと。首長がそこをしっかり

決意して取り組んでいただかなければ正すこと

ができないと思っています。 

 条例の名前にも、３年前に部落差別という言

葉を加えています。条例の随所に部落差別の文

言がちりばめられています。そういう条例改正

も今後必要になってくると考えていますし、こ

の条例名、また課の名称ですが、これが他のい

ろんな差別、障がい者や性的少数者や、いろん

な差別も取り扱う、正していく担当課にとって

平等ではないと思うんです。そういう課の名称

や条例も正していかなければならない。 

 １９７０年代、大阪や兵庫や広島、大阪で部

落解放同盟の暴力的な差別糾弾が吹き荒れて、

学校長などの自殺者が続出したということもあ

りました。過去にそういうことがあって、そう

いう乱脈、不公正な同和行政を苦労しながら正

してきたという歴史が各地にあるわけです。差

別も暴力も不正も許さないと、こういう取組を

住民の皆さんと一緒に進めて、明るい地域をつ

くってきた事例も各地にあります。そういう事

例に学ぶべきだと思うんですね。 

 もう一度言いますが、部落差別解消に取り組

む、また公正な行政を進めていくにあたって、

部落解放同盟との癒着の構造をなくして、特定

団体の影響力を排除して、職員が安心して仕事

ができるような環境をつくっていかなければな

らない。そのために、知事が毅然とした態度で

臨まなければならないと思います。知事として

の決意を是非述べていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 答弁したとおりなんですが、一つ目

は現在捜査中です。事実関係については、警察、

検察がしっかり事実を明らかにしてもらえると

思いますので、それまでの間、予断を持った様

々な議論というのは、場合によっては人権に関

わる重要な差別にあたる可能性があると思いま

すので、まず捜査の結果をしっかりと見届けた

いと思います。 

 事件の真相が不明な中で、思い込みや偏見に

よる臆測が差別の助長につながらないか、拡大

につながらないかということを私は大変心配し

ているところです。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 この事件の中身うんぬんを言ってい

るんではなくて、逮捕されたということがある

わけですから、これを機会に、大分県として今

後どう正していくのかと、公正な行政に正して

いかなければならないと。名前を冠にしている

こと自体が不公平だと私は思っていますので、

それをずっと正すことを求めてきました。その

点是非改善していくべきだと。 

 そして、公共工事の入札についても、総点検

すると言わなかったんですね。是非総点検して

明らかに、問題ないならないということをはっ

きりさせないといけないと思いますので、その

点、重ねて求めて、次の質問に移ります。 

 二つ目、四国と大分を結ぶ豊予海峡ルート構

想についてです。 

 愛媛県の佐田岬と佐賀関を橋やトンネルでつ

なごうという豊予海峡ルート構想について論じ

たいと思います。私は、四国への橋もトンネル

もいらないと言いたいと思うんです。 

 佐藤知事の肝煎りで県庁内にプロジェクトチ

ームをつくり、機運醸成のために今年度だけで

１，８００万円、そのうち１月１５日のシンポ
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ジウムだけで３００万円支出しています。 

 今年度まで豊予海峡ルートや東九州新幹線な

どの広域交通ネットワークについての機運醸成

にどれだけの予算を費やしてきたのか、来年度

はどのくらいか、完成までに一体何兆円かかる

と見込んでいるのか、期間は何年ぐらいかかる

のか、完成後の維持管理にはどの程度の税金が

必要なのかなど、疑問は尽きません。 

 急激な物価高の対応など、県民が求めている

にもかかわらず、予算がないため実施できてい

ないことが山積みです。水害が心配だ、川の草

刈りを何年経っても実施してもらえないという

声も多いんですが、基本的に川の草刈りはボラ

ンティアでお願いしている状況です。陥没事故

が相次いで、インフラ整備も重要、県民の暮ら

しをもっとしっかり応援すること、身近な公共

交通や負担軽減など、県民の要望を優先すべき

だと考えています。 

 建設すれば、借金を増やして、維持管理や補

修も必要で、将来世代の負担になると思うんで

す。南海トラフ地震の発生確率が今後３０年以

内に８０％程度という中で、工事中も、また完

成後も安全面が危惧されます。豊後水道の水産

資源も心配です。お金も時間も労力もかかり過

ぎる豊予海峡ルートは断念すべきだと私は考え

ています。 

 県議会でも財政状況を心配する発言が多い状

況です。県民が余り望んでいないことに税金と

労力をかけて機運を盛り上げようなどナンセン

スだと私は思います。税金も時間も県職員の皆

さんの労力ももったいないと思っているんです。

切実な要望に応える仕事にこそ、税金や時間や

労力をしっかり使うべきだと考えています。 

 そこで、佐藤知事就任以降に豊予海峡ルート

構想の機運醸成に費やした予算の総額、また、

完成までの経費や期間、完成後の維持管理に要

する経費の見込みについてお示しいただきたい

と思います。その上で、豊予海峡ルート構想を

断念するお考えはないのか、知事に伺います。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 豊予海峡ルートの構想についてです

が、豊予海峡ルート等の広域交通ネットワーク

は、人や物の流れをつくり、産業を呼び込み、

地方創生の基盤になると考えています。 

 そこで、県では、昨年度、地域経済や交通政

策等の有識者で構成します研究会を立ち上げて

多方面から議論をいただき、様々な面から効果

があるとの報告を受けました。 

 具体的には、豊予海峡が高規格道路や新幹線

でつながると、東京、名古屋、大阪等の巨大経

済圏と短時間で結ばれ、商圏の拡大や物流の効

率化が図られるため、県内の中小企業等にもビ

ジネスチャンスが生まれます。また、九州、四

国、中国、関西の交流が促進され、観光需要の

拡大も見込まれます。さらに、災害時のリダン

ダンシーも確保され、関門海峡ルートが使用で

きない場合にも、四国を経由して人や物資を迅

速に運ぶことができます。 

 こうした効果は、県政の課題である中小企業

対策や観光振興、防災・減災等の解決に資する

ため、知事就任以降、豊予海峡ルートや東九州

新幹線など広域交通の推進予算を拡充し、２年

間の総額は約３千万円となっています。この予

算は、整備効果等をまとめたリーフレットの作

成や関係県・団体と連携したシンポジウムの開

催など、県民の理解促進や機運醸成のほか、地

質や断層の文献調査等、活断層の点が心配だと

いう御意見もいただいていますので、昔の調査

報告書を鉄道建設・運輸施設整備支援機構から

借りてきて、それを地質調査所、今の産業技術

総合研究所に委託して、地質や断層の文献調査

等を行った費用に充てているものです。 

 議員から御指摘があった整備費用や期間等に

ついては、国などに対して説得力のある要望を

行うために必要であることから、来年度も引き

続き技術的課題の調査などを実施することとし

ており、予算に組み込ませています。 

 なお、国等において具体的な検討がされる段

階においては、そこまで行くのが大変なんです

が、その段階においては、地方にも一定の財政

負担が生じることが想定されますが、本事業は

国全体の発展のために、また災害に強い国土形

成のために国家プロジェクトとして取り組むべ

きものですので、地方の負担ができるだけ軽減
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されるように国に働きかけていきたいと考えて

います。 

 引き続き、九州だけではなくて四国・中国・

関西の各県・団体等とも連携して、豊予海峡ル

ートをはじめとした広域交通ネットワークの推

進、整備に取り組んでいきたいと考えています。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 要するに今の段階でいくらかかるか、

何年かかるか分からないわけですよね。私たち

も国会内に出かけていき、国交省とも協議しま

したが、国との温度差が非常に大きいですよね。

それは知事も感じていると思うんです。 

 時代の変化も非常にスピードアップしていま

すので、今からいろんな技術、例えば次世代空

モビリティーとか、いろんなものが発達してい

くと思うんです。そういう中、また人口減少の

中で、率直に言って私は無理だと思っているん

ですね。 

 財政の面でも、令和１１年度には財政調整用

基金残高が２４７億円まで減るという見通しも

この議会で示されました。県民は、さきほどか

ら出ていますように、物価高で本当に大変で、

どこのガソリンスタンドが安いとか、野菜はカ

ット野菜でいいよねとか、そういう状況で本当

に日々苦労しているわけですよね。そういう県

民の暮らしにしわ寄せが行くと思うんです。借

金を増やすことにもなると思うんです。しわ寄

せがいかない借金を増やさないと言えるでしょ

うか。知事にお答えいただきたいと思います。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 緊急の対策は補正も含め御提案して

おります。補正予算は先日、議決いただきまし

たが、引き続き令和７年度予算の中にも、まず

県民生活の安定のための予算を提案しています。 

 あわせて将来の大分の発展のために、また将

来の子どもたちのために必要なことを考えてい

ます。 

私が出張したときに二十歳の学生たち―― 

東京に進学した学生たちと話をしたんですが、

自分たちが後期高齢者になるまでには豊予海峡

ルートをはじめとした広域交通ネットワークを

是非整備してもらいたいと言っていました。彼

らにしてみると、５０年後でも自分たちの使え

る範囲なんですね。そういう取組を行うことは

今後の大分の発展のためには是非必要だと考え

ています。 

また、猿渡議員言われた取組も大変重要です

ので、それについても予算提案しています。 

豊予海峡ルートをはじめとした広域交通ネッ

トワークの推進、整備の取組については、学生

たちみんなから大変期待していますという声も

いただきましたが、いろんな地域で意見交換を

行う中で、若い人ほど将来の発展のためにも必

要と期待を寄せる声をいただいています。 

このような取組は、言うのをやめると未来永

劫できません。そこで、やはり今後も取組を続

けていきたいと考えている次第です。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 もう５０年後は大きく時代が変わっ

ていると思います。大型公共工事に税金をつぎ

込む余裕はないと私は考えますので、豊予海峡

ルート構想を中止すべきだと強調して、３点目

の質問に移ります。 

 日出生台演習場での演習についてです。 

 日出生台演習場で通算１６回目の米海兵隊に

よる実弾射撃訓練が強行されました。今年に入

って日英共同訓練が初めて実施され、米軍訓練

は過去最大規模での実施となり、地元からは、

日出生台はいつからやりたい放題の場にされて

しまったのかと。４者協が求め続けてきた将来

的な米軍訓練の縮小・廃止から見て真逆の方向

ではないかと怒りの声が上がっています。 

 ２０２０年の訓練では、米軍は日出生台演習

場の米軍使用に関する協定を踏みにじって、午

後８時以降の砲撃を５日間にわたって強行しま

した。県も強く抗議して、今回は午後８時まで

に終了したものの、砲撃音は７０３発確認され、

訓練規模は人員約４３０名、車両約１１０両、

最大でも３００名強、車両約６０台とされてい

る協定の上限を大きく超えた規模です。際限な

く拡大されてしまうんではないかとの不安の声

が上がっており、容認できません。 

 そこで、１日出生台での米海兵隊の射撃訓練

の中止、２県・関係市町と九州防衛局が締結し
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た協定・確認書の遵守、３米海兵隊員は演習場

の外へ出ないこと、４情報の提供は丁寧に速や

かに行うこと、５外国軍との共同演習を恒常化

しないこと、この５点について国に強く求め、

徹底するべきと考えますが、県の見解を防災局

長に伺います。あわせて、日出生台演習場の米

軍使用に関する協定が適用される訓練において、

前回まで協定範囲を超えた人員や車両で実施し

たことがあるのかについても答弁をお願いしま

す。 

嶋議長 首藤防災局長。 

首藤防災局長 日出生台演習場での沖縄県道１

０４号線越え実弾射撃訓練に対する本県の基本

的な姿勢は、将来にわたる縮小・廃止です。今

後とも粘り強く国に求めていきます。 

 国の訓練でも日程が明らかになった段階で、

九州防衛局長に対し、協定等の遵守、射撃時間

・滞在時間の短縮、早期かつ適切な情報開示、

安全管理の徹底、米軍外出時の対応などについ

て強く要請したところです。 

 また、他国軍との訓練が日出生台演習場に集

中し、地元の負担が大きくならないよう、訓練

計画を調整するよう申し入れたところでもあり

ます。 

 次に、訓練規模に関する御質問もありました。

これまで米軍実弾射撃訓練において、人員・車

両とも協定範囲を超えて実施されたことはない

と認識しています。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 車両や人員、今回、協定の範囲を非

常に大きく超えた、これは初めてこの協定の範

囲を超えたということで、拡大している、それ

も大きく拡大しているということで、縮小・廃

止を求めていく方向と逆の方向に向かっている

わけです。住民の皆さん、少なくとも訓練が始

まった当初ぐらいの情報は提供すべきだと、ま

た協定の範囲内の規模にせめてしてもらいたい

んだ、今後、日豪など共同訓練なども実施する

可能性があるんではないかと、これはやめてほ

しいんだという声が大きく上がっています。 

 今年、７０３発確認されたわけですが、それ

も住民の皆さんが寒い中で毎日朝から晩まで一

生懸命監視して、チェックして数えた数字で７

０３発ということが分かったわけですよね。そ

ういう情報も、住民の皆さんの監視活動がなけ

れば分からないという状況なんですよね。 

 ですから、この住民の皆さんの切実な声に応

えるために、せめてここまではという思いが強

くありますので、その点、再度答弁いただけま

すでしょうか。 

嶋議長 首藤防災局長。 

首藤防災局長 私ども要請に参ったときにも、

過去最大の規模の訓練となりましたので、改め

て本県のスタンスをお伝えしました。本県のス

タンスは、将来にわたっての縮小・廃止です。 

 ただ、昨今の国際情勢等を勘案し、訓練の規

模が決定されたとは思われますが、九州防衛局

の説明では、部隊の構成は明らかにできないが、

人員・車両には、いわゆる兵站支援部隊が含ま

れており、日米の合意、それから協定の対象と

する射撃部隊の数としては、間違いなく日米合

意の範囲内であることを確認したという御説明

を受けています。私どもとしては、これを受け

止めて、協定若しくは日米合意の範囲内と捉え

ています。 

 私どもも訓練中は正門の前に現地事務所を構

えて、職員が常に常駐しています。そのような

中で、砲弾の数とか音等もしっかり認識した上

で、地元の住民に寄り添った対応をしているつ

もりです。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 大分県としても、８時以降の訓練に

強く抗議してきたことがあって、今回８時まで

に終了したということもあると思うんですね。

ですから、今後も一緒になってしっかり声を上

げていきたいと思います。 

 今、国の流れが、日米首脳会談で石破首相は

ガザの住民の強制移住やパリ協定からの離脱な

ど、国際秩序を踏みにじるトランプ大統領の言

動に何の批判もできなかったんですね。トラン

プ大統領におもねる態度だったと思います。日

米同盟の抑止力、対処力のさらなる強化という

ことで合意し、２０２７年以降も大軍拡を続け

るということを誓約して帰ってきました。アメ
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リカは日本の軍事費をＧＤＰ比３％にと要求し

てきました。 

 こういう中で、国言いなりでは県民は守れな

いと私は思っています。一緒になって声を上げ

ていくことを今後とも求め、４点目の質問に移

ります。 

 障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる

大分県づくりについてです。 

 大分県では２０１６年に障がいのある人もな

い人も心豊かに暮らせる大分県条例を制定、施

行しました。別府市は、別府市障害のある人も

ない人も安心して安全に暮らせる条例を２０１

３年に制定、翌年施行しています。 

 私は、この１月にＤＰＩ２０２５タウンミー

ティングｉｎおおいた障害者権利条約について

改めて勉強しました。 

 障害者権利条約は、障がい者はあくまで同じ

人格を有する人間で、たまたま障がいがあると

いう考え方に立ち、障がい者への差別をなくし

尊厳を保障するための国際的な基準です。 

 ２０２２年の障害者権利条約に対する国連か

らの総括所見では、日本政府に対し９０以上の

項目で勧告があり、その一つとして、障がい者

に関する法や施策が父権主義的アプローチ、父

親の権限という漢字を書きます父権主義的アプ

ローチであることを批判し、人権モデルに変え

るようにと勧告しています。父権主義的アプロ

ーチとは、強い立場にある者が弱い立場にある

者の利益になるように本人の意思に反して行動

に介入・干渉することだということです。医学

モデルから社会モデルへということが言われて

きました。 

 この議場のバリアフリー化が進み、この質問

席も、ちょっと動かしてみますが、このように

高さが変わるようになり、車椅子の議員にも座

ったままで質問できるようにバリアフリー化が

進んだわけです。これは社会モデルのいい事例

だなと思います。 

 この人権モデルとは社会モデルをさらに補強

する概念で、尊厳、人権、自由を障がい者もひ

としく持つとし、障がいは人間の多様性の一部

だという考え方だということを私はこの際学び

ました。 

 私は、これを勉強して朝ドラ「虎に翼」を思

い出したんですが、戦前戦中などは女性や子ど

も、障がい者は無能力者だという見方や位置付

けをされていたと思いますが、障がい者の権利

や平等、社会参加は今でも女性や同和問題のそ

れ以上に遅れていると思っています。医学モデ

ルを基準にすると、福祉や医療の制度の谷間が

できてしまう。人権モデルに立った施策の大切

さを感じているところです。今回はこうした観

点で質問します。 

 その一つ目、公共交通サービスのバリアフリ

ー化についてです。 

 前進面として、障がい者の意見を反映して、

ホーバーやターミナルなどのバリアフリー化が

大きく進んでいます。また、別府港のさんふら

わあのターミナルには、気持ちを落ち着かせる

クールダウン室や補助犬用のトイレなどもあり、

とても先進的だと思います。 

 一方で、困っていること、改善を求める意見

もいくつかお聞きしています。 

 まず、ユニバーサルタクシーについて、車椅

子での乗車を断られる。ドライバーがどうやっ

て乗せたらよいか分からないとか時間がかかる

などの状況があるとのことです。東京や大阪な

どでは研修を義務化している会社もあるそうで

す。本県でのタクシードライバーの研修はどう

なっているんでしょうか。研修を充実すべきで

はないかと考えます。 

 次に、ＪＲのソニックについてです。これは

長年の問題です。 

 車椅子スペースはあるんですが、一つ椅子を

のけた状態で、これでは機能していないんです

ね。車椅子で乗ると通路が狭くなってしまって、

お客さんが乗ってきたときに通りづらくなる、

大型の電動車椅子では通路を完全に塞いでしま

うために結局デッキでずっと過ごさなければな

らなくなってしまって、ドアが空いたり閉まっ

たりするために寒いし、暑いし、揺れるし、ト

イレの近くで臭いし、付添いの人は立ちっ放し

になってしまって最悪だという声です。長年声

を上げていますが、進んでいない。座席をもう
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一つ外すことがもし難しいんであれば、バスな

どは折り畳み式の座席になっていて、座席を畳

んで車椅子スペースをつくれるようになってい

ますよね。そういうことはできないのかと思う

んですね。県としても、こうした取組を後押し

してもらいたいと。これは行政が後押ししない

と進まないという声が上がっています。これら

の課題にどのように取り組んでいるのか、交通

政策局長に伺います。 

 二つ目、障がい者の生活支援についてです。 

 まず、障がい者の保護者などが新型コロナや

インフルエンザなどの感染症に感染してしまっ

た場合など、買物や食事の準備や障がい者のお

世話ができなくなり、生活が立ち行かなくなっ

てしまう。せめてお弁当を届けて食べてもらう

など、そういうサポートするシステムが必要で

はないかという声をいただいています。 

 また、精神障がいを持つ方や障がい者の家族

などが相談できる窓口、話を聞いてもらえる、

しっかり話を聞いてもらえる環境を充実させる

べきではないかと。いのちの電話への公的支援

が必要ではないかなどの声をいただいています。

あわせて県の見解を求めます。 

 最後に、雇用の問題です。 

 障がいのある人の雇用の場を確保するために、

日々の業務に追われる中小企業の経営者等に対

して、障がいのある人をどのように雇用してい

けばいいのかなどを県からしっかり伝えていく

努力が重要だと考えます。 

 また、県の条例では、障がいのある人につい

て、障害者手帳の保有の有無を基準としていま

せん。手帳は持っていないし、難病でもないが、

病弱でフルタイムでの仕事は難しいという方か

らの声をいただいて、こういう制度の谷間にあ

る人にも無理のない働き方ができるような支援

体制や、そういう場の周知が必要ではないかと

考えています。 

 そこで、障害者手帳の保有の有無にかかわら

ず、障がいのある人、病気がちの人などの雇用

に対する企業の理解促進にどのように取り組ん

でいくのか、そのサポートを含め、福祉保健部

長に伺います。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 私から公共交通サービスに

おけるバリアフリー化についてお答えします。 

 まず、タクシードライバーに対する車椅子研

修の状況ですが、県のタクシー協会によると、

研修会を毎年開催しており、研修を始めた平成

２４年度以降、延べ１千人程度が受講したと聞

いています。 

 ただ、何分タクシー運転者の高齢化がかなり

進んでいますし、あるいはタクシー車両の制約

などの要因により、車椅子の方に実際に御不便

をおかけしている事案が生じていることも承知

しています。 

 今後、障がい者団体の御協力も仰ぎながら、

こういった研修の充実を図るように、より障が

い者の声に寄り添った研修となるように、タク

シー協会などに県としても働きかけていきます。 

 また、ＪＲの特急ソニックについては、車椅

子専用の指定席が２席常備されています。御紹

介があったとおりだと思います。それで、駅の

窓口とか電話で席の申込みや乗り降りサポート

の予約が可能であることをより一層周知を図る

よう、ＪＲ九州に対して働きかけていきます。 

 県としても、引き続き、御指摘のあったよう

な事業者の取組強化を促すということで、県と

しても働きかけを行っていく等々、誰もが安心

・安全に利用できる公共交通サービスの実現に

努めていきます。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 続いて、私から２点です。 

 まず、障がい者の生活支援についてですが、

先のコロナ禍においては、令和３年４月からの

第４波以降、保健所が障がいの有無にかかわら

ず、自宅療養者の要望に沿って食料支援を随時

行ってきました。 

 現在、改定中の大分県新型インフルエンザ等

対策行動計画、これはコロナに限らず、これか

ら感染症が広がったときのための行動計画、現

在策定中で新年度に完成したいと思っています

が、この中で、コロナ禍と同様の食料支援に加

え、必要に応じた生活支援もその中に盛り込も

うと想定しているところです。 
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 また、県の障がい者差別解消・権利擁護推進

センターでは、年間１，５００件を超える相談

に丁寧に対応しており、困難事案については、

担当部署が連携しながらその解決にあたってい

ます。 

 加えて、市町村の中核的な相談機能を担う基

幹相談支援センターについて、全市町村での設

置を目指しており、県としても、早期の各地域

での体制整備を後押ししていきます。 

 なお、大分いのちの電話については、２４時

間３６５日相談に対応いただくボランティアの

養成支援とか、自殺対策の講演会の開催委託な

どを行っているほか、手狭であった前の事務所

から現在の少し広い事務所への移転の際には施

設整備を全面支援したところです。 

 引き続き、関係機関と連携して障がいのある

方々の生活上の困り事を伺いながら、適宜支援

していきます。 

 次に、障がいのある人の雇用に対する企業の

理解促進についてです。 

 県では、障がい者雇用を促進するため、労働

局と連携しながら取組を進めています。 

 大分市東春日町の県難病相談・支援センター

などでは、難病をはじめとした障害者手帳のな

い方々等に対してハローワークの専門職員によ

る就職相談会を毎月開催しています。 

 あわせて、フルタイムでの就業が難しい求職

者の体調や特性に応じた就職先を適宜あっせん

しており、昨年度は障がいのある方、約１，３

００名を就職に結び付けるとともに、事業者の

理解を得ながら、職場定着もきめ細かく支援し

ています。 

 また、県内６か所の障害者就業・生活支援セ

ンターにおいても、昨年度は手帳のない方に約

２，７００件の相談支援を実施したほか、雇用

アドバイザーがハローワークと連携して、県内

企業を精力的に訪問し、働きやすい職場環境や

支援体制づくりを呼びかけています。 

 さらに、県の情報誌「ともに働く」というの

がありますが、こういった情報誌や啓発動画を

活用して、極力多くの企業に障がい者雇用の具

体例を紹介し、障がい者の権利擁護や合理的配

慮の周知にも力を入れているところです。 

 引き続き、条例にのっとり、手帳の有無にか

かわらず、障がい者雇用への理解促進に努めて

いきます。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 タクシーの研修、本当に実効性があ

るものかどうか、実際に乗る回数が少なかった

りすると、なかなか徹底できていない面もある

かと思うんです。だから、充実していただきた

いのと、ソニックは、席はあるが狭過ぎる、だ

から、実際問題役に立っていないと、これを解

決しないといけないといういうことですので、

ＪＲに働きかけるとか、今後是非早期の解決に

向けて県としても動いていただきたいんですが、

その点、動いていただけるかどうかもう一回答

弁いただききたい。 

 障がい者の生活支援、コロナのときなんかは

そういう体制があったが、今インフルエンザに

なったりすると、なかなかそういう体制がなか

ったりするわけです。だから、気軽に相談でき

て、柔軟に対応できるようなものが必要だと思

うんですね。難病でもない、障害者手帳も持っ

ていない方が、市役所の障害福祉課に相談もし

た、社協にも相談したが、あなたは対象ではな

いと言われたということがあっていますので、

ですから、そういう谷間ができないような、か

ゆいところに手が届くような柔軟な対応が必要

だと思うんですね。 

 雇用の問題でももう一度、どこにどう相談し

たらいいかということを含めてお願いします。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 まず、タクシーの件ですが、

今、タクシーで実際に研修を行っている内容と

いうのが、実際にタクシーの車両を使ってスロ

ープを設置したり、あるいは車椅子を車内に固

定したりといった実技も含めて研修していただ

いています。 

 ただ、聞いてみると、過去に障がい者団体と

一緒にやった実績がないそうで、そういったと

ころからもよりきめ細かく、そういった団体の

方からの声を直接聞きながら研修するというの

が非常に充実につながっていくと思いますので、
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そういったところを働きかけていきたいと考え

ています。 

 また、ＪＲ九州の特急ソニックに関しては、

我々が承知しているのは、今２席あると、１日

３６便ですので、１日当たり７２席が車椅子専

用席として確保されていると。ただ、聞いたと

ころによると、実際使われているのが１日平均

大体２、３席だそうです。なので、数としては

足りているとは思うんですが、ただ、言われる

ように、それがあると分かっているが、そこが

使えないのでデッキに行っているということで

あれば、それは恐らく事業者側と障がい者側の

方で認識というか、ニーズのずれがあるのかも

しれませんので、そこを埋めるべく努力するの

は大事だと思いますので、県もＪＲ九州、ある

いは障がい者団体と一緒に勉強していきたいと

考えています。 

嶋議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 私の方からは相談先、その

他という御質問です。 

 障害者手帳の有無というところから言うと、

私、実は県に入って最初の職場は障害福祉課で

したので、採用当時から、上司からは障害者手

帳のあるなしだけが障がい者ではないんだとい

うことは常々若い頃から言われていましたので、

今でも私自身はそういう考え方で施策を考えて

います。 

 ちょうど平成２７年の障がいのある人もない

人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例制定に

携わりましたが、この中でも、手帳のある人も

ない人も心豊かに暮らせるということで定めた

ものです。 

 障がい者雇用率というときに、たまたま障害

者手帳を持っている方が一定規模の企業に就職

している、働いている雇用率というのがあり、

それが全国比較しやすくて分かりやすいだろう

ということで、雇用率日本一ということを数年

来目標に掲げていましたが、ビジョン２０２４

の中では、障がい者活躍ということに置き換え

たところですので、その手帳のあるなしという

ところは、今後境目を持たずにしっかりと進め

ていきたいなと私自身思っています。 

 ただし、各市町村の窓口、障害何とか課とい

うところの対応が私の考えとまだずれがあって、

ちょっとそれはうちではないということがある

というお話でしたので、再度各市町村に呼びか

け、市民、町民であることは間違いないわけで

すから、そういった方の相談を受けて、そして

自分たちの組織の中で、必要な対応している窓

口につなぐ中で、たらい回しがないことをしっ

かり担保できるようにやっていきたいなと思っ

ています。 

 障がい者の相談を受けていますセンターにお

いては、一々障害者手帳を持っていますかとか、

持っていませんよというのは関係なしに、全て

年間１，５００件の相談に応じていますので、

我々の県の窓口等については、あるなしのとこ

ろを分け隔てなく対応していると私自身は考え

ています。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 お願いします。時間の関係で次に移

ります。 

 温泉資源の保護についてです。 

 県のおおいた温泉基本計画は、基本目標に有

限な温泉資源を保護し、持続可能でかつ安全・

安心な温泉利用を促進することで、おんせん県

おおいたの基盤を支えるを掲げています。別府

市の温泉マネジメント計画でも、日本一の温泉

資源と文化を守り、育て、次代に引き継ぐを基

本理念としています。 

 大分県は、おんせん県おおいたとして温泉資

源を末永く守りいかしていくことは大変重要な

課題です。そのためにこれまでもいろいろと努

力してこられたと思います。特別保護地域を追

加するなど努力されていますが、今後に向けて、

提案も交えて質問します。 

 まず、今後の新規掘削や代替掘削の条件とし

て、定期的に湧出量や温度などの利用状況を県

に報告することを義務付けてはどうかと考えま

す。企業にとっても信用を得ることにつながり

ますし、県が泉源の利用状況を把握することで、

利用の少ない、あるいはない泉源など市町村に

とっても貴重な情報が得られると思います。 

 また、温泉は有限だという意識、みんなで将
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来にわたって大事に使っていこうという意識を

住民に広めることが温泉を守っていくために大

変大事であると専門家からも指摘されています。

私は、温泉資源の重要性の県民への啓発に一層

力を入れるべきだと考えています。 

 そこで、新規掘削や代替掘削の条件としての

県への利用状況の報告義務化や県民への啓発を

含め、温泉資源の保護にどのように取り組んで

いくのか、生活環境部長に伺います。 

嶋議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 温泉資源の保護には、温度

や湧出量の測定データなど科学的根拠に基づく

適正な利用を推進することが重要となります。 

 県では、別府市において温泉資源量調査を平

成３０年度から令和２年度にかけて実施しまし

た。この結果に基づき、専門家の意見なども踏

まえ、新規掘削を認めない特別保護地域を２か

所追加指定したところです。 

 大分市など非火山性温泉がある地域において

も、今年度から３か年計画で同様の調査を行っ

ており、結果に応じて必要な対策を行うことと

しています。 

 また、本県の貴重な資源である温泉の持続可

能な利用に向けて、事業者との意見交換を進め

るとともに、来年度、新たに作成する県民向け

パンフレットなどを通じて、温泉資源の現状や

保護の意義等の周知に努めていきます。 

 なお、議員御提案の利用状況の報告を義務化

することについては、湧出量や温度等のデータ

を測定する際の手法の統一や泉源の利用、また

未利用の定義付けなど課題が多く、実施は困難

だと考えます。 

 今後も県内各地の温泉が将来にわたって利用

されていくよう、地域の特性に応じた温泉資源

の保護と適正な利用の推進に取り組んでいきま

す。 

嶋議長 猿渡久子議員。 

猿渡議員 報告の義務化は難しいということな

んですが、何らかの形で把握していくことが必

要だと思っています。そういう情報は市町村に

とっても活用していくのに大変ありがたいとい

うことですので、是非考えていただきたいと思

います。 

 おんせん県おおいたをＰＲすると同時に、大

事に使って、大事に守っていこうという啓発が

必要なんではないかと思うんですね。例えば、

みんなで守ろう、未来につなごうおんせん県お

おいたみたいな、何かそういうキャッチフレー

ズを募集するとかして、みんなで考えて、啓発

につなげていくということをしてはどうかと思

います。 

 観光やまちづくりに取り組む方から、別府駅

に大分県全体の観光ブースを設けて、県南も含

めた広域観光に力を入れてはどうかとか、文化

を継承する取組、継続的に…… 

嶋議長 質問時間を超過しましたので、簡潔に

お願いします。 

猿渡議員 支援いただきたいという御意見をい

ただいていますので、こういう取組にも今後力

を入れていただきますよう要望して質問を終わ

ります。どうもありがとうございました。（拍

手） 

嶋議長 以上で猿渡久子議員の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 以上をもって本日の議事日程は終了し

ました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時５６分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第８号） 

 

令和７年３月１１日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第８号 

            令和７年３月１１日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

日程第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４１名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 ２名 

    後藤慎太郎     守永 信幸 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    倉原 浩一 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

嶋議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日は、東日本大震災から１４年とな

りますことから、日程に入るに先立ち、ここに

改めて、震災により犠牲となられた方々に対し、

深く哀悼の意を表するため、黙祷をささげたい

と思います。 

 御起立願います。黙祷。 

  〔黙祷〕 

嶋議長 黙祷を終わります。 

 御着席願います。 

―――――→…←――――― 
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 諸般の報告 

嶋議長 次に、諸般の報告をします。 

 まず、第１９号議案職員の給与に関する条例

等の一部改正について、第２０号議案職員の退

職手当に関する条例の一部改正について、地方

公務員法第５条第２項の規定により、人事委員

会の意見を聴取した結果、適当と考える旨、文

書をもって回答がありました。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第８号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

嶋議長 日程第１、第１号議案から第１４号議

案まで、第１６号議案から第４１号議案まで及

び第１号報告を一括議題とし、これより一般質

問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。穴見憲昭議員。 

  〔穴見議員登壇〕（拍手） 

穴見議員 おはようございます。４番、自由民

主党の穴見憲昭です。今回、質問の機会をいた

だいた先輩、同僚議員の皆様に感謝を申し上げ

ます。 

 一般質問も最終日となりました。図らずして

ではあるんですが、今日は大分市に関する話題

が多そうな１日になりそうです。その第一陣と

して頑張っていきたいと思います。 

 まず、企業誘致について質問します。 

 県政の推進にあたって、一番の目指すところ

は県民の心と暮らしが豊かになる県づくりであ

ると私は考えます。そして、その前提となるの

は豊かな経済です。そうした観点でこれまでの

県政の歴史を振り返ってみると、新産都構想を

皮切りに、県北地域への自動車関連産業の集積

や県中部、西部における大手精密機器メーカー

の誘致など、企業誘致に積極的に取り組んでき

た結果、一人当たりの県民所得は九州でも上位

を維持しているなど、県民の稼ぐ力をしっかり

と確保してきました。 

 他方、昨今では九州における企業誘致の話題

は熊本県のＴＳＭＣ一色という感が否めません。

もちろん、ＴＳＭＣの誘致により半導体関連産

業を中心として九州全体の活力が高まっていく

ことは喜ばしいことですが、本県としては、そ

の効果を最大限に取り込んでいくことはもとよ

り、さらなる大規模誘致に向けて積極的に取り

組んでいくことが重要であると考えます。 

 その取組に向けて、これまでの歩みを振り返

ってみると、新産都構想においては、約千ヘク

タールという広大な工業用地を造成したことで

世界的な製鉄メーカーを誘致することに成功し、

現在に至るまで本県の雇用や所得の屋台骨とも

言える存在となっています。また、県北地域の

自動車関連産業、あるいは県中部や西部への誘

致においても、特に用地造成などの基盤整備に

ついて、県が中心的な役割を果たしてきました。 

 翻って足下の状況を見てみると、今議会には

流通業務団地に係る特別会計を廃止する議案が

上程されています。同団地の全ての分譲地が売

却できたことがその理由であり、その面では喜

ばしいことですが、一方で、現在の本県には大

規模な企業誘致案件に対応できる用地がないと

いうことの表れではないかと思います。 

 社会経済情勢の変化により、かつてと全く同

じ取組をすることは困難かもしれませんが、過

去から学び、変化に対応して新しい取組を構築

していくことは、他の分野と同様に企業誘致で

も重要です。知事は就任以降、企業誘致の分野

でも意欲的な施策を打ち出しており、特に用地

や水という課題について、喫緊の取組が必要で

あると考えられていると感じています。来年度

当初予算案においても関連した事業が盛り込ま

れているようですが、今後の取組に期待してい

るところです。 

 こうしたことを踏まえ、企業誘致にどのよう

に取り組んでいくのか、知事の考えを伺います。 

 以降、対面席にて質問します。 

  〔穴見議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

嶋議長 ただいまの穴見憲昭議員の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。穴見憲昭議員



第１回 大分県議会定例会会議録 第８号 

- 171 - 

の企業誘致についての御質問にお答えします。 

 企業誘致は、本県経済の基盤を拡大し、地域

の新たな雇用と活力を創造するものであり、未

来創造の県づくりにとって最も重要な施策の一

つです。今後も積極的な企業誘致の取組を継続

していくには、産業用地や工業用水の確保等、

受入環境整備が喫緊の課題となっています。 

 産業用地については、今年度、県内８３か所、

１，１０２ヘクタールの候補地を市町村が選定

し、このうち大規模候補地は、インフラ状況や

開発コスト等を県が一括して調査中です。それ

以外の候補地でも、日田市や日出町で詳細な用

地調査や進入路等の整備が進んでいるところで

す。 

 また、用地開発を加速する上で、開発を行う

際に農地法等の規制が緩和される地域未来投資

促進法における重点促進区域の設定も有効です。

中津市と日田市が既に設定したほか、他自治体

でも検討が進んでいます。加えて、来年度には

民間開発事業者と連携した用地開発にも取り組

んでいきます。 

 工業用水については、これまで実施した河川

取水や公共下水の再資源化等の調査結果を踏ま

え、多様な企業ニーズに対応できるよう、関係

自治体や企業局とあらゆる可能性について協議

を進めています。 

 なお、中津市や豊後大野市では地下水調査が

実施されるなど、工業用水確保の取組が進んで

いるところです。 

 引き続き、市町村が行う用地や用水の開発等

の費用を、県が３年間限定で補助率や上限額を

引き上げて集中的に支援し、整備を加速してい

きます。 

 また、他県との誘致競争が激しさを増す中、

本県への投資を呼び込むには、企業誘致に向け

た積極的な情報発信も重要です。企業進出にお

ける本県の魅力等をＰＲするため、昨年８月に

は台湾で、先月は東京都で初めて企業誘致セミ

ナーを開催しました。いずれのセミナーでも参

加企業から進出に関する問合せを受けるなど、

手応えを感じているところです。 

 また、来週１９日には台湾の経団連にあたる

三三企業交流会に私も招かれており、本県が九

州２位の産業県であることや立地の魅力、また

誘致支援策などについて発信、説明していきた

いと考えています。来年度もさらなる企業誘致

を促進するため、東京や台湾での企業誘致セミ

ナーを計画しています。 

 こうした取組に加えて、中九州横断道路の整

備など広域交通ネットワークの構築や、産業人

材の育成等、必要な環境整備も進めていきます。 

 引き続き市町村等と連携して、スピード感を

持って企業誘致に取り組んでいきたいと考えて

います。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございました。この企業

誘致に関する質問は、ちょうど１年前、昨年の

第１回定例会でも質問して、その後の進捗も確

認したいという思いもあったので、今回また取

り上げました。 

 今、知事の御答弁にあったとおり、この１年

間でいろいろと進んできて、また各候補地等々

も上がってきつつあるということだと思います

が、決まってからも各種整備、交通インフラ等

々も含めて整備を考えると、やはり時間を要す

るんだろうなとも感じますし、また知事の御答

弁であったとおり、九州内でも本当に今競争が

激化していると感じていますので、早急な取組

を引き続きお願いできればと思います。 

 そしてまた、最後、台湾の話もありました。

先月ですかね、我々自民党会派も台湾プロモー

ションに行ってきて、各種連携、友好について

の話をして、非常に意欲的な結果で終わったと

感じています。また、執行部の方も引き続き連

携を図りながら企業誘致に努めていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 では次に、事業承継の促進について伺います。 

 県経済の活性化において、事業承継の促進は

重要なポイントの一つであると考えます。 

 帝国データバンク大分支店のデータによると、

昨年、大分県内で休廃業・解散した企業件数は

５３５件で、２年連続で増加し、過去最高の件

数となっています。これは大変残念なことです

が、経済の新陳代謝としては避け難いものでも
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あると言えると思います。休廃業・解散の理由

は様々ですが、昨今では市場からのニーズもあ

り、また財務状況も健全であるにもかかわらず、

経営者の高齢化や後継者がいないという理由で

事業を畳むケースも多く発生しています。こう

した事態は、貴重な技術やノウハウ等の喪失に

より地域における稼ぐ力の減退や雇用機会の消

失、若年層の県外流出、高齢化の進行等につな

がり、本県経済における多大な損失であるとも

感じています。 

 従来、中小・小規模事業者の事業承継は、子

どもなど親族内によるものが中心でした。しか

し、少子化や県外流出等により、地域から若者

の数が著しく減少していることから、引き継ぐ

人がいないというのが現状です。そうした中で、

円滑な事業承継を図っていくためには、例えば、

創業を希望する若者や、あるいは事業拡大を目

指す企業などへのいわゆる第三者承継をより活

発にしていく必要があろうかと考えます。 

 本県では、事業承継の促進について、これま

で国の支援機関との連携など積極的な取組を進

められてきており、今後さらなる拡充が図られ

ると聞いています。 

 そこで、事業承継の促進にどのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長に伺います。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 県内における後継者不

在の事業者が６割を超える中、事業承継には一

定の期間を要することや、第三者承継への抵抗

感がいまだ強いことから、中小企業などの円滑

な事業承継に向けた新たな取組を来年度予算案

で計画しています。 

 まず、県内事業者約１万６千者を対象に、後

継者の有無や課題に関するアンケート調査を実

施した上で、事業承継診断の対象をこれまでの

６０歳以上から５０歳以上に前倒しすることに

より、事業承継の早期着手につなげていきます。 

 次に、事業承継に係る様々なニーズや課題に

的確に対応するため、市町村をはじめ、商工団

体や金融機関、士業などが一体となった地域の

支援体制を構築します。来年度は県内４か所で

セミナーやワークショップなどを開催し、連携

強化を図ります。 

 第三者承継の促進に向けては、来年度から事

業承継資金の保証料率を引き下げ、金融面での

後押しを行うとともに、大分県事業承継・引継

ぎ支援センターの後継者人材バンクを活用し、

創業希望者とのマッチングを支援します。この

ほか、後継ぎによるチャレンジも引き続き支援

していきます。こうした取組を通じて、次の世

代を担う後継者を確保、育成し、地域を支える

中小企業の事業継続や発展を後押ししていきま

す。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございます。この事業承

継に関して、かつて大分市議会でも一般質問で

取り上げたことはあるんですが、やはり手続の

煩雑さ、そして、かかる所要時間、さらには、

そもそも一般の方にとっては仕組みが分かりに

くい、さらに費用がかかる、こういったところ

が最初の壁としてあるんだろうなと感じていま

す。そしてまた、さきほど言ったように、最近

では相手探しにも時間を要するということで、

なかなか厳しい状況なんだろうと思います。 

 ただ、部長の御答弁であったとおり、前倒し、

早期着手という言葉がありました。非常に期待

しているところですし、やっぱり行政からのサ

ポートというのは必要不可欠なんだろうと感じ

ていますので、引き続きの取組を大変期待して

います。よろしくお願いします。 

 では続いて、環境政策について三つ質問しま

す。 

 まず、脱炭素社会の実現についてです。 

 本年２月１８日に国の地球温暖化対策計画が

閣議決定されました。今回のポイントでは、こ

れまで２０３０年度までの削減目標しか示され

ていなかったものが、２０３５年度までに６０

％、２０４０年度に７３％と、将来の新たな削

減目標が示されたことです。 

 この数値はパリ協定に基づく国際的な目標と

して、２０１３年度を基準とした削減比率とな

っていますが、多くの人にとっては、漠然と大

きな削減が必要であるということは理解できる

ものの、その実現に向けた道筋はイメージし難
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いのが現実ではないかと思います。 

 そこで、この目標値の背景を見てみると、２

０３０年度までの削減目標ペースである年間約

２．７％の割合が継続すると想定して設定され

ています。一方で、直近の実績はというと、年

平均約２．５％の削減率ということで目標ペー

スを下回っており、このままでは目標との乖離

がますます広がっていくと考えられることから、

施策の一層の推進が必要な状況と言えます。 

 こうした中、国の計画では、特に都道府県に

期待される事項として、域内全体の脱炭素政策

の推進のため、市町村、地域の事業者、民間団

体等の都道府県内の関係主体が幅広く連携し、

取組の具体化を進めることなども記載されてい

ます。 

 折しも本県では、環境と経済・社会のバラン

スを保ちながら脱炭素化を進める大分県版カー

ボンニュートラルの実現に向けて取組を進めて

います。本県の直近の実績を見てみると、年平

均約３．８％と、国の目標以上のペースで削減

が進んでいますが、県計画は産業構造等を考慮

して独自の削減目標を設定しているところであ

り、この目標値を今後どのようにしていくかに

ついては改めて議論していく必要があろうかと

思います。 

 特に事業活動による二酸化炭素排出の抑制は、

県経済の活性化と二律背反のように捉えられが

ちですが、ビジネスベースであるからこそ、様

々な政策的インセンティブを工夫することなど

により、経済的成長と両立させた排出抑制も可

能ではないかと考えます。来年度予算案におい

ても新たな事業者向けの施策が計上されていま

すが、脱炭素社会の実現に向けて今後どのよう

に取り組んでいくのか、知事の考えを伺います。 

嶋議長 佐藤知事。 

佐藤知事 脱炭素社会の実現についての御質問

です。 

 気候変動への対応は、避けることができない

喫緊の課題です。環境負荷を下げつつ、経済成

長や産業競争力の強化を目指す動きが世界の潮

流となっています。 

 こうした中、国は先月、地球温暖化対策計画

を改定して、排出削減と経済成長の同時実現に

向けて、野心的な温室効果ガスの削減目標を設

定しました。目標達成に向けて、今後、排出量

取引制度の本格化や化石燃料賦課金の導入など

も予定されています。これに伴い、ＧＸへの投

資が加速し、新たなビジネスの創出やサプライ

チェーン全体の脱炭素化が急激に進むことが予

想されます。 

 そこで、県では来年度中に次期地球温暖化対

策実行計画を策定します。国の計画の趣旨や今

後の政策動向を見据え、これまで以上に環境と

経済・社会のバランスを保ちながら、企業と一

体となって、環境対策をビジネスチャンスにつ

なげる取組を推進していく必要があります。 

 県経済を牽引する大分コンビナートでは、グ

リーン・コンビナートおおいた推進構想に基づ

き、グリーン水素の製造やＣＯ２・廃プラスチ

ックなどの回収、利活用、県内で創出された森

林クレジットの活用等に向け、動きが出始めて

います。県としても、こうした挑戦が着実に前

進するよう、引き続き支援していきます。 

 中小企業においても、ＣＯ２排出量の計測な

ど、カーボンニュートラルに関する取引先から

の要請がここ２年で倍増しています。そうした

情勢に対応するため、おおいたグリーン事業者

認証制度に商用電気自動車や充電設備の導入支

援メニューを追加し、脱炭素経営に取り組む中

小企業の拡大を図ります。また、金融機関とも

連携して、ＣＯ２削減目標の達成状況と金利が

連動する融資の枠組みの構築にも取り組んでい

ます。 

 脱炭素社会の実現に不可欠なＧＸは、大企業

だけでなく、中小企業、さらには私たち一人一

人が関わる社会経済システムの変革となります。

大分県版カーボンニュートラルの実現を目指し

て、官民一体となった取組を進めていきたいと

考えています。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございます。 

 では続いて、そのまま二つ目の環境政策に移

ります。 

 新エネルギービジョンについてです。 
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 現在、国が策定している第７次エネルギー基

本計画では、エネルギー安定供給の確保に向け

た投資を促進する観点から、２０４０年やその

先のカーボンニュートラル実現に向けたエネル

ギー需給構造を視野に入れつつ、今後取り組む

べき政策課題や対策の方向性がまとめられてい

ます。 

 エネルギー基本計画では、特にロシアによる

ウクライナ侵略の発生以降、エネルギー分野に

おけるインフレーションが顕著となるなど、我

が国が抱えるエネルギー需給構造上の課題が浮

き彫りになったとし、エネルギー安全保障に重

点を置いた政策の再構築が強く求められるとし

ています。 

 加えて、世界では脱炭素を経済成長につなげ

ていこうと、脱炭素分野での投資を加速させて

おり、我が国の産業を維持・確保し、経済成長

できるかについては、発電や送電の際に二酸化

炭素を発生させない脱炭素電源を十分確保でき

るかにかかっているとされています。 

 本県でも平成１５年に大分県エコエネルギー

導入促進条例を制定し、それ以降も太陽光発電

や中小水力発電、地熱発電などの導入促進に取

り組んでおられます。その結果、本県の再生可

能エネルギー自給率は全国第２位となるなど、

この間の取組には一定の成果が得られたものと

捉えているし、現在も新たなエネルギービジョ

ンの策定に取り組んでいると伺っています。 

 本県には多様な製造業が立地し、我が国のも

のづくりを支えてきた反面、県民一人当たりの

ＣＯ２排出量が全国で一番大きくなっているの

は皆様御承知のとおりです。世界的なエネルギ

ーをめぐる情勢変化を踏まえ、新たなビジョン

の下、環境先進県おおいたとして、エコエネル

ギーの導入をどのように図っていくかについて

しっかりと検討していくことが、今後の大分県

の産業活力の維持・向上のためにも大変重要で

あると考えています。 

 そこで、新エネルギービジョンの特徴やどの

ようにビジョンを推進していくかについて、商

工観光労働部長に伺います。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 今年度末に改定する新

エネルギービジョンでは、環境先進県おおいた

を目指すことを基本方針とし、次の四つの取組

を推進します。 

 一つは、地熱や小水力など、本県の強みをい

かした再生可能エネルギーなどの導入を促進す

るとともに、セミナーの開催などを通じ、企業

による省エネをさらに促していきます。 

 二つは、エネルギー関連産業を本県の牽引産

業とするため、県エネルギー産業企業会を通じ、

県内企業の研究開発などを後押ししていきます。 

 三つは、大分県版水素サプライチェーンを構

築するため、再生可能エネルギーなどを活用し

た低炭素水素の製造や燃料電池車両の導入など、

水素の利活用拡大に向けた取組を支援していき

ます。 

 四つは、地域との共生に向け、自然環境、景

観との調和や地域との合意形成を徹底します。 

 なお、再生可能エネルギーの導入をさらに推

進するため、導入状況を県内の電力消費量に対

する県内の再生可能エネルギー発電量の比率で

表し、新たな目標として追加します。２０３０

年度には、現在の４７．１％を６３．８％とす

ることを目指していきます。 

 新年度には産業ＧＸ推進室を新設します。本

ビジョンの推進を通じ、さらなる産業活性化や

地方創生、ひいては本県の未来創造を目指して

いきます。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございます。 

 では、そのまま続いて三つ目に行きます。 

 資源循環関連産業の育成についてです。 

 環境問題と経済成長との両立を図っていくた

めの方策の一つが、廃棄物などを資源として活

用する循環型社会の形成です。元来、我が国は

資源に乏しい国ではありますが、高度な資源循

環の仕組みが構築できれば、この経済的な弱点

を克服し、逆に強みにすることもできます。 

 そのために、これまで以上に重要性を増して

くるのが、消費され、廃棄物となったものを集

め、それらの再販売や再加工などを通して、再

び社会に流通させる資源循環関連産業です。 
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 我が国では、早くから廃棄物処理やリサイク

ルに関する法制度が整備され、資源循環関連産

業の技術開発も進展しています。他方、国外を

見てみると、近年は欧米を中心に大規模な資源

循環関連産業の企業が現れてきており、我が国

における産業振興という観点からも、資源循環

関連産業の成長を加速していくことが求められ

ています。 

 従来、リデュース、リユース、リサイクル、

いわゆる３Ｒなどの環境問題は、どちらかとい

えば人々の意識の問題として捉えられてきた感

があります。しかし、こうした資源循環関連産

業の成長とうまく連携していくことで、ビジネ

スやシステムとして持続可能な形で環境への取

組を推進していくことが可能になるのではない

かと考えています。 

 そのため、本県においても、経済の活性化や

環境問題への取組にあたっては、こうした資源

循環関連産業、特に中間処理業者などの育成に

取り組んでいく必要があろうかと考えます。ま

た、資源循環においては、効率的な収集体制の

整備等が課題になっているとも聞いています。

来年度予算案において、こうした観点を盛り込

んだ事業が計上されており、早期の着手と効果

発現に注目しているところです。 

 そこで、資源循環関連産業の育成にどのよう

に取り組んでいくのか、生活環境部長に伺いま

す。 

嶋議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 循環経済への移行が加速し、

プラスチックをはじめとした再生材への需要増

加が見込まれる中、その安定供給には資源循環

関連産業、とりわけ廃棄物処理業者の高度化が

急務となっています。 

 県内では、今後一斉に更新時期を迎える太陽

光パネルのリユースや再資源化など、新たなビ

ジネスモデルの構築に取り組む動きも出てきて

おり、県はこうした挑戦を次の二つの視点で積

極的に支援していきます。 

 一つは、再資源化に向けた広域的な仕組みづ

くりです。県では、排出事業者とリサイクル事

業者とのマッチングを進めてきましたが、来年

度からは新たに県内各地で発生する廃食油等の

廃棄物を収集し、リサイクルする取組を支援す

ることとしています。 

 二つは、中間処理業者の事業基盤の強化です。

再生材の利用義務化の動きを契機として、業績

拡大を目指す優良産業廃棄物処理業者に対し、

デジタル技術を活用した高度な選別処理設備の

導入などを支援することで、業務の効率化等に

つなげていきます。 

 こうした取組により、資源循環関連産業の育

成、基盤強化を図り、環境と経済が両立する環

境先進県おおいたの実現を目指していきます。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございました。環境政策

に関して、三つ続けて今質問しました。いずれ

も経済の発展、活性化と環境への配慮、対応を、

さきほど二律背反という言葉を使いましたが、

双方を追い求めていくのは非常に難しいことだ

ろうと思います。しかし、本県は産業の性質上、

やはり強く求められる部分であろうかと思うし、

逆に目を背けてはいけない部分であろうと思っ

ています。 

 知事の御答弁の中に、今は環境対策がビジネ

スになっているという発言がありました。正に

少し前までは環境対策は各々頑張りましょうと

いう目標のようなものだったのが、今はそれが

ビジネスとして成り立っていますよという時代

なんだろうと思います。ついては、やはりそう

いった企業の育成等にも努めていかないといけ

ないと思っているので、引き続きの取組をよろ

しくお願いします。 

 では続いて、市町村と連携した行政課題への

対応についてということで、おおいた消防指令

センターについて質問します。 

 昨年１０月に運用を開始したおおいた消防指

令センターは、大分県全域の１１９番通報を受

信し、災害場所の特定をした後に管轄消防本部

へ出動指令を行うものです。県下１４消防本部

の連携・協力により、消防指令業務の共同運用

を行うことで本県全体の消防力の維持・強化を

図るものとなっています。 

 その指令システムは、１１９番通報を受信し、
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災害現場に消防車両が到着するまでの時間短縮

を実現するため、様々な機能が搭載された最新

で高機能なものとなっているほか、１１９番通

報者がスマートフォンで撮影した映像をリアル

タイムで指令センターに送信する映像通報シス

テムなども配備していると伺っています。また、

大規模災害発生時には、災害現場から送られて

くる映像や活動情報等を指令センターが集約し、

迅速かつ効果的な相互応援体制を確立するなど、

住民の安全・安心に寄与することが期待されて

います。 

 この件に関しては、昨年の第１回定例会でも

質問しましたが、指令センターの運用開始に向

けた整備に要する費用については、国や県の財

政措置により対応してきました。一方で、最新

機器の導入等に伴い、従前よりも負担が大きく

なる維持管理費への対応についても、今後、指

令センターを安定的に運営するためには避けて

通れない課題であり、各市町村からも不安の声

が上がっています。 

 消防業務は、一義的には市町村の責務で実施

すべきものですが、近年の災害の激甚化、そし

て南海トラフ地震への対応等も考慮すると、県

民の安全・安心のためには県の支援がやはり必

要かと考えています。昨年質問した時点では、

支援の在り方を検討するという御答弁でしたが、

その後いろいろお話も聞いており、来年度当初

予算案にはその支援が盛り込まれており、そう

いった御判断には大変感謝していますが、引き

続き県の考え方に注目しています。 

 こうしたことを踏まえ、おおいた消防指令セ

ンターの安定的な運営に向け、県としてどのよ

うに支援していくのか、改めて防災局長に伺い

ます。 

嶋議長 首藤防災局長。 

首藤防災局長 県では、消防の連携・協力を推

進するため、消防の市町村責任を尊重しつつ、

個々の消防本部の管轄を超えて広く効果が及ぶ

取組を支援することとしています。 

 指令業務の共同運用については、全県での枠

組みを構築するため、設備整備費の実質負担額

の２分の１を補助することとしました。具体的

には、各市町村の地方債の償還に伴走する形で、

令和１８年度にかけて総額約１１億円の支援を

見込んでいます。 

 一方、今回の運営費支援については、設備整

備費の負担軽減により、中長期的な財政効果は

得られるものの、足下での負担が増加する小規

模市町村の実情を考慮し、共同運用の円滑な立

ち上げのためには一定期間の支援が必要である

と考えたところです。この支援では、共通維持

管理費の２分の１を令和１１年度までの５年間

補助することとし、補助の総額は約１億４千万

円となる見込みです。 

 指令センターについては、今後とも国に対し

地方財政措置の継続・充実を要望しながら、市

町村による安定的な運営を支えていきます。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございます。このセンタ

ー、昨年１１月ぐらいだったと思うんですが、

実際に私も視察に行ってきました。いろんな機

能の説明を受けたんですが、でも、最終的には

機能うんぬんよりも、やっぱり一番話題になっ

たのは費用面での話であり、大分市消防局、防

災局もかなり気にされていたようでした。 

 そもそも、このシステムを導入することによ

って、県内各市町村全体の予算削減につながり

ますよという総務省の見立てだったらしいんで

すが、実際、まだ始まって間もないですが、そ

こまでちょっとうまくいかないのではないか、

見立てが甘かったのではないかなという言葉も

ちらっと漏れていました。 

 そうした中で、来年度予算案として維持管理

費に関しての助成ということで上程している、

これはさきほども言いましたが、本当にありが

たく思っていますが、今後の流れもしっかり注

視していく必要もあろうかと思うし、行く行く

は機器の更新費等も課題になってこようかと思

うので、引き続き各市町村、そして大分市と協

議しながら安定的な運営に努めていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 では続いて、狭隘道路の解消について質問し

ます。 

 本県では、ビジョン２０２４において、地域
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を支える生活交通の維持・確保を掲げ、集落間

の連携・交流を支える道路整備の推進などに取

り組まれています。 

 県道等におけるこうした取組は安心できる点

ではありますが、一方で気になるのは、より県

民に身近な生活道路において、いわゆる狭隘道

路と言われるものがまだ多く存在している点で

す。 

 狭隘道路とは、法律上の定義はありませんが、

一般的には建築基準法第４２条第２項等の指定

を受けた幅員４メートル未満の道路を指します。

別名で２項道路やみなし道路と呼ばれることも

ありますが、こうした道路が存在することで、

火災発生時や救急活動時に緊急車両が進入でき

ず、消火活動が遅れたり、傷病者の搬送に時間

を要したりするケースがあります。大分市内で

も緊急車両が入れない道路がまだまだ多く存在

しているし、有事の際の不安要素として課題に

なっています。また、他の市町村からも同様の

声を聞くこともあります。 

 安心な県民生活を実現していくためには、こ

うした問題の要因である狭隘道路の解消が必要

と考えます。もちろん事業の実施主体は基本的

には市町村であり、国交省の事業なども活用し

ながら積極的な整備に取り組むべきと考えます

が、関係者や専門家から話を聞くと、やはり各

市町村によって取組への温度感や進捗に差があ

るという声もいただいています。さきほど言っ

たように、県民の命に関わる問題である以上、

県としても市町村への働きかけなどにより、取

組を後押ししていく必要があるのではないかと

考えています。 

 そこで、市町村と連携しながら狭隘道路の解

消にどのように取り組んでいくのか、土木建築

部長に伺います。 

嶋議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 県内には多くの狭隘道路

が存在し、災害発生時には緊急車両が進入でき

ず、消火活動や救急活動の遅れにつながること

が懸念されます。 

 これまで県や市町では、市街地の魅力あるま

ちづくりに向け、道路などの公共施設と宅地を

一体的に整備する土地区画整理事業の中で狭隘

道路の解消も図ってきました。また、大分市三

佐地区や日出町豊岡地区などでは、防災性の向

上を目的とした国の都市防災総合推進事業を活

用し、避難路の拡幅整備も行っています。 

 さらに、大分市では、国の狭あい道路整備等

促進事業を活用し、２項道路のマップを公表す

ることで拡幅を促すとともに、道路として無償

提供された土地の分筆などの手続を行い、舗装

工事を実施しています。 

 こうした中、昨年３月に国が策定した狭隘道

路の解消に向けた取組の進め方や先進事例をま

とめたガイドラインを県から市町村に周知して

いるが、改めて説明会を開催し、理解を深めた

いと考えています。 

 県民の安全・安心を確保するため、今後も狭

隘道路の解消に向けた取組を市町村と連携して

進めていきます。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございます。さきほど私、

各市町村の取組に差があると言いましたが、い

ろいろヒアリングしてみると、各市町村も、例

えば、自治会等から言ってもらえれば、できる、

できないは当然あるんですが、対策はしっかり

考えますよというスタンスなのかなという印象

を得ましたし、一方で、自治会は自治会で困っ

てはいるが、どこにどう言っていいのか分から

ないという声がたくさん聞かれました。ですの

で、要は双方に受け身なんだろうなという印象

を得ました。やはり行政の方がもうちょっと能

動的に働きかけていく必要があろうかと思いま

す。 

 そうした中で、さきほど部長の御答弁で、説

明会等を開いて理解を広めていくと、そういっ

たことも本当に重要だと思います。繰り返しに

なりますが、実施主体としては市町村になるん

ですが、やはり県民の命に関わることですので、

県の方からも各市町村と連携して取り組んでい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 では続いて、大分市内の舞子浜緑地について

質問します。 

 大分市の大在地域は人口がこの２０年で約９
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千人増加、昨年４月には大在東小学校が新設さ

れるなど、大分市内でも人口、特に若者が増え

ている地域です。 

 その大在地域にある舞子浜緑地では、地区住

民を中心に各種イベントが行われるなど、にぎ

わい創出の場所の一つとして位置付けられてお

り、２０２１年６月には大分市がバーベキュー

エリアを設置するなどの整備も行われました。 

 今後、このエリアはさらなるにぎわい創出の

場として、大在地区だけでなく、市内や県内各

地から人が集まるイベント等を実施できるポテ

ンシャルを秘めていると感じているし、エリア

全体としてかなりの面積を有しており、整備を

行えば、サイクルスポーツなどの屋外イベント

も実施可能ではないかと考えます。 

 しかし、この舞子浜緑地も完成から４０年が

経過し、要所要所に劣化が見られること、また、

街灯などが少なく、夜間は暗い雰囲気のため、

ランニングや散歩がしづらいこと、さらに、ト

イレや水場の利便性が悪いことなど、課題もい

くつか見受けられます。 

 今後、舞子浜緑地の利用促進を図っていく上

では、こうした施設面での対応が必要と考えま

すが、このエリアは非常に特徴的であり、知事

も知事就任した以降か、市長時代か分かりませ

んが、行ったことはあると思うんですが、海岸

線に最も近い遊歩道があって、その遊歩道を境

に、海岸側が県の管理で、反対側の緑地側が大

分市の管理となっています。そのため、県と大

分市がより連携することで、一層効果的な整備

が可能になるのではないかと考えています。 

 そこで、舞子浜緑地の利用促進に向け、大分

市と連携し、県としてどのように取り組んでい

くのか、土木建築部長に伺います。 

嶋議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 舞子浜緑地は、昭和５６

年に工業地域と居住地域を隔てる緩衝緑地とし

て整備され、遊歩道などを含めて大分市が管理

しています。 

 さきほど議員の方からも御指摘あったように、

海岸部の管理については県が行っており、水辺

に親しむことができる階段状の護岸などの整備

を行ってきたところです。 

 この緑地は日常的に地元住民の散策などで利

用されており、毎年９月にはおおざい地域振興

協同組合など、多様な関係団体によりごみ拾い

ウォークやカヌー体験、サイクリングイベント

などが開催されており、にぎわいを見せていま

す。 

 こうした利用状況を踏まえ、県と市の役割分

担の下、老朽化した護岸の補修や遊歩道の維持

管理、一部トイレの水洗化など、施設の改善を

図ってきました。加えて、市が県管理区域にバ

ーベキューエリアを設置するなど、緑地の一体

的な利用につながる取組も県と市で協力して行

っているところです。 

 今後も適切な施設の維持管理を行いながら、

地元が行うにぎわい創出の取組を市と連携して

支援していきます。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございます。大分市とも

よくよく話をしながら、是非前向きに進めてい

ただきたいと思います。 

 さきほど部長、一体的な利用という言葉があ

りましたが、私も質問の中で、県と大分市がよ

り連携することで一層効果的な整備と言いまし

たが、逆を言うならば、県と市とどっちかだけ

がやるではやっぱりそこの魅力は半減するのか

なと感じています。是非ともしっかり話し合い

ながら進めていただきたいと思うので、よろし

くお願いします。 

 では最後に、高校教育における地域への理解

の促進についてということで、ちょっと抽象的

というか、概念的な質問になるんですが、御容

赦ください。 

 先にこの質問の趣旨を言うと、いかに教育を

通して郷土愛の醸成につなげていくか、取り組

んでいくかです。 

 本県の未来を担う子どもたちへの教育は県政

においても大変重要なテーマであり、県教育委

員会では学力や体力の向上に向けた様々な施策

を展開していますし、何より学校現場の先生方

も日々子どもたちへの教育に御尽力されていま

す。 
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 他方、こうした学力・体力だけでなく、今後

の教育では我が国、又は本県、そして又は各地

元の市町村に対する郷土愛を醸成していくこと

も非常に重要ではないかと私は考えています。 

 グローバル化の進展が著しい中、これからの

子どもたちは、国内の人々だけでなく、外国の

方と積極的に協力し、また時には切磋琢磨して

いかなければなりません。そうした中では、自

分は何者であるのか、自分が何に根ざしている

のか、いわゆるアイデンティティーをしっかり

と持っておくことが大切であると考えますし、

またそういったことが自己肯定感を高めること

にもつながってくるのではないかと考えていま

す。 

 さらに、本県では人口減少対策として移住・

定住の促進に力を入れていますが、子どもたち

の郷土愛を醸成することは、長期的な目線でそ

の一助になるのではないかとも考えます。若い

方が１度は県外や世界でチャレンジして、そし

て大きく成長した上で、いずれは愛するこの大

分県に戻ってきて郷土に貢献するという夢を持

ってくだされば、本県全体が今後大きく発展す

ることにもつながってくるのではないかと思い

ます。 

 また、大学進学時や就職時に、特に大きな夢

とか、目標とか、理由があるわけではないが、

何となく都会に憧れて大分を出ていく子も少な

からずいるかと思いますが、そういった子が逆

に大分で頑張るんだという気持ちを持ってくだ

さることにもつながるんではないかと考えます。 

 郷土愛の醸成は、小、中、高校のいずれの段

階でも大切であると考えますが、高校において

は小中学校の道徳科のような郷土愛を育み、地

域への理解の促進を図る特定の教科はありませ

ん。高校教育は県教育委員会が所管するもので

すので、教育委員会として、地域への理解促進

に向けた生徒への働きかけが必要かと思います。

特に進路選択という人生の分岐点が近づく中で

は、一層その重要性は高いと考えます。 

 そこで、郷土愛の醸成に向け、高校教育にお

ける地域への理解促進にどのように取り組んで

いくのか、教育長に伺います。 

嶋議長 山田教育長。 

山田教育長 郷土を愛する態度を養うことは、

教育の目標の一つとして教育基本法にも掲げら

れており、グローバル化や人口減少が進む現代

社会において、その意義が一層高まっています。 

 本県においても、平成２６年に大分県グロー

バル人材育成推進プランを策定し、グローバル

社会を生きる子どもたちに必要な力の一つとし

て大分県や日本への深い理解を掲げ、人材育成

に取り組んでいるところです。 

 高校では、総合的な探究の時間や地域の高校

の魅力化事業において、地域と連携して郷土の

文化や伝統に触れる活動に取り組み、郷土への

誇りや愛着、地域社会への貢献意欲を育んでい

ます。 

 例えば、由布高校では、地元住民や観光客に

対するアンケートのデータを分析・活用しなが

ら地域活性化を考える体験授業を実施していま

す。中でも観光コースでは、農泊体験や湯平温

泉の災害復興に向けたフィールドワーク等に取

り組むことにより、地域の課題や魅力について

理解を深めています。 

 今後もこのような地域と連携した体験学習活

動等を通じて、郷土愛にあふれ、将来のふるさ

とを担う人材を育成していきたいと考えていま

す。 

嶋議長 穴見憲昭議員。 

穴見議員 ありがとうございました。冒頭言っ

たとおり、ちょっと抽象的な質問になってしま

いましたが、郷土愛の醸成は個人的に本当に大

事なことだと思っています。国を思う、地域を

愛する、とても大事なことであろうと思います。 

 さきほど移住・定住にも影響してくるのでは

ないかと言いましたが、恐らく他にもいろんな

場面で影響してくるんではないかと思っていま

すが、ただ、それを数値化したりとか、何か因

果関係を証明するのがちょっと難しいところで

もあるので、やはり少しずつ教育委員会として

考え方、方針等々に組み込んでいただければと

思っています。 

 先日、開会日、２月２５日の昼に行われた政

策勉強会で、日本文理大学の橋本学長の講演の
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中でも地域愛教育の重要性、さらにはそれにあ

たって幼保、小、中、高、そして大学と連続し

た取組の必要性を挙げられていました。是非と

もこの件に関しては教育委員会に１度真剣に考

えてほしくて問題提起しました。また機会があ

れば、もうちょっと掘り下げて質問できたらな

と思っています。 

 それでは、以上で私の質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手） 

嶋議長 以上で穴見憲昭議員の質問及び答弁は

終わりました。三浦由紀議員。 

  〔三浦（由）議員登壇〕（拍手） 

三浦（由）議員 皆さんおはようございます。

大分市議会ＯＢで２番手を務める４３番、日本

維新の会の三浦由紀です。いろいろ言っている

と時間がなくなるので、早速、通算１０１回目

の質問をします。 

 まず１問目、ＯＶＯＰについて質問します。 

 ＯＶＯＰ、ワンビレッジ・ワンプロダクト、

一村一品の英訳です。令和５年１２月議会で、

私は令和版一村一品運動について質問しました。

企画振興部長からは、少量多品目に偏りがちな

一村一品から白ねぎや甘太くんなど市場が求め

る大ロットで定時、定量の生産出荷体制にシフ

トしている、新たな地域資源を掘り起こし、磨

き上げ、大阪・関西万博などの大舞台で世界に

挑戦することを考えてみたい、精神は継承する

といった趣旨の答弁がありました。であるなら

ば、あえてここで私は一村一品ではなく、ＯＶ

ＯＰで質問をします。 

 大阪・関西万博などの大舞台で世界に挑戦す

るならば、ＯＶＯＰというネーミングを使うべ

きだと私は考えます。現在、日本国内の市場規

模は、人口減少などにより着実に縮小傾向にあ

ります。このような中、少しでも売上げを伸ば

し、利益を上げ、税収を増やすなら、海外展開

を視野に入れなければならないことは論をまた

ないことと思います。 

 そのような時代になっている今、海外で県産

品を売り込むときになぜＯＶＯＰというネーミ

ングを使わないのでしょうか。大分県が一村一

品という名称を使わなくなってからも、ジェト

ロでは発展途上国の特産品を展示販売するため、

一村一品マーケットと銘打って成田空港に店舗

を設置するとともに、各地でイベントを開催し

ています。また、平松知事退任後も、東南アジ

アではＯＶＯＰ国際セミナーといったイベント

を開催し、それぞれの国の産品や大分の産品を

紹介していました。このように、海外において

は、ＯＶＯＰはある程度定着しています。今か

ら新たなイメージをつくらなくてもよいのです。

それなのに、本家本元の大分県がその名称を使

わない、私はおかしなことと考えます。 

 令和５年１２月議会での答弁のように、従来

の一村一品は少量多品目でマーケットニーズに

そぐわないという状況になってしまっているの

であれば、隣接する市町村と共同で地域産品の

開発や生産、マーケティングを行い、一定のロ

ットを確保した上で、それを大分県のＯＶＯＰ

商品としてブランド化してもよいのではないで

しょうか。 

 今、世界に打って出なくてはならないこの時

期だからこそ、大分県産品を海外にアピールし、

販売促進するためには、ＯＶＯＰのブランド力

を前面に出していくべきと私は考えます。県で

は今回、新しい海外戦略を策定するようですが、

戦略的な海外展開に取り組むのであれば、ＯＶ

ＯＰの活用こそ必要な取組と考えます。今さら

海外戦略を書き換える必要はないと私は考えま

す。 

 昨年、第４回定例会での木田議員の一般質問

に対し、知事は、日本一のおんせん県おおいた

魅力も満載というキャッチフレーズが定着して

きたと答弁されましたが、海外ではＯＶＯＰの

ほうが定着しているのではないかと私は考えま

す。 

 そこで、県産品の海外展開に向け、海外戦略

において、ＯＶＯＰ、一村一品をどのように活

用していくのか、知事の考えを伺います。 

 あわせて、海外におけるＯＶＯＰ、一村一品

の知名度に対する知事の見解もお聞かせくださ

い。 

 あとは対面席で質問します。よろしくお願い

します。 
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  〔三浦（由）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

嶋議長 ただいまの三浦由紀議員の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 三浦由紀議員の一村一品についての

質問にお答えします。 

 一村一品運動は、ワンビレッジ・ワンプロダ

クトとして、ジャイカの支援プロジェクトなど

を通じて海外にも広がってきました。地域を代

表する特産品づくりから地域全体の魅力化にま

で枠を広げたこの運動は、東南アジアのほか、

アフリカや中南米などを中心に開発途上国の地

域振興策のモデルとして高く評価されていると

認識しています。 

 一方で、県産品の販路拡大に向けては、急速

な人口減少により国内市場が縮小する中で、近

年、増加傾向にある輸出について、さらに競争

力を高めることで海外の市場を積極的に取り込

むことが重要です。このため、次期海外戦略で

は、国・地域によって異なるニーズや規制への

対応に加えて、県産品の各市場における展開や

普及の段階に応じたアプローチを行うことで、

効果的に輸出を促進することとしています。 

 海外市場が求める大ロットで継続的な取引に

対しては、そのニーズに応える量や品質、規格

等への対応が重要であり、おおいた和牛や養殖

ブリなどの農林水産物では、戦略的に付加価値

や安全性を高めることに力を入れています。 

 一方で、大ロットな輸出に対応する産品とは

別に、県内には海外に通用し得る特徴的な産品

もたくさんあります。こうした本県における各

地域の特産品は、正にワンビレッジ・ワンプロ

ダクトの精神を継承してつくられてきた貴重な

地域資源です。 

 来月から始まる大阪・関西万博を好機と捉え

て、地場産品などを盛り込んだ地域素材集を作

成し、それによるＰＲですとか、あるいは海外

からこのような少量多品種生産でも購入可能な

海外の越境ＥＣサイトを構築し、世界に向けて

産品について力を入れて魅力発信していきます。 

 今後とも市場のニーズや県産品のそれぞれの

特徴に応じて、戦略的な海外展開を推進してい

きます。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 答弁ありがとうございます。 

 知事が今答弁されたことと私と、考えは全く

一緒なんですよね。ただ、何でそれをやるとき

にＯＶＯＰを使わないんだと私は言っているの

であり、考えは一緒なので、ここでとやかく言

っても議論は進まないと思うので、ＯＶＯＰと

いうネーミングを使う中で海外展開していった

ほうがより世界に分かるのではないかなとここ

で言って、質問ではなくて要望に代えたいと同

時に、今回この質問を私ＡＩで作成したんです

が、やっぱりこれは楽ですね。５分もたたない

うちに原稿が出来上がり、いろんなところから

ＡＩが拾ってきてくれるんですよね。それに私

がちょんちょんと手を加えてこの原稿が出来上

がったので、ちょっと話は変わりますが、是非

執行部のほうも使ってみれば面白いのではない

かと思います。 

 では、次の質問に入ります。 

 大分空港をめぐる諸課題について質問します。 

 まず、駐車場を含む大分空港の利便性向上に

ついて質問します。 

 本年１月、大分空港で全日空のオーケストラ、

ＡＮＡチーム羽田オーケストラのライブが開か

れました。これには東京をはじめ、県外からも

お客さんが駆けつけ、大変なにぎわいで、大分

空港の活性化や利用促進という面で効果があっ

たと考えるところです。 

 私も、大分空港での初めてのライブですので、

空港まで駆けつけたところですが、空港に着く

と駐車場の入口に車が並んでいます。時計とに

らめっこしながら待ち続け、このときは早く到

着したので、何とかライブの開始には間に合っ

たところですが、今、大分空港に関する苦情で

一番多いのがこの駐車場問題です。 

 おととしの秋、私はこの駐車場の件で担当課

に電話したところ、来年４月にはホーバークラ

フトが定期運航を始めるから大丈夫ですよとい

う回答をいただきました。しかし、その４月を

とうに過ぎ、現在になっても定期運航は始まっ
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ていません。この間、若干駐車場は広げたよう

ですが、完全な解決には現在まだ至っていませ

ん。 

 また、ホーバークラフトが今後大分市との間

に定期運航を始めたとしても、ホーバークラフ

トは非常に不安定で天候に左右され、確実に全

ての便が運航されるとは限りません。これは過

去の状況や現在の周遊の状況を見てもそうです。

もしホーバークラフトが欠航になった場合、バ

スやタクシーもありますが、お客さんは自家用

車を利用し、大分空港に行く方もおられるので、

駐車場が足りなくなってしまいます。 

 そしてまた、大分空港で２番目に多い苦情で

すが、セキュリティゲートについてです。 

 現在、大分空港には三つのセキュリティゲー

トがあります。しかし、時間によっては複数の

飛行機が続けて離陸するので、お客さんが集中

し、このゲートをくぐるのに長蛇の列ができて

います。駐車場に入るのに並び、ゲートをくぐ

るのにも並ぶ、これではかなりの時間の余裕を

持ってもぎりぎりになってしまいます。 

 もちろん、搭乗時間直前のお客さんは空港の

職員が優先的に通してくれるので、ここに並ん

でいる方で飛行機に乗り遅れることはないとは

思いますが、並ぶだけで空港では何もできない

ことになります。私も空港でお土産を買おうと

思っていたのに時間がなくなり、買えずに飛行

機に搭乗したことが何度かあり、最近は前日に

大分市内で購入するようにしていますが、空港

でのショッピングは空港を利用する方にとって

大きな楽しみの一つでもあり、これも空港の評

価の一つに挙げられます。また、空港にある売

店の売上げにも直接影響を及ぼします。 

 空港は、ただ飛行機に乗る場所だけではあり

ません。多くの方にとっては、空港とは特別な

空間で楽しみの場所でもあります。多くの方に

大分空港を楽しんでいただくために、不満が出

ないためにも、セキュリティゲートはスムーズ

に通過できるようにしなければなりません。ゲ

ートを増やすべきであると私は考えます。 

 もちろん、大分空港は国管理空港であるため

に、駐車場の整備やセキュリティゲートをスム

ーズに通過できるようにすることなどは国の責

務で実施すべきであるのは私も承知しています

が、他方、これから県は大分空港の利用者を増

やそうと考えているので、空港の利便性向上に

県としても努めていくべきです。施設の整備等

は国に強く要望しつつ、周辺環境の改善など、

県としては何か取り組めることがあるのではな

いかと考えます。 

 そこで、駐車場の整備、セキュリティゲート

の増設について、国への要望を含め、大分空港

の利便性向上についてどのように取り組んでい

くのか、交通政策局長に伺います。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 御質問のあった大分空港に

ついては、県が昨年策定したビジョン２０２４

では、１０年後の乗降客数の目標を現状の約１．

４倍に当たる２６６万人とし、その実現に向け

て、さらなる利便性の向上に今取り組んでいる

ところです。 

 そうした中で、まず駐車場の混雑解消につい

ては特に喫緊の課題ですことから、国や空港支

援機構に対して粘り強く働きかけを行った結果、

今年度は１３１台分の拡張が実現し、混雑緩和

に寄与しているところです。 

 今後、ホーバークラフトの空港アクセスが開

始した暁には、以前担当者が言ったことでもあ

りましたが、県が西大分側のホーバーターミナ

ルに整備した４５０台分の駐車場も新たに機能

します。したがって、さらに空港駐車場の混雑

緩和が図られるのではないかと期待しています。 

 加えて、来年度は夏の繁忙期や、あるいはホ

ーバークラフトの欠航時も見据え、新たに空港

と杵築駅を結ぶシャトルバスの実証運行も予定

しており、さらなる空港アクセスの強化も目指

していきます。 

 また、２点目の保安検査時のセキュリティゲ

ートについては、航空会社が基本的には運営し

ています。それで、３台あるうち、今何台を開

けるのかといったものについては、時間帯に応

じて、予約状況に応じて、あらかじめ計画的に

判断していると聞いています。 

 ただ、御指摘の内容を踏まえ、今後どのよう
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に改善していけるのかといった点については、

そこに加えて、ゲートの増設の必要性といった

ところも含めて協議を行っていきます。 

 引き続き駐車場問題、あるいはセキュリティ

ゲートの問題を含め、関係機関と密に連携し、

協議を進めながら、大分空港のさらなる利便性

向上に努めていきます。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 答弁ありがとうございます。 

 また、今年１３０台を空港のほうにプラスし

ていただけるということで、かなりこれで変わ

るのではないかと思います。 

 ただ、今、民間の駐車場との兼ね合いで、大

分空港の駐車場、台数的には動いているわけで

すが、この民間の駐車場がいつまで続くか分か

らない状況が全国的に出てきています。なぜか

というと、人手不足で空港に送迎する運転者が

確保できないという空港が最近出てきているこ

とを聞いています。ですから、止めても駐車場

から空港に送迎する方がいないので、その民間

駐車場が結局は閉めてしまうということであり、

現実、私も民間駐車場に置くときがあるんです

が、今日はいないから歩いていってくれと言わ

れることも大分空港ですら最近出てきているの

で、民間駐車場が今後どうなるかという部分を

考える中で駐車場整備は要望してもらえたらな

と思うところです。 

 それから、セキュリティゲートは今３台ある

ということですが、午前中は本当に大行列がで

きており、３台全部開けてもそういう状況です

ので、お客さんをどんどん増やすことを考えた

ときに、やはり今後４台、５台ということをや

っていかなければならないのではないかなと私

は考えています。やはりここで待たされると、

せっかく大分空港にいろんな楽しみを持って来

たにもかかわらず、何もできずにとにかく乗る

だけということになってしまいます。 

 空港の、要は競争というのが激しくなってき

ているので、大分空港にはどんな楽しみがある

かということを楽しめる状況にしておかなけれ

ばならないのではないかと思うし、熊本空港に

行っていただければ分かるんですが、劇的に変

わっており、あそこはすごく楽しめる空港に変

わったので、今後、大分空港が隣の北九州や福

岡や熊本や宮崎にお客さんを取られるという現

象が起きないとも限りませんので、そういった

部分でいろんな面を考えていただいて、大分空

港の利便性が向上し、お客さんを何とか確保す

るような形にしていただければと思います。こ

れはお願いですので、是非そういった部分も検

討をお願いします。 

 続いて、ホーバークラフトについて質問しま

す。 

 私は、大分市議会の令和２年３月議会におい

て、以前のホーバークラフトがなぜ運航を停止

したのかについて、地上移動より遅い、地上移

動より料金が高い、地上移動より当てにならな

い──遅い、高い、当てにならないという三つ

の理由を示した上で、この状況は新たなホーバ

ークラフトでも変化がないため、県から大分市

に財政的な負担を求められても支出すべきでは

ないという質問をしています。知事、覚えてい

ますか。当時、知事が市長だった頃です。結構

私、そのときは厳しくやりました。 

 今回のホーバークラフトですが、料金の面で

はタクシーのほうが高いようですが、時間や就

航率に関しては以前と変わらず、遅い、当てに

ならないは継続した状態になっています。さら

に付け加えるならば、せっかくマイナスが一つ

減ったのに今度は怖いが増え、遅い、当てにな

らない、怖いのマイナス三拍子は変わらずとい

った状況にあります。 

 そうした状況でも、大分市と空港間を予定ど

おり定期運航していればまだ救いようがありま

すが、現状は皆さん御存じのとおりです。 

 また、さきほど言ったように、定期運航を始

めても、最初は物珍しさがあり、利用する方は

多いかもしれませんが、遅いと当てにならない

という点が解消できない以上、いずれお客さん

は減っていくでしょうし、お客さんを乗せて商

業運航中に事故でも起こせば客足は一気に遠の

いてしまうと思われます。 

 運航会社と県との間で、ホーバークラフトの

運航で赤字が出た場合、上下分離方式であるこ
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とから運航会社がそれを負担するかとは思いま

すが、このホーバークラフトの運航に関しては

県から持ちかけた話であると私は聞いています。

現状、そして、過去からの状況を考えると将来

は非常に暗く、これ以上会社の赤字が大きくな

らないうちに損切りという形で諦めたほうがよ

いのではないかと私は考えます。 

 そこで、ホーバークラフトの就航を断念する

考えはないのか、交通政策局長に伺います。 

嶋議長 嶋川交通政策局長。 

嶋川交通政策局長 ホーバークラフトについて

は、御指摘のあったとおり、本来の予定であれ

ば既に定期就航が実現しているはずでしたが、

訓練初日の損傷事故をはじめとし、操縦やメン

テナンスの難しさといった面からこれまで様々

な課題が生じていることから、いまだ就航には

至っていない状況です。 

 しかしながら、事業としては着実に前進して

います。昨年１１月末には、週末限定ながらも

一般向けに船を供用開始することができ、現在、

運航会社において、操縦やメンテナンスに係る

人材の育成強化等に日々励んでいただいている

ところです。安全第一で、かつ県からの赤字補

填も行わないという考えの下においても、運航

会社の定期就航への意欲は依然として高く、そ

れから、県としても国や造船会社などと調整を

重ね、一歩ずつではありますが、定期就航まで

近づいてきているのではないかと感じていると

ころです。 

 また、ホーバークラフトが就航すれば、さき

ほど言ったように空港駐車場の混雑緩和とか、

かつて姫島チャーターのような離島観光もあっ

たようですが、そういったもの、あるいは災害

で陸路が寸断された場合には輸送艇としても、

そういった様々な副次的な効果や可能性も期待

できると考えています。 

 以上言ったようなことから、現時点で就航を

断念するといった議論は念頭にはありません。

むしろ、課題を一つずつクリアし、これまでの

投資に見合った効果を発揮できるように就航に

向けて全力で取り組むということが県民に対す

る責務ではなかろうかと私は考えています。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 答弁ありがとうございます。 

 私も、ここで私がこういう質問をして、やめ

ますとは絶対言わないだろうと思いながら今回

の質問をしています。 

 ただ、私としてはなぜホーバークラフトを復

活させたのかなと、当時、市議会議員の頃から

疑問に思っていました。当時言ったように、遅

いし、高いし、当てにならないという致命的な

欠陥を持っている乗り物なんですよね。普通３

０分、３０分と言っていますが、あれは海の上

が３０分であって、例えば、大分空港に降りて

から大分市の中心地、大分駅までと考えたとき

に、バスやタクシーや自家用車よりもこっちの

ほうが遅いんです。それを私は当時言ったんで

す。逆もしかりなんですよ。大分駅を出発して

大分空港まで行くと考えたときに、ホーバーク

ラフトのほうが最終的な時間は遅いんですよ。

あくまでも海の上が３０分であって、その前後

がかかってくるので、我々ヘビーユーザーはホ

ーバークラフトを使わなくなるんです。 

 さらに、当てにならないというのがあります。

今、周遊をやっていますが、これも欠航が多い

ですよね。あそこに行って今日は動きません。

逆に大分空港に着いて動きませんと。これは、

ビジネスマンにとっては最悪なんです。だから、

そういった部分の就航率も低い上に、遅い上に、

当時はタクシーで４人乗ったほうが安かったん

です。今回は若干変わるようですが、そういっ

た状況でホーバークラフトをもう一回やると、

私はそれが疑問にしか思えなかったんです。 

 当時、市議会議員だったからあれぐらいのこ

とで済みましたが、今は県議会議員なので、こ

の間はずっと言いたいことを言おうと思ってい

ますから、その辺をやっぱり考えないと、いず

れ１０年、１５年、２０年やったときに赤字で

駄目になる可能性は非常に高いと思うし、いま

だに国交省のほうは許可を出していませんよね。

局長は国交省からですよね。考えてみれば分か

ります。これだけ事故が多くて、国交省の役人

が許可を出せるかどうか。出した翌日に事故を

起こしたら大変なことですよね。自分が国交省
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所属なだけに省庁でどれだけやられるか分かり

ますよね。だから、これだけ事故が多い状況だ

から国交省も許可は出せないと思います。出し

て翌日やったら、おまえ、どれだけ見てきたん

だと言われるわけですから、そういったものを

考えた中で、私はずっとこれは警鐘を鳴らし続

けたいと思います。 

 今日やめますとは言わないのが分かった上で

質問しているので、是非その辺も考えた上で、

いつか何か考えなければいけない時期が来るの

ではないかなと思うので、それは私が今日言っ

ておきます。 

 次に、空飛ぶクルマについて質問します。 

 マスコミ報道によると、民間企業と大分県が

空飛ぶクルマの活用による地域発展及び地域課

題の解決に向けた包括連携協定を締結したとの

ことです。 

 この空飛ぶクルマは、世界各国で開発並びに

実用化競争が繰り広げられているのは承知して

います。また、佐藤知事が市長時代から推進し

ていたことも承知しています。基本的な考えと

しては、私も新しもの好きですので面白いとは

思いますが、実用化並びに実用化に向けたテス

ト飛行となると心配事が数多く出てきます。 

 例えば、外国のように人口密度の低い地域を

多く有する国や海上では万が一のときの被害は

限定されるかと思いますが、日本のように人口

密度の高い地域を多く有する場合の安全性をど

のように担保するのか、また、どのように管制

するのか、パイロット、操縦者の養成はどうす

るのかなど、空を飛ぶものは鳥でも飛行機でも

何でも好きな私は、マニアックがゆえに疑問点

が次々と出てきます。 

 ただ、これは県民も同じことだと思います。

民間が主体となって行う事項もあるかと思いま

すが、包括連携協定を結んだからには、県とし

てもこれらの県民からの疑問に答えなければな

らないと私は考えます。 

 そこで、空飛ぶクルマに関して次の５点につ

いて、将来の見通しも含めて県として今後どの

ように考えているのか、商工観光労働部長に伺

います。 

 安全性は担保されているのか、管制はどのよ

うに行うか、万が一事故が発生した場合はどの

ように対応するのか、安全性や事故時の対応に

ついて関係地域や団体にどのように説明してい

くのか、最後に包括連携協定に記載された地域

課題の解決とは具体的に何を指すのか、お答え

ください。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 空飛ぶクルマは、いま

だ実証段階であり、今後の社会実装を進めるた

め、現在、国や企業が安全性確保や関連制度整

備などを進めているところです。 

 県が協定を結んだスカイドライブの機体は、

国の認証取得に向けて申請中と承知しています。

また、運航するためには、航空運送事業許可の

取得も必要です。それらの審査の中で安全性が

確認されていくものと認識しています。 

 管制については、現在、国において制度設計

を行っているものと認識しています。 

 事故発生の際には、航空法に基づき当事者で

ある事業者が対応に当たるとともに、国が原因

究明などの調査を行うことになるものと考えま

す。 

 なお、運航にあたっては、事業者からの丁寧

な住民説明や市町村などとの調整が不可欠です。

県も地域の理解促進などに向けたサポートを行

います。 

 包括連携協定で記載された地域課題の解決は、

具体的には、将来、技術やサービスが進展した

際の公共交通の空白地域解消や、医療・災害対

応での救急利用などを想定しています。 

 引き続き技術開発や制度整備の状況などを注

視しつつ、関係者や地域とコミュニケーション

を取りながら、こうした新たな技術を積極的に

取り入れ、県経済成長の牽引力としていきたい

と考えています。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 ありがとうございます。 

 今伺う中では、まだいろんなものがはっきり

していなくて、これからだと私は取ったところ

です。 

 ただ、私が心配したことが結構ありましたが、
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やはり県民も同じようなことを考えていると思

います。これは本当に夢のあるものですから、

今後そういうのを一つ一つ解決する中で、是非

大分県が日本全国の先陣を切るような形でやれ

たら面白いとは思いますが、やっぱり空を飛ん

でいるものですから、よくパイロットの方と話

をするんですが、車と飛行機の違いは何かとい

うと、車は止まって考えることができるが飛行

機は止まって考えることができないんだと。こ

れは空飛ぶクルマですから、恐らく固定翼では

なくて回転翼の形なので、上空で止まることは

できると思いますが、何かあったときには止ま

るではなくて落ちてしまうので、そういった部

分をちゃんと考えて、安全性を担保する形で実

現しなければ、落ちました、下に人がいました

では済まないので、そういった技術的なことも

検証しながら、なるべく早めに大分で実現する

と面白いなと思うので、その辺は知事、また積

極的にいろんな面で取組をしていただければと

私のほうからもお願いします。 

 続いて、次の質問に入ります。 

 県立図書館について質問します。 

 この質問を考えたところ、ちょうど今、大分

合同新聞で県立図書館の特集をやっていただい

ているようであり、あの記事を読むのを楽しみ

にしていますが、県立図書館について、今度は

提言を交えてお尋ねします。 

 先般、久しぶりに県立図書館に行ってきまし

た。以前、大分市役所の横にあった頃は頻繁に

利用していたのですが、今の場所に移ってから

利用するのは本当に数えるほどになってしまい

ました。現在の県立図書館の利用状況はどのよ

うになっているか見てみましょう。 

 まず、入館者数ですが、令和５年で３０万７，

２３７人、個人貸出冊数で４８万８，６７０冊

となっています。大分市民図書館を同じように

見てみると、同年入館者数が７８万４，４３９

人で貸出冊数が１３８万８，３９９冊です。大

分市民図書館のほうは、あちこちの支所にある

図書館も含めた数字です。 

 では、大分県立図書館と県外の同じ図書館と

を比べるとどうなるか。これは人口や県立図書

館の設置場所、他の図書館との兼ね合いもあり、

単純に比べることはできませんが、全国的に見

ても大分県立図書館のさきほどの二つの数字は

多いほうになるのではないかと考えます。 

 では、それでよいのか。私は一昨年から本関

係の視察を数か所しました。石川県立図書館、

こども本の森熊本、こども本の森中之島、こど

も本の森遠野、そして、八戸市立書店である八

戸ブックセンターです。八戸は別にして、今言

った図書館は、いずれも平日にもかかわらず、

多くの方でにぎわっていました。 

 これらの図書館は、基本的な考えがこれまで

の図書館とは異なるもので、しゃべっても可、

日本十進分類法によらない独自の所蔵方法で表

紙を見せることにより、その場に身を置くだけ

でも、歩くだけでも楽しくなるような空間とな

っていました。 

 特に石川県立図書館は、令和５年度の入館者

数が１０２万６，０４６人で日本一です。石川

県と大分県の人口はほぼ同じで、他に金沢市立

図書館も金沢市内に複数あり、県立図書館の立

地場所は大分県立図書館と同じくらいアクセス

は悪く、観光客がたくさん来るからと思えば、

ほぼ県民の利用だけだということで、条件的に

は大分県立図書館と変わらないのにこの数字で

す。 

 ここで、大分県立図書館に話は戻ります。本

棚にある本を見て回ると、私にとっても興味深

い本がたくさん並んでいます。でも、楽しくあ

りません。それはなぜか。多くの本がただ本棚

に利用者に背表紙を向けた状態で並んでいるだ

けであるからだと思いますし、基本コンセプト

が古い図書館であるからだと私は思います。本

好きの私としては、県民にもっと多くの本を読

んでもらいたい、本に触れ合ってもらいたいと

の気持ちを強く持っています。本を読むことに

より知識を得られ、そして、人生が豊かになり

ます。もっともっと図書館を利用してもらいた

いと考えるところです。 

 建物を建て替えることは難しいと思うので、

他県の例などを参考に展示方法の改善を図るな

ど、基本的な考え方を変えてみてはいかがです
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か。図書館なのですから、もっと柔らかい発想

で運営することが利用者の増加につながると思

います。 

 そこで、本の展示方法の改善を含め、今後、

県立図書館の利用者の増加に向けてどのように

取り組んでいくのか、教育長にお尋ねします。 

嶋議長 山田教育長。 

山田教育長 令和４年に開館した石川県立図書

館は、敷地・延べ床面積ともに大分県立図書館

の２倍のキャパシティを生かし、様々な取組を

行っており、来館者数では３倍以上の開きがあ

ります。 

 一方、今年開館３０周年を迎えた大分県立図

書館においても、限られたスペースの中で展示

の工夫や利用拡大に向けたサービス向上に取り

組んでいます。 

 具体的には、議員御指摘のとおり、本の表紙

を見せる展示は来館者の関心を引くのに有効で

あることから、大分県立図書館においても、科

学や法律、防災などの様々なテーマを決めて関

連する本を１か所に集め、表紙が見えるように

展示する企画を今年度既に１２０回実施してい

ます。 

 また、ビジネス・健康・子育て等をテーマに

した課題解決コーナーを設置するなど、日本十

進分類法によらない独自の展示も行っています。 

 さらに、電子書籍等の非来館型サービスや、

大活字本、朗読ＣＤ、触る絵本等のバリアフリ

ーサービスの充実によりユニバーサル化も図っ

ています。 

 こうした地道な取組もあって、来館者一人当

たりの貸出冊数では、石川県の０．６冊に対し、

大分県は１．６冊と上回っているところです。 

 今後もより多くの県民に愛される図書館を目

指し、石川県をはじめ、他県の取組も参考にし

ながら、新しい発想による機能向上を図ってい

きます。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 ありがとうございます。 

 いろんなことに取り組んでいるというのは今

分かりましたが、基本的に今私が言った図書館

と比べて、やはり大分県立図書館は地味なんで

す。地味に頑張っているのは分かるんですが、

本を書いたほう、作者にとって本の中身も大事

なんですが、表紙をどうするかというのも、出

版社といろいろ考えて表紙を作っていくんです

よね。ただ、図書館に入ると、せっかく考えた

表紙が見えない状況で展示されてしまうんです。

ですから、今私が言った図書館というのは、表

紙も美術品として扱うような形をして県民や市

民に展示している、そういう部分でやはり評価

されて、入館者が多いのではないかなと思うし、

私が図書館の中を歩いていて、本当に楽しいん

です。美術館の中を歩いているのと同じ状況だ

ったと思います。 

 隣の熊本県は近いですから、本の森熊本辺り

を視察していただいて、そういったいい部分を

参考にしていただければと思いますので、今後

の県立図書館のいろんな取組に期待して、次の

質問に入ります。 

 次に、地域の書店について質問します。 

 出版文化産業振興財団は、書店が１店舗もな

い市が２０２４年８月時点で１５道県の２４市

に上ると発表しました。本県も１市、その中に

名前が出ています。また、書店がない自治体は

全国で２８．２％に当たると発表されており、

その割合は年々増加傾向にあるとされています。 

 大分県は無書店自治体が２自治体で、その割

合は１１．１％となっており、九州各県と比べ

てみると最も少ない数字が出ています。ただ、

これは町村合併が他の県より進んだからであり、

もし自治体数が以前と同じであれば、もっと書

店ゼロの自治体は多かったのではないかと考え

られます。 

 書店は地域の文化拠点であり、その減少は文

化の衰退、ひいては国力の衰退になるのではな

いかと私は考えます。このままでは大変なこと

になります。私は本好きで１週間に何度も書店

に足を運びますが、大分市在住ですので、まだ

大きな書店も何店舗かあり、書店巡りを楽しむ

ことができます。しかし、これが書店ゼロの自

治体に住んでいたらと考えると恐ろしいものが

あります。 

 まちの書店の減少はなぜ起きるのか。様々な
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理由がありますが、簡単に言うと、本が売れな

くなって利益が出なくなったからです。である

ならば、利益が出なくなっても存続できる書店

であればいいわけであり、それがさきほど視察

に伺った公営書店、八戸市立のブックセンター

です。 

 ただ、私は今、直ちに県や市町村が公営の書

店をつくるべきと言っているわけではありませ

ん。それは選択肢の一つとして考えるべきでは

ありますが、その前に、各自治体で少なくとも

地域の書店が存続できるように何らかの形で県

や市町村がサポートするべきであると考えます。 

 書店は、地域の商業における核となる事業者

の一つです。地域商業の活性化も県の商工行政

における重要な課題です。その一環として、地

域の書店の存続や活性化に向けた支援に取り組

んでいくべきと考えます。 

 そこで、どのように支援に取り組んでいくの

か、商工観光労働部長に伺います。 

嶋議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 地域の書店を取り巻く

環境は、人口減少や本離れ・活字離れの進行、

ネット書店の拡大、物流費の上昇などにより大

変厳しい状況です。 

 国においては、文化の発信拠点である書店の

果たす役割に着目し、書店活性化のための課題

を本年１月に取りまとめ、その解決に向けた書

店活性化プランの策定を現在進めているものと

承知しています。 

 県は、クラウド会計ソフトなどＩＴツールの

導入支援や資金調達の円滑化を図る県制度資金

など、地域の書店も利用できる支援を実施して

います。また、商工団体などにおいても、経営

相談など事業者の事業継続・発展を支援してい

ます。こうした中で、新規開業や事業拡大など

意欲的に書店経営に取り組む事業者も県内に複

数出てきているところです。 

 引き続き国の書店活性化プランの動きを注視

するとともに、市町村や関係機関と連携し、各

種支援策を周知しながら、書店が事業を継続し、

新たな挑戦に取り組めるよう適切な支援を行っ

ていきます。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 ありがとうございます。 

 国のほうがいろいろとやっていただいている

ようですので、是非県も一緒になって各市町村

と共に書店が本当になくならないように、その

辺はサポートしていただくようお願いして、最

後の質問に入ります。 

 ＡＰＵ・立命館アジア太平洋大学との連携に

ついて質問します。 

 ＡＰＵに関しては皆さん御存じでしょうから、

ここでは説明を省きます。私は、この大学の卒

業生のうち大分県内の企業に就職した方が２０

２３年度で僅か６．３％であるという記事を読

んで愕然としました。全世界、日本全国からこ

の大分に集まった貴重な人材が卒業後、僅か６．

３％しか大分に残らなかったというのです。 

 私は以前から、この大学の学生たちといろん

なイベントを通じて交流してきましたが、外国

人、日本人とも良い意味でユニークで、将来が

楽しみな学生たちでした。外国から来た学生た

ちは、それぞれの国の風習や考えがあるので、

その国では普通かもしれませんが、日本人の学

生だけを見ても、良い意味で変わり者の集まり

でした。古今東西、世の中を変えるきっかけを

つくってきたのは変わり者です。イノベーショ

ンは変わり者でなければ起こせません。そうい

う意味では、このＡＰＵ・立命館アジア太平洋

大学は未来を変えることができる人材の宝庫で

あると私は考えています。穴見議員、そう思い

ませんか。 

 そんなすばらしい学生たちがたった６．３％

しか大分に残らない、残念なことです。変わり

者に選ばれる企業がそれだけ少なかったという

ことです。大分県内の企業にも今後、彼ら、彼

女らに選ばれるよう是非頑張ってほしいと思う

ところですが、私としては、これだけ面白い学

生が大分を去って、大分との縁が薄くなってい

くことがもったいないと思っています。 

 私は何人かの卒業生といまだに交流がありま

すが、それぞれ世界に出て、面白い生活を送っ

ています。しかし、数人です。今後、県として

しっかりと計画を立て、学生の頃から多くのＡ



第１回 大分県議会定例会会議録 第８号 

- 189 - 

ＰＵ生と関係を築いていけば、本県はこれから

世界を変えていく可能性のある人材と太いパイ

プを持つことになります。そのために、平素か

らＡＰＵの学生たちと県の様々な事業で連携す

るほか、若い県の職員と学生との関係性を築く

取組など積極的に実施していくべきと考えます。 

 そこで、立命館アジア太平洋大学との連携に

ついてどのように取り組んでいくのか、総務部

長に伺います。 

嶋議長 渡辺総務部長。 

渡辺総務部長 立命館アジア太平洋大学、ＡＰ

Ｕは、これまで世界の１６８の国や地域から学

生を受け入れ、２万３千人を超える卒業生を輩

出しています。学生の半数近くが海外からとい

うこともあり、議員御指摘のとおり、卒業生の

多くが国外や、国内でも大都市圏で就職するな

ど、地域の枠を超え、グローバルに活躍してい

ます。 

 来年度は、このように世界で活躍する留学生

ＯＢ・ＯＧのネットワークを活用し、県内企業

の海外展開をサポートする取組を新たに実施す

る予定です。これに加え、県としては、国内外

からＡＰＵに集う学生が大分に愛着を持ち、県

内定着につながるような取組も重要と考えてい

ます。 

 これまでも留学生の県内就職や起業を支援し

てきたほか、おおいた地域連携プラットフォー

ムを通じて、学生が地域と直に接し、地域の課

題解決に取り組む活動を推進しています。例え

ば、別府市の亀川商店街で実施したフィールド

ワークでは、ＡＰＵの学生が商店街の再活性化

のため、地域と対話を重ね、新事業を提案しま

した。 

 今後とも、ＡＰＵを含めた県内高等教育機関

と連携しながら、本県と継続的に関わる人材の

確保・定着に努めていきます。 

嶋議長 三浦由紀議員。 

三浦（由）議員 ありがとうございます。 

 ネットワークを通じて企業の海外展開のサポ

ート等をやっていくということで、本当にすば

らしいことだと思います。是非いろんな面で、

大分と世界を通じていくそのかけ橋にＡＰＵの

学生たちを使っていただければと思いますし、

それ以外にも、ちょっとＯＢがいる横で余り言

いにくいんですが、いい意味で本当にあそこの

学生は何か分からないが変わり者なんですよね。

見ていると面白くてしようがないんです。これ

だけすごく変わった方々が日本全国から集まっ

ている大学は他にないのではないかなと思いま

す。確かに他にも大分県内に大学はありますが、

それぞれの大学の良さがあるんです。ただ、あ

そこだけは別格の面白さがあるし、それはそこ

に集う学生たちが築いているものですので、是

非今後もそういったコネクションをつくって、

県の活性化に努めていただければと思うので、

今後もどうぞよろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいます。（拍手） 

嶋議長 以上で三浦由紀議員の質問及び答弁は

終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３６分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

井上副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。麻生栄作議員。 

  〔麻生議員登壇〕（拍手） 

麻生議員 皆さんこんにちは。自由民主党の麻

生栄作です。登壇の機会をいただいたことに感

謝を申し上げ、東日本大震災から１４年目の特

別な日であることを肝に銘じ、議論したいと思

います。 

 時あたかも、令和の日本列島改造に移行しよ

うとしていますが、本県は昭和の列島改造から

も取り残されています。本県の過疎や人口減少

は深刻であり、地域格差拡大については危機的

事態が迫っています。限られた財源の中、今、

県民の皆様が真に求めている豊かさとは何かを

踏まえた政策議論の優先順位が問われています。 

 そこで、豊かさの実感をテーマに、議会の使

命である行政の監視と政策提言の機能を意識し

ながら、分割方式にて質問していきます。 

 まず、エビデンスに基づいた政策づくりにつ

いて、定例部長会議やテーマごとの方針決定に
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おいて、具体的にどのように実践されているの

か、知事に伺いたいと思います。 

 エビデンスとは、提案・意見を述べる際に客

観性を高めたり、説得力を持たせたりするため

の根拠や、予測・推測する際の検討・考察の材

料となる情報などを指すそうです。 

 政策づくりにおいては、総務省統計局の家計

調査や全国家計構造調査などの各種調査データ

を基に県民の賃金、所得、資産、消費の格差な

どを読み解き、県民の求める真の豊かさを実感

できるよう精励されていることと存じます。そ

うした中、さきほど言った根拠や材料として、

どのような情報を活用されているのか注目して

います。 

 私は、幅広い政策に横串を刺し、情報やデー

タの共有を行った上で、今後の政策形成につい

て議論していくべきと考えています。 

 そこで、本県における政策形成について、ど

のような根拠や情報に基づいて行われているの

か、まず知事にお尋ねします。 

 次に、県民の生活に対する意識の変化につい

て、どのように感じているのか認識を伺います。 

 令和４年第３回定例会において、総務省の２

０１９年全国家計構造調査の都道府県別年間可

処分所得の状況などについて、本県の順位、総

合４２位、女性世帯に至っては４７位という報

告を示しながら質問しました。 

 コロナ禍を経て、働き方改革や中小企業・小

規模事業者の適切な価格転嫁の促進、賃上げな

どの政策が実施されていますが、本県の豊かさ

を実感できる成果が出ているかが問われていま

す。間もなく２０２４年調査結果が公表される

ことから、可処分所得や消費者物価指数の動向

も気になるところであり、県民の生活に対する

意識の変化について、佐藤知事の現下の認識に

注目しています。 

 また、先日、日経新聞の記事で寛容性指標な

るものを見つけ、寛容性と人口の社会増減には

高い相関があるとの内容に着目しました。ライ

フルホームズ総研が家族の在り方、女性の生き

方などの観点から寛容性指標を算出したもので、

私がインターネットで４７都道府県の寛容と幸

福、人口移動に関する調査の本県に関する分析

結果を探しました。今回、資料でも皆さんにお

配りしています。 

 豊かさの実感につながる政策づくりのために、

この寛容性指標の本県の結果について、知事は

どのような認識・評価をされ、どのように読み

解き、政策づくりにいかそうとされているのか

興味深いところです。本県の政策にいかせる着

眼点及び改善の具体策があれば、是非お示しい

ただきたいと考えます。 

 そこで、知事に伺います。寛容性指標をはじ

めとした様々な指標を踏まえ、豊かさの実感に

向け、県民の意識・志向の変化をどのように捉

え、政策を議論し、施策に反映していこうとお

考えなのか、お示しください。 

 ３点目は、官民データの利活用について論じ

ます。 

 各種調査データは、個別に多数存在している

ものの、その活用に行政は苦慮しています。日

本政策投資銀行グループ価値総合研究所が環境

省と開発した地域経済循環分析データや民間が

持つオープンデータについては、本県でも、平

成２８年度地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）

普及促進事業において大銀経済経営研究所を事

業受託機関として平成２９年３月に地域課題分

析調査報告書をまとめ、公表したものの、それ

以降の活用、報告、公表の実績が見えてきませ

ん。 

 国は平成２９年に官民データ活用推進基本計

画を策定、令和３年にはデジタル社会形成基本

法を施行するなどしており、本県もＤＸ推進戦

略を策定し取組を進めています。しかし、他県

計画と比べ、部局ごとの個別活用に終始した感

が否めません。政策形成においては、官民が持

つ調査データを総合的にフル活用することが不

可欠です。ＡＩ活用も視野に入れた取組を急ぎ

たいものです。 

 先日、公共交通ネットワーク特別委員会で九

州大学伊都キャンパスを訪ね、導入されている

新スーパーコンピューターシステム玄海やデー

タセンターなどの話も伺いました。東九州新幹

線の２ルートについて、低コストで、しかも将
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来の人口推計などを盛り込んだ費用対効果の便

益分析結果を瞬時に、しかも高い精度で出せる

との話に驚愕したばかりです。エビデンスに基

づいた政策づくりには、ＡＩの活用は不可欠で

す。 

 本県のＤＸ推進戦略における行政のＤＸの取

組の一つにデータに基づく政策立案、データ利

活用との記載がありますが、その具体的な取組

状況について説明いただきたいと考えます。 

 また、政策形成においては、データを読み解

き、あるいは横串を刺して活用していくための

職員のスキルアップや外部人材の登用や活用も

大切です。加えて、地域の課題の解決に向けて

は、市町村との連携や市町村職員の育成も重要

であると考えます。 

 そこで、職員の人材育成や外部人材の活用を

含め、大分県ＤＸ推進戦略における官民データ

の利活用にどのように取り組んでいくのか、商

工観光労働部長に伺います。 

 あとは対面席から行います。 

  〔麻生議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの麻生栄作議員の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 麻生栄作議員の根拠に基づく政策形

成についての質問にお答えします。 

 エビデンスに基づく政策立案については、昨

今、ＥＢＰＭ（エビデンス・ベースト・ポリシ

ー・メイキング）という言葉で表されており、

政策の有効性を高め、行政への信頼確保に資す

るものとして、国や自治体ではＤＸの取組等と

あわせ推進しているところです。 

 本県においても、各種政策の基礎となる重要

なデータについては、全部局長の参加する会議

で取組への影響や部局間連携等について議論を

重ねて、政策に反映しているところです。 

 今議会で御審議いただいている第３期まち・

ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたっては、

人口動態に関する様々なデータについて全庁的

に議論を行いました。今後の人口推計に加え、

年代別の社会増減データ、地域別流出入のデー

タなどから、若者・女性の呼び込みと定着を重

点課題の一つとして設定したところです。 

 また、個別事業を検討する際にも、本県の現

状を示す客観的指標や、その要因を探るための

各種データの活用等に取り組んでいます。 

 例えば、観光消費額の増加に向けて国内観光

客の消費動向等を分析したところ、日帰り旅行

が多く、観光消費額単価が九州で３番目に低い

ことが分かりました。そこで、夜間観光をテー

マとした動画の配信など、ナイトタイムエコノ

ミーの推進に力を入れたところ、宿泊割合が増

加して、令和５年の単価は平成３０年に比べ１

５％以上上昇するなど、観光消費額の増加につ

ながったのではないかと考えています。今年度

開催したデスティネーションキャンペーンでも、

引き続き夜間観光の充実を図り、経済波及効果

１４６億円の一助となったと思います。 

 限られた人材や財源で行政サービスを維持し、

諸課題に的確に対応していくには、データに基

づく効果検証による事業の見直し等が求められ

ます。また、デジタル化が進む中で、複雑・高

度化する情報の分析が重要となることから、職

員研修の充実や外部専門人材の活用等にも取り

組んでいるところです。 

 各種統計などによって時代の流れを読み解き

ながら、一方で、県政ふれあい対話などの場を

通じて、データだけでは把握しづらい県民の皆

さんの直の声を幅広く伺うこともあわせて大切

です。 

 これからも各種データの活用を図るとともに、

県民各層と対話して、その思いに寄り添った政

策・施策の立案を進めていきたいと考えていま

す。 

 次に、県民の生活に対する意識の変化につい

てです。 

 頻発・激甚化する自然災害や、長引く物価上

昇、混迷が続くウクライナ、中東情勢など、国

内外の社会情勢は大きく変化していますが、そ

のような中で、県民の皆さんの意識の変化を把

握するためには、政府統計や各種調査結果など

が大変参考となります。 

 本日御紹介いただいた４７都道府県の寛容と

幸福、人口移動に関する調査をはじめとして、
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都道府県魅力度ランキングや住みたい田舎ベス

トランキングなど、民間の実施する調査にも様

々なものがあります。これらも県民や外からの

本県への意識の変化を読み取れるデータの一つ

であることから、政策立案にあたっては参考に

するように努めているところです。 

 豊かさには、経済的豊かさ、文化的豊かさ、

時間的ゆとりや自然環境から安らぎを得る豊か

さなど、様々な考え方があり、性別や年代、置

かれている状況などにより、その価値観は人そ

れぞれです。 

 こうした中で、変化する県民ニーズをより的

確に把握するためには、既存の統計や民間調査

の活用に加えて、多様な立場の方々からの声を

聞くことも重要です。 

 安心・元気・未来創造ビジョン２０２４の策

定にあたっては、政策立案にいかすために、生

活の満足度や暮らしやすさ、県への期待などに

ついて県民意識調査を行ったほか、高校生に対

するアンケートも実施しました。 

 県民意識調査では、生活の満足度などにおい

て実際に重視していることや、前回実施した同

様の調査結果からの変化などを把握することが

できました。加えて、若年層の声をしっかりと

聞くために初めて行った全高校生へのオンライ

ンアンケートでは、県に住み続けたいかどうか、

また、その理由等を伺い、人口の流出入に関す

る施策の検討にいかしてきているところです。 

 これからも各種統計や調査結果を活用すると

ともに、対話をはじめとした様々な手段、手法

で県民の意識・志向の変化を把握して、議論を

重ねて施策に反映していきたいと考えています。 

 その他の御質問については、担当部局長から

答弁します。 

井上副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 私からは官民データの

利活用についてお答えします。 

 デジタル化の進展により、様々なデータが利

用可能となる中、そうしたデータを有効活用し、

行政のＤＸを推進することが重要です。 

 昨年９月に策定した行財政改革推進計画２０

２４でも、行政のＤＸを重要な柱に位置付けて

います。 

 こうした考えの下、例えば、健診やレセプト

データなどの分析を通じて重点的に取り組むべ

き健康課題を可視化し、効果的・効率的な保健

事業を実施するデータヘルスなどのデータに基

づく取組を推進しています。 

 また、官民が保有するデータやＡＩなどを活

用した行政のＤＸを推進していくには、職員の

人材育成や外部人材の活用が不可欠です。 

 職員の人材育成については、現在、全ての階

層別研修においてＤＸに関する講座を導入し、

スキルアップを図っています。 

 外部人材の活用では、来年度から、案件に合

わせてＤＸアドバイザーを募集・選定し、プロ

ジェクトの企画から実施までを伴走支援するな

ど、効果的な政策形成を図っていきます。 

 市町村とは現在、自治体ＤＸの推進をテーマ

に合同研修を実施しています。昨年秋から、デ

ジタル人材育成方針の策定に向けた取組も県と

して支援しています。 

 今後とも行政のＤＸを推進するため、積極的

なデータ活用などに取り組んでいきます。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 県民の意識や志向が急激に大きく変

化しています。特に若者や子育て世代の意識・

志向の変化については、従来の常識では通用し

ないことを自覚しておかなければならないと思

っています。 

 国は地方創生交付金を倍増しているものの、

成果を測るにふさわしくない指標も目に付き、

地方創生は虚実であり、エビデンス不全との指

摘も免れられないのも、県民の意識や志向の変

化の読み解き方に問題があるのかもしれないと

考えました。根拠を欠いたまま予算を注ぎ込む

だけでは地方創生の迷走は止まりません。従来

の常識から脱皮し、危機感を持って、若者や子

育て期の次代を担う世代が求めるニーズに的確

かつ迅速に行政が応えることが不可欠です。 

 そのニーズを的確に把握するための根拠とな

る材料と情報の一つといえば、周回遅れではあ

りますが、毎年公表されている県民経済計算で

あり、大分の若者がどこにどのように流出して
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いるかを読み解くには、福岡都市圏や首都圏の

都道府県民経済計算の調査報告書の経年変化動

向に着目することであったり、さらに、その市

町村民経済計算まで分析すると、流出の理由が

見えてくるものがあります。問題は、そうした

分析を誰がやるかです。 

 皆様も既に御承知の、内閣府が令和６年１２

月に公表している２０２４年秋号の「地域課題

分析レポート－ポストコロナ禍の若者の地域選

択と人口移動－」からも、我が国における人口

移動の背景となる、どのような人々の考え方や

行動パターンが影響しているのか、特に進学や

就職時の地域の経済構造や雇用情勢を確認し、

若者に選ばれる地方を目指して地域が取り組む

べき課題についてというレポートについては十

分認識されているはずです。 

 しかし、本県には、このようなレポートを分

析、作成した政府の内閣府政策統括官のように、

各種データを基に県民の賃金、所得、資産、消

費などの動向を多角的視点から読み解く専門家

の存在が見当たりません。地方自治体にも県独

自の分析官が必要と考えます。本当に必要なの

は基礎自治体だと思っています。政策の成果を

発揮するために、持っている情報に横串を刺す

組織や人事について高い専門性を保持したナレ

ッジマネジメントシステム構築は急務の課題で

す。 

 そこで、さきほど、あるいは昨日の答弁にも

加え、新年度のデジタル政策課への組織改編に

ついて事務分掌の工夫や専門的な外部人材登用

などについて、もし知事の考えがあれば、見解

をもう少し詳しく説明を願います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 ただいま御指摘いただいた、様々な

データを横串を刺して分析して、その分析に基

づいて政策を構築していくということは大変重

要なことであり、それは従来から県庁でも各市

町村でも取り組んでいることかと思いますが、

さらにこれからそのような取組を強化していく

ということが重要であると考えます。 

 ＤＸ推進課においてもそのような取組を進め

ていきますし、また、民間派遣の研修もありま

すが、大銀経済経営研究所や内閣府の様々な地

域創生の課、そういうところに県庁の職員や市

役所の職員が出向して勉強する機会もあります。

そのような機会を捉えて、職員の分析能力の向

上にも取り組んでいきたいと思います。 

 またあわせて、さきほども御質問いただきま

したが、大学のそれぞれの経済学部や民間の経

済分析機関との連携ということも大事な課題で

すので、そのような取組を通じ、経済分析能力

のさらなる向上に努めていきたいと考えていま

す。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 商工観光労働部長への質問を忘れま

したが、官民データの利活用については、例え

ば、かねてから観光戦略におけるＤＭＯに求め

られる関連データの収集・分析に基づく誘客プ

ランの立案といった専門性が十分発揮されてい

ないことが指摘されています。 

 そうした中、鳴り物入りで２０１９年に設立

されたおおいたＡＩテクノロジーセンターの県

を含む３者協定によるＧＰＵ、画像処理ですが、

ＧＰＵプラットフォームの無償提供や九州経済

調査協会の地域経済に関するオープンデータや

未活用のビッグデータを束ねた地域経済動向デ

ータのプラットフォームであるデータサラダ、

こういったものの活用も見えてきていないので

すが、この二つの活用についての状況について、

もうちょっと詳しく説明いただけますでしょう

か。 

井上副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 まず、ＧＰＵのプラッ

トフォーム無償提供については、県内企業のＡ

Ｉ開発を促進することを目的として、県が協定

を締結している企業からＧＰＵプラットフォー

ムの無償提供と利用環境のサポートをいただい

ています。これまで過去３年間で１０社の活用

実績があり、県内企業におけるＡＩ開発に貢献

しているところです。 

 具体的には、空港内での業務車両の自動運転

のＡＩ開発を行っている事業者は、その後の国

交省の実証事業の受託につながっています。ま

た、このほか、太陽光パネルの劣化を自動検知
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するＡＩ、それから、自社独自のロボット用生

成ＡＩの開発など、そうした企業の取組をサポ

ートしているところです。 

 今後もこのようなサービスを活用し、県内企

業の積極的な取組を応援していきたいと考えて

います。 

 続いて、データサラダについてですが、デー

タサラダの観光分野、１２指標の中で１０指標

は基データや代替統計を活用しているところで

す。データの充実具合などを見ながら、このデ

ータサラダのさらなる活用を検討していきたい

と思います。 

 いずれにしても、この官民データの利活用と

いうのは非常に重要な点ですので、我々として

も積極的に進めつつ、また、さきほど言ったＧ

ＰＵの活用事例、そのほか、ＡＩテクノロジー

センターの取組もありますので、そういった点

についても積極的な発信をしながら、成果の見

える化にも努めていきたいと思います。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 各市町村の現場や、あるいは民間の

現場でもそういったものを活用できるように指

導をお願いします。 

 それでは次に、本県の深刻な人口減少・少子

化、地域格差の拡大については、さきほどの寛

容性指標の女性の生き方や、男性の未婚率、若

者信頼等の指標からも読み解くことができそう

です。 

 また、令和５年度こども・子育て県民意識調

査報告書からも本県の課題を読み解くことがで

きます。例えば、子育てにかかる費用において

最も負担が大きいと感じているものなどをアン

ケートから読み取り、子育て支援策の成果が見

える、的を絞った政策づくりが求められていま

す。 

 このため、ライフステージを通じた出産から

１８歳までの一人当たり換算子育て費用と子育

て家庭への経済的支援策の実態について調べて

みました。モデルケースでは、子ども一人を１

８歳まで育てる経費、約２，３００万円に対し、

行政等からの支援は約６３８万円となっていま

す。支援金額としてはかなりの大きさですが、

問題は、子育て世代のニーズに合致しているの

か、また、成果につながっているのかという点

であり、私は疑問に感じています。 

 そこで、福祉保健部長に質問します。令和５

年度こども・子育て県民意識調査報告書からど

のように課題を読み解いているのか、お示しく

ださい。特に、ライフステージを通じた子育て

家庭への経済的支援の在り方について、一時金

や手当に関する改善を含め検討すべき点をお示

し願います。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県が毎年行っている意識調

査では、希望する子どもを持つためには経済的

な支援が必要と回答した子育て世帯は毎年約８

割程度に上ります。 

 そのような中、本県では、不妊治療費助成や

保育料の減免に加えて、今年度からは、子ども

医療費を高校生年代まで拡充するなど、全国ト

ップレベルの助成を行ってきました。 

 加えて国でも、昨年度から出産育児一時金を

５０万円に増額したほか、昨年１０月からは児

童手当を大幅に拡充するなど、子育て世帯への

支援は格段に充実してきています。 

 本県では、これまでの施策効果もあり、近年

を見ると、既婚女性の出生率は増加傾向となっ

ていますが、自治体主導の施策ではどうしても

地域間で地域差が生じ、国全体の抜本的な少子

化対策にならないのではないかという点を踏ま

え、今後は国の対策として進めるべきと考えて

います。 

 折しも国では、現在、高校授業料、あるいは

給食費の無償化、さらには保育料のさらなる助

成のほか、税制面での子育て支援も今後予定さ

れています。 

 また、昨今では、子育て世帯のニーズが経済

的支援のみならず、可処分所得、いわゆる手取

りの増や住環境の整備などにも変容しつつある

ことも踏まえ、時代に即した効果的な対策を官

民連携で進めていく、こういう視点が大切では

ないかと思っています。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 ただいまの答弁で、可処分所得であ
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るとか、そういった視点が効果につながるよう

に把握していく必要があろうかと思います。 

 県民意識調査の結果でも、就学前のお子さん

をお持ちの子育て世代は、食費の負担が大きい、

あるいは日用品の負担が大きいという結果が出

ていますが、これは多分、日用品というのはお

むつであったり、食費も離乳食とか、こういっ

たものをドラッグストアとかスーパーマーケッ

トへ行って見てみると、おむつ５０個入りが１

袋２千円を超えているような状況で、これが１

週間か、あるいは１０日でなくなっちゃうと。

そういった負担を全部やっているんだと考える

と、大変だろうなということを痛感するわけで

あり、そういったことをしっかりと取り組んで

いく必要があろうかと思います。 

 後ほどまたこの件については質問しますが、

次に移りたいと思います。 

 人生会議についてです。 

 子育て世代への経済支援を厚くするにはその

財源をどのように確保するかも大きな課題です。

子だくさんとして有名な徳之島では、その背景

の一つとして高齢者の意志が働いていることは

有名です。 

 一方、本県では、豊かな人生を送るために人

生会議の普及啓発を推進する条例が制定されて

います。この条例は、令和２年７月に議員提案

によって全国初の条例として制定されています。 

 そうした中、人生の最終段階における医療・

ケアに関する意識調査の報告書が令和５年１２

月に公表されました。これは本人の意思を尊重

した人生の最終段階における医療・ケアの在り

方の検討に活用するとされています。 

 私はあるとき、衝撃を受けました。様々な政

策を行っているが少子化の歯止めはかかってい

ないではないか、肝は何かという議論となり、

延命治療をやめ、その医療費を子育て家庭への

経済的支援に回せであったり、また、晩婚化が

進んでいるが、若年結婚が可能な社会づくり、

これを目指せといったような意見があり、的を

射ているなと痛感したところです。 

 そこで、できない理由を述べるのではなく、

できる方法を考えてみたいと思い、以下の２点

について福祉保健部長に質問します。 

 まず、人生会議啓発推進条例について、条例

は制定したものの放置されていては意味があり

ません。人生の最終段階における医療・ケアに

関する意識調査報告書から本人の意思を尊重す

るための実態及び課題について、どのように読

み解いて、どのような課題があると認識してい

るのか、条例に基づく取組も踏まえてお聞かせ

ください。 

 次に、治療方法によっては延命治療費も必要

となり、その負担についても人生会議の中で御

家族で議論しておくことも大事です。これから

の時代、人生会議の実践状況と延命治療費の相

関関係などについても、ＡＩの活用によって大

きく変わりそうです。真に豊かさを実感できる

社会づくりに向け、この度の意識調査の結果や

延命治療費との相関関係などのエビデンスを人

生会議の推進に活用していくべきと考えますが、

県の見解をお聞かせください。 

井上副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 令和２年施行の人生会議条

例に基づき、本県では県民向けセミナーなど普

及啓発を進めていますが、昨年度の県民意識調

査では、約７割の方々が人生会議そのものにつ

いて知らないと回答しており、引き続きさらな

る啓発に努めていきます。 

 他方、国の意識調査によると、人生の最終段

階で延命治療を望まないという人が多い一方で、

２割程度の方々が分からないと回答しており、

各々の人生観により考え方は様々であろうと思

います。 

 また、専門職への調査で必要と回答が多かっ

た相談体制の充実です。これについては、条例

にもあるように、人材育成に向けて人生会議を

支援できる医療人材・介護従事者などの養成講

座を開催しています。今年度は大分市、それか

ら、臼杵市で計５１名を養成したところであり、

新年度は他の地域での実施に広げていきたいと

考えています。 

 あわせて、人生会議をテーマとした県民参加

型のプログラムも検討しており、年代を問わず

広く県民理解を深めていきます。 
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 いずれにしても、条例の第３条に規定されて

いるとおり、人生会議は本人や御家族の意思を

最大限に尊重すべきものであり、我々行政がど

の程度関与していくかということについては、

倫理上極めて難しい課題であると考えています。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 ただいま難しい課題であるからこそ

政治が担うべきということで、議会提案でこれ

は制定したわけです。 

 このＮＴＴデータ経営研究所の令和５年１２

月の報告書の中にありますように、問いの１５

－３に、あなたが病気で治る見込みがなく、お

よそ１年以内に徐々にあるいは急に死に至ると

考えたとき、下記のア～キの医療を望みますか

ということで、口から水を飲めなくなった場合

の点滴、中心静脈栄養、経鼻栄養、胃ろう、人

工呼吸器の使用といった選択をどうするかとい

うことを医療関係、介護従事者等々にしている

わけですが、こういったことを人生会議の中で

しっかりやっておくことが重要だろうと、この

ことを申し添えておきたいと思います。 

 次に、社会資本整備について質問します。 

 インフラの整備は、便利さや安心を追求する

一方で、時間と空間の豊かさを実感できるもの

でなければなりません。身近な暮らしの中で、

自分の生活が改善され、近い将来にその地域で

暮らすことに希望が持てることが大切です。 

 そこでまず、時間の豊かさを実感できる渋滞

対策について質問していきます。 

 県内の主要渋滞箇所は１３９か所、そのうち

７割の９７か所が大分市内に集中しています。

移動時間の短縮、物流コストや燃料代の低減、

通勤時間の負担軽減など、様々な面で豊かさを

実感するためには渋滞の解消は最優先課題と言

えます。他方、その箇所数の多さなどから、路

線の新設や拡幅といった抜本的な対策の完成ま

でには、お金も時間もかかり過ぎると考えられ

ます。 

 そこで、新しい技術などを活用し、効率的に

渋滞対策を進めるための検討を進めるべきです。

県交通渋滞対策協議会における取組を検証した

上で、交差点の右折レーンの延伸やラウンドア

バウトの導入など、少ない投資で効果が期待さ

れるハード対策に加え、時差出勤や在宅ワーク

の促進、バスレーンの専用、優先、あるいは廃

止を含めた見直しなどのソフト対策を急ぐ必要

があります。 

 さらに、ハードとソフトをうまく組み合わせ

て効果的に対策を進めるためには、現状、機能

しているとは言い難い策定済みの地域公共交通

計画、昨日の答弁にもありましたが、来年度か

ら抜本的に見直しをするということですが、そ

の抜本的見直しも含め、渋滞解消策の立案を目

的とした交通部局やバス、鉄道事業者などとの

連携を再構築していくことが不可欠と思われま

す。 

 知事は前の大分市長でいらっしゃいますので、

既に渋滞に関する市内の状況や課題については

十分御認識されていることと思います。今後、

そうした知見も対策に役立てていただきたいと

思います。 

 こうしたことを踏まえ、大分市内の渋滞対策

について、今後どのように取り組んでいくのか、

昨日の答弁にもありましたが、優先順位の絞り

込みや国土強靱化以外の財源確保の工夫などに

ついても、知事のお考えがあればお聞かせくだ

さい。 

 次に、クラサスドーム大分へのアクセスにつ

いてお尋ねします。 

 今、渋滞対策について聞きましたが、大分ス

ポーツ公園の利用に伴う渋滞対策会議の立ち上

げのきっかけは、サッカー日本代表戦でした。

二度と大分でやるなというＳＮＳ上での全国の

サッカーファンからの罵声による危機感からだ

ったと記憶しています。他方、いまだにクラサ

スドーム大分へのアクセスの改善は進んでいま

せん。 

 ドームは県民にとって、２００２年ＦＩＦＡ

ワールドカップやラグビーワールドカップ２０

１９だけでなく、高校総体や国体、各種決勝会

場などの思い出が詰まったスポーツの聖地です。

県民の宝、誇りであるこの施設は、時間と空間

の豊かさを実感できる社会資本整備の象徴であ

ったはずであり、アクセスさえ改善できれば、
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さらに価値は高まると私は考えています。 

 こうした中、クラサスドーム大分をホームグ

ラウンドとする大分トリニータのスポンサー企

業の経営者によるサッカー専用スタジアム構想

について、年末以来、マスコミ報道をにぎわせ

ています。このことは、様々な意味で他の分野

への影響も予想され、整理しなければ大混乱を

招く恐れもあると危惧しています。サポーター

や県民の皆様に現状を正しく伝え、未来を一緒

に予測できるよう、今回質問します。 

 ドームへのアクセス改善については、できな

い理由よりできる方法の模索が重要です。まず

は、できることから少しずつ積み上げることを

求めます。 

 私もこれまで、福岡市で利用されている連節

バスの導入を提言してきましたが、それらの検

討状況も含めて非常に注目しているところです。 

 そこで、現下の進捗状況及び課題を含め、ク

ラサスドーム大分へのアクセス改善にどのよう

に取り組んでいくのか、土木建築部長に伺いま

す。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 私の方からは大分市内の渋滞対策に

ついてお答えします。 

 県民生活や社会経済活動を支える道路は重要

な社会インフラであり、安全で快適な移動を確

保する上で、交通渋滞の解消は大きな課題の一

つです。 

 大分市内の渋滞対策については、箇所数が大

変多く、効果の大きい抜本的な対策を進めなが

ら、短期的な対策についても取り組んでいると

ころです。 

 まず、抜本的な対策ですが、平成３０年に開

通した庄の原佐野線の宗麟大橋は、現在１日約

２万４千台の交通量があり、開通前と比較する

と、周辺の滝尾橋等の交通量が減少して、渋滞

緩和の効果が発現しています。引き続き、庄の

原佐野線の下郡工区や下郡・明野工区のほか、

東部地区の渋滞緩和の効果が期待されている国

道１９７号鶴崎拡幅等の整備を進めていきます。 

 次に、短期的な対策ですが、ハード対策とし

ては、例えば、国道１９７号の乗越交差点等で

右折レーンを延伸しており、渋滞緩和の効果を

確認しています。現在は、県道大分臼杵線の椎

迫入口交差点において、同様の対策の準備を進

めているところです。 

 また、ソフト対策として、これまで時差出勤

やテレワーク等を推奨する交通需要マネジメン

トの試行等に取り組んできました。本年度は、

公共交通の利用促進に向け、社会実験としてバ

ス無料デーを実施したところです。今後、実験

の効果を検証することとしています。 

 これらの対策を効果的、効率的に進めるため

に、国、県、市の道路と交通部局に加えて、県

警察やバス会社等の関係団体が参画する大分県

交通渋滞対策協議会において、総合的な渋滞対

策の進め方を議論していきます。 

 協議会では、車載器による車両の走行履歴等

が記録されるＥＴＣ２．０システムのデータを

活用して、渋滞状況の把握や、対策の検討、効

果の検証等を行っていきたいと思っています。 

 引き続き関係機関としっかりと連携を図りな

がら、効果的、効率的な渋滞対策に取り組んで

いきます。 

 その他の質問については、担当部局長から答

弁します。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 私からはクラサスドーム

大分へのアクセスについてお答えします。 

 クラサスドーム大分の利活用促進や利便性向

上には、交通アクセスの改善が重要です。その

ため県では、昨年から部局横断によるプロジェ

クトチームを設置し、新たな公共交通や大分松

岡パーキングエリアの活用などの検討を行って

きました。 

 議員御指摘の連節バスも大量輸送が可能とな

ることから、アクセス改善に有効な公共交通の

一つとして議論してきたところです。しかしな

がら、大分市内のバス事業者からは、コロナ禍

を経て利用者が減少しており、また、採算性確

保などの課題もあることから、現状では連節バ

スの導入は厳しいと伺っています。 

 こうした検討を踏まえ、まずはアクセス改善

を含む多様な効果が期待される大分松岡パーキ
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ングエリアのスマートインターチェンジ化の実

現に取り組んでいます。加えて、大分駅からの

アクセスルートである庄の原佐野線下郡工区な

どの道路整備も推進していきます。 

 今後も関係機関と連携して、クラサスドーム

大分のアクセス改善に取り組んでいきます。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 クラサスドーム大分を本拠地とする

大分トリニータに対しては、その経営支援とし

て使用料及び手数料条例第６条に基づきドーム

等使用料が減免されています。その累計額は約

１８億円に達しています。 

 本来は減免でなく、トリニータ自体の収益性

を改善することにより、適正な受益者負担を担

保すべきと考えるわけです。この１８億円で、

アクセス改善であったり、ドームの長寿命化、

あるいはいろんなことが改善できているはずな

んですが、そのあたりのことをしっかりと検証

していくことを強く求めておきたいと思います。 

 バス協会の会長とか、あるいはトリニータの

経営陣とも、連節バス等々をもっと本気で研究

しましょうよという話もしていますので、この

件も諦めずに、是非いろんな、これこそ三位一

体で、ゲームのあるとき、ないときにバス専用

レーンで走らせれば相当改善されるわけであり、

あのバス専用、あるいは優先レーンのスペース

というのはもったいないわけですから、そうい

ったこともひっくるめて、担い手不足、運転手

不足の中でやるべきことはまだまだあろうかと

思いますので、こういったのを、根拠をしっか

り算出しながら議論を進めていければと思って

います。そのことを伝えておきたいと思います。 

 それでは次に、道路整備について伺います。 

 時間と空間の豊かさを実感するために、少し

でも早く効果を発現することが肝要である道路

整備について聞きたいと思います。 

 特に、地域での暮らしに密接な県道の県単独

事業には時間がかかり過ぎている感が否めず、

その加速が求められています。そこで、私の地

元を通る県道高崎大分線を取り上げ、質問して

いきます。 

 この道は、生活道路としての位置付けはもち

ろんですが、重要物流道路の指定こそされてい

ませんが、産業基盤を支える資源循環施設が多

く立地する産業上重要な道路であり、また、柞

原八幡宮の参道でもあります。柞原八幡宮は現

在、本殿や申殿等１０棟及びそれに付随する２

棟の国指定重要文化財の保存修理工事に入って

おり、ただいま本殿周辺の５棟が第１期事業と

して平成３０年度から８か年計画で実施中です。

申殿や拝殿等の７棟の詳細調査を令和８年度に

行った上で、令和９年度から令和１５年度まで

の７年で第２期事業として工事を行う予定と伺

っています。既に本殿の漆塗りなどに入ってお

り、建築関係者の注目の的となっていることは

御承知のとおりです。また、平成２７年度の太

宰府にある九州国立博物館の開館１０周年記念

トピック展示に柞原八幡宮の室町時代から伝わ

る由原八幡宮縁起絵巻と四季山水蒔絵箱が出展

されて以来、県外からも多くの方がお見えにな

るようになりました。文化財保存事業が進めば、

日光東照宮のように観光客の増加が期待され、

実際にレンタカーによる訪日客、インバウンド

客も最近少しずつ増えてきています。 

 こうした中、県道高崎大分線は、令和２年度

までにＪＲかんたんガードの御幸校区をはじめ、

上八幡の一部区間が完成したように、非常に狭

かった道路の２車線への拡幅を続けていただい

ており、随分よくなったと住民の皆様も実感し

喜んでいます。ここまで御尽力、御協力いただ

いた土木事務所の皆様をはじめ、関係する全て

の皆様に感謝申し上げます。本当にありがとう

ございます。 

 今後も八幡２工区をはじめ、柞原八幡宮まで

の上八幡工区の整備を文化財保存修理第１期事

業の完成に限りなく近付けて前倒しで進めてい

ただけるよう願っています。また、文化財保存

修理第２期事業が完成する令和１５年度までに

は、柞原八幡宮から机張原の放生池までの狭隘

区間についても車同士の擦れ違い困難箇所が解

消されるよう要望します。 

 加えて、高崎山山頂への森林セラピーロード

や柞原八幡宮の重要文化財などに触れ、暮らし

の豊かさを実感するには、地域住民の皆様の夢
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でもある休止した路線バス柞原線や机張原線の

復活や代替交通として集落の奥まで延伸された

コミュニティバスの巡回路線の区間新設が不可

欠と考えています。 

 こうしたことを踏まえ、県道高崎大分線につ

いて道路整備を少しでも早く進めていくために

今後どのように取り組んでいくのか、土木建築

部長にお聞きします。 

 最後に、居住空間における豊かさの実感につ

いて伺います。豊かさを感じる前提として安心

が必要です。 

 南海トラフ地震の３０年以内の発生確率が８

０％程度に見直される中、住宅耐震化の取組強

化が不可欠です。それは空き家対策としても重

要です。この件は今議会でも既に議論がありま

したが、私は少し別な観点から質問します。 

 昨年の予算特別委員会において、住宅耐震化

総合支援事業の支援対象について、１９８１年

の新耐震基準導入以降から２０００年の接合部

の基準明確化までの間に建築された木造住宅へ

の拡充を求めました。これに対して、所管課長

から能登半島地震の被害調査結果が秋頃公表さ

れるのを受けて検討する旨の答弁がありました。 

 そこでまず、能登半島地震における１９８１

年から２０００年の間に建築された木造住宅の

被害状況をお示しください。その上で、本県の

住宅耐震化総合支援事業の支援対象について同

期間に建築された木造住宅に拡大する考えはな

いのか、土木建築部長に伺います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 それではまず、県道高崎

大分線の整備についてお答えします。 

 本路線は由布市と大分市西部を結ぶ延長約８．

１キロメートルの幹線道路です。地域の生活道

路のみならず、柞原八幡宮や資源循環施設への

ルートとして観光や産業を支える重要な路線で

す。 

 これまで、路線の中でも交通量の多い西大分

地区と高崎地区において整備を先んじて行って

きたところです。残る八幡地区でも、線形不良

や幅員狭小で離合が困難な箇所があり、安全性

や走行性に課題があると考えています。 

 現在、大分市側の整備が完了した箇所から続

く延長７２０メートルの八幡２工区を事業中で

す。昨年８月までに４６０メートル間を供用し、

残る区間も急ぎ整備を進めています。 

 また、柞原八幡宮までの未改良区間について

は、八幡宮の大規模改修後に多くの参拝客が見

込まれることから、現在事業中の八幡２工区の

完了前に事業化を図っていきます。 

 さらに、柞原八幡宮から放生池までの狭隘区

間についても、沿道の状況を踏まえながら整備

手法を検討していきます。 

 今後も地権者や地元の皆様の御協力をいただ

きながら、高崎大分線の整備を進めていきます。 

 続いて、住宅の耐震化についてお答えします。 

 昨年１１月に、国は能登半島地震における建

築物被害分析の中間報告を公表しました。それ

によると、木造建築物で倒壊・崩壊したものは、

１９８１年から２０００年の間に建てられたも

のでは５．４％、１９８１年以前に建てられた

ものではその約４倍の１９．４％でした。また、

１９８１年以前に建てられた木造建築物で耐震

改修を行ったものは、倒壊・崩壊していないこ

とも判明したところです。この結果からも、ま

ずは１９８１年以前に建てられた木造住宅の耐

震化をより一層促進することが重要であり、低

コスト工法の普及や補助制度の拡充を図りたい

と考えています。 

 他方、１９８１年から２０００年の間に建て

られた木造住宅については、国が簡易な耐震性

能検証法を公表し、リフォーム等を行う際の活

用を推奨しているところです。県としても、そ

の期間に建てられた木造住宅の耐震性の向上に

向け、リフォーム事業者などへこの検証法の周

知を図っていきます。 

 今後、国においては、能登半島地震における

建築物被害の詳細な分析を行う予定であること

から、その結果を踏まえ、必要な取組を検討し

ていきます。 

井上副議長 麻生栄作議員。 

麻生議員 丁寧な答弁ありがとうございます。 

 今回私が地元の県道大分高崎線を取り上げた

んですが、実は大分市内の県道、むしろ大分県
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全域いろんなところに行っていますが、大分市

内の県道が一番課題が大きいなと痛感しており、

大分土木事務所の皆さんも土木建築部も本当に

御苦労されていることと思います。 

 さきほど言った柞原八幡宮から放生池までの

区間、知事はお通りになったことがありますで

しょうか。また、大分市内で言うならば県道４

１号大分大野線、柏原地区とか、いわゆる救急

車も通らないと。軽自動車の救急車でないと、

とてもではないが行けないところもあるわけで

あり、そういったようなところも含めて、中部

振興局長のときに総務部長には現地に足を運ん

でいただいたりもしていますし、是非そういっ

たところを知事、足を運んでいただいて、再度、

大分市内の県道の有様というのを改善していく

ために、改良、改善を加速するにはどうしたら

いいか。財源の問題もあるんでしょうが、そう

いった中で、旧道処理、いわゆるバイパスを造

ったりして、残った部分を相変わらず県の方で

管理していると。そういった問題について、市

長時代には要望する側だったと思うんですが、

今度は受ける側、その両方を経験されていらっ

しゃいますので、両方の気持ちも分かるかと思

うので、なおさら県と市、知事と市長が冒頭ト

ップ会談で、少しでも前に進むことが加速する

ような話を入口としてやっていただいて、現場

の土木の職員それぞれがやりやすいような環境

を早急につくっていただいて、優先順位とか絞

り込み、こういったことが大事になってこよう

かと思います。是非そのことをお願いしておき

たいと思います。 

 それから、耐震については、実際に耐震補強

したところは大丈夫だったという話がある中で、

問題は、対象年数、さきほど指摘した部分が５．

４％、４倍になるのかな、４分の１みたいです

が、この５．４％の方々はやっぱり不安だと思

うので、そういった心配されている方々には耐

震診断を早く受けてもらう、その周知徹底をす

ると同時に、耐震診断で要因が分かり次第、低

コスト工法で接合部分を補強するといったよう

な部分について、早速取り掛かれるような補助

スキームを検討しておいていただきますことを

お願い申し上げておきたいと思います。 

 今回私が根拠のある政策づくりということを

言いましたが、先般、台湾に行ってきました。

コロナ前に何度も行っているんですが、特に今

回痛感したのは、デジタル革命が進んでいるこ

とでした。学校ではマイクロソフト認定校、そ

ういったところにも行きました。新北市の図書

館は完璧にデジタル革命を行っていて、２４時

間貸し借りできる、しかもコンビニでも貸し借

りできるようになっていました。こういったこ

とはオードリー・タンさんのやっぱりデジタル

革命がなされたと、そういった意味でもデジタ

ル政策課のいわゆる──すぐ終わります。デジ

タル革命によって…… 

井上副議長 質問時間を超過しましたので、簡

潔にお願いします。 

麻生議員 デジタル革命の、誰がやるか、そう

いった登用する、あるいはそれを認められる寛

容な社会、一方で、台湾海峡有事に向けた国民

全員の当事者意識があったと、危機感があった

と、そのことを言って、私の質問を終わります。 

 多少時間が超過して誠に申し訳ありませんで

した。ありがとうございました。（拍手） 

井上副議長 以上で麻生栄作議員の質問及び答

弁は終わりました。福崎智幸議員。 

  〔福崎議員登壇〕（拍手） 

福崎議員 議席番号２６番、県民クラブの福崎

智幸です。令和７年第１回定例会の一般質問最

終バッターとして質問の機会をいただいた県民

クラブの先輩、そして、同僚議員の皆さんにま

ずは感謝申し上げるとともに、お忙しい中、多

数傍聴にお見えいただいた皆様に改めて感謝を

申し上げたいと思います。本当にありがとうご

ざいます。 

 質問に入る前に、この３月末をもって県を退

職される高野企業局長、島田生活環境部長、五

ノ谷土木建築部長、倉原人事委員会事務局長、

河野監査委員事務局長をはじめ、多くの職員の

皆さんには誠心誠意、これまで使命感を持って

県民のために、そして県勢伸展のために、各々

の立場で格段の御尽力をいただいたことに改め

て心より感謝申し上げるとともに、深く敬意の
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念を表す次第です。 

 退職されたとはいえ、６０歳、まだまだお若

い皆さんです。これまでの豊富な経験や知識を

存分にいかされて、今後も県勢の発展はもとよ

り、様々な分野において、なお一層の御活躍を

されますことを心より御祈念申し上げます。本

当に長い間御苦労様でした。（拍手） 

 それでは、一問一答方式で質問します。 

 まずは労働行政について、カスタマーハラス

メントについて質問します。 

 私は、昨年の第１回定例会でカスタマーハラ

スメントに対する県の認識や防止への取組をお

尋ねしました。県は、労働者の就業環境を害す

るとともに、企業の生産性にも悪影響を与え、

パワハラ、セクハラと同様に重大な問題と考え

ている。労働講座やハラスメント対策セミナー

を開催し、労働者や事業主にカスタマーハラス

メント対策の周知、啓発を行っています。引き

続き関係機関と連携し、カスタマーハラスメン

トへの適切な対応を促すというような御答弁を

いただきましたが、現実、カスハラは一向に減

る状況ではありません。 

 昨年１１月に大分県職員を対象にしたアンケ

ートでは、おおむね５年以内にカスハラを受け

たことがあると回答した人が４６．８％、見聞

きしたことがあると回答した人が１５．２％と

なっており、６割以上がカスハラ被害の当事者

や目撃者になっているという結果でした。 

 カスハラは、従業員の精神的、また肉体的負

担を増大させ、離職や人材不足を助長する要因

となっています。民間が行った２０２４年のカ

スタマーハラスメントに関する定量調査による

と、カスハラ以外の直後に、仕事を辞めたいと

思ったと回答した人が３８％に上り、カスハラ

被害者は被害を受けていない人と比べて転職意

向が１．８から１．９倍、離職率が１．３倍高

いことが示されているところです。 

 このようなことから、真に働きやすい労働環

境を整備するためには、カスハラへの対策は急

務と言えます。しかしながら、労働者や事業主

の取組にも限界があり、社会全体にカスハラを

やってはならないという認識を浸透させ、労働

者の安全と良好な労働環境を確保することが私

は必要であると強く思います。東京都や北海道、

三重県桑名市では、カスタマーハラスメントの

防止に関する条例を制定し、働く人の安全と健

康を守る姿勢を明確に打ち出しています。 

 こうした他地域の取組を参考とし、本県でも

ハラスメントゼロを目指した施策を県政の重点

課題として取り組んでいくべきではないかと思

います。もちろん、単に条例を制定するだけで

は意味がなく、実効性のある体系的な施策を検

討した上で、その具体化を図るための条例や計

画を策定し、実行する必要があると考えます。 

 そこで、具体的な施策を伴った条例の制定を

含め、カスタマーハラスメントの防止にどのよ

うに取り組んでいくのか、知事のお考えを伺い

たいと思います。 

 以下、対面席にて行います。 

  〔福崎議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

井上副議長 ただいまの福崎智幸議員の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 冒頭、福崎智幸議員には、この度県

庁を退職する職員に対し大変温かいねぎらいの

お言葉を賜りました。心温まる御配慮に御礼を

申し上げたく存じます。 

 それでは、カスタマーハラスメントについて

お答えします。 

 顧客等による労働者の就業環境を害する著し

い迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント

は、近年、社会問題として顕在化しており、そ

の対策は喫緊の課題となっています。 

 県ではこれまで、国が策定したカスタマーハ

ラスメントに関する指針等に基づき、労働者か

らの相談に適切に対応するための体制を整備す

るよう、事業者に対し、労働講座やハラスメン

ト対策セミナー等を通じて呼びかけてきました。 

 また、事業主でもある大分県庁としても、本

年１月には県職員向けの大分県職員カスタマー

ハラスメント対応マニュアルを策定して、組織

としての対策を強化したところです。 

 他方、消費者への啓発も重要であることから、

地域や学校で開催する出前講座での呼びかけや
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啓発チラシ等の配布に加え、広報誌やＳＮＳ等

による啓発に努めています。 

 しかしながら、国の職場のハラスメントに関

する実態調査によると、カスタマーハラスメン

トの相談件数や該当事例は増加傾向にあります。 

 そのため、国はハラスメント対策の強化の一

環として、労働施策総合推進法等の改正法案を

今国会に提出する準備を進めています。法案で

は、カスタマーハラスメントを防止するため、

事業主に対し、雇用管理上必要な措置を義務付

けるとともに、その指針を国が示すことが盛り

込まれる見込みです。さらに、社会全体に対し

ても、カスタマーハラスメントを行ってはなら

ないとの規範意識を醸成するため、国が周知・

啓発を行うとされる予定です。 

 このように、カスタマーハラスメントの法規

制も検討されていることから、県としても、今

後、法令の規定に基づき、国の取組にあわせて、

県の実情に応じた施策を推進していきます。 

 なお、今月中に改定予定の第４次大分県人権

尊重施策基本方針においても、新たに働く人の

人権問題の項目を設け、職場におけるハラスメ

ントの根絶に向けて、相談体制の充実などに取

り組むこととしています。 

 こうした法令や県の基本方針の下、施策を具

体化して、関係機関と連携を図りながら、カス

タマーハラスメントの撲滅に努めていきます。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 御回答ありがとうございます。東京

都の方では今年４月から東京都カスタマー・ハ

ラスメント防止条例が施行されていくというこ

とで新聞等にも載っていますが、カスハラ防止

に関する基本理念とか、都、それから顧客、就

業者、事業者の責務とか、カスハラ防止指針の

作成、公表など、そういうものが内容として定

められていると聞いています。 

 罰則規定は設けられていませんが、東京都の

条例には、カスハラは違法であるという旨が条

例上明記されているということで、私はそのこ

とが大変重要なのかなと思っているところでも

ありますし、そのことでカスハラ被害が減少、

緩和されていくんではないかと期待しています。 

 大分県においても、大分県で働く方々が本当

に安心してずっと働ける環境をつくっていくた

めには、やはり大分県自体がこういう条例をつ

くって、きちんとした責務をそれぞれ明確に示

してあげることが大切ではないのかなと私は考

えています。 

 ただ、条例をつくるにあたって、いろんな課

題とかもあるようですし、国の方が法の改正に

今取り組んでいるということで、その推移を見

守る必要性があると私も感じるところですが、

是非とも知事の御英断で、条例をつくると英断

していただくと大変ありがたいと思いますし、

県民の皆さんもそのことを期待しているんでは

ないかと思っています。 

 ただ、今後、カスタマーハラスメントに対し

ていろんな施策を取っていくときに、やはりそ

の根拠となるものが必要だと思うので、私は一

度県の方で、カスハラの大分県の状況をアンケ

ートで取ってみてはいかがかなと。アンケート

を取って、大分県はこういう状況にあると。で

は、このことに対して問題があるんなら、その

ことに関してまず一番最初にやっていきましょ

うとか、県民がどういう状況になっているかを

把握する必要があるんではないかと思いますが、

そういうアンケートを取るようなお考えはない

か、お聞きしたいと思います。 

井上副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 カスタマーハラスメン

トについては、労働福祉等実態調査で各事業所

における取組状況を調査しており、今年度の結

果については３月中に公表する予定となってい

ます。 

 また今後は、商工観光労働部で春と秋、２回

行っている５００社企業調査などの機会なども

活用しながら、被害状況の把握にはしっかりと

努めていきたいと考えています。 

井上副議長 福崎智幸委員。 

福崎議員 アンケートを取られているというこ

とですが、企業に取るというよりも、働いてい

る方々に取っていただけたらなと思います。特

に外国人に対するカスハラなんていうのが激し

いんではないかなと。私、時々、激しい罵声を
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浴びせているお客さんを見たりすることがあっ

て大変心を痛めることがありますので、是非と

も働く労働者の方にもアンケートを取っていた

だきたいということを要望して、次の質問に入

ります。 

 二つ目ですが、労働者の処遇改善について質

問します。 

 現在、全国的に年収の壁が問題視されていま

す。これは、一定の年収を超えると社会保険料

や税金の負担が急増することで、働く意欲をそ

ぐ要因とも言われる現象です。特に、パートや

アルバイトなどの非正規雇用の方々にとって、

この年収の壁は生活設計に大きな影響を及ぼし

ています。本県においても人材確保や労働力の

確保は重要な課題であり、これが解消されなけ

れば、さらなる地域経済の停滞を招く恐れがあ

ると私は考えます。 

 年収の壁により、仕事を増やしても収入が思

うように増えないと感じる人々が多く、仕事へ

のモチベーションや、キャリアの向上を目指す

意欲がそがれているのが現状です。特に地方に

おいては、人口減少と高齢化の影響もあり、労

働力不足が深刻化してきています。 

 現在、国会で所得税法等の一部を改正する法

律案として議論されていますが、この内容は、

所得税の課税最低限を１６０万円に引き上げる

ものの、年収を５段階に切り分け、基礎控除額

が徐々に減額され、いわゆる中間所得層には恩

恵が微々たるものであり、国民の生活苦に応え

るものとなっていないと私は思います。また、

税制の３原則である公平、中立、簡素の考え方

にそぐわないものとなっています。 

 あるシンクタンクの調査では、１世帯当たり

年間９万円もの支出増が生じるという調査も出

てきていると聞いています。物価高対策として、

２万円の減税では全く足りないと私は思います。

年収２００万円超の方への減税は２年間の時限

措置ですが、恒久的な見直しで対応すべきであ

り、財政規律を優先する余り、国民生活を直視

していないと多くの国民が感じていると私は思

います。 

 もちろん、年収の壁そのものについては税制

の議論であり、その改正等は国が責任を持って

取り組んでいくべきで、県としてはその動向を

注視するというのが基本姿勢であることは私も

承知しています。 

 他方、働き手の意欲向上や地域経済の活性化

に向けて、県としても手をこまねいているわけ

にはいかない現状であることもまた事実である

と思います。そのためには、非正規雇用の方の

処遇を改善すること、より具体的に言えば、賃

金を上げるための後押しや正社員化の促進等が

必要ではないかと考えます。特に、就職氷河期

世代と言われる皆さんを中心に、社会保障が充

実した雇用の機会を確保する仕組みづくりを行

っていくことは、今後の我が国全体の社会保障

の負担等を鑑みても重要な取組であると感じて

います。 

 そこで、非正規社員の正社員化に向けた支援

を含め、労働者の処遇改善をどのように支援し

ていくのか、知事のお考えを伺います。 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 労働者の処遇改善についてです。 

 本県労働者の３割以上を占める非正規雇用労

働者の処遇改善は、生活の安定だけではなくて、

働く意欲の向上による活躍促進の観点からも大

変重要であると考えています。 

 物価高騰が続く中、労働者の処遇改善を図る

上では、賃金の引上げは欠かせません。近年の

最低賃金の大幅な上昇を踏まえ、県では、国の

助成金に上乗せした業務改善奨励金や各種補助

金における賃上枠の設定等を通じて、賃上げを

行う中小企業等を支援してきました。奨励金の

利用件数は年々増加しており、今年度の申請は

２３０件と、この２年で倍増している状況です。 

 個々の労働者が自身の賃金アップを図る上で、

リスキリングや資格取得等も有効です。それら

に対する国の助成制度についても、県も連携し

て周知に努めています。 

 また、正規雇用を希望しながらも、非正規で

働いている労働者の正社員化の促進も重要です。 

 そのため、来年度、非正規雇用労働者の正社

員化を行う企業を支援する国のキャリアアップ

助成金に、県が上乗せする正社員化促進支援奨
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励金を新たに創設します。国と連携して、中小

企業による積極的な活用を促していきます。 

 なお、就職氷河期世代については、昨年度の

県内のハローワークでの相談件数が３千件を超

えるなど、継続的な雇用対策が必要となってい

ます。この奨励金では、就職氷河期世代の正社

員化に、さらなる上乗せ加算を行う予定にして

います。 

 こうした取組について、来年度機能強化を予

定しているおおいた産業人財センターにおいて

も、労働者や企業への周知・相談対応を積極的

に行っていきます。 

 引き続き、国の年収の壁の議論も注視しつつ、

大分労働局等の関係機関と連携して、非正規雇

用労働者の賃上げと正社員化等を通じた処遇改

善を進めて、労働者が生き生きと働ける環境づ

くりを推進していきます。 

井上副議長 福崎智幸委員。 

福崎議員 ありがとうございました。しっかり

と賃上げにつながるような取組になるようにお

願いしたいと思いますし、中小企業の賃上げに

ついてもしっかり調査していただいて、本当に

賃上げにつながっているのかということの確認

を県としてもしていただきたいと願っています

ので、そのことは要望します。 

 続いて、土木建築行政について、大分松岡パ

ーキングエリアのスマートインターチェンジ化

について質問します。 

 クラサスドーム大分やクラサス武道スポーツ

センターなどを有する大分スポーツ公園は、本

県のスポーツやイベントの一大拠点です。近隣

には大型の商業施設もあり、このエリアは本県

の活力の源でもあると私は思います。 

 他方、特に大規模イベント時などにおける道

路渋滞は以前から大きな問題となっています。

その度に様々な対策が取られてきましたが、私

は根本的な道路アクセスの向上が不可欠である

と考えます。 

 そうした中、令和２年に策定された県都大分

市交通円滑化基本方針によると大分松岡パーキ

ングエリアのスマートインターチェンジ化は、

集客力の向上、広域防災性の強化、潜在需要の

取り込み、救急救命活動の円滑化といった効果

が期待できるとされており、大分スポーツ公園

のアクセス改善などに有効な取組だと思います。 

 また、大分松岡パーキングエリアは、広域防

災拠点である大分スポーツ公園に隣接している

ことから、そのスマートインターチェンジ化は、

基本方針にも記載されているとおり、大規模災

害時における自衛隊などの緊急車両の集結や救

急物資の集積・輸送など、災害復旧における迅

速かつ効率的な対応向上させる上でも非常に重

要であり、急務であると私は考えます。 

 そこで、具体的な進捗状況を含め、大分松岡

パーキングエリアのスマートインターチェンジ

化の実現にどのように取り組んでいくのか、土

木建築部長に伺います。あわせて、スマートイ

ンターチェンジ化実現後の災害対応における活

用の見込みについても県の見解をお尋ねしたい

と思います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 大分松岡パーキングエリ

アのスマートインターチェンジ化については、

大分スポーツ公園へのアクセス改善を含む多様

な効果が期待され、地元や業界団体から継続的

に要望をいただいています。 

 県では今年度からスマートインターチェンジ

化に向け、整備効果や道路構造の検討など、調

査を進めているところです。 

 これまでに国やＮＥＸＣＯから意見を伺いな

がら、物流や救急救命活動の円滑化、災害時や

大規模イベント時のアクセス改善といった効果

とともに、複数のルート案について一定程度整

理してきました。 

 実現に向けては、国、ＮＥＸＣＯ、大分市と

の勉強会を開催し、必要性等が確認されれば、

国による準備段階調査の実施や、学識経験者な

ども参加する地区協議会の開催も必要となりま

す。事業化に向けてはこうした段階を踏む必要

があるため、まずは関係機関と勉強会の開催に

向けて、先月、協議を開催したところです。 

 なお、災害時における具体的な活用方法につ

いては、今後、適切な時期に関係機関と調整し

ていきます。 
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 引き続き、大分松岡パーキングエリアのスマ

ートインターチェンジ化の実現に向けて取り組

んでいきます。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 大規模災害発生時には、迅速に集結

して、そして、迅速に現場に対応していくとい

うことが大変重要ですので、スマートインター

チェンジ化については、そのときに大きな効果

を発すると思いますので、将来の災害に備えて、

速やかにインターチェンジ化されていくことを

望みたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 続いて、おかばる花公園について質問します。 

 今言った大分スポーツ公園のすぐ近くの大分

市岡原にあるおかばる花公園は、ＮＰＯ法人岡

原花咲かそう会が維持・管理を行っています。

四季折々の花々が美しい景観をつくり出し、多

くの観光客が訪れる県内でも注目される観光ス

ポットであり、知事も市長時代に何度かお伺い

したと聞いています。 

 地域住民からは、隣接する大分スポーツ公園

との一体的な整備がなされれば、観光資源とし

ての価値が高まり、さらにより多くの人々に利

用されることで、地域活性化に大きく貢献する

施設になるのではないかという強い期待の声が

あります。 

 そのため、地元の皆さんはおかばる花公園の

県営化を強く望んでおられますし、県営化する

ことで、維持管理の安定化とともに、着実な整

備につなげていくことが期待されています。 

 そこで、県営化を含め、おかばる花公園をど

のように支援していくのか、土木建築部長に県

の見解を伺います。あわせて、地域活性化や観

光振興の観点から、県として考えられる活用策

についてもお聞かせ願いたいと思います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 おかばる花公園は、ＮＰ

Ｏ法人岡原花咲かそう会により、平成１９年か

ら休耕田を活用した花公園づくりが行われてい

ます。さらに、令和３年には持続可能な組織運

営を目的に近隣の地区が加わり、おかばる花公

園推進協議会も設立されたところです。協議会

の取組に対し、市による活動支援や、管理棟・

駐車場の整備などが行われており、協議会によ

ると年間約７万人の来場者が訪れるなどにぎわ

いを見せています。 

 議員御質問の県営化ですが、おかばる花公園

を県営化するには規模が小さいということです。

また、近接する大分スポーツ公園については、

県民総参加のスポーツ振興を基本理念に計画、

整備されており、その区域への編入も現時点で

は困難と考えています。 

 一方、岡原花咲かそう会については、スポー

ツ公園内において、除草作業の受託や花植えを

行うとともに、花公園のイベントポスターを掲

示するなど、相互に協力する関係を構築してい

るところです。 

 引き続き、公園周辺の活性化や観光振興の取

組について、市や協議会と協力し、連携を図っ

ていきます。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 なかなか厳しいという御回答であり、

もう少しいい御回答をいただきたかったなとい

うのが本心ですが、いろいろ条件がありますの

で厳しい。しかしながら、県として何らかの御

支援をいただきながら、７万人もこの大分市で

訪れるということです。 

 ２０年かけてあそこは一生懸命地域の方々が

あれだけの公園につくり上げてきたという思い

のあるところですし、その思いが７万人のお客

様を招いているんではないかと思います。チュ

ーリップとか、ネモフィラですか、ハナビシソ

ウとか、春を彩る花々が咲き誇ってきます。３

月から４月はチューリップ、４月から５月はネ

モフィラということで、是非議員の皆さんも見

に来ていただけたらと願っていますし、本当、

観光の一つの拠点であると思いますので、一つ

だけ、観光の視点で何かこのおかばる花公園に

支援することができないか、観光局長に聞きた

いと思います。 

井上副議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 観光の視点ということでお答え

します。 

 地域の方々がそうやって地域活性化のために
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取り組んでおられるということは非常にありが

たいことだと思っています。 

 付近にはスポーツ公園に訪れる方々もいらっ

しゃいますので、相乗効果ができるように、何

らかの形で近くに来られた方をもっと引き入れ

ることができないか、大分市の方とも相談しな

がら、地域のますますの活性化に向けて協力し

ていければと考えています。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 是非よろしくお願いします。 

 続いて、県管理道路の路面標示について質問

します。 

 近年、道路の白線や道路標示が薄くなってい

るとの声が多く寄せられています。特に夜間や

悪天候により路面がぬれた状況になる状態にな

ると標示の視認性が大きく低下し、ドライバー

の判断ミスや事故を引き起こす原因となるなど、

交通の安全性を脅かすことにもつながりかねま

せん。 

 このようなことから、夜間などにおける視認

性を高めるための路面標示の補修が急務であり、

その際には、反射材を使用した新しい標示や、

夜間でも視認性が高い塗料の使用など、新しい

技術も積極的に取り入れていくことが必要だと

考えます。 

 また、将来的に自動運転車両の導入が進むこ

とも予想されていますが、多くの自動運転シス

テムは、車載センサーを用いて路面の車線や標

識を検知し、走行経路の判断や車両制御を行う

ため、路面標示の明確さは自動運転の安全性と

信頼性に直結しています。自動運転車両の安全

で円滑な走行を実現するためにも、路面標示の

適切な維持管理が私は不可欠であると思います。 

 そこで、その現状を含め、県管理道路におけ

る路面標示の整備にどのように取り組んでいく

のか、土木建築部長に伺いたいと思います。 

 また、将来的な自動運転車両の走行を視野に

入れた標示の整備について、県の見解もあわせ

てお尋ねしたいと思います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 路面標示は、主に警戒や

案内に関するものは道路管理者が設置し、その

ほかの規制や指示を交通管理者である公安委員

会が行うなど、それぞれ役割を分担して道路利

用者に情報を提供しています。 

 県では、２５４路線、約３，２００キロメー

トルの道路を管理しており、日常パトロールに

おいて路面標示の損傷や劣化を発見し、通学路

や交通量が多い箇所を優先的に補修しています。 

 加えて、道路交通法施行令の一部改正により、

令和８年９月から速度規制の標識等がない一般

道路では、中央線がないと最高速度が時速３０

キロメートルということになります。そのため、

来年度以降、対象となる道路の中央線を重点的

に補修していきます。 

 また、自動運転については、事故防止や高齢

者などの移動手段として大変有効ですが、現時

点では、国から自動運転に関する路面標示など

の方針は示されていません。県内では大分市や

佐伯市で実証実験が行われており、今後の技術

の進展や国の動向を注視していきたいと考えて

います。 

 引き続き、車両の逸脱を防止するリブ式や、

視認性が高い新技術の塗料も積極的に取り入れ

ながら、道路の適切な維持管理に努めていきま

す。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 本当に路面の、もう本当に昼間でも、

晴れた日でも分からないようなところが多く見

受けられます。特に交通量の多いところは劣化

の激しさが高いんではないかと思っていますの

で、優先順位をつけながらということですが、

３年間から４年間の間で全てを改修するぐらい

の予算措置をしていただいて、早期に改修して

いただくことを要望したいと思います。是非よ

ろしくお願いします。あと、個別に相談に行っ

たときは対応をお願いしたいと思います。 

 それでは、県管理河川の草刈りについて伺い

たいと思います。 

 現在、河川の土手や法面の草刈り作業は、地

域の自治会やボランティアに依存している状況

にありますが、少子高齢化が進み、ボランティ

ア参加者が減少しているため、草刈り作業が十

分に行われない事態が発生しています。その結
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果、雑木などが生え、河川災害時には障害とな

ることも懸念されています。また、河川法面は

傾斜地が多く、作業中の転倒や事故の危険性が

高いことも問題視されています。 

 そのような中、ボランティア団体からは、年

に１回ぐらいは専門業者による草刈り作業を実

施してほしいとの声も上がってきていると聞い

ています。地域住民の負担軽減と安全確保の観

点からも、行政として適切な対応を講じる必要

があると私は考えます。 

 そのため、県として河川の草刈りについてど

のような支援策を講じているのか、また、業者

による定期的な草刈り作業を行うなど住民の期

待に応える方針やそのための予算確保といった

対応状況に大変注目しています。 

 そこで、災害発生への備えの観点も含め、県

管理河川の草刈りにどのように取り組んでいく

のか、土木建築部長に伺いたいと思います。 

井上副議長 五ノ谷土木建築部長。 

五ノ谷土木建築部長 河川の土手や法面の草木

の除去については、災害防止、環境保全の観点

から大変重要です。 

 県では、リバーフレンド事業として、自治会

やボランティア団体などに御協力いただきなが

ら草刈りを行っており、その活動に対し支援し

ています。 

 また、参加者が安心して活動できるよう傷害

保険に加入するとともに、傾斜地にも対応し、

負担軽減効果も高いラジコン草刈機をこれまで

に５台導入しており、来年度早々には１台を追

加する予定です。 

 こうした中、現在、リバーフレンド事業参加

団体にアンケート調査を実施しており、活動の

継続に必要な支援などの情報収集を行っている

ところです。 

 なお、災害防止の観点からは、治水上支障と

なる草木の除去については河床掘削とあわせて

実施しており、国土強靱化予算等も活用し、直

近５か年に１９４河川で取り組んでいるところ

です。 

 さらに、昨年度から堤防天端などを簡易舗装

し、草刈り面積を減らす取組を進めています。 

 引き続き、災害防止と河川環境の保全を図る

ため、地域の声を伺いながら草刈り等に取り組

んでいきたいと考えています。 

井上副議長 福崎智幸委員。 

福崎議員 この草刈りの件なんですが、一生懸

命地域のボランティアの方々が地域のために河

川を安全に適切に管理したいという思いが強い

からこそこういう要望が出ているんであって、

できていないところはそんな要望は出てこない

んです。やはりその地域の皆さんの思いに私は

応えていただきたいと。 

 決して毎年やってくれという思いを持ってい

る方ばかりではなくて、二、三年に１回でもい

いから全面業者による草刈りをしていただくと、

それからまた二、三年は自分たちでもやってい

けるんだというところの思いもあることは私は

伝えておきたいと思いますし、そのことを県と

しても是非酌んでいただきたいと思います。 

 それから、ラジコンの草刈機ですが、何か以

前借りた方が誤って川に落としてしまって、百

数十万円の修理代を請求されて大変大きな負担

になったとお聞きしたことがあります。貸して

もらうのはいいんですが、高価なものだと扱い

にくいので、そういうときは操作者も一緒に貸

していただけるとありがたいと思います。借り

たわ、お金は払わないけんわで、踏んだり蹴っ

たりということになりますので、そこら辺はよ

く考えていただけたらと思います。整備してい

ただくことは大変ありがたいことなので感謝し

ています。ありがとうございます。 

 それでは、２０５０年カーボンニュートラル

に向けたロードマップについて質問します。 

 ２０５０年のカーボンニュートラル達成に向

けては、再生可能エネルギーの導入拡大、エネ

ルギー効率の向上、産業界の脱炭素化、交通イ

ンフラの改善など、多岐にわたる施策が必要で

あり、全国的にも取組が進んでいます。栃木県

や長野県、福島県、徳島県などでは、２０５０

年カーボンニュートラル達成に向け、県民、事

業者、行政において必要な取組等を示すロード

マップを作成しています。 

 このロードマップにより、具体的な数値目標



第１回 大分県議会定例会会議録 第８号 

- 208 - 

が明らかになるとともに、その進捗管理の仕組

みが構築され、また、透明性のある進捗報告が

可能となります。これは県内企業や自治体、さ

らには県民の意識をより一層高め、一丸となっ

て協力していくために不可欠なものと私は考え

ます。 

 環境先進県を目指す本県でも、地球温暖化対

策実行計画等に基づき脱炭素の取組を積極的に

進めています。しかし、この計画の計画期間は

来年度までで、さらに削減目標は２０３０年度

までとなっています。どちらかといえば中期的

な目標と言えると思います。 

 他方、昨今の地球環境を鑑みると、２０５０

年のカーボンニュートラルは、目指すものでは

なく必ず成し遂げなければならないという命題

であるとさえ私は考えており、本県としての本

年度を示すためにも、他県のように、２０５０

年カーボンニュートラルを実現する目標設定と

そのための長期的な取組を示すロードマップが

不可欠と考えます。 

 来年度は地球温暖化対策実行計画の改定作業

を行うことになると思います。その際には是非

とも今言った観点を踏まえて、取組を進めてい

ただきたいと考えます。 

 そこで、２０５０年カーボンニュートラルに

向けたロードマップを策定するべきと考えます

が、県の見解を生活環境部長に伺います。 

井上副議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 県では、カーボンニュート

ラルを見据えた２０３０年度段階での削減目標

と、それに向けた施策を織り込んだ第５期大分

県地球温暖化対策実行計画を定め、脱炭素の取

組を進めてきています。 

 そうした中、先月、国においては２０３５年

度及び２０４０年度の目標を新たに盛り込んだ

地球温暖化対策計画の改定を行いました。 

 このため、県においても、国の目標やこれま

での取組との整合性などを考慮しながら、新た

な目標を含む第６期計画を来年度中に策定する

こととしています。 

 その際、目標と達成に向けた施策をロードマ

ップの形で示すことは、県民の皆さんの理解促

進に向けて有意義であると考えています。 

 国や市町村と連携し、県民や事業者の協力も

得ながら、ロードマップを含めた次期実行計画

の策定を進め、大分県版カーボンニュートラル

の実現を図っていきます。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 是非よろしくお願いします。 

 それでは、海洋科学高校について質問します。 

 昨今、海運業や水産業では、労働環境の厳し

さやコスト競争の激化等の影響により、若手の

就業者の確保が難しい状況になっています。外

航海運では外国人船員との混乗化が進み、日本

人船員の新規採用が極端に抑制されたことや、

漁業分野では国際的な規制強化等により産業の

先行き不安感が強まっていること、また、内航

海運では、荷主のコスト圧力が船員の労働条件

の改善を遅らせていることなどが大きな要因と

言われています。 

 このような状況を改善し、海運・水産業の健

全な発展を促すために、これらの業界で働く日

本人船員の必要性を広く国民にアピールし、業

界全体の魅力を高めていくことが重要であると

考えます。 

 また、海事関連産業においては、即戦力とな

る海技者が不可欠であり、少子高齢化を見据え

た人材育成が急務であると言えます。 

 こうした中、本県における唯一の水産高校で

ある大分県立海洋科学高校の重要性は非常に高

まっていますが、一方で、同校では毎年定員割

れの状況にあります。そのため、同校の教育環

境を一層充実させ、就学者を確保し、海事関連

産業の人材育成拠点としての機能を向上させて

いくことは本県における喫緊の課題であると私

は考えます。 

 そこで、海洋科学高校における教育内容の充

実や定員確保についてどのように取り組んでい

くのか、教育長に伺います。 

井上副議長 山田教育長。 

山田教育長 海事関連産業は我が国の経済の発

展を支える重要な役割を担っていますが、人手

不足が深刻化する中で、海洋科学高校では即戦

力となる海技士等の育成に向けた教育内容の充
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実を図るとともに、定員確保にも力を入れてい

るところです。 

 航海・機関コースにおいて、遠洋航海実習を

通して、船舶の運航や整備など、免許取得に直

結する実践的な教育を実施するとともに、学習

環境の充実に向け、現在新たな小型実習船の建

造を進めています。 

 授業では、専門的な学びや海事関連産業に関

する理解を深めるため、漁船漁業、養殖業等の

現場でのインターンシップや振興局、漁協と連

携した漁業資源保護活動など、体験的な学習に

も取り組んでいます。また、現場が求める実践

的な知識や技術の習得にも力を入れた結果、船

員としての就職率は九州第２位となっています。 

 定員の確保に向けては、こうした学校の取組

や海事関連産業の魅力について小中学生の理解

を深めるため、出前授業や学校見学会、実習船

の乗船体験等を行っているところです。 

 今後とも、地域や業界との連携を一層深め、

海事関連産業の未来を担う人材育成にしっかり

と取り組んでいきます。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 海事関係のいろんな団体があり、是

非とも御協力いただける場所があれば協力した

いというお話もいただいていますので、そうい

う関連団体との連携を図りながら、小さい小学

生とか幼稚園ぐらいから海に慣れていただくと

かいうことが人材育成につながっていくと思い

ますので、そういう取組を是非お願いしたいと

思います。 

 それでは最後に、ガソリン価格表示について

質問します。 

 現在、県民生活における大きな課題と言える

のが、様々な物価の急激な上昇です。消費者物

価指数など客観的な指標においてもその影響は

表れていますが、食品や日用品など、より生活

に身近なものは、こうした指標以上に大きく上

昇しているというのが生活者としての実感では

ないでしょうか。 

 そうした中、本県のように自家用車が移動手

段として不可欠な地方部においては、ガソリン

価格の上昇が県民生活や事業者の経営を直撃し

ています。特に中山間部等では、高齢の方など

がふだんの買物や通院などで毎日のように自家

用車を利用しており、ガソリン価格の上昇に対

する悲痛な声をよく耳にします。 

 このような状況を背景として、国では、さき

ほど議論した年収の壁と並んで、ガソリン等の

暫定税率に関する議論が活発化しています。ガ

ソリン等に係る税は地方にとっても貴重な財源

であるため、地方財政へ最大限の配慮を行うこ

とは当然として、その上で、国民生活の窮乏を

考えるとその見直しは不可欠であると私は考え

ています。 

 今議会にガソリン税等に係る暫定税率の廃止

等を求める意見書を会派として提出しています。 

 年収の壁と同様、税収をめぐる国の議論を注

視しつつ、本県における大きな問題であるガソ

リン価格が他県と比較して高いということ、こ

のことについてしっかりと議論しなければいけ

ないと思います。本県は九州唯一の製油所を有

しており、産業面における最大の強みの一つと

もしていますが、全国でもガソリンがトップク

ラスに高い点は多くの県民が疑問に感じている

ことと思います。 

 その要因については、長野県のような問題を

含め様々な認識がありますが、私はその一つの

要因として、ガソリンスタンドにおける価格表

示の不明確さがあるのではないかと考えていま

す。県内のガソリンスタンドを見てみると、価

格を表示する看板があるにもかかわらず、表示

されていないことが多く見受けられます。これ

により価格が不透明となり、競争環境の欠如や

価格の不公平感が生じています。消費者にとっ

ては、事前に価格を把握することができること

が重要であり、こうした不透明な状況は、消費

者保護の観点からも看過できない重要な問題だ

と考えます。 

 ガソリン価格そのものに県が口を出すことは

できないと思いますが、現在のガソリン価格の

表示については、県における消費者行政の観点

から、しっかりと強く指導していただく必要が

あると思います。 

 そこで、ガソリン価格表示について、その適
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正化を図るために県としてどのように取り組ん

でいくのか、消費者行政を所管する生活環境部

長に伺います。（拍手） 

井上副議長 島田生活環境部長。 

島田生活環境部長 ガソリンは県民生活に欠か

せないものであり、県にも、他県と比べて価格

が高い、なぜ表示がないのかといった意見が寄

せられているところです。こうしたこともあり、

県では、平成８年度からガソリンの販売価格と

価格表示を独自に調査し、半年ごとに結果を公

表してきました。 

 店頭での価格表示の割合ですが、昨年１２月

の調査では４割近くとなり、開始当初の１割強

と比べ上昇してきています。 

 価格表示の有無については各事業者の判断と

なりますが、県では調査結果や県民からの御意

見を基に、事業者団体に対し店頭での価格表示

を行うよう従来から協力を依頼してきており、

先月も事業者への周知を改めて要請したところ

です。 

 今後とも、県民がガソリン購入時の判断材料

にできるよう、調査結果の公表や事業者への働

きかけを行い、価格を表示する店舗の拡大に取

り組んでいきます。 

井上副議長 福崎智幸議員。 

福崎議員 さきほど価格表示は４割程度と言っ

たんですが、ほぼ４割もないような気がするん

ですが、調査に行くということが知らされれば、

その表示がされるんではないかなと思います。 

 長野県がカルテル疑惑で揺れていますが、こ

れはガソリン価格が高いということで、知事が

石油商業組合の幹部と意見交換を実施して、価

格低下に向けて協議会を立ち上げ、ガソリンス

タンドやサービスステーション事業者の経営体

制強化や経営支援の在り方などを検討していく

方針を固めた直後に何か取り沙汰されて、カル

テルを結んでいるんではないかという疑惑が浮

上したということです。 

 是非とも知事には石油商業組合幹部と意見交

換して、大分県の価格が高いということを言っ

ていただいて、是非とも、県としても支援する

から何とか安くしてほしいみたいな協議の場を

持っていただくようお願いしたいんですが、知

事としての御見解をお聞きしたいと思います。

（拍手） 

井上副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 ガソリンの価格自体は民間のビジネ

スの結果として表示されているものですので、

それについてどのような関わり方が必要かとい

うことについては検討してみたいと思いますが、

当初、全国の中で３番目ぐらい高かったのが今

７番目ぐらいになっており、順位自体は徐々に

下がってきています。 

 そのような状況も踏まえながら、いろんな検

討を進めていきたいと考えています。（拍手） 

井上副議長 以上で福崎智幸議員の質問及び答

弁は終わりました。 

 これをもって一般質問及び質疑を終わります。 

 ただいま議題となっている各案のうち、第１

４号議案、第１６号議案から第４１号議案まで

及び第１号報告並びに今回受理した請願２件に

ついては、お手元に配布の付託表のとおり所管

の常任委員会に付託します。 

 なお、他の委員会にも関連のある案について

は、合い議をお願いします。 

―――――→…←――――― 

 

付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第 １４ 号議案 包括外部監査契約の締結について 総 務 企 画 

第 １６ 号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備について 

総 務 企 画 

第 １７ 号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 １８ 号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正につい

て 

総 務 企 画 
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第 １９ 号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について 総 務 企 画 

第 ２０ 号議案 職員の退職手当に関する条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ２１ 号議案 第３期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策定に

ついて 

総 務 企 画 

第 ２２ 号議案 大分県地域福祉基本計画の策定について 福祉保健生活環境 

第 ２３ 号議案 栄養士法の一部改正に伴う関係条例の整備について 福祉保健生活環境 

第 ２４ 号議案 大分県国民健康保険条例の一部改正について 福祉保健生活環境 

第 ２５ 号議案 大分県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

福祉保健生活環境 

第 ２６ 号議案 大分県次世代育成支援行動計画の策定について 福祉保健生活環境 

第 ２７ 号議案 権利の放棄について 福祉保健生活環境 

第 ２８ 号議案 大分県病院事業に係る料金条例の一部改正について 福祉保健生活環境 

第 ２９ 号議案 権利の放棄について 福祉保健生活環境 

第 ３０ 号議案 大分県流通業務団地造成事業特別会計設置条例の廃止に

ついて 

商工観光労働企業 

第 ３１ 号議案 令和７年度における農林水産関係事業に要する経費の市

町村負担について 

農 林 水 産 

第 ３２ 号議案 令和７年度における土木事業に要する経費の市町村負担

について 

土 木 建 築 

第 ３３ 号議案 大分県土木建築部長期計画の策定について 土 木 建 築 

第 ３４ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ３５ 号議案 大分県港湾施設管理条例の一部を改正する条例の一部改

正について 

土 木 建 築 

第 ３６ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ３７ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ３８ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ３９ 号議案 工事委託契約の変更について 土 木 建 築 

第 ４０ 号議案 大分県長期教育計画の策定について 文 教 警 察 

第 ４１ 号議案 損害賠償請求に関する和解をすることについて 文 教 警 察 

第 １ 号報告 損害賠償に関する和解について 商工観光労働企業 

 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 特別委員会設置の件 

井上副議長 日程第２、特別委員会設置の件を

議題とします。 

―――――→…←――――― 

 特別委員会設置要求書 

 次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。 

記 

１、名称 

 予算特別委員会 

２、目的 

 令和７年度予算審査のため 

３、期間 

 令和７年３月１１日から令和７年３月２７日

まで 

４、付託する事件 

 第１号議案から第１３号議案まで 

５、委員の数 

 ４２人 
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 令和７年３月１１日 

発議者 大分県議会議員 御手洗吉生 

 〃     〃    志村  学 

 〃     〃    宮成公一郎 

 〃     〃    小川 克己 

 〃     〃    森  誠一 

 〃     〃    大友 栄二 

 〃     〃    木付 親次 

 〃     〃    古手川正治 

 〃     〃    吉村 尚久 

 〃     〃    木田  昇 

 〃     〃    二ノ宮健治 

 〃     〃    玉田 輝義 

 〃     〃    戸高 賢史 

大分県議会議長 嶋 幸一 殿 

―――――→…←――――― 

井上副議長 御手洗吉生議員ほか１２名の議員

から、お手元に配布のとおり特別委員会設置要

求書が提出されました。 

 お諮りします。要求書のとおり予算特別委員

会を設置し、第１号議案から第１３号議案まで

を付託したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、要求書のとおり予算特別委員会を設

置し、第１号議案から第１３号議案までを付託

することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 予算特別委員会に付託した議案 

第 １号議案 令和７年度大分県一般会計予算 

第 ２号議案 令和７年度大分県公債管理特別

会計予算 

第 ３号議案 令和７年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算 

第 ４号議案 令和７年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算 

第 ５号議案 令和７年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算 

第 ６号議案 令和７年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算 

第 ７号議案 令和７年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算 

第 ８号議案 令和７年度大分県県営林業特別

会計予算 

第 ９号議案 令和７年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算 

第１０号議案 令和７年度大分県港湾施設整備

事業特別会計予算 

第１１号議案 令和７年度大分県病院事業会計

予算 

第１２号議案 令和７年度大分県電気事業会計

予算 

第１３号議案 令和７年度大分県工業用水道事

業会計予算 

―――――→…←――――― 

井上副議長 お諮りします。ただいま設置され

た予算特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第５条第１項の規定により、議長を除

く４２名の議員を指名したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した議長を除く４２名

の議員を予算特別委員に選任することに決定し

ました。 

 なお、予算特別委員会は、委員長及び副委員

長の互選のため、本日の本会議終了後、本議場

において委員会を開催願います。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 お諮りします。明１２日から１４日、１７日、

１８日及び２５日は予算特別委員会のため、１

９日、２１日及び２４日は予算特別委員会分科

会及び常任委員会のため並びに２６日は議事整

理のため、それぞれ休会としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明１２日から１４日、１７日から１

９日まで、２１日及び２４日から２６日は休会

と決定しました。 

 なお、１５日、１６日、２０日、２２日及び
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２３日は県の休日のため休会とします。 

 次会は、２７日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

井上副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時４７分 散会 
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令和７年第１回大分県議会定例会会議録（第９号） 

 

令和７年３月２７日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第９号 

            令和７年３月２７日 

              午前１０時開議 

第１ 第１号議案から第１３号議案まで 

   （議題、予算特別委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

第２ 第１４号議案、第１６号議案から第４１

号議案まで、第１号報告及び請願８、請

願９ 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

採決） 

第３ 第５７号議案から第５９号議案まで 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第４ 議員提出第１号議案 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第５ 委員会提出第２号議案から第５号議案ま

で 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第６ 常任委員の選任 

第７ 議会運営委員の選任 

第８ 協議又は調整を行うための場の設置の件 

第９ 閉会中の継続調査の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第１号議案から第１３号議案まで 

     （議題、予算特別委員長の報告、質

疑、討論、採決） 

日程第２ 第１４号議案、第１６号議案から第

４１号議案まで、第１号報告及び請

願８、請願９ 

     （議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

日程第３ 第５７号議案から第５９号議案まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第４ 議員提出第１号議案 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第５ 委員会提出第２号議案から第５号議

案まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第６ 常任委員の選任 

日程第７ 議会運営委員の選任 

日程第８ 協議又は調整を行うための場の設置

の件 

日程第９ 閉会中の継続調査の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 嶋  幸一 副議長 井上 明夫 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     森  誠一 

    大友 栄二     木付 親次 

    三浦 正臣     古手川正治 

    元吉 俊博     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 
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    後藤慎太郎 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          桑田龍太郎 

 教育長          山田 雅文 

 公安委員長        平川加奈江 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         渡辺 淳一 

 企画振興部長       若林  拓 

 企業局長         高野 信一 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        幡野  徹 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       島田  忠 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       渕野  勇 

 土木建築部長       五ノ谷精一 

 会計管理者兼会計管理局長 馬場真由美 

 交通政策局長       嶋川 智尉 

 防災局長         首藤  圭 

 観光局長         渡辺 修武 

 労働委員会事務局長    一丸 淳司 

 財政課長         小野  宏 

 知事室長         足立  博 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

嶋議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

嶋議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告をし

ます。 

 まず、監査委員から地方自治法第２３５条の

２第３項の規定により、２月の例月出納検査の

結果について、また包括外部監査人から同法第

２５２条の３７第５項の規定により、令和６年

度包括外部監査の結果について、それぞれ文書

をもって報告がありました。 

 なお、調書は朗読を省略します。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 本日の議事は、議事日程第９号により

行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第１号議案から第１３号議案まで 

（議題、予算特別委員長の報告、

質疑、討論、採決） 

嶋議長 日程第１、日程第１の各案を一括議題

とし、これより予算特別委員長の報告を求めま

す。予算特別委員長大友栄二議員。 

  〔大友議員登壇〕 

大友予算特別委員長 予算特別委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 今回、本委員会に付託を受けた案件は、予算

議案１３件です。 

 委員会は去る１１日の本会議において設置さ

れ、委員長及び副委員長を互選するとともに、

１２日から１８日までを質疑のための委員会、

１９日及び２１日を分科会、２５日を採決のた

めの委員会とし、それぞれ関係者の出席を求め

慎重に審査した結果、第１号議案、第９号議案、

第１０号議案及び第１３号議案については賛成

多数をもって、第２号議案から第８号議案まで、

第１１号議案及び第１２号議案については全会

一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上をもって予算特別委員会の報告とします。 

嶋議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。猿渡久子議員。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 おはようございます。日本共産党の

猿渡久子です。上程された各予算議案について

討論を行います。 

 まず、第１号議案２０２５年度一般会計予算

についてです。 

 ２０２５年度一般会計予算案の総額は約７，
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０２６億７，７００万円で、前年度比１．９％

の増となっています。 

 まず、歳入についての内訳を見ていきます。 

 県税収入は１，４６９億円で、前年度比９４

億円、６．８％の増、また地方消費税清算金は

５９５億９，８００万円で、前年度比１５億８

千万円、２．７％の増となり、全体としては増

収見込みとなっています。裏を返せば、個人や

中小企業等による納税額が増えているというこ

とです。物価高騰や人件費引上げ等により税収

が増えているのでしょうが、県民生活はますま

す厳しい状況になっているのが実態だと思いま

す。 

 次に、歳出についてです。 

 まず１点目に、物価高騰から暮らしを守るた

めの施策の充実を求めます。 

 今回の予算案では、耐震改修の補助制度の拡

充、孤立可能性集落への備蓄品整備などの防災

対策の強化に加え、子育て世帯向けこどもまん

なか住環境整備事業や既存県営住宅改善事業、

ヤングケアラーへの支援強化、市町村の健康づ

くりの取組への助成拡充、障がい者就労環境づ

くり、フリースクールの保護者負担の軽減、県

立夜間中学校開校準備、いじめ不登校対策など、

県民世論を反映し前進した面が多々あり、評価

したいと思います。 

 他方、県民生活は物価高騰の影響でますます

厳しい状況にあります。今後１８歳までの国保

税均等割を廃止することなどによる国保税の引

下げ、介護保険の負担軽減、さらなる子育て支

援策の充実など、日々の暮らしを応援する施策

が一層必要となっています。 

 また、教職員の働き方改革に取り組んでいる

ものの、長時間労働は解消されておらず、現職

死亡・休職者も一定数発生しています。教員調

整額が今後５年かけて引き上げられますが、こ

れによって残業規制が進むことはありません。

教員の長時間勤務の是正は業務の見直しと定数

そのものの拡大こそ重要です。児童生徒一人一

人を大切にする教育を進めるためにも、教職員

が健康に働き続けるためにも、定数増員と高校

を含めた３０人学級を進めることを求めます。

この立場で国に要求すべきです。 

 ２点目に、豊予海峡ルート構想と東九州新幹

線の整備計画路線への格上げに向けた機運醸成

の予算に反対し、中小企業・小規模事業者への

手厚い支援を求めます。 

 広域交通ネットワークの整備として、特に東

九州新幹線の整備計画路線の格上げ、豊予海峡

ルートの実現に向けた取組に力を入れています

が、両事業とも実現のためには莫大な予算が必

要です。物価高騰対策など県民が求めているに

もかかわらず未解決の課題が山積する中で、こ

うした大型公共事業が県民の暮らしを圧迫する

のは明らかです。 

 豊予海峡ルート構想の推進・建設には何十年

かかるのか、何兆円の経費を要するのか不透明

であり、国に働きかけると言いますが、国が負

担するにしても国民の血税であることに変わり

ありません。南海トラフ地震の発生確率が高ま

る中、建設中に被災することも考えられ、仮に

無事に完成しても、その後の維持管理費や補修

費など将来世代に大きな負担を強いることにな

るでしょう。また、豊後水道の水産資源への悪

影響なども危惧されます。お金も時間も労力も

かかり過ぎる豊予海峡ルートの実現は断念すべ

きです。 

 東九州新幹線についても、南海トラフ地震や

並行在来線の疲弊など課題も多く、このような

事業に予算を割くのではなく、県民の負担軽減

など切実な要望に応える仕事、物価高に苦しむ

県民の暮らしの応援など、身近な事業を優先す

べきだと考えます。 

 特に、要望が強い身近な道路や河川の防災・

減災対策にこそ取り組むべきと考えます。 

 さらに、今予算案でも企業立地推進事業に１

３．９億円計上されており、常時雇用として６

７５名となっているようですが、補助金を出し

ているのであれば正規雇用こそ企業に要求すべ

きだと考えます。また、正社員化促進事業等も

あるものの、国のキャリアアップ助成金を活用

している企業が対象であり、もっと枠を広げて

正社員化を推進すべきです。 

 企業立地に関連する補助金として、これまで
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約２１９億円も使っています。大企業誘致や工

業団地造成に予算を使うのではなく、あまねく

中小零細事業者にも行き渡る支援策を取るべき

です。 

 物価高騰で苦労している中小企業等への支援

も重要です。中小企業等が経済の屋台骨として

の役割を果たし、賃上げできるように直接支援

を強化すべきだと考えます。そして何よりも、

中小零細企業に大きな負担を強いるインボイス

制度の中止と、消費税は廃止を目指しながらも、

当面は５％への減税を実現すべく国に求めるべ

きです。 

 ３点目に、早急なデジタル化の推進で個人情

報の流出が心配される施策には反対です。デジ

タル化は県民の利便性の向上のために必要な面

もありますが、個人の情報が漏れないこと、情

報連携されないことが前提であり、企業のもう

けの対象にするものではありません。 

 政府は２０２５年度までに自治体情報システ

ムの標準化を進めるとしていますが、移行が進

まない自治体も多数あり、デジタル庁のガバメ

ントクラウドの選考事業における調査研究の費

用対効果の検証では、経費増になる自治体が出

ることが明らかになっています。２０２５年１

月の中核市市長会でも、標準化によりシステム

の運用経費が平均２．３倍になるとの調査結果

も示されています。また、クラウドの形態によ

っては経費削減効果に差が出てくることも予想

されています。ＩＣＴ化に何でも反対の立場で

はないものの、早急なシステムの標準化は進め

るべきではないと考えます。 

 マイナ保険証については、今でもミスなどが

生じており、命に関わる問題でもあります。昨

年１２月２日に国民の反対を押し切って紙の保

険証の新規発行を停止しました。しかし、期日

後でも資格確認書で保険診療を受けることがで

きます。世論は圧倒的に紙の保険証を残せです。

県としても国に対し中止を求め、強引なやり方

には反対すべきだと考えます。 

 ４点目に、部落差別解消推進事業費の中に計

上されている運動団体への実質的な補助金約８

２０万円に反対です。 

 インターネット上で悪質な書き込みが見られ

るとして予算を正当化し、地域住民で組織して

いる運動団体に事業の一部を委託させようとし

ていますが、それらは一般施策の中で解決でき

るものだと考えます。 

 さらに教育分野でも、文科省も推薦していな

い同和問題についてのフィールドワークを実施

するための予算３３万２千円が計上されていま

す。同和地域という地域もない中、実行するこ

とへの整合性も問われており、同和教育関連予

算は中止すべきです。 

 佐藤知事が大分市長であった２０２２年７月

に、大分市が発注したごみ収集運搬業務委託の

指名競争入札において、官製談合防止法違反な

どの罪で市職員１人と落札業者の元役員である

部落解放同盟大分支部長が起訴されています。

他に市職員４人に罰金の略式命令が出ています。

足立信也市長は、団体に対する過度な配慮の延

長線上にあった可能性が高いと思うと述べてい

ます。 

 これを教訓としなければなりません。本県で

は、条例のタイトルや本文、担当課の名称にも

部落差別という文言が入っています。このよう

な特別扱いをやめて、障がい者や性的少数者・

外国人など他の差別と同じように扱うべきであ

り、条例や課の名称から部落差別という文言は

削除すべきだと考えます。大分市はその方向を

表明しました。 

 １９７０年代には、大阪、兵庫、北九州市な

どで利権あさりなどの乱脈・不公正な同和行政

が行われたその一方で、差別も暴力も不正も許

さない取組を住民と共に進めた事例が各地にあ

ります。その一つ、和歌山県、当時の吉備町で

は、全ての住民が参加し学習を重ね、人づくり

事業に力を入れ、借りたものはきちんと返そう

と、住宅新築資金の返済のため自ら職探しや職

業訓練に努力し自律していき、偏見と差別をな

くしてきたそうです。このような取組に学ぶべ

きです。 

 知事が毅然とした態度で臨むことで、部落解

放同盟との癒着の構造を一掃し、特定団体の影

響力を排除して、職員が安心して仕事ができる
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ようにしなければなりません。 

 ５点目に、防災・減災やインフラ施設の老朽

化対策のための予算などは評価します。 

 ただ、住宅改善事業である子育て・高齢者世

帯住環境整備事業費を否定するものではありま

せんが、南海トラフ地震が３０年以内に８割程

度の確率で発生するという状況の中で耐震改修

のさらなる推進と、資材等の高騰で苦しんでい

る中小企業への支援を含めて、一般的な住宅リ

フォーム助成制度を、もういい加減創設すべき

です。 

 また、身近な道路改善や盛土災害防止調査事

業など必要な事業にはさらなる予算の増額を求

めるとともに、今年４月から省エネ法が施行さ

れますが、小規模事業者に対して親身な相談・

指導を徹底していただくよう要望します。 

 ６点目は、県内農林水産業の振興を図ること

です。 

 全国的な米価格の高騰の中でも米作農家の倒

産・廃業が続いています。本県でも基幹的農業

従事者が令和２年度２万１，４９６人で５年前

の平成２７年度に比べて９，００７人減少して

います。 

 このままでは大分県の米生産者がいなくなっ

てしまうのではないかと危惧されます。スマー

ト農林水産業や輸出を推進することも大切です

が、生産者への価格保障や所得補償など農業の

経営を安定させる根本的な支援こそ必要です。 

 また、地球温暖化の防止や生物多様性の保全

につながり、ニーズが高まっている環境保全型

農業の推進に一層力を入れることを要望します。 

 ７点目に、警察の違法捜査をしっかり監視す

る体制をつくることを求めます。ビデオカメラ

など２０２５年度予算として１４台分、３５９

万９千円計上されています。どのような捜査に

使われているのか明らかにできないとのことで、

使用に歯止めがなくなってしまうではないでし

ょうか。このような予算の支出に反対します。 

 また、女性警察官が不正取得したキャッシュ

カードを特殊詐欺に使われ、数百万円の被害が

出ていますが、再発防止のためにも職員間相互

のコミュニケーションを一層図り、風通しのよ

い職場となるよう要望します。 

 以上、一般会計予算について、物価高騰が加

速し賃金は上がらない中で、暮らし・福祉の充

実と所得向上で安心して暮らせる予算への転換、

大企業の身勝手な大量解雇に反対し雇用を守る

こと、大企業に補助金を出すのではなく、疲弊

が進む地場中小企業者等への支援や農林水産業

の振興等を県政の中心に据えることを求め、反

対討論とします。 

 以下、特別会計予算についてです。 

 第９号議案２０２５年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算については、塩漬けにな

っている土地に係る予算であり、また、第１０

号議案２０２５年度大分県港湾施設整備事業特

別会計予算は、大企業優遇の予算であり、反対

します。 

 さらに、第１３号議案２０２５年度大分県工

業用水道事業会計予算については、低廉で豊富

な水を臨海工業地帯等の大企業群に供給する事

業です。大企業群に供給している水の料金は、

一般家庭の水道代の１４分の１から２４分の１

となっています。正に大企業優遇の水道行政で

す。また、日本製鉄、鶴崎共同動力、エネオス

などが県企業局から工業用として安く仕入れた

水を、飲料水として１トン当たり１８２円から

２０６．８円で転売し収入を上げていることな

ど、到底県民は納得できません。このような予

算には反対します。 

 以上で討論を終了します。 

 最後に、退職される県職員の皆様方、長きに

わたり住民サービス向上のために奮闘されてき

たことに感謝し、地方自治法の精神とこれまで

の経験をいかし、今後も御活躍いただきますよ

う祈念します。どうも大変お疲れ様でした。

（拍手） 

嶋議長 三浦正臣議員。 

  〔三浦（正）議員登壇〕 

三浦（正）議員 自由民主党の三浦正臣です。 

 私は自由民主党を代表して、令和７年度大分

県一般会計当初予算案並びにその他の予算議案

に対する予算特別委員長の報告について、賛成

の立場から討論を行います。 
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 我が会派では、様々な地域や団体からいただ

いた声を、時機を捉え、知事をはじめ関係部長

に要望、提案してきましたが、令和７年度予算

案は、これらに十分応えていただいたものと認

識しています。 

 具体的には、急激な気候変動や人口減少、歴

史的な物価高と賃上げ、先端技術の飛躍的な進

展など、本県を取り巻く社会経済情勢の著しい

変化への対応や安心・元気・未来創造ビジョン

２０２４の実行元年であることを踏まえ、特別

枠、新しいおおいた共創枠に過去最高となる３

４億円を盛り込むなど、積極予算として編成さ

れています。 

 また、官民を通じた賃上げなどによる義務的

経費の増加を踏まえ、既存事業の総点検を実施

したほか、有利な財源を活用するなど、財政の

健全性の堅持にも配慮されています。 

 人口減少の抑制に向けた大分県版地方創生な

どビジョンに掲げた１０年後の目指す姿の実現

に向け、自ら地域に足を運び、議論を重ねて得

られた県民の声などを基に施策を構築されよう

とする佐藤知事の姿勢に対し、我が会派として

も敬意を表するとともに、今後一層の御尽力を

お願いする次第です。 

 さて、予算案の具体的な内容を見てみると、

各分野にきめ細かく的確な施策が講じられてい

ます。 

 まず、安全で安心して暮らせる大分県づくり

です。 

 昨年の能登半島地震や本県にも大きな被害を

もたらした台風第１０号などの教訓をいかし、

防災対策が強化されています。中でも、我が会

派として強く要望してきた急傾斜地の崩壊対策

やため池の改修などの公共事業予算を増額する

などハード面の対応を充実いただいている点を

心強く感じている次第です。このほか、住宅耐

震化の促進や孤立集落対策、治水ダムにおける

対応など、予算案に計上された県民の命を守る

取組について、早期の効果発現をお願いしたい

と思います。 

 あわせて、頻発・激甚化の要因とされる地球

温暖化対策についてもグリーンアップおおいた

を旗印に県民総参加で進めることとされていま

す。特に、金融機関と連携した取組等による環

境と経済の好循環の創出に期待しているところ

です。 

 誰もが安心して住み続けられる大分県を目指

した三つの日本一への挑戦にも力を入れられて

います。 

 子育て満足度日本一に関しては、婚姻数を伸

ばすための出会いの場づくりや、安心して子育

てできる住環境づくり、ヤングケアラーへの支

援、児童虐待への対応などに重きが置かれてい

ます。 

 健康寿命日本一に向けては、救急搬送体制の

負担軽減等を目的に救急安心センター、いわゆ

る♯７１１９を県内全域で導入するとともに、

介護分野における人材の確保や生産性向上に対

する支援の充実などが図られています。特に我

が会派が求めてきた病院薬剤師の確保に向け、

修学資金の貸与制度の創設など大幅な支援の拡

充が図られた点に感謝します。 

 障がい者活躍日本一については、雇用の推進

に向け、従前の企業への働きかけに加え、障が

い者の職場実習を行う際の奨励金制度が新設さ

れました。加えて、アーティスト作品の商品化

に向けた支援やパラスポーツの普及など、芸術

・スポーツ分野での活躍の場を広げる取組も充

実されています。 

 次に、県民が元気に活躍できる大分県づくり

です。 

 地域の基幹産業である農林水産業の成長産業

化に向け、農業については、本県の顔となる園

芸品目としてねぎなど４品目の産地拡大に向け

た集中支援の成果が現れ始めています。こうし

た中、今後は、ニーズが増す果樹や加工業務用

野菜を中心にさらなる規模拡大を支援すること

とされています。また、畜産でも、ゲノム育種

価評価に基づく高能力雌牛への更新支援などが

盛り込まれており、これらの早急な効果発現を

期待するところです。 

 林業では、林地の譲渡希望に関する情報の集

約による意欲の高い経営体への集積促進に加え、

大径材の利用促進や早生樹による再造林の推進
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など循環型林業の確立を目指すとされています。 

 水産業では、昨年本県で開催した全国豊かな

海づくり大会の成果を今後の振興にいかすため

の支援などが盛り込まれています。 

 さらに、農林水産物の販売促進として、大阪

・関西万博の期間中における集中的ＰＲや養殖

ブリの台湾での販売などの輸出拡大、おおいた

和牛や県産等の学校給食提供など需要の拡大に

取り組むとされており、期待しているところで

す。 

 県経済の要である中小企業等を下支えすべく、

金利の上昇や物価高、人手不足といった足下の

状況を踏まえ、資金繰りを支援する県制度資金

の充実が図られています。また、後継者不足へ

の対応として、早期の事業承継診断の実施や市

町村などと連携した支援の強化など、さらなる

事業承継の促進に取り組むとされています。 

 さらに、年々深刻化する人手不足に対しては、

おおいた産業人財センターを移転し、学生や求

職者と企業との交流を促進するほか、アドバイ

ザーの配置などによりマッチング機能の向上が

図られます。また、外国人の円滑な採用を支援

するため、新たな在留資格である育成就労制度

の導入を見据え、同センター内に企業向けの相

談窓口が新設されます。 

 地域に元気もたらす観光では、昨年のデステ

ィネーションキャンペーンの活況やインバウン

ドの増加といった足下の勢いを持続させ、さら

なる成長を目指す必要があります。来月から始

まる大阪・関西万博には国内外から多くの来場

者が想定されており、本県への誘客を図る絶好

の機会です。９月にはおおいた地域博覧会を開

催し、宇佐神宮御鎮座１３００年記念行事等へ

の来訪を促すなど、県内周遊の促進にも力を入

れられます。 

 特に、日出町のハーモニーランドは世界的な

知名度を有しており、さらなる連携に期待が集

まっています。先般、サンリオエンターテイメ

ントとの連携による観光キャンペーンの実施が

発表されるなど、知事の意気込みもひとしおと

伺っていますので、是非とも一層の推進をお願

いします。 

 芸術文化の振興では、先月、累計来館者が５

００万人を突破した県立美術館ＯＰＡＭが開館

１０周年を迎えることに合わせ、記念イベント

の開催や小学生招待等が実施されます。是非、

第２５回記念別府アルゲリッチ音楽祭や、１１

年ぶりに開催される国東半島芸術祭等との連携

により、各地域でのにぎわい創出に努めていた

だきたいと思います。 

 第３は、新たな魅力を生み出し、未来を創造

する大分県づくりです。 

 知事の看板政策でもある広域交通ネットワー

クの充実は、何といっても中九州横断道路の整

備と東九州新幹線の推進です。予算案でも、竹

田阿蘇道路の早期完成や大分－犬飼間の早期事

業化に向けた国への働きかけに加え、東九州新

幹線の関係４県１市が一丸となっての理解促進

と機運醸成に要する経費が盛り込まれています。

ただし、国では、まだまだ東九州新幹線の推進

という状況ではない中、今もなお、本県におい

て根本的なルートの議論が行われていることに

対し、我が会派として大変強い危機感を抱いて

います。今こそ東九州新幹線が前進するか後退

するかの分水嶺であり正念場であることから、

まずは、本県のルートを日豊本線ルートとして

一刻も早く確定させ、その上で福岡県、宮崎県、

鹿児島県及び北九州市との連携体制をもう一度

しっかりと固めていただくことを改めて強く要

望する次第です。 

 また、台湾との直行便については、４月から

の就航が決定しました。現地の訪問など尽力し

てきた我が会派としても大変うれしく感じてい

るところです。これを契機に今後、企業誘致や

教育交流など台湾とのさらなる交流促進への取

組をお願いする次第です。加えて、大分空港の

利用促進に向け、空港と杵築駅、ハーモニーラ

ンドを結ぶバスの運行実証も実施されます。こ

の取組を今後の本格導入につなげていただくよ

う期待します。 

 さきほども言った企業誘致は、本県経済の活

性化に不可欠です。用地や用水の確保を急ぐと

ともに、知事のトップセールス等により大型案

件の呼び込みを実現いただきたいと思います。
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また人口減少への対応として、特に若年者の移

住・定住の促進が喫緊の課題であることから、

２０３５年における人口１００万人の維持を目

指し、移住・定住の推進や魅力ある地域づくり

などにも力を入れていただきますようお願いし

ます。 

 本県経済の持続的発展には、カーボンニュー

トラルへの対応も欠かせません。県経済を牽引

する大分コンビナートでの企業間連携の取組や、

地場企業における水素サプライチェーンの構築

など、予算案に盛り込まれた対策の着実な実施

を期待しているところです。 

 教育は、本県の未来を築く上で、最も重要な

分野です。特に地域の高校においては、全県一

区制度の在り方等の議論を引き続きお願いしま

す。あわせて、地域の高校の魅力化に向けた遠

隔教育については、来年度から普通科設置校に

おける習熟度別事業が開始されます。また、そ

の基盤でもある県立高校の一人１台端末につい

て、知事の御英断もあり、引き続き県により配

備されることとなりました。今後も、多様で質

の高い学びの機会の保証に向けたこうした取組

に、全力を挙げていただきたいと考えます。 

 あわせて、不登校の児童生徒に対する教育環

境の確保として、小学校への登校支援員の配置

などサポート体制の充実やフリースクールの利

用料助成等に取り組むとしています。 

 さらに、公教育の一翼を担う私立高校に関し

て、一人１台端末の個人購入に対する補助の拡

充や、学校が整備する端末への県単独の助成制

度を創設するなど支援の拡充が図られています。

今後もさらなる私学振興の取組強化をお願いし

たいと思います。 

 また、高等教育については、その無償化につ

いて国会での議論が活発化しています。生徒の

選択肢が増えるのはよいことですが、戦略なき

ままに進めると、地域の公立高校から都市部の

私立高校に生徒が偏ってしまうのではないかな

どの心配の声も聞きます。公教育と私教育、そ

れぞれの特色をいかし、本県全体の教育の魅力

とその質を高めていくとともに、地域活性化の

観点など様々な面でのバランスにも配慮してい

くことが肝要と思います。この機に是非知事の

リーダーシップで、高等教育の在り方について

しっかりと議論いただくようお願いする次第で

す。 

 以上のことから、我が会派としては、上程さ

れた全ての予算案について賛成するものです。 

 最後になりますが、安心・元気・未来創造の

大分県づくりに向け、本当初予算案に計上され

た事業については、早期に着手し事業効果が速

やかに県民に還元されるよう要望して、我が会

派の賛成討論を終わります。（拍手） 

嶋議長 高橋肇議員。 

  〔高橋議員登壇〕 

高橋議員 おはようございます。県民クラブの

高橋肇です。 

 第１号議案令和７年度大分県一般会計予算案

並びにその他の予算議案について、賛成の立場

で県民クラブを代表して討論を行います。 

 来年度は、昨年秋に策定した新長期総合計画

の実行元年にあたり、過去７番目の予算規模と

なる積極型予算となっています。そこには、近

年のたび重なる災害に備える防災対策の強化、

人材の確保と育成、東九州新幹線の整備をはじ

めとする広域交通ネットワークの充実、質の高

い教育環境の確保など、今後の大分県に重要と

なる政策が盛り込まれています。 

 私たち県民クラブでは、本予算案を全員で論

議し検討しました。本会議での代表質問や一般

質問、予算特別委員会並びに常任委員会での議

論を踏まえ、各施策を進めるにあたって、いく

つかの要望と意見を申し述べて討論とします。 

 まず、昨年策定された大分県長期総合計画、

安心・元気・未来創造ビジョン２０２４を着実

に進めていくことが、来年度予算における重点

であると考えます。人口減少が進む中で若者を

大分県下に定着させるだけでなく、大分県の魅

力をアピールしながら、様々な人材を呼び寄せ

る施策の実現は、現場と共に取り組んでいかな

ければ困難な課題です。総務部としては、ビジ

ョン２０２４の政策実現に向け、県職員の一人

一人が持てる手腕を遺憾なく発揮できる労働環

境を整えることが大切だと考えます。人は城で
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あり、石垣であることを知事や部長だけでなく、

各所属長がしっかり意識して、県民の笑顔あふ

れる大分県をつくるために、職員一人一人が笑

顔で働ける環境をつくり出していただきたいと

思います。 

 その事業の一つとして、デジタル行革推進事

業などのＩＣＴツールの活用を含めた環境整備

事業等を活用し、まずは県職員からビジョンの

達成に向けて積極的に取り組んでいただくよう

要望します。 

 次に、長期総合計画の達成に向けて、企画振

興部がその進行管理を行うことになりますが、

この計画は各部局が縦割りで取り組むだけでな

く、横に結び付き、広がりを持たせて取り組む

ことが大切です。状況を的確に判断して必要に

応じて見直さなければならないこともあるかも

しれません。 

 特に、ホーバークラフトを使った大分空港へ

のアクセスの問題などは机上の理論と現場の技

量とが現時点で伴っていない結果、現状のよう

なことになっています。産官学の連携など課題

解決に向け、誰かに任せるだけの姿勢ではなく、

しっかりとコーディネートしていかなければな

らない課題はこれ以外にもあると考えます。計

画実現に向けて全体をしっかりとみかじめして

いただきたいと考えます。 

 福祉保健関係については、子育て満足度日本

一を目指していく大分県として、誰もが安心し

て子育てができる環境づくりのさらなる強化が

図られています。今現在、県内の約４割の家庭

が経済的な厳しさを感じており、子どもたちも

貧困問題や不登校問題など多くの深刻な課題を

抱えています。また、県が実施したヤングケア

ラーの調査結果から、早期発見・支援に向けた

課題も明確化しました。子どもたちと子育て世

代の声をしっかり受け止めた政策を進めていた

だけるよう、大分こどもまんなかプランを軸に

支援の充実と施策の推進をお願いします。 

 障がい者活躍日本一に向けては、福祉就労は

もちろん、芸術文化・スポーツ分野等での活躍

を応援する事業も広く展開されています。まず

は挑戦と実践ができる環境を整えて、入口を広

くしておくことが大切です。スポーツ・文化を

通じての障がい者への県民の理解促進と、パラ

スポーツのさらなる飛躍を期待しています。 

 生活環境部関係においては、環境推進県おお

いたの実現を目指し、グリーンアップおおいた

を掲げて県民総参加で前に進めていきます。身

近な省エネ活動や、国際的な環境問題への理解

も含めて、県民一人一人の意識を変えていくこ

とが最も重要で効果的です。本県の美しい自然

を守っていけるよう、県民と一体となって推進

していける取組を期待しています。 

 防災対策においては、頻発・激甚化する大規

模災害への不安や、南海トラフ巨大地震への緊

張感が年々高まっている中で、避難時の生活環

境を整える事業や孤立可能性集落における防災

対策等、被災者への支援・応援・受援体制への

強化に取り組むとされています。県民の生命と

安心した暮らしを守るため、これまでの大規模

災害から得た教訓をいかしながら防災対策の充

実強化をより一層を進めていただきたいと思い

ます。 

 商工労働関係については、人手不足を解消し

人材確保のために、おおいた産業人材センター

がアミュプラザおおいた内へ移転し機能強化す

ることや外国人労働者受入れを強化することに

対しては大きな期待を持つところですが、使い

勝手のいい人材としてではなく、共に働く仲間

としての意識を経営者に持ってもらうことが重

要と考えます。また、後継者確保に向けた事業

承継への支援を着実に進めていることについて

は非常に評価できますが、事業者に寄り添った

取組の強化を要望しておきたいと思います。さ

らには、地域経済の発展のために産業用地の整

備後の積極的な企業誘致を進めていますが、県

内全域の均衡ある発展のためにも、一部地域に

偏らない企業立地を支援していただきたいと思

います。 

 観光関係については、大阪・関西万博、宇佐

神宮御鎮座１３００年を契機とした誘客を促進

するために、観光や食、そして、自然など、大

分県の魅力を広く発信することが求められてい

ます。そのための大阪・関西万博会場などにお
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いての情報発信、ＰＲイベント、さらには地域

博覧会の開催、また、宇佐神宮への誘客ととも

に県内周遊に向けたデジタルスタンプラリーや

バスツアーなど大いに期待するところです。た

だ、これまでも指摘されてきましたが、おんせ

ん県おおいたを推進していく中で、インバウン

ドを含め、別府、湯布院への宿泊客が増大して

います。各自治体とも連携し、今ある観光素材

の磨き上げはもちろんですが、県外、国外の観

光客から気付かせてもらう、地域の人々が営む

ありふれた日常などの魅力も発信して、県内の

滞在時間を増やすことを期待するところです。 

 次に、農林水産業の振興についてです。 

 来年度予算では、頻発・激甚化する自然災害

対応として、流域治水や農業ため池の改修、治

山施設の設置や漁港の耐震化など、災害に強い

農林水産業基盤づくりの推進が挙げられていま

す。加えて、農林水産業の成長産業化の実現に

向けて、主体的に経営を拡大する元気な担い手

が、収益性の高い元気な産地をつくり、新たな

担い手を呼び込むといった好循環を生み出すた

めに、果樹を中心とした園芸産地の拡大や環境

変化に対応した養殖業の転換など、時流に合っ

た工夫した予算となっていることは大いに評価

します。 

 しかしながら、世界的な人口増加や、温暖化

の影響と思われる異常気象などによる世界的な

食料不足の懸念、３８％前後で推移している食

料自給率の問題に加えて、高齢化や後継者不足

など県農政も課題が山積しています。 

 そこで、もうかる農業と農地を守り地域を守

る農業のバランスある推進など、将来を見通し

た農林水産業政策を課題としていくことを強く

要望します。 

 次に、土木建築関係についてです。 

 来年度は大分県長期総合計画の実質的な実行

元年であり、あわせて大分県土木建築部長期計

画がスタートする年になります。 

 来年度予算額では事業費ベースで９６２億１，

６０１万１千円。これは前年度比１０２％であ

り、予算特別委員会及び同分科会においての執

行部の説明では、前述した両計画のスタートに

対して予算額が確保できていると考えます。 

来年度予算の基本方針では、１、災害対策・危

機管理の促進、２、子ども・子育て環境整備の

推進、３、交通ネットワークの整備推進を大き

な柱としていますが、近年頻発する自然災害へ

の対応、社会インフラの長寿命化、県営住宅等

の整備・改修を通じた子育て環境の整備、陸海

一体となった広域交通網の強化、地域の暮らし

を支える道路整備・改良を通じて、県民誰もが

快適に暮らしていける大分県づくりをさらに進

めてほしいと考えます。 

 あわせて、環境先進県おおいたを土木建築行

政から推進する視点から、関係各部局と連携し、

省エネ建築物の普及・促進、公共建築物の省エ

ネ・創エネ化、再生資材の利活用等、さらに取

り組んでいただきたいと考えます。 

 次に教育関係ですが、これまでも何度も言っ

ているように、学校現場の教員不足は深刻です。

子どもたちが安心して新学期を迎えられるよう

に、市町村教育委員会とも連携して、人員の確

保に取り組んでいただきたいと思います。 

 一方、不登校の子どもたちが年々増え続けて

います。フリースクールをはじめとした多様な

学びを保障するとともに、登校支援員の充実な

ど子どもたちにとって学校が自分の居場所とな

るような施策の強化が求められています。 

 また、学び直しをするための夜間中学校につ

いても、令和８年度の開校に向けた教育環境や

教育課程の編成等の準備にしっかりと時間をか

け、開校を待っている人たちの期待に応えてい

ただきたいと願います。 

 来年度は教育県大分創造プラン２０２５の計

画初年度です。子どもたちや保護者、県民の声

を聞き、その期待に応える取組を進めていただ

くよう要望します。 

 最後に、警察行政についてです。特殊詐欺の

被害状況は件数、被害額ともに増加傾向に歯止

めがかかっていません。かつ同時に深刻なのは、

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺による被害です。

これら組織犯罪を徹底して根絶に向けて取り組

んでいただくよう要望します。 

 この春の組織改編では、サイバー犯罪対策課
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の体制強化が行われます。かつてない規模でサ

イバー攻撃が集中しています。サイバー空間へ

の監視を強化し、ランサムウェアの脅威から企

業や組織を守るとともに、万が一被害に遭遇し

た際の相談体制の構築も必要です。いずれにし

ても、県民と共に歩む力強い警察、日本一安全

な大分の実現にしっかりと取り組んでいただき

たいと思います。 

 以上をもって賛成討論を終わりますが、最後

に、今年度末で退職される県職員の皆様に県民

クラブを代表して一言お礼を申し上げます。 

 時間の関係で、お一人お一人のお名前を挙げ

てお礼を申し上げることがかないませんが、長

年にわたり県民の命や生活、暮らしを守るとと

もに、県政を支えてこられた退職される職員の

皆様に心から感謝と敬意を表します。皆様の御

健康と今後の御活躍を心より祈念して、賛成討

論を終わります。ありがとうございました。

（拍手） 

嶋議長 以上で通告による討論は終わりました。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第２号議案から第８号議案まで、第１

１号議案及び第１２号議案について採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、第１号議案、第９号議案、第１０号議

案及び第１３号議案について起立により採決し

ます。 

 各案に対する委員長の報告は可決です。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

嶋議長 起立多数です。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第１４号議案、第１６号議案から

第４１号議案まで、第１号報告及

び請願８、請願９ 

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

嶋議長 日程第２、日程第２の各案を一括議題

とし、これより各常任委員長の報告を求めます。

福祉保健生活環境委員長三浦正臣議員。 

  〔三浦（正）議員登壇〕 

三浦（正）福祉保健生活環境委員長 福祉保健

生活環境委員会の審査の経過と結果について御

報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案８件及び請願１件です。 

 委員会は去る１９日に開催し、各部局長ほか

関係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第２２号議案大分県地域福祉基本計画の策定に

ついて、第２３号議案栄養士法の一部改正に伴

う関係条例の整備について、第２６号議案大分

県次世代育成支援行動計画の策定について、第

２７号議案権利の放棄について及び第２９号議

案権利の放棄については全会一致をもって、第

２４号議案大分県国民健康保険条例の一部改正

について、第２５号議案大分県幼保連携型認定

こども園の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について並びに第２８号議案大

分県病院事業に係る料金条例の一部改正につい

ては賛成多数をもって、いずれも原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 また、請願９医療機関の事業と経営維持のた

めの診療報酬再改定、補助金等の財政支援措置

についての請願については賛成少数をもって不

採択とすべきものと決定しました。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

嶋議長 商工観光労働企業委員長木付親次議員。 

  〔木付議員登壇〕 

木付商工観光労働企業委員長 商工観光労働企

業委員会の審査の経過と結果について御報告し

ます。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件及び報告１件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部局長ほか関
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係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第３０号議案大分県流通業務団地造成事業特別

会計設置条例の廃止については原案のとおり可

決すべきものと全会一致をもって決定しました。 

 次に、第１号報告損害賠償に関する和解につ

いては承認すべきものと全会一致をもって決定

しました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

嶋議長 農林水産委員長井上明夫議員。 

  〔井上議員登壇〕 

井上農林水産委員長 農林水産委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

３１号議案令和７年度における農林水産関係事

業に要する経費の市町村負担については原案の

とおり可決すべきものと全会一致をもって決定

しました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

嶋議長 土木建築委員長古手川正治議員。 

  〔古手川議員登壇〕 

古手川土木建築委員長 土木建築委員会の審査

の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案８件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

３２号議案令和７年度における土木事業に要す

る経費の市町村負担について、第３３号議案大

分県土木建築部長期計画の策定について、第３

４号議案工事請負契約の締結について、第３５

号議案大分県港湾施設管理条例の一部を改正す

る条例の一部改正について、第３６号議案工事

請負契約の締結について、第３７号議案工事請

負契約の締結について、第３８号議案工事請負

契約の締結について及び第３９号議案工事委託

契約の変更については原案のとおり可決すべき

ものと、いずれも全会一致をもって決定しまし

た。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

嶋議長 文教警察委員長大友栄二議員。 

  〔大友議員登壇〕 

大友文教警察委員長 文教警察委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る１９日に開催し、教育長及び警

察本部長ほか関係者の出席説明を求め、慎重に

審査した結果、第４０号議案大分県長期教育計

画の策定については原案のとおり可決すべきも

のと賛成多数をもって、第４１号議案損害賠償

請求に関する和解をすることについては原案の

とおり可決すべきものと全会一致をもって決定

しました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

嶋議長 総務企画委員長麻生栄作議員。 

  〔麻生議員登壇〕 

麻生総務企画委員長 総務企画委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案７件及び請願１件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査しました結

果、第１４号議案包括外部監査契約の締結につ

いて、第１６号議案刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備について、第１

７号議案大分県使用料及び手数料条例の一部改

正について、第１８号議案大分県の事務処理の

特例に関する条例の一部改正について、第１９

号議案職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて、第２０号議案職員の退職手当に関する

条例の一部改正について及び第２１号議案第３

期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策

定については原案のとおり可決すべきものと、

いずれも全会一致をもって決定しました。 

 次に、請願８しいきアルゲリッチハウスの県

有化に関する請願については採択すべきものと

全会一致をもって決定しました。 

 なお、第１７号議案については農林水産委員

会、土木建築委員会及び文教警察委員会に、第

１８号議案については農林水産委員会に、第１
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９号議案については福祉保健生活環境委員会、

商工観光労働企業委員会及び文教警察委員会に

合い議し、その結果をも審査の参考にしました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

嶋議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三議員。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。今議会に上程された各議案に対して、８

本ですが、討論を行いたいと思います。 

 まず、第２１号議案第３期まち・ひと・しご

と創生大分県総合戦略の策定についてです。 

 ２０１４年にまち・ひと・しごと創生法が施

行され、県としてもこれまで第２期まで計画を

策定し、今回第３期目の計画を議案として提案

しています。 

 自民党は地方を守るとして、初代の地方創生

相だった石破茂首相は地方創生を再起動させま

すと表明しました。しかし、東京一極集中と過

疎、地方の疲弊を深刻化させてきた自民・公明

政権に期待できるでしょうか。 

 ２０１４年に始まった地方創生の大目標は、

出生率の引上げと東京一極集中の是正でした。

その結果は、改善するどころか悪化しています。

２０１４年に１．４２だった合計特殊出生率は

２０２３年には１．２０になり、過去最低です。

東京圏への転入超過は２０１９年には２０１３

年の１．５倍になり、コロナ禍で若干抑制され

ましたが、２０２３年には１２万６千人と前年

より増加しました。 

 出生率の目標値を掲げた人口政策では、長期

的には効果がありません。政治・経済・社会の

全般的な発展、根本的な社会の進歩、平和で民

主的な社会を形成することが必要です。 

 大都市圏への人口集中を招いたのは自公政権

がデジタル化や大型開発を進め、世界で戦える

国際都市、稼げる都市づくりを加速させてきた

結果です。 

 自民党はデジタル化の推進などによって、ど

こに住んでいても仕事や勉強ができ、必要な医

療・福祉が受けられるとばら色に描いています。 

 しかし、保健所の削減、公立・公的病院の統

廃合や病床削減、学校の統廃合、介護事業所の

消失などを進めてきたのは自公政権です。これ

らの反省を抜きに、デジタル化すれば全てうま

くいくというのは幻想です。そもそも、その内

実は自治体の持つ個人情報や公的サービスを民

間企業に開放し、企業が利益を得る仕組みに変

えようとするものです。また、この構想では、

デジタル化を口実とした窓口の削減や対面サー

ビスの後退、自治体職員の削減、国の基準に統

一したシステムの押し付け、膨大な個人情報の

利用によるプライバシー侵害などの危険があり

ます。 

 農林水産業は地方の成長の根幹と言いますが、

自民党の政策には食料自給率向上の目標すらあ

りません。日本の自給率は３８％で、世界で最

低レベルです。その責任は、農産物の輸入自由

化や米の減産を押し付けてきた歴代自民党政権

にあります。 

 こうした地方切捨て政治の転換こそ必要です。

日本共産党は基幹産業である農業と大分県の企

業数の９９．９％、全雇用者の７割を占める中

小企業を地域経済再生の柱に位置付けています。 

 例えば、農業では自給率を５０％に早期回復、

価格保障と所得補償の実施、輸入自由化路線を

転換して食料主権を守り、営農で暮らしが成り

立つ振興策を示しています。中小企業には賃上

げへの直接助成や消費税減税・インボイスの廃

止などの支援策を打ち出しています。 

 安心の取組では、介護報酬の引下げによる訪

問介護事業所の廃止・倒産が相次ぎ、職員不足

による介護施設閉鎖などが頻発し、人の命や尊

厳が守れなくなっているのが実態です。国に対

し介護報酬の引上げこそ求めるべきです。 

 また、長射程ミサイルについて、国は２０２

５年度末の先行配備を九州とする方向で検討に

入ったとの報道がありました。敵基地攻撃の能

力向上として長射程ミサイルが敷戸弾薬庫に配
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備されれば、相手からの攻撃目標にされてしま

うのは自明のことです。国に対し中止を求める

ことこそ県民の命を守ることになるのではない

でしょうか。 

 他にも本計画の中には、部落差別を人権問題

の主要な課題とする姿勢や補助金漬けの企業立

地の推進、豊予海峡ルート構想の推進などがう

たわれており、到底賛成できるものではありま

せん。 

 次に、第２４号議案大分県国民健康保険条例

の一部改正についてです。 

 本条例改正は、被保険者証の廃止についての

一部改正となります。 

 政府は昨年１２月２日から現行の健康保険証

の発行を停止しました。１０月時点でマイナ保

険証の利用率は１５．６７％と低迷しています。

医療現場の実態や保険証存続を求める国民の声

を無視した健康保険証の廃止はやめるべきです。 

 マイナ保険証をめぐって医療現場では現在も

トラブルが続いています。開業医の６割が加入

する全国保険医団体連合会の調査では、５月以

降トラブルがあったと回答した医療機関は加入

者の約７割に及び、そのうち約８割の医療機関

では現行の保険証で対処せざるを得なかったよ

うです。また、資格確認ができないため１０割

負担となってしまい、受診を諦めるケースもあ

りました。 

 今後さらに混乱をもたらすと予想されるのは、

マイナ保険証は５年ごとの更新が必要で、更新

には３か月以内に役所に出向く必要があること

です。更新を忘れて医療機関にかかったときに

資格情報が無効となり、窓口で１０割負担を求

められる事例が頻発しかねません。 

 現行の保険証は期限が来れば新しい保険証が

送られてきます。公的医療保険制度では、全て

の被保険者に遅滞なく保険証を届けることは国

と保険者の責任だからです。マイナ保険証では、

それが被保険者の責任にされてしまいます。 

 マイナ保険証ではカードの券面に資格情報が

記載されていないため、マイナ保険証が読み取

れないなどのトラブルに備えて、マイナ保険証

を持つ人には、紙の資格情報のお知らせが届け

られています。このお知らせには、現行の保険

証と同様の資格情報が記載されており、トラブ

ルの際はこれを提示します。また、マイナ保険

証を持たない人には資格確認書が送付されます。 

 保険証を廃止しながら、保険証と同じ資格情

報のお知らせや資格確認書を配るのは支離滅裂

です。しかも、資格確認書は当面は申請なしで

届きますが、法令上は申請が必要です。当面が

いつまでかは決まっていません。 

 そもそもマイナンバーカードを作るか、マイ

ナ保険証として使うかは任意です。マイナンバ

ーカードの取得を事実上強制するために強引に

保険証を廃止することは許されません。 

 厚労省はマイナ保険証の利点を本人の同意が

あれば他院で処方された薬など情報共有できる、

手続なしで高額療養費制度の減免が受けられる

と宣伝しています。しかし、情報共有はお薬手

帳で済むし、オンライン資格確認ができる設備

を有する医療機関ではマイナ保険証でなくても

高額療養費制度は手続なしで受けられます。政

府の宣伝は誇大と言わざるを得ません。 

 マイナンバー制度で政府が国民一人一人に番

号を付け、多分野の個人情報をひも付けして利

用できるようにすること自体、プライバシー侵

害の危険性がある重大な問題です。保険証廃止、

マイナ保険証強要の中止を求め反対とします。 

 続いて、第２５号議案大分県幼保連携型認定

こども園の設置及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正についてです。 

 本条例改正は、副園長又は教頭を職員の数に

算入する資格要件について、その特例期間をさ

らに２年間延長するものです。 

 幼保連携型認定こども園において、職員の数

に算入することができる者は、原則として、幼

稚園教諭免許状を有し、かつ保育士の登録を受

けた保育教諭とされています。 

 しかし、両方の免許等を受けている者が不足

状況にあるなどの理由で特例が設けられ、いず

れか一方の免許等を受けている者でよいとされ

てきました。こども園の質を保障するため、特

例期間を延長するのではなく、資格等の取得促

進の取組こそ強めるべきです。 
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 この立場から、本条例案には賛成できません。 

 続いて、第２８号議案大分県病院事業に係る

料金条例の一部改正についてです。 

 今回の料金条例の一部改正では、分娩料や各

文書料を引き上げる改正です。物価高騰や人件

費の高騰による外的な要因があったとしても、

その責任は本来政府による診療報酬の引上げ等

で措置すべきものであり、さらに県としても患

者の負担増にならないために補助等の引上げで

解消すべきです。子どもの数が減少している大

きな要因として経済的負担の増大が挙げられて

います。このような状況の中で、約１，８００

万円もの影響がある料金の引上げはすべきでは

ありません。 

 続いて、第３３号議案大分県土木建築部長期

計画の策定についてです。 

 巨大地震・水害、地球環境の課題等に対応す

るための計画として策定されています。その中

には、南海トラフ地震に備える施策や交通安全

対策など推進しなければならない内容も多く含

まれています。しかし、広域道路ネットワーク

の充実では、豊後伊予連絡道路の実現に向けて

機運醸成を図ることや、東九州新幹線の整備計

画への格上げのための機運醸成などの推進姿勢

を崩していません。このような取組が含まれて

いるようなものには反対します。 

 次に、第３５号議案大分県港湾施設管理条例

の一部を改正する条例の一部改正についてです。 

 これは大分港大在地区のコンテナクレーンの

使用料の減免措置を、さらに３年間延ばすとい

うものです。 

 大企業が利用する施設の使用料を減免するこ

とは、全くの本末転倒、大企業優遇のやり方で

はありませんか。もうかっているところからま

ともに徴収するという姿勢に転換することを求

めるものです。 

 次に、第４０号議案大分県長期教育計画策定

についてです。 

 今回の計画は２０３３年度までの９年間の長

期教育計画となっています。以前の計画から教

育環境も大きく変化している中での本計画策定

です。 

 教育の主人公は子どもです。教育は、子ども

の人格の完成を目指し、その尊厳を尊重しなが

ら発達を支える営みです。教育は子どもの権利

であり、教育の機会は平等です。教育は、子ど

もが社会の形成者に育つことを通じ、人権や平

和など人類の理想の実現と結び付いています。 

 政治は、こうした教育に二つの責任を負って

います。一つは、教育条件の整備です。もう一

つは、お金は出しても口は出さず、教育を不当

に支配しないことです。学問的な知見をいかし、

子どもとの人間的交流を通じて行われる本質か

ら、教育には自由と自主性が不可欠だからです。 

 しかし、国の教育政策はどうでしょうか。教

育予算の削減等によって、世界に例がないよう

な高い学費や多人数の学級など、日本の教育条

件は劣悪です。 

 その一方で、教育を数値で評価し競わせる競

争主義を導入してきました。国連・子どもの権

利委員会は極度に競争的な教育制度が子どもに

発達の障害をもたらしていると繰り返し指摘し

ていますし、最近では全国知事会でも都道府県

で順位を付けても意味がないと全国学力テスト

に対し疑問の声が上がっています。また、上位

下達の学校運営などの教員統制により、子ども

を権利の主体ではなく、管理の対象と見るよう

な管理主義が広がってきました。 

 こうした教育政策は子どもにとって大きなス

トレスです。不登校の急増は、その表れではな

いでしょうか。競争と管理を加速させた２０１

２年から２０２０年の８年間で、それまで横ば

いだった不登校の割合は倍増しました。コロナ

危機での科学的根拠のない一斉休校に、学校再

開後の学習の詰め込みも加わり、今では約３０

万人の子どもが不登校です。 

 教職員の疲弊も深刻です。教職員定数を増や

さずに多くの業務を行わせた結果、教員は１日

平均１１時間半という異常な長時間労働を強い

られており、教員不足にも歯止めがかかりませ

ん。国が教員に必要な自由や自主性を奪ってき

たことも疲弊を加速させています。 

 このような教育条件の根本的改善を求める計

画こそ必要です。その立場に立っていない本計
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画には反対します。 

 以上、各条例及び計画等の改正案に対する反

対討論とします。 

 最後に、請願９医療機関の事業と経営維持の

ための診療報酬再改定、補助金等の財政支援措

置についての請願についてです。 

 本請願は、大分県内の地域医療を支えてきた

主要病院など１４５団体の賛同を得て提出され

ており、全国的にも倒産・休廃業・解散は過去

最高であり、今のままではさらに増加してしま

う危険性があります。２０２４年度の診療報酬

改定も本体改定率は０．８８％で、物価高騰に

も追い付かない低水準でした。国に対し医療機

関の事業と経営維持のために財政支援措置を行

うよう求めることは死活問題です。そして、国

の診療報酬の再改定を待つまでもなく、大分県

として独自に財政支援を行うことなどを求める

ものです。 

 昨年９月には、日本病院会、全日本病院協会、

日本医療法人協会の３病院団体が病院経営の危

機的状況に対する救済措置・財政支援の要望を

行っています。これは国の医療機関への支援で

は足らないことの表れであり、国や大分県に十

分な支援を求める意見書を提出すべきことを強

く求め賛成討論とします。 

 以上、討論終結にあたり、今季で退職される

県執行部及び職員の皆様方へ、長きにわたり住

民サービス向上のために公務現場で奮闘されて

きた皆様には感謝します。今後、地方自治法の

精神と活動されてきた経験をいかし、地域にお

いても御活躍されることを祈念して、感謝の言

葉とします。 

 以上で討論を終わります。（拍手） 

嶋議長 以上で通告による討論は終わりました。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第１４号議案、第１６号議案から第２

０号議案まで、第２２号議案、第２３号議案、

第２６号議案、第２７号議案、第２９号議案か

ら第３２号議案まで、第３４号議案、第３６号

議案から第３９号議案まで、第４１号議案、第

１号報告及び請願８について採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり決定し

ました。 

 次に、第２１号議案、第２４号議案、第２５

号議案、第２８号議案、第３３号議案、第３５

号議案及び第４０号議案について、起立により

採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決です。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

嶋議長 起立多数です。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、請願９について、起立により採決しま

す。 

 本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。 

 本請願を採択することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

嶋議長 起立少数です。 

 よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

日程第３ 第５７号議案から第５９号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

嶋議長 日程第３、第５７号議案から第５９号

議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第５７号議案 監査委員の選任について 

第５８号議案 海区漁業調整委員会委員の任命

について 

第５９号議案 収用委員会委員及び予備委員の

任命について 

―――――→…←――――― 

嶋議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 
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―――――→…←――――― 

嶋議長 提出者の説明を求めます。吉村尚久議

員。 

  〔吉村（尚）議員登壇〕 

吉村（尚）議員 ただいま議題となった議員提

出第１号議案ガソリン税等に係る暫定税率の廃

止等を求める意見書について、提案理由を説明

します。 

 ガソリン・軽油価格の高騰は、家計を圧迫す

るだけでなく、産業にも深い影を落としていま

す。特に我が県をはじめとする地方部において

は、自動車は生活必需品となっており、人口比

での保有台数も多く、その分、地域経済に及ぼ

す影響も甚大です。 

 国民生活を守り、地域経済を回復させるため

には、速やかにトリガー条項の凍結を解除し、

又はガソリン税等に係る当分の間の税率、すな

わち暫定税率を廃止するなどして、ガソリン・

軽油価格の引下げを実現し、国民や事業者の負

担を減らすことが必要です。 

 よって、国会及び政府に対し、速やかに暫定

税率の廃止、又はトリガー条項の凍結解除を行

うとともに、地方揮発税及び軽油引取税の収入

の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼさ

ないよう減収補填措置を講ずることを強く要望

するものです。 

 案文はお手元に配布していますので、朗読は

省略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ

うお願いします。 

嶋議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。本案は、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 議員提出第１号議案について、起立により採

決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

嶋議長 起立少数です。 

 よって、本案は否決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第５ 委員会提出第２号議案から第５号

議案まで 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

嶋議長 日程第５、委員会提出第２号議案から

第５号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

委員会提出第２号議案 大分県議会会議規則の

一部改正について 

委員会提出第３号議案 大分県議会傍聴規則の

一部改正について 

委員会提出第４号議案 大分県議会委員会傍聴

規則の一部改正につい

て 

委員会提出第５号議案 地方自治法第１８０条

の規定による県議会の

権限中軽易なる事項の

指定の一部改正につい

て 

―――――→…←――――― 

嶋議長  提出者の説明を求めます。議会運営

委員長御手洗吉生議員。 

  〔御手洗（吉）議員登壇〕 

御手洗（吉）議会運営委員長 ただいま議題と

なった委員会提出第２号議案から第５号議案ま

でについて、一括して提案理由の説明を行いま

す。 

 第２号議案は、多様な層の人材の議会参画を

進める環境整備を図るため、大分県議会会議規

則における欠席事由を見直すなど、所要の改正

を行うものです。 

 第３号議案、第４号議案は、社会情勢の変化
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に対応した語句の整理、統合や、傍聴の電子申

請に係る規定の整備などのため、大分県議会傍

聴規則及び大分県議会委員会傍聴規則の一部を

改正するものです。 

 第５号議案は、議決により知事が専決できる

とした議会の権限に属する軽易な事項について、

対象となる条例名の改正が行われたため、これ

を整合させるためのものです。 

 案文はお手元に配布していますので、朗読は

省略します。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同賜りますよう

よろしくお願いします。 

嶋議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 なお、各案は会議規則第３９条第２項の規定

により、委員会に付託しません。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 各案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は原案のとおり可決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第６ 常任委員の選任 

嶋議長 日程第６、常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。常任委員の選任については、

委員会条例第５条第１項の規定により、お手元

に配布の常任委員会委員氏名表のとおり指名し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した議員をそれぞれの

常任委員に選任することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

  常任委員会委員氏名表 

 総務企画委員 

        桝田 貢 

        太田正美 

        三浦正臣 

        元吉俊博 

        成迫健児 

        原田孝司 

        澤田友広 

 福祉保健生活環境委員 

        御手洗吉生 

        首藤健二郎 

        今吉次郎 

        嶋 幸一 

        福崎智幸 

        高橋 肇 

        吉村哲彦 

        猿渡久子 

 商工観光労働企業委員 

        志村 学 

        宮成公一郎 

        小川克己 

        後藤慎太郎 

        御手洗朋宏 

        堤 栄三 

        三浦由紀 

 農林水産委員 

        穴見憲昭 

        森 誠一 

        木付親次 

        古手川正治 

        木田 昇 

        守永信幸 

        戸高賢史 

 土木建築委員 

        中野哲朗 

        阿部長夫 

        大友栄二 

        阿部英仁 

        若山雅敏 

        二ノ宮健治 

        佐藤之則 

 文教警察委員 

        岡野涼子 

        清田哲也 
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        井上明夫 

        麻生栄作 

        吉村尚久 

        玉田輝義 

        末宗秀雄 

―――――→…←――――― 

 日程第７ 議会運営委員の選任 

嶋議長 日程第７、議会運営委員の選任を行い

ます。 

 この採決は起立により行います。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例

第５条第１項の規定により、お手元に配布の議

会運営委員会委員氏名表のとおり指名したいと

思います。これに賛成の議員の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

嶋議長 起立多数です。 

 よって、ただいま指名した議員を議会運営委

員に選任することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 議会運営委員会委員氏名表 

        志村 学 

        御手洗吉生 

        中野哲朗 

        阿部長夫 

        森 誠一 

        井上明夫 

        古手川正治 

        麻生栄作 

        吉村尚久 

        木田 昇 

        二ノ宮健治 

        玉田輝義 

        戸高賢史 

―――――→…←――――― 

嶋議長 この際、各常任委員会及び議会運営委

員会は、委員長及び副委員長互選等のため、お

手元に配布の委員長招集通知通知書のとおり、

直ちに委員会を開催願います。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３２分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後０時５分 再開 

嶋議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各委員会の委員長及び副委員長が互選されま

したので、御報告します。 

 総務企画委員長太田正美議員、同副委員長桝

田貢委員、福祉保健生活環境委員長今吉次郎議

員、同副委員長首藤健二郎議員、商工観光労働

企業委員長小川克己議員、同副委員長宮成公一

郎議員、農林水産委員長森誠一議員、同副委員

長穴見憲昭議員、土木建築委員長阿部長夫議員、

同副委員長中野哲朗議員、文教警察委員長清田

哲也議員、同副委員長岡野涼子議員、議会運営

委員長御手洗吉生議員、同副委員長志村学議員、

以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

 日程第８ 協議又は調整を行うための場の設

置の件 

嶋議長 日程第８、協議又は調整を行うための

場の設置の件を議題とします。 

―――――→…←――――― 

 地方自治法第１００条第１２項の協議又は調

整を行うための場 

１ 名称 

政策検討協議会 

２ 目的 

議会基本条例に基づく議員提案による条

例の制定、政策立案・提言及び県議会の

諸課題等についての協議・調整 

３ 構成員 

副議長及び各会派から推薦された委員

（自由民主党３名、県民クラブ２名、公

明党１名、日本共産党１名、志士の会１

名、無所属の会１名、日本維新の会１名） 

４ 招集権者 

会長 

５ 期間 

令和７年４月１日から令和９年３月３１

日まで 

―――――→…←――――― 

嶋議長 お諮りします。会議規則第１２４条第

２項の規定により、お手元に配布の政策検討協

議会を協議又は調整を行うための場として設置

したいと思いますが、これに御異議ありません
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か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、政策検討協議会を協議又は調整を行

うための場として設置することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第９ 閉会中の継続調査の件 

嶋議長 日程第９、閉会中の継続調査の件を議

題とします。 

―――――→…←――――― 

閉会中における常任委員会、議会運営委員会

の継続調査事件 

総務企画委員会 

 １、職員の進退及び身分に関する事項につい

て 

 ２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について 

 ３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について 

 ４、条例の立案に関する事項について 

 ５、学事に関する事項について 

 ６、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について 

 ７、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて 

 ８、広報及び統計に関する事項について 

 ９、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて 

１０、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて 

１１、他の委員会に属さない事項について 

福祉保健生活環境委員会 

 １、社会福祉に関する事項について 

 ２、保健衛生に関する事項について 

 ３、社会保障に関する事項について 

 ４、県民生活に関する事項について 

 ５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について 

 ６、男女共同参画及び青少年に関する事項に

ついて 

 ７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について 

 ８、県の病院事業に関する事項について 

商工観光労働企業委員会 

 １、商業に関する事項について 

 ２、工・鉱業に関する事項について 

 ３、観光に関する事項について 

 ４、労働に関する事項について 

 ５、情報化の推進に関する事項について 

 ６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について 

農林水産委員会 

 １、農業に関する事項について 

 ２、林業に関する事項について 

 ３、水産業に関する事項について 

土木建築委員会 

 １、道路及び河川に関する事項について 

 ２、都市計画に関する事項について 

 ３、住宅及び建築に関する事項について 

 ４、港湾その他土木に関する事項について 

文教警察委員会 

 １、市町村教育委員会への助言に関する事項

について 

 ２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について 

 ３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について 

 ４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて 

 ５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について 

 ６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて 

 ７、文化財の保護に関する事項について 

 ８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて 

議会運営委員会 

 １、議会の運営に関する事項について 

 ２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について 

 ３、議長の諮問に関する事項について 

―――――→…←――――― 

嶋議長 各常任委員長及び議会運営委員長から、

会議規則第７３条の規定により、お手元に配布
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のとおり、閉会中の継続調査の申出がありまし

た。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続調査に付することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続調査に付することに決

定しました。 

  〔井上副議長退場〕 

―――――→…←――――― 

 副議長辞職の件 

嶋議長 ここで副議長井上明夫議員から副議長

の辞職願が提出されました。 

 お諮りします。この際、副議長辞職の件を日

程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長辞職の件を日程に追加し、直

ちに議題とすることに決定しました。 

 副議長辞職の件を議題とします。 

 まず、その辞職願を朗読させます。 

―――――→…←――――― 

  〔職員朗読〕 

  辞職願 

 今般都合により副議長を辞職したいので、許

可されるよう願い出ます。 

 令和７年３月２７日 

    大分県議会副議長 井上明夫 

大分県議会議長 嶋 幸一 殿 

―――――→…←――――― 

嶋議長 お諮りします。井上明夫議員の副議長

辞職を許可することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、井上明夫議員の副議長辞職を許可す

ることに決定しました。 

  〔井上議員入場〕 

―――――→…←――――― 

 副議長の選挙 

嶋議長 ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りします。この際、副議長の選挙を日程

に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加します。 

 これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  〔議場閉鎖〕 

嶋議長 ただいまの出席議員数は４２名です。 

 投票用紙を配布させます。 

  〔投票用紙配布〕 

嶋議長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

  〔投票箱点検〕 

嶋議長 異状なしと認めます。 

 投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人

の氏名を記載してください。 

 元吉俊博議員より、投票にあたり配慮の申出

がありましたので、これを許します。 

 事務局は、投票箱を元吉俊博議員の席までお

願いします。 

  〔元吉議員投票〕 

嶋議長 それでは、議席順に順次投票願います。 

  〔各員投票〕 

嶋議長 投票漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

嶋議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了します。 

 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会

い人に中野哲朗議員、成迫健児議員及び澤田友

広議員を指名します。 

 ３名の議員の立会いを求めます。 

  〔立会人登壇〕 

嶋議長 投票箱を開き、投票の点検をさせます。 

  〔投票点検〕 

嶋議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数     ４２票 

  有効投票    ４１票 
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  無効投票     １票 

 有効投票中 

  大友栄二議員  ２７票 

  玉田輝義議員  １４票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は１１票です。 

 よって、大友栄二議員が副議長に当選しまし

た。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  〔議場開鎖〕 

嶋議長 ただいま副議長に当選された大友栄二

議員が議場におられますので、会議規則第３２

条第２項の規定により、本席から当選を告知し

ます。 

 副議長に当選された大友栄二議員から当選承

諾及び就任の挨拶があります。大友栄二議員。 

  〔大友副議長登壇〕 

大友副議長 ただいま皆様方の御推挙をいただ

き、第１０５代の大分県議会副議長に就任しま

した。改めて御推挙いただいたことに厚く御礼

を申し上げます。 

 副議長という大変重い責務に身の引き締まる

思いです。嶋議長をしっかりと支えながら、県

民の負託に応えるべく誠心誠意努めていきたい

と考えています。 

 先輩、同僚議員の皆様方、そして、執行部の

皆様方におかれては、絶大なる御支援、そして、

御指導、御鞭撻を賜りますことを切にお願いし

て、就任の御挨拶に代えさせていただきます。 

 しっかりと努めていきます。どうぞよろしく

お願いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

嶋議長 以上をもって今期定例会に付議された

諸案件は全て議了しました。 

―――――→…←――――― 

嶋議長 この際、井上明夫議員から退任の御挨

拶をしたい旨の申出がありましたので、これを

許します。井上明夫議員。 

  〔井上議員登壇〕 

井上議員 副議長退任にあたり一言御挨拶を申

し上げます。 

 昨年３月の第１回定例会において副議長の大

役を仰せつかって以来、今日まで様々な貴重な

体験を積ませていただいたことにお礼を申し上

げます。 

 議長の下、円滑・公正な議会運営はもとより、

議会の政策立案能力の発揮、また、広報広聴活

動の推進に力を尽くしてきました。 

 政策検討協議会では、生産年齢人口の減少に

伴う深刻な人手不足であるという現状を鑑み、

人手不足の解消につながる提言をまとめ、また、

議会の諸課題についても議論しました。 

 また、広報委員会では、出前県議会、出前授

業、夏休み子ども議会見学、県議会ユースモニ

ターを開催し、開かれた議会の実現に向けて活

動しました。 

 お陰様をもって、元吉前議長、嶋議長をはじ

めとする先輩、同僚議員の皆様、また、佐藤知

事はじめ、県執行部の皆様方の御支援、御協力

をいただく中で、無事大役を務め終えることが

できました。この間の御支援、御協力に心から

感謝します。これからも一議員として県勢の発

展に全力を尽くす覚悟ですので、どうか引き続

き御指導、御鞭撻をよろしくお願いします。 

 結びとなりますが、皆様方がそれぞれのお立

場の中で、それぞれの思想信条の下、今後も御

活躍されることを御祈念し、副議長退任の御挨

拶とします。 

 １年間、大変ありがとうございました。（拍

手） 

―――――→…←――――― 

嶋議長 これをもって令和７年第１回定例会を

閉会します。 

午後０時２８分 閉会 
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

８ 令和７年２月２６日 
大分県宇佐市院内町下船木１５２番地 
赤 松 健一郎 

件 名 及 び 要 旨 
しいきアルゲリッチハウスの県有化に関する請願 

 しいきアルゲリッチハウス（以下「ハウス」とする。）は、故椎木正和氏から建設費の寄付と

県有地の長期借受けにより、公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団（以下「財団」とする。）

が建設し、平成２７年に開館した。 
 財団では、別府アルゲリッチ音楽祭（以下「音楽祭」とする。）の運営をはじめ、子どもから

大人まで参加するピノキオコンサートや国内外の音楽家が出演する室内楽シリーズなど、マル

タ・アルゲリッチ氏の功績の顕彰と音楽文化の発信を行ってきたが、今後のハウスの管理運営

にあたっては、老朽化に伴う保全改修、サロン文化や人材の育成等に向けてのさらなる活用促

進が課題となっている。今後もハウスを末永く維持管理しながら、音楽祭の成果とマルタ・ア

ルゲリッチ氏の功績を顕彰し、後世へと引き継いでいくことが大分県の芸術文化の発展に不可

欠である。 
 ついては、大分県における芸術文化の発信と人材育成の観点から、ハウスの県有化について

以下のとおり求める。 
 １ 財団からハウスの寄贈を受け、その運営方針に掲げる取組がより深化するように施設を

管理すること。 
 ２ マルタ・アルゲリッチ氏の名前を冠した品格が漂う施設となるよう、これまでの財団の

実績を評価し、自由な発想と主体的な取組で運営させること。 
 ３ 教育や人材育成の場として、教育委員会等関係機関とも連携し、ハウスを積極的に活用

すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
志 村   学 

嶋   幸 一 
総務企画 採択  
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

９ 令和７年３月３日 
大分県大分市古ヶ鶴１－４－１ 
大分県民主医療機関連合会 
会長 酒 井   誠（１５４団体署名） 

件 名 及 び 要 旨 
医療機関の事業と経営維持のための診療報酬再改定、補助金等の財政支援措置についての請願 

 厚生労働省の医療経済実態調査によると、医療法人施設数約４万件のうち１万件の約２５％

が赤字経営となっている。さらに、帝国データバンク２０２３年度動向調査によると、医療機

関（病院・診療所・歯科医院）の倒産は５５件で過去最多となり、休廃業・解散も過去最多の

７０９件で１０年前と比較して２．３倍に急増している。 
 医療機関の事業と経営の危機は、必要に応じて医療を受ける国民の権利の危機でもあるが、

２０２４年度診療報酬の本体改定率は０．８８％と、医療経営の実態や昨今の物価高騰に見合

っておらず、特に中小の民間病院、診療所にとって非常に厳しい内容となっている。本来、診

療報酬は、地域の医療ニーズに応え適切な医療を提供し、職員にも世間並みの賃金を払い、健

全な経営維持が可能なものであるべきであるが、医療機関の願いに応えるものとなっていな

い。 
 ついては、地域医療の崩壊を防ぎ、医療機関の事業と経営維持のため、以下のとおり求め

る。 
 １ 医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を行う

ように、国に対して意見書を提出すること。 
 ２ 国による診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置がない場合は、地方自治体として

医療機関の事業と経営維持のための補助金等の財政支援措置の検討を行うこと。 
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